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平成３０年２月２２日 

 

 白井市長 伊澤 史夫 様 

 

                         白井市行政経営改革審議会 

                         会長 坂野 喜隆 

 

 

白井市行政経営改革実施計画の策定について（答申） 

 

 平成２９年５月１日付け白行第３号で諮問のありました白井市行政経営改革実施計画の

策定について、多角的に審議を尽くした結果、下記事項に配慮するよう意見を付して別添

のとおり答申します。 

記 

 本計画の推進に当たっては、職員一人ひとりが、市民目線に立って、市がどのような役

割を担うべきか、コストや時間をいかに削減するかということを意識しながら、着実に実

行してください。 

 また、若い人や今まで市政に関心が薄かった人に市の取組みが伝わり、自律的な取組み

につながるよう市の取組みをわかりやすく伝える工夫をしてください。 
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白井市行政経営改革審議会委嘱状交付式及び第１回会議 会議録（概要） 

 

 

１ 開催日時 平成２９年５月１日（月）午後６時３０分から午後８時４０分まで 

２ 開催場所 市役所３階 会議室２ 

３ 出 席 者 坂野会長、宗和副会長、片桐委員、伴委員、藤井委員、本松委員、 

山本委員 

４ 欠 席 者 岩井委員 

５ 事 務 局 伊澤市長 総務部 笠井部長 

行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

６ 傍 聴 者 １人 

７ 議 題 委嘱状交付式 

       会長・副会長の選出 

       第１回会議 

       議題１ 行政経営改革審議会の役割について 

       議題２ これまでの市の行政改革の取り組みについて 

       議題３ 行政経営改革実施計画策定の進め方について 

       議題４ 会議の開催スケジュールについて 

８ 議 事 

事務局（元田）  本日は、お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

本日は岩井委員がご欠席、藤井委員が３０分程度遅れる旨のご連

絡をいただいています。 

それでは、ただいまから、白井市行政経営改革審議会委嘱状交付

式及び第１回会議を開催いたします。 

本日進行を務めます事務局の行政経営改革課の元田と申します。

よろしくお願いいたします。 

はじめに本日のスケジュール等をお知らせいたします。 

本日は、このあと市長から委嘱状の交付をさせていただきまして、

市長挨拶、委員紹介として皆様からの自己紹介をしていただいた後、

会長、副会長の選出を行っていただきます。 

その後、第１回会議を開催し、議題に入ります。本日の議題は４

つです。 

議題１といたしまして、「行政経営改革審議会の役割」を事務局

から説明いたします。議題２といたしまして、「これまでの市の行

政改革の取り組み」について説明いたします。議題３といたしまし

て、「行政経営改革実施計画の進め方」について説明します。議題

４といたしまして、「今後のスケジュール」について決定していた

だきます。また、その他として、あらかじめ送付した委員の皆さん

のご住所などの資料をいただければと思っております。 
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それでは、白井市行政経営改革審議会の委嘱状交付式を行います。 

恐れ入りますが、順番にお名前をお呼びいたしますので、自席で

ご起立ください。委嘱状の交付は、伊澤市長から行わせていただき

ます。 

坂野 喜隆 （さかの  よしたか） 様 

宗和 暢之 （そうわ  のぶゆき） 様 

片桐 幸雄 （かたぎり さちお） 様 

伴  隆夫 （ばん たかお） 様 

本松 千波 （もとまつ ちなみ）様 

山本 薫  （やまもと かおる）様 

 

なお、本日まだお見えになっていらっしゃらない藤井委員には、

後ほど。ご欠席の岩井委員については、郵送により委嘱状を送付い

たします。 

 

事務局（元田）  行政経営改革審議会の開催に当たり伊澤市長からご挨拶申し上

げます。 

伊澤市長 皆さんこんにちは。市長の伊澤史夫でございます。 

本日は大変お忙しい中、行政経営改革審議会にご列席いただきま

してありがとうございます。そして、ただいま委嘱状交付をさせて

いただきました８人の委員の皆様方には、快く委員を引き受けてい

ただきましたことを心から御礼と感謝を申し上げます。 

 この会議は、実は私は、市長になる前は白井市の職員だったわけ

ですが、１０年前、北海道の夕張市が国の財政再建団体になったこ

と、いわゆる財政破綻をした、そのニュースが大変ショックであり

ました。 

 それまで、平成に入ってから、少しデフレで不景気だといわれる

中でも、行政、地方自治体というのは、人口は微増で増えて、そし

て税収も増えて、いわゆる右肩上がりで、右肩下がりは来ないだろ

うと、平成の一桁の中盤ぐらいは思っていたわけです。 

 その後、平成１０年を過ぎたころから人口はどんどん減ってくる

だろうと。そして、厳しい団体が少しあるとは聞いていましたし、

言葉としては、もちろん財政再建団体とは何かとは知っていたので

すが、夕張市が財政再建団体になるとは思いもしませんでした。 

 その後いろいろな報道では、夕張市に近い財政状況の団体もある

とのことで、これから市町村も破綻する時代が来たなと、それが大

変ショックでありまして、平成２３年に市長になったわけでござい

ますが、市長になってから、市の財政、持続ある行政運営はどうし

たらいいだろうと、ずっと考えてきました。 
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 そういう中、いろいろなことを考えて一昨年、行政経営有識者会

議を設置いたしました。 

 これはどういう審議会かと言いますと、今までは行政改革につい

ていろいろな立場の専門家や市民からの意見を頂きながら、仕事の

見直し、事務事業の見直しする改革を昭和の時代から続けてきたわ

けでございますが、これからはそういうやり方では多分、立ち行か

ないときが来るのではないか。そういうことを考えまして、行政も

民間経営の手法に倣って経営感覚の視点から取り組む必要がある

だろうということで設置した審議会です。 

 通常、白井の場合はこのような会では、公募市民を入れるのです

が、この会については公募市民を入れないで、大学の教授、シンク

タンクの方等、本当に専門家だけで純粋に行政経営について話し合

っていただいて、私も何度か会議に出席させていただいたのですが、

十数回の会議では、大変素晴らしい議論や行政のコスト意識につい

ても、かなり厳しいご指摘があり、行政にとっては大変厳しい指摘

が多数ございました。 

 それで、今年の３月に行政経営指針を策定し、この行政経営指針

を頂くときに、白井市で市民に公開してシンポジウムを開きまして、

この講演会の講師には衆議院議員の河野太郎元行政改革担当大臣

に来ていただきましたので、講演の後、私と行政経営有識者会議の

方とパネルディスカッションをして、これからの行政経営はどうし

たらいいかということを議論したわけです。 

 この中で私からも話しをしたのですが、この行政経営というのは

追い詰められてから行革をしたのでは、スクラップ・アンド・スク

ラップになってしまう。新しい行政ニーズの変化に対応ができなく

なってしまう恐れがあるということで、白井市はまだ体力がありま

す。この体力のあるうちに、この体質を変えていって、新しい行政

ニーズに対応できるような体質をつくっていかなきゃいけないと。

当然、スクラップとビルドが必要であります。そういう形がだんだ

んできつつあるのかな、というところにいるわけでございます。 

 そして、行政経営指針に基づいて、これからは実施計画を作って

いくわけでございます。この実施計画の策定に当たって、ぜひ皆様

方の専門的な知識あるいは市民公募の方も４名いらっしゃいます。

それぞれの市民感覚から見た役所行政のあり方について、忌憚のな

いご意見、そして専門家の皆様にはご指導を賜ることを願うところ

でございます。 

 せっかくの機会ですから、今の市政について少しお話したいと思

います。今日、市役所に入ってくるときに工事中でご迷惑を掛けた

と思います。これは東日本大震災、６年前の地震のときに、この庁
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舎が耐震不足で災害対策本部が設置できなかった。そこで、隣の保

健福祉センターに設置したのですけれども、やはりこの庁舎じゃな

いと緊急連絡が取れないということで、この庁舎に戻って、職員も

余震の中、本当に危険な状況でもあったのですが、職務をここで遂

行してもらったところです。 

 一日も早い耐震性のある庁舎をつくって、市民の安心・安全の拠

点づくりをしなくてはならないということで、これもいろいろな

方々、専門の先生とか建築の専門家にお願いして考えていただいて、

まず経済性、安くできること。そして環境に優しいつくり方という

ことで、出た結論が減築と新築ということで、この８階の建物を、

５階から上は減築します。減築することによって、８階建ての躯体

にすることから、これで耐震性が確保でき減築して足りなくなった

面積分を隣に新築するというものです。 

 今、作ったのが新築の庁舎で、実は昨日、内覧会を行って完成い

たしました。この連休に引っ越しをして８日から業務開始ですけれ

ども、まだこちらの棟の減築が終わりませんから、工夫をして、会

議室をつぶして執務室にする。文化会館を利用して議会を開くとか、

減築が終わるまでの１年間は、何とか工夫して、最低の経費でしの

いで、来年の５月にグランドオープンします。 

 ここの棟にも事務室ができるということで、この庁舎建設に当た

っても経費の節減、環境負荷の低減も図ったということで、恐らく

全国では初めての減築新築の手法だったと思います。考えてくれた

先生方、専門家の方には本当に素晴らしい案だなと、昨日もそうい

う話が多くの方々から出ていました。 

 そして、これは本当に良かったことですが、白井市は警察署がな

かったのですけれども、警察署も減築棟、この庁舎の１階に入って

いただくということで、これも県からいろいろご支援いただいて、

場所を提供するという約束で、そういうことをやったのです。この

庁舎建設一つを取っても考え方、いろいろなことを考えていけば素

晴らしいものが出来上がると、そういうことを実感いたしました。 

 このようなことから、この行政経営についても、ぜひ皆さんの持

っている知識・経験を忌憚なく伝えていただいて、素晴らしい行政

運営ができて、先人から引き継いだ白井市、必ず次の世代に引き継

げるような、そういうまちを皆さんとともにつくっていきたいと思

いますので、どうかよろしくお願いします。 

 ちょっと長くなりましたが、近況も兼ねて皆さんに報告をさせて

いただきながら、ご挨拶とお礼とさせていただきます。本日は誠に

ありがとうございました。 
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〔藤井委員の委嘱状を交付〕 

 

事務局（元田）  それでは続きまして会長・副会長の選任をお願いしたいと思って

おります。始めに恐縮ですが自己紹介ということで、お手元に配布

しております資料１委員名簿の順に坂野委員から委員の自己紹介

をお願いしたいと思います。では、坂野喜隆委員、よろしくお願い

いたします。 

坂野委員   皆さん、こんばんは。先ほどの伊澤市長のお話に応えまして、私

も熱い思いを受け止めさせていただきます。私は流通経済大学法学

部の坂野と申します。よろしくお願いいたします。専門は行政学、

地方自治論ということで、行政改革あるいは行政評価、あるいは参

加・協働とさまざまなことをやっておりまして、こちらの市でも、

市民参加推進というところで２期を務めさせていただきまして、約

６年お付き合いがあると思います。私、喋りだすと長いので、適当

なところで止めてください。 

  それで、私は、今日は新松戸のキャンパスからやってまいりまし

て、本学も非常にこちらの学生も多く、私が今日、白井に行くよと

言うと、先生、今日も来るのですね、と言っていました。その子た

ちは、西白井に少なくとも４人、うちの学生がおりまして、びっく

りしておりました。 

  そういうことで、私が白井に行っているということで、学生たち

も大変喜んでおります。ただ、私が自分の専門をちゃんと生かせて

答えを出せるかどうかというのも、市長の熱い思いに応えられるか

ということとともに、非常に緊張し身も引き締まっております。私

の体がどんどん痩せていけるように、皆様と一緒に慎重審議をさせ

ていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。では宗和暢之委員、よろしくお願いし

ます。 

宗和委員     有限責任監査法人トーマツパブリックセクター部の宗和と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。政策コンサルタントと書

いていますけれども、日常は自治体を対象にさまざまなコンサルテ

ィングをさせていただいております。実を言いますと、白井市さん

に対しましても、もう１０年近くになると思うのですけれども、一

度ご支援をさせていただく機会がありまして、懐かしいなと思いな

がら、また、こちらのほうに本日出させていただいたところです。

さまざまな経験をしてきたわけですけれども、何か、今回の白井市

さんの行政経営の見直しに役立つところがありましたら幸いに思

います。どうぞよろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。では藤井委員、よろしくお願いいたし
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ます。 

藤井委員    本日は遅れまして本当に申し訳ございませんでした。一般社団法

人政策人口研究所の藤井と申します。私は、一般社団法人と、何か

ちょっと偉そうな感じで書いてあるのですけれども。２年前に個人

で立ち上げた研究所でございます。それまでは大学に所属しまして、

人口学が専門でございますので、神奈川県とか柏市、中野区、所沢

市などの自治体の将来人口推計とか、あとは医療需要サービス推計

とか世帯推計とか、労働力推計とかそういう、データを使った将来

の見通しみたいなものの推計業務を行ってまいった研究所でござ

います。 

    今回、大都市郊外における高齢化の研究者、と書いてあるのです

けれども、高齢化だけではなくて世代交代とか、あとミクロレベル

でどういうふうに市街地が今後変化していくのかというような空

間人口学みたいなものをやっておりますので、施設の適正な配置と

か、そういうところでもデータを基にお役に立てたらと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。片桐幸雄委員、よろしくお願いします。 

片桐委員    片桐と申します。私は市内の○○というところに住んでおりまし

て、もうかれこれ２０年以上になります。一応、新住民ですけれど

も、だいぶ古くなりましたので、いろいろなことが目に見えてくる

というか、仕事柄、全国あちこち行っていますけれども、今しかな

いかという気がいたします。僕が一番、利用頻度が高いのは図書館

です。図書館も含めて、割と僕が行った場所です。その中で何がで

きるかわかりませんけれども、少しでも市民目線で話ができれば、

それでいいだろうという気がいたしました。いろいろとよく考えた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。伴隆夫委員、よろしくお願いします。 

伴委員    伴隆夫と申します。一般の会社に入りましてから４０年ぐらい、

それでニュータウンができましてから○○に、まだ長靴を履いたま

まで引っ越してきたぐらいのときから来ております。一般的に、昔、

言われていましたが、東京市民です。４０年間、もっぱら東京に通

っていたということです。縁がありまして、白井市のシルバー人材

センターに、これは強引に入れられたのですけれども、入った途端

に理事をやれと言われて、理事と理事長を１０年、案外、東京市民

が、本当に白井市民になったなという感じの１０年でございました。

多分、経営とか政策というのは非常に難しい問題を、どう具体的に

するのかという問題になると思いますが、できましたら、経験のう

ち一つでもお役に立てばと思っております。よろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。では、本松千波委員よろしくお願いし
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ます。 

本松委員    本松千波と申します。今、大学生です。白井には幼稚園のころか

ら住んでいるので、１０年以上います。多分、ご存知のとおり、ま

だ知識もほとんどない中来てしまったのですけれども。審議会を通

して学びつつ、何かお役に立てればと思っています。どうぞよろし

くお願いいたします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。では、山本薫委員、お願いします。 

山本委員    山本薫と申します。私は２０１１年から白井に越してきまして、

こちらで生まれ育ったのではないのですけれども、生活していくう

ちに、ここに住んでいながら、ただ暮らしているというだけで、市

の行政とかはそれほど、当然ながら、かかわったりしていなかった

ので、そろそろ７年ぐらいたってみて、市民の観点からですけれど

も、内側からも見てみたいなと思うと言いますか、自分の、本当に

ただ一市民ですけど、市は市民でできているじゃないですか。なの

で、気が付いたこととか感じたことがどなたかの役に立てるように

反映されたらいいと思いますし、私の見えていない、知らない、た

だ、どこか知らない人たちからの声で聞こえてきたものを信じると

か、うわさだけで想像でいくのではなくて、実際を知ってみたいと

思いまして、自分も学びながら、また自分でできることであれば、

それが小さな力にでもなったらと思ったので、応募させていただい

たのですけれども。大勢いらっしゃる中からなぜか選んでいただけ

たので、とても光栄に思い、できる限りのことはさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   皆様ありがとうございました。日本大学法学部公共政策学科の准

教授でいらっしゃいます岩井委員については、第２回会議で自己紹

介を頂きたいと思っております。 

  それでは市職員の紹介をさせていただきます。白井市総務部長の

笠井でございます。 

事務局（笠井）   皆さん、こんばんは、笠井です。私のほうは皆さんの大切な税金

を有意義に使って、多くの市民が納得できるような行政改革を進め

ていきたいと思います。ぜひ協力をお願いします。 

事務局（元田）   続きまして行政経営改革課長の岡田でございます。 

事務局（岡田）   行政経営改革課、課長の岡田と申します。よろしくお願いいたし

ます。本日は、皆様におかれましては快く委員をお引き受けくださ

いましてありがとうございます。皆様から、いろいろなご意見を頂

ければと思っております。よろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   行政経営改革課の高山でございます。 

事務局（高山）   高山と申します。よろしくお願いします。去年、先ほどの指針を

担当しておりまして、今回、実施計画を皆さんにご審議いただくと
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いうことで、立派な計画を作りたいと思っておりますので、ご協力

お願いします。 

事務局（元田）   最後に私、行政経営改革審議会、この審議会を担当させていただ

きます元田と申します。メールとかではいろいろ何度かやり取りを

させていただいたのですが、本日、初めてお会いさせていただく方

もいらっしゃいますので、よろしくお願いします。審議会では、皆

さんの意見をもとに、良い計画案を作っていきたいと思っています

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、次第に従い、会長・副会長の選出に移り

ます。お手元にございます資料４、白井市行政経営改革審議会要綱

第４条第１項で、会長・副会長につきましては委員の互選により定

めると規定しておりますので、初めに会長の選出を行います。会長

の立候補、推薦等がありましたらお願いいたします。 

事務局（笠井）   最初に会長が何をやるかということを説明した方がいいのでは

ないかな。 

事務局（元田）   はい。では、また後ほどにもご説明をさせていただきますが、お

手元の資料４をごらんください。資料４の第４条です。審議会に会

長及び副会長を置き委員の互選によりこれを定める、としておりま

す。会長の役割として、会長は会務を総括し審議会を代表するとい

うことになっております。また、第５条になりますが、審議会は会

長が招集し、会長が議長となるということになっております。この

審議会で会長に行っていただきたいのは、審議会の関係の代表とい

うことと、あと審議会をまとめていただくということが会長に求め

られている職務ということになっております。 

 順番がおかしくなってしまったのですが、委員で、ぜひ会長に私

が、というような立候補の方か、またはどなたかご推薦の方がいら

っしゃいましたら、お願いしたいと思います。なかなか難しいです

か。はい、どうぞ。 

宗和委員    白井市のこともよくご存じだと思いますので、坂野委員を推薦し

ます。 

事務局（元田）   ありがとうございました。ご推薦がありましたが、坂野委員、会

長はいかがでしょうか。 

坂野委員    では、謹んで受けさせていただきます。よろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございます。では坂野委員、会長をお願いしたいと思

います。続きまして、副会長の選出に移らせていただきます。 

 副会長については、先ほどの資料４をごらんください。第４条の

第２項になります。副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき

又は会長が欠けたときはその職務を代理する、ということになって

いるところです。会長がいらっしゃるときは、副会長の職務という
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のは特にないのですが、会長がいらっしゃらないときは会長の代わ

りをしていただくというのが副会長の職務ということになってお

ります。 

 それでは、副会長に立候補またはご推薦、どなたかありましたら

お願いいたします。 

事務局（元田）   いらっしゃいませんか。 

事務局（笠井）   坂野会長、どなたか副会長をご推薦はいかがですか。 

坂野会長    難しいですね。岩井先生がおられないので難しいです。この場で

あえて挙げさせていただくならば、宗和先生ということになるのだ

と思いますが。 

事務局（元田）   それでは、宗和委員いかがでしょうか。 

宗和委員    かしこまりました。 

事務局（元田）   ありがとうございます。それでは宗和委員、副会長をお願いいた

します。それでは坂野委員、会長席のほうに座っていただいてよろ

しいでしょうか。 

    移動していただいて早々ですが、市長から行政経営改革審議会、

諮問を行います。坂野会長、ご起立ください。 

伊澤市長    白井市行政経営改革審議会会長様。白井市行政経営改革実施計画

の策定、評価方法の検討及び実施状況の評価について諮問します。

白井市長、伊澤史夫。よろしくお願いします。 

坂野会長    謹んでお受けさせていただきます。 

伊澤市長    よろしくお願いします。 

事務局（元田）   では、ここで第１回審議会の会議の進行等について会長と打ち合

わせのため、ちょっとお時間を頂き、会議の休憩を取らせていただ

きます。また市長につきましては、大変申し訳ありませんが、公務

のため退出させていただきます。 

伊澤市長    それでは皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

〔休憩〕 

 

事務局（元田）   大変お待たせいたしました。会議の開催に当たり、冒頭に事務局

から会議の運営方法について、ご説明をさせていただきます。 

 本日、会議は公開します。現在、傍聴はたまたまいらっしゃいま

せんが、本日の会議と、今後の会議の開催に当たり、この行政経営

改革審議会については白井市の審議会等の会議の公開に関する指

針に基づいて公開をさせていただきたいと思います。 

 また、本日の会議も含めてですが、会議録は事務局が作成し、ホ

ームページなどで公開させていただきます。また会議録作成のため、

会議についてはＩＣレコーダーで録音させていただいております。 
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 なお、この会議録の作成に当たり、事務局としては、これから計

画を策定する都合、会議における議論の流れ、皆さんの委員の議論

の流れがわかるように、委員の氏名を明らかにした上で、委員の発

言について逐語、それぞれのことを記録した上の会議録を作ってい

きたいと思っています。 

 会議録の内容については、もちろん委員の皆さんに発言内容を確

認していただいた上で、公開したいと考えております。特に問題が

なければ、そのようにしたいと考えておりますが、委員の皆様、よ

ろしいですか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

事務局（元田）   ありがとうございます。それでは、そのような形で会議を運営さ

せていただきたいと思います。 

 あらためまして、これから第１回行政経営改革審議会の会議を開

催させていただきます。会議の進行は白井市行政経営改革審議会要

綱第５条第１項の規定により、会長が議長となりますので、坂野会

長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

坂野会長    はい。では、着座してお話させていただきます。よろしくお願い

します。では、早速始めさせていただきますが、こちらの会長挨拶

は省略させてください。しゃべるのではあれば、いくらでもしゃべ

りますが、取りあえず早く終わらせたほうがいいかと思いますので、

先に進ませていただきます。 

 それでは次第に沿って進めさせていただきます。最初に、こちら

の次第に従いますと議題１、行政経営改革審議会の役割について、

というところでございます。では事務局のほうで、ご説明よろしく

お願いいたします。 

事務局（元田）   それでは議題１、行政経営改革審議会の役割についてご説明をさ

せていただきます。使う資料は資料２、資料３、資料４の３つの資

料を使います。ただ、３と４については、その内容が資料２に書か

れていますので、資料２を使ってご説明をさせていただきたいと思

います。 

 １、行政経営改革審議会について、ということで設置目的につい

てご説明をさせていただきます。白井市行政経営改革審議会は、行

政経営改革に関する計画の策定及び推進等に関する事項について

調査審議するために設置された附属機関となります。この附属機関

とは、市民や学識経験者等で構成され、白井市の事務における必要

な調停、審査、諮問に対する審議、調査等を行うため、地方自治法

という法律の第１３８条の４、第３項に規定されているのですが、



- 11 - 

 

そちらに基づいて設置される組織をいいます。設置目的の詳細は、

資料３、４にお示ししているとおりです。 

 この行政経営改革審議会の役割について、（２）所掌事務で説明

させていただきます。これは資料３の、先ほどの部分の条例の文言

に該当する部分です。この行政経営改革審議会は一つ目の役割とし

て、先ほど市長の諮問をさせていただきましたが、市長の諮問に応

じて、行政経営改革に関する計画の策定及び推進等に関する事項に

ついて調査、審議し、答申します、ということになっております。 

 諮問の内容は、本日配布しました封筒の中に諮問書という形で入

れさせていただいています。諮問の内容については、また後ほどご

説明をさせていただきます。 

 この行政経営改革審議会のもう一つの役割としては、市長に意見

を述べることができますということになっています。先ほど山本委

員からもお話がありましたが、市民としての行政経営改革の関係で、

こういう視点があるとか、また学識経験者の意見ということで、こ

ういうのがあるのではないかということで、先ほどの諮問に関する

こと以外についても、この会議の中で議論した上でということにな

りますが、市長に意見を述べることができます。 

 また所掌事務に関連してですが、市長はこの行政経営改革審議会

の答申や意見をもとに判断し、計画や推進に関することについて決

定しますということになっております。皆様の意見、調査審議の内

容を踏まえて、今回の行政経営改革の実施計画を作らせていただく

ということになっております。 

 （３）として、皆様、委員についてご説明をさせていただきます。

行政経営改革審議会の委員は、４名の学識経験を有する者というこ

とで、先ほどご紹介いただきましたが、大学の先生、いろいろな研

究者の方の４名と、あと４名の市民、計８名によって組織されてい

ます。学識経験者の委員については、行政学と自治体広報、大都市

郊外における高齢化の研究者や政策コンサルタントに依頼をして

います。 

 市民の委員については、公募により選出しております。この公募

というのが、先ほど自己紹介のところでも少し触れられていたと思

いますが、白井市では住民基本台帳から無作為抽出した名簿を作っ

ており、その名簿をもとに、このような審議会に興味のある方は登

録しませんかというような形でお声掛けをさせていただいており

まして、その中からあらかじめ定めた規定に基づいて、順位が優先

の方から電話とかをさせていただいて、いかがですか、立候補しま

せんかということで選ばせていただいた２名、計４名によって選出

されているところです。 
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 市は、専門家の視点や生活者としての市民の視点など、多様な視

点により調査審議していただくことを期待しています。先ほどもお

話がありましたが、多様な視点ということで、いろいろなところで、

市の職員だけが作ったのでは、市民にとってよい計画かどうかがわ

からない計画になってしまいますので、これを専門家の視点や、住

んでいる生活者の市民としての視点、このようなところで多様な視

点をもとに調査審議をしていただきたいと思っています。 

 なお、委員の任期は３年間で、任期中は白井市の非常勤特別職と

なります。 

 続いて、（４）会議についてです。先ほどと少し重複するところ

ですが、行政経営改革審議会の運営に際しては、会長及び副会長の

役職を置き、委員の互選によって定めます。会長は行政経営改革審

議会を代表し、副会長は会長を補佐するということになっておりま

す。今回、会長に坂野委員、坂野会長に就任していただきました。

副会長に宗和副会長に就任していただきました。これからいろいろ

と私のほうもお願いすることがあると思いますが、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 また、行政経営改革審議会は、会長が招集し、過半数の委員の出

席で成立します。また、議事は出席委員の過半数で決定するという

ことになっております。 

 先ほどもご説明させていただきましたが、会議は原則公開とし、

必要に応じて、委員以外の出席を求め意見及び説明を聞くことがで

きますということになっております。 

 続きまして、今回の諮問事項についてご説明させていただきます。

行政経営改革審議会の役割ということで、裏面をごらんください。

先ほど諮問書というのを市長のほうからお渡しさせていただいた

ものを、皆様の封筒の中に入れさせていただいたのですが、そちら

についても、もしよろしければ、ごらんいただければと思います。

Ａ４の１枚紙です。それでは、行政経営改革審議会の役割について

ご説明させていただきます。 

 市は、将来像を「ときめきとみどりあふれる快活都市」と定め、

その実現を目指し、第５次総合計画、これは平成２８年度から平成

３７年度までの計画になっておりまして、白井市ではこちらを策定

しています。この総合計画は、白井市の行政運営を総合的かつ計画

的に推進していくための最上位の計画であって、長期的なまちづく

りの方向性を示すための指針ということになっております。この総

合計画の実現を下支えし、将来を見据えた持続可能な行政運営を推

進するための基本指針として、第５次総合計画との整合性を図った

平成２９年度から平成３７年度までの行政経営指針を策定しまし
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た、ということになっています。これは先ほど市長がご説明させて

いただきました１２回の会議を行って作ったもので、皆様のお手元

に郵送でカラーの資料で送らせていただいたものになっておりま

す。こちらは行政経営指針ということになっています。 

 今回、皆様、行政経営改革審議会の委員については、この白井市

行政経営指針に基づいて具体的な取り組みの内容、時期、目標を明

確にすることで、市の行政経営改革を着実に推進するための白井市

行政経営改革実施計画の策定に関し、調査審議いただきたいという

ことが、本日、先ほど市長が諮問した諮問１になっていますが、市

の計画の策定に関して多様な意見を頂きたいということになって

おります。 

 また、計画の推進を図るため、白井市行政経営改革実施計画の評

価方法について調査審議をいただくとともに、市の計画の実施状況

について、外部の視点で評価をいただきたいということになってい

ます。計画を策定するに当たって、計画についても、どういう視点

で評価を、計画がちゃんとできているか・できていないか、これに

ついてはその視点、指標自体も皆様に多様な意見をもとに評価方法

というのも決めていきたいと思っています。こちらが諮問の２とい

うことになっています。 

 その後、計画は来年からの計画になりますので、計画が終わった

後、１年ごとに外部の視点で評価をしていただきたいということに

なっています。これが諮問の３ということになっておりまして、諮

問の１としては、市の計画の策定に関してお願いしたいというのが

諮問の１。諮問の２が行政経営改革実施計画の評価計画の検討、こ

れを皆様の意見を踏まえて評価の仕方を検討していただきたいの

が諮問の２。諮問の３については、これは今年度ではなくて翌々年

度以降、２年後になりますが、白井市行政経営改革実施計画の実施

状況の評価、計画を作って市がそれをやります。そのやったことに

ついて、できているか・できていないかという評価を外部の視点で

評価していただきたいと思っています。こちらが行政経営改革審議

会の役割、諮問事項と役割ということになっております。説明につ

いては以上になります。 

坂野会長    ご説明ありがとうございました。ただ今ご説明いただきました内

容につきまして、ご質問やご意見ございますでしょうか。はい、お

願いします。 

宗和副会長   今、われわれの役割として３項目お示しいただいたのですけれど、

それをスケジュールに落としてみると、１番の白井市行政経営改革

実施計画の策定は、資料２の最後に図が載っていますけれども、平

成３２年まで延びているというのも、この計画策定は何年まで、何
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年やるのですか。 

事務局（元田）   計画自体は、資料としては計画期間のもので、策定自体は今年度

中の計画の策定を考えています。それに併せて、計画の策定と併せ

て評価の方法についても、今年度中に評価方法も決定していただけ

れば、諮問の１と２については本年度中に決定していただきたいと

思っています。 

坂野会長    ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。藤井

委員、よろしくお願いします。 

藤井委員    やはり同じ図でスケジュールのところですけれども、行政経営改

革実施計画が二つの尺にわかれていまして、最初のほうが３カ年、

次が５カ年の計画ということなのでしょうか。 

事務局（元田）   ありがとうございます。こちらについては、この総合計画は１０

年間の計画になっています。それを、白井市の場合は前期の５年と

後期の５年ということで、５年ずつの計画としているのですね。そ

れに合わせて実施計画についても、本来であれば５年という形がよ

かったのですが、もう既に総合計画は進んでいまして、今年２年目

になるのです。ですから、最初に作る計画については３年間の計画

を作っていただきたいと思います。今回、皆さんにお願いするのは、

この３年間の計画を作っていただくということが諮問の１という

ことになります。その後、２９、３０、３１年ということで、委員

の任期が３年間になりますから、次の委員の方に、その後の計画を

作っていただく。５年間の計画を作っていただくことになります。 

坂野会長    ありがとうございます。ほかに大丈夫ですか。ほかに何かござい

ますでしょうか。こちらのほうで指名させていただいて申し訳ない

のですが、山本委員、何かございましたら、初めての機会だと思い

ますので、わからないことは何でも聞いていただければ大丈夫だと

思いますので。 

山本委員    わからないだらけですが。 

坂野会長    そうですか。追々、その度に質問していただければ大丈夫だと思

いますので、こちらの事務局の方はすごく優秀な方ですから、大丈

夫だと思います。 

宗和委員    もう一つだけ言っていいですか。 

坂野会長    どうぞ。 

宗和委員    私もわからないことだらけですけれど、今、総合計画、基本計画

という形で作っておられるのですが、こういう、今回、総合計画、

基本計画を作ったけれども計画倒れにならないように行政経営指

針と実施計画というのを作りますよということだと思うのですが。

行政経営指針とか実施計画という作り方、基本計画のほうは作られ

ていると思うのですけど、経営指針とか実施計画を作られるという
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やり方は、白井市さんとしては初めての取り組みになるのですか。 

事務局（元田）   今まで行政改革の、先ほど市長のお話がありましたが、削るとい

う形の行政改革という形で方針を作って、行政改革大綱というもの

を作っています。ただ、これについては、このままのやり方ではも

う限界が来ているということで、今回から初めて新たな形の計画と

します。 

宗和委員    今回から、こういうスタイルは初めて。 

事務局（元田）   はい。実施計画自体も、皆さん、今日は１回目の会議になります

けど、これから初めて作るというものになります。計画の内容も今

までとは少し内容を変えて、新しい計画という形で作っていきたい

と思います。 

伴委員    ただ、このやり方は、前回の総合計画でも、やはり総合計画をベ

ースにした実施計画というのは作っていますよね。この作り方、中

身はちょっと置いといて、作り方については、白井市はこういうや

り方を採っている。それと同じようなやり方を採るのかどうかとい

うことですか。 

事務局（元田）   実施計画という名前が二つあるのでわかりづらくなっているの

ですが、総合計画というところで、市の大きな基本方針をやる実施

計画と、今回はやり方、行政経営指針というのを新しく、総合計画

とは違って、先ほど宗和委員がおっしゃったとおりですけれども、

行政経営指針というものを作って、それに基づく具体的な政策の実

施計画というもので、総合計画の実施計画とは違う実施計画になり

ます。 

伴委員    中身は違いますが、作り方の手順というかテクニカルには、全体

の計画があって、具体的な実施計画とあって、それが本当は前に作

ればいいのでしょうけれども、期間スタートの段階で作るというや

り方ですね。 

事務局（元田）   はい。そのとおりです。 

坂野会長    伴委員、どうもありがとうございました。ほかに何かご質問等あ

りましたら。恐らく、こちらのほうの審議会の役割とともに、次の

議題２の行政改革の取り組みというところともちょっと絡むとこ

ろだと思いますので、いったん、こちらは次のところでまた質問し

ていただくということにして、議題１については以上としておきま

す。 

 続いて議題２でございますが、これまでの市の行政改革の取り組

みについて、というところでございます。事務局のほうでご説明の

ほどよろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   では議題２、これまでの市の行政改革の取り組みについて、とい

うことでご説明をいたします。お手元の資料５をごらんください。
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議題２については、主に資料５に基づいて説明をさせていただきま

す。先ほどご質問いただいたことや、市長が冒頭にご挨拶させてい

ただいた内容と重複してくるのですが、これまでの市の行政改革の

取り組みと、あと行政経営指針についてということで説明をさせて

いただきます。 

 では表面の１、これまでの行政改革の取り組みについての総括と

いうことでご説明させていただきます。市は、昭和６１年１月に第

１次行政改革大綱を策定して以来、現在の第４次行政改革大綱まで、

継続して行政改革に取り組んできました。この昭和６１年というの

は３３年前の計画になっています。これから第１次、第２次、第３

次、第４次ということで現在、第４次行政改革の大綱というのを作

って、平成２９年度は、その計画期間中ということです。 

 この間、事業の見直しや職員定数の削減、指定管理者制度の導入、

学校給食調理業務などの民間委託、ＮＰＯなどとの協働事業を進め

てきました。その結果、平成８年度から平成２７年度までの２０年

間の行政改革による効果額の総額は、こちらについては積み上げの

累計ということになりますが、約３６億円になり、一定の成果を挙

げてきました。 

 この３６億円、どういうことをやってきたかというと、職員定数

の削減については、平成１５年の４３９人から平成２７年度は４１

３人になっています。これは、職員自体は２０人しか減っていない

ではないかというところもあると思いますが、白井市の平成１５年

の人口というのが５万２，８１１人です。平成２７年は６万３，１

７５人ということで、人口としては約１万人が増えている。最近の

数字ではなかなか言わないのですが、昔は人口１００人に対して１

人ぐらいの職員が適正だというような話がありましたので、単純に

みると、職員が１００人ぐらい増加してもよかったのですが、職員

は２０人ぐらい減っているというようなこと、定数を抑制している

ということになっています。 

 続いて、指定管理者制度の導入ということで、駅前センターであ

ったり冨士センターであったり、そういうところに管理運営は、も

ともと市の職員がやっていたのですが、今は指定管理者制度という

制度を使って、民間の事業者の方が駅前センターなどの窓口とか駅

前センターの仕事というのを、業務の運営管理を行っておりまして、

現在１９施設に導入しています。 

 また、民間業務の委託として、給食の調理業務や保険年金課の窓

口業務については、民間の方が窓口業務を担っているというのが今

現在の取組みです。 

 また、学校の統廃合としては、白井第一小学校と白井第二小学校
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には分校というのがあったのですが、白井第一小学校の東分校とい

うのは昭和６１年、１９８６年に廃止をしています。また、第二小

学校の平塚分校については２００３年、平成１６年に廃校というこ

とになっています。そのほか職員手当の見直しをして、都市公園、

公園の３５箇所のごみ拾いとかを市民の方にお願いしている。こち

らについては報酬を出してということになりますが、ごみの清掃業

者とか造園業者ではなくて、市民の方に、自治会とかそういうとこ

ろに委託をしているということが今まであります。これが積み重な

って、２０年間で積み上げの累計ですけれども、３６億円の行革の

効果があったということになります。 

 ２番目として、行政経営改革の必要性についてご説明させていた

だきます。こちらも先ほど市長がお話をさせていただいたことと重

複してきますが、市はこれまで削減、行政改革の大綱という形で削

減の方法を今までやってきました。ただ、３３年前に始めて、今の

状況になってきて、これまでの考え方や手法では見直しの余地が少

なくなってきたというのが現状です。 

 また、白井市に関しては、白井市だけではないですが、今後直面

する人口減少や少子高齢化の進行に伴って、消費の縮小や労働力の

減少などさまざまな影響が生じるため、白井市というのは住民税、

住民の皆さんの収入に応じて税金がかかる住民税という税金が収

入の多くを占めているのですが、皆さんが高齢化すると仕事を退職

されるなどして収入が少なくなりますので、市の住民税が少なくな

ります。このように市の歳入が縮小する一方で、高齢化によって医

療費などの社会保障費が増加する。また、公共施設については老朽

化によって維持管理費の増加により歳出の増加が見込まれます。歳

入が減って歳出が増えるということで、市の財政状況が厳しくなる

ことが予想されるところです。 

 また、これらの、今まで経験したことのない課題に対応するには、

現在の行政改革、今までのやり方だけでは限界に達しているという

ようなところが今の白井市の課題になっております。 

 このため、市長の説明にもありましたが、行政経営の視点から改

革に取り組む必要があると考え、平成２７年度から白井市行政経営

指針を策定するということをやってきました。 

 下に、これからの白井市の課題について、少子高齢化の進み具合

とか人口減少、こちらについて、あくまでも推計になりますが、緩

やかに減っていくということ。あと、公共施設の老朽化ですね。平

成２８年度時点では、建設後３０年以上を経過した施設の述べ床面

積ということで、施設それぞれの１個１個ということではないので

すが、それぞれの施設の床面積の合計が、平成２８年度では５７％
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が３０年以上経過していたということになりますが、これからの見

込みですと平成３７年度、平成７年以前につくられた施設になりま

すが、こちらが８７％ということで、公共施設の老朽化など今まで

のルールとちょっと変わってくるというところが現状としてあり

まして、行政経営改革の必要性が生じているということになってい

ます。 

 では、続きまして、裏面をごらんください。先ほどの議題１と重

なってくるところですが、それらのこともあって、白井市は行政経

営指針というものを作りました。この行政経営指針の役割と位置づ

けについては、先ほどもご説明したように、第５次総合計画の実現

を下支えし、将来を見据えて持続可能な行政運営を推進するための

基本方針です。このように位置づけをしているところです。 

 また、この行政経営改革では、指針では、従来の縮小・削減のみ

に焦点を当てた行政改革の取り組みから脱却して、将来にわたって

持続可能なまちづくりを推進し、市民一人ひとりが自分なりの豊か

さを実現することを目的としています、ということにしています。

先ほどからいろんな意見を聞いて多様性の下で計画を作りたいと

いうような話をさせていただきましたが、このようなところで考え

ているところです。 

 行政経営指針では、市民自治のまちづくり、自立した行財政運営、

将来を見据えた公共施設等の適切な配置の三つの基本方針を定め、

基本方針の下に項目を設けた上で、それぞれ合計３８の取組項目を

設けています。３８の取組項目内容については、資料６をごらんく

ださい。 

 資料６として、字が細かく、たくさんあるので申し訳ないのです

が、この行政経営指針の計画の体系図ということになっています。

一番上に、基本方針１ということで、市民自治のまちづくりという

ことが書いてあります。市民自治のまちづくりとは、行政経営改革

を取り組むことにより将来にわたって持続可能なまちづくりを推

進し市民一人ひとりが自分なりの豊かさを実現できるまちを目指

します、ということを目標にしています。 

 この中に大きく市民自治のまちづくりを実現するためには三つ

の視点が必要だよねということで、一つ目は市民参加の充実が必要

ですというところ、２番目は地域コミュニティづくりが重要ですと

いうこと、３番目は情報共有の徹底と可視化が重要ですということ

で、３項目を定めています。 

 また、それぞれの項目の一つずつには、具体的な取り組みの項目

として、市民参加の充実であれば、市民参加条例、先ほど坂野委員

からお話がありましたが、市民参加条例や市民参加・協働のまちづ
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くりプランにより市民参加の活性化を進めます、という話や公益的

な市民活動を持続するために必要な支援を行います。公益的な市民

活動、市民の皆さんが活動している内容について、市としての必要

な支援や、③番としては、市民と積極的な話し合いを重ねながら市

民と市の両者が連携・協力して課題解決にあたり協働のまちづくり

を進めますといったような、細かな具体的な項目というのを定めて

いるところです。基本方針１というのは、全部で１６の取り組みと

いうことで出来ているところです。 

 続いて基本方針２自立した行財政運営ということで、こちらにつ

いては六つの取組項目がございます。この基本方針に実施した行財

政運営というのはどういうことかと言いますと、国や県に依存する

ことのない経営的な視点により自立した行財政を目指すとともに、

協働の視点に立った行財政運営を目指しますということです。 

 これは従来の行政改革と重複してくるところがありますが、それ

以外にも今回、例えば多様な人材の育成と確保などの六つの項目を

設けています。 

 一つ目は、効率的な行政組織の構築です。２番目が多様な人材の

育成の確保で、３番目が財源の確保、４番目が歳出の抑制、５番目

が事業主体、つまり、誰がやるのかということになりますが、事業

主体の見直し、６番目は、先ほど少し話をしました、評価となって

います。例えば、自立した行財政運営のためには三つの項目があっ

て、それぞれ下に幾つかの項目を、このように取り組んでいく、と

いう具体的な取り組みとなっています。 

 ３番目の基本方針の３については、公共施設等の最適な配置とい

うことで、こちらについては項目が一つしかありません。公共施設

の最適な配置というのはどういうことかといいますと、公共施設等

の老朽化対策を進めるために、中長期的な視点に立って将来を見据

えた公共施設等の最適な配置の実現を目指すということで、それぞ

れ三つの項目を作っているところです。 

 本日の資料として、行政経営指針を配布しています。改めてご自

宅ででも、ご覧いただければと思うのですが、これらの取り組みに

ついて、それぞれ記載をさせていただいているところです。 

 ２番目、資料５の裏面に戻りまして、（２）の計画期間をごらん

ください。行政経営指針の計画期間は平成２９年度から３７年度ま

での９年間の計画となっています。なお、行政経営指針に記載して

いる内容で長期的な視点で取り組む必要があるものは、次の総合計

画の見直しに合わせて位置付けを検討します、ということになって

います。 

 続きまして（３）行政経営指針の目標数値ということになります。
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行政経営指針では目標を明確にしてわかりやすくするため、目標数

値を定めています。目標数値は今後の財政状況の推移や行政経営改

革の取組状況により随時、見直しすることとなっています。こちら

についての表がありますが、平成２７年、３２年、３７年というこ

の数字については、先ほど総合計画が１０年間の計画でして、白井

市では５年ずつの計画にしていますということをご説明させてい

ただきました。市の総合計画は２８年度から始まっていますので、

その前年度の年ということで、２７年が前期の当初の始まる前の年、

３２年度が後期の、後半の計画の始まる前の年、３７年度が最終年

度の最後の年ということになっておりまして、それぞれ目標数値を

設けているところです。 

 市の財政推計としては、２７年度を見ていただきますと、経常収

支比率、これは財政の弾力性についての数字ですが、市の使い道、

お金の使い道について、こちらの数字が低ければ低いほど、いろい

ろな政策などを行っている。これが高ければ高いほど、市の中の財

政が硬直化していると考えられていまして、例えば決まったものに

お金を使うことが、もう決まっていて、新たな取り組みはできない

場合、硬直性が高いということになっております。こちらは一般に

９０％以下が望ましいということになっていますが、平成２７年度

数値では、市になって初めて８８．６％と９０％を下回りました。

今までは９０％以上の数字であったのですが、平成２７年度は８８．

６％ということで、９０％を下回りましたので、３２年度、３７年

度においても９０％以下とすることを目標としています。 

 また、次は、真ん中の数字、財政調整基金ですが、こちらについ

てはざっくりといいますと市の貯金ということになります。現在、

市の貯金として、平成２７年度の時点では２３億円が市の貯金とし

てありました。こちらについては平成３２年度、３７年度について

も、２０億円をキープしていこうということになっています。今、

財政調整基金が２３億円あって、平成３２年度、３７年度について

は２０億円を準備していこうということで、一見すると、このまま

やっていけばいいのではないかというところだと思いますけれど

も。こちらについては、先ほどご説明したように、高齢化の進展な

ど市の中で大きく状況が変わってきていますので、これをそのまま

維持していくというのが目標ということになっています。 

 地方債残高については、これはいわゆる施設の建設などの借金と

呼ばれるものです。こちらについては、平成２７年度については１

６５億でした。３２年度、３７年度については２００億以下、９０

億円以下にしようという数値を持っています。１６５億の借金だっ

たのが２００億円以下にするというと、増えちゃっているじゃない
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か。というような話があると思いますが、こちらは既に庁舎の建設

などがありまして、平成２９年度については当初予算の状態で、地

方債残高については２００億円を超えて２０４億円ということに

なっていますので、これを３２年度までに２００億円にして、３７

年度までに１９０億円にしようということで、減らしていこうとい

う計画になっています。 

 続いて、行政経営指針の推進体制、計画に規定する推進体制につ

いてご説明させていただきます。先ほどから諮問の中でもご説明さ

せていただいたとおり、具体的な取り組みについてはこれから皆様

に作っていただく白井市行政経営改革の実施計画を策定し実施し

ます、ということになっています。白井市の行政経営改革の推進体

制は、市の職員でつくります市の決定組織である庁内組織の行政経

営戦略会議と、策定組織として職員のプロジェクトチーム、そして

庁外組織ということで、皆さんの行政経営改革審議会が担うという

ことになっています。 

 市は、これらの取り組みについては広報しろい、ホームページな

どを活用して公表していきます。これは、市民の皆さんの目に触れ

るような形でいろんな意見をもらいたいということで公表してい

きたいと考えているところです。 

 ちょっとわかりづらくなってしまいましたが、これまでの市の行

政経営改革については以上となります。質問等で、何かわからない

点がありましたら、教えていただければと思います。 

坂野会長    ご説明ありがとうございました。ただ今ご説明いただきました内

容につきまして、ご質問やご意見等ございますでしょうか。初めて

いろんなことが出てきてびっくりされている方もおられるかと思

いますが、まず何かご質問等ありましたら、ご意見でも構いません。

もしよろしければ片桐委員、いかがですか。 

片桐委員    ３の目標数値のところですけど、※印の２番目に、市の財政推計

では、とあって、平成３２年の財政調整基金残高は約６億円、とな

っています。これを２０億円まで増やすということですか。 

事務局（元田）   これ自体は当初の財政推計ということで検討しているのですが、

今現状、６億円よりもかなり多くなっておりまして、財調の金額は、

２７年度決算で２３億円ということになっています。 

伴委員    いや、この２番目の、平成３２年度の財政は６億と書いてあるの

は、この上の２０億円以上との違いは何ですか。 

事務局（元田）   こちらの総合計画を作った当初に、推計したところ、６億円にな

るという見込みでしたが、行政改革を進めて、更にこの行政経営指

針を進めている中で、当初の見込みよりも支出を抑えて、または歳

入が増えているということもありますが、その中で、差し引きで貯
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金を崩さないで済んだということです。 

片桐委員   とにかく精度がね、あまりにも差がある気がするのですけれども。

この当初見込みの６億円と目標数字の２０億円の差がありすぎる

のではないか。何でこんなことになっているのか、その理由を教え

てください。 

伴委員    じゃあ、タイムスケジュールでいくと、市の財政推計というのは

いつの時点。６億出たのは、いつの時点ですか。 

事務局（岡田）   平成２５年の決算をベースに作られています。 

伴委員    作ったわけですね。そのときに３２年度を見据えたら６億円ぐら

いだろうと言ったのですね。それが、ごめんなさい、何年でしたっ

け。 

事務局（岡田）   今、私がお話した平成２５年です。 

伴委員    ２５年ですね。では、この上の数字の３２年度の２０億円以上と

推定したのは、いつの段階ですか。 

事務局（元田）   今年の３月です。 

伴委員    そこの違いがあるわけですね。 

事務局（笠井）   正確に言いますと、この基本計画を作ったのが、ここに財政推計、

ありますね。このとき作った財政推計では３２年度末には、約７億

円に減少すると言っているのです。７億円に減るけれども、行政改

革をやって５億円、減らしましょうと。最終的には３２年度に１２

億円まで財調を維持しますと言っています。この６億円というのは、

これは恐らく、そうは言っても、今現在６億円以上ありますよ、と

いうことだと思います。ちょっと数字が入り組んでしまっているの

です。 

伴委員    入り組んだ数字をこの１行で説明せよというのは、理解しろとい

うのは無理だよ。 

事務局（笠井）   そうですね、無理ですよね。 

伴委員    これ、後でいいですよ。 

事務局（笠井）   いいですか。では後で。 

伴委員    実際にどういう段階で、どういう、この表の中の数字になったか

というのを、後日説明していただければいいかと。 

事務局（笠井）   一番初めに計画を作ったときには、平成３２年度は、１２億円し

か、もう貯金がなくなりますよと言っているのです。それは２５年

度の決算の状況を見て、当初いろんな事業をやっていくと、３２年

度までいろいろな事業、庁舎をつくったり給食センターをつくった

りすると、今の貯金が１２億円減っちゃいますよというふうに言っ

ています。それが書いてあるのが、この計画です。 

 さらに、その後、ある程度経過して、もう一度２８年度の決算を

いろいろ見てみますと、いや、そうは言っても実際は１２億円まで
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は減らないなと、２５年の決算時期には、新しい事業をやると、３

２年度までに１２億円しか残っていないというふうに出したので

すけれども。もう１回、２７年度の決算状況を確認して、財政調整

基金の状況を見てみると、１２億円じゃなくて、まだまだお金が残

っているということです。これは次回の会議のときに、今説明した

ことを時系列として数字でお見せします。口頭ではちょっとわから

ないですね。 

伴委員    その言葉を聞いてもわからない。 

事務局（笠井）   ちょっと難しいところなので、その数字を見せながら説明をさせ

てもらいます。 

伴委員   ご質問もそうだと思うのですが、つまり何が言いたいかというと、

３２年度の２０億というのが、目標たる数字なのですか、というこ

とですよね。 

事務局（笠井）   そうですよね。そんな、今２３億円あるのに、２０億で本当にい

いの、という話ですよね。実際はですね。 

伴委員    それと、下に６億と書いてあるから、余計わからない。 

事務局（笠井）   ６億は、今、言ったように、２５年度の決算の推計の１２億円と、

また２７年度を置き換えた推移です。 

伴委員    その時系列をちょっと。 

事務局（笠井）   そうですね。そこは次回のときに、今、言った数字の推計の流れ

を説明します。ただ、今の新しい推計でも６億円です。 

伴委員    ちょっと６億が、理解ができない。 

事務局（笠井）   難しいですね。６億が、２５年じゃなくて２７年に置き換えちゃ

うと、実際は１２億円なので、もう少しお金が残っていると。残っ

ているから、次、数字を出しますから、それは次回にまた数字を出

します。 

坂野会長    よろしくお願いします。もしかしたら、行革がうまくいったのか

もしれないということで、圧縮の効果があったのかもしれません。

いずれにしても、次回に今、片桐委員と伴委員のご質問に答えるよ

うな形でよろしくお願いします。では伴委員、お願いします。 

伴委員    一つ、資料６に３８項目の取組項目があるということで多分、こ

この右側の審議会とプロジェクトチームの役割として分けて、審議

会のほうがここの守備範囲で、赤い字で表記されている項目です。 

事務局（元田）   はい。後ほどで説明させていただきます。赤字の部分について審

議会、皆さんから意見をもらいたいというものです。残りは、ＰＴ、

プロジェクトチームの略ですが、そちらで審議したいと思っていま

す。赤い部分について皆さんに審議をいただきたいということを、

議題３でご説明させていただきます。 

伴委員   はい。 
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坂野会長    ほかに何かございますでしょうか。もしよろしかったら、せっか

くですから、この機会にいろいろお話を受けるのはいいと思います

が、本松委員、いかがですか。非常に、初めて出てくるような言葉

ばかりだったと思います。 

本松委員   まず言葉の意味からなので、まずは進めていただいて大丈夫です。 

坂野会長    よろしいですか。行政の用語というのは法学部の言葉と同じでご

ざいまして、非常に混乱するような言葉がたくさん出てまいります。

今回は事務局のほうで丁寧に言葉を使っていただいておりますが、

例えば総合計画というのは何度も出てきます。ところが次第に、も

しかしたら総計というふうに言うかもしれません。六大学の早慶で

はなくて、こちらは総合計画ということを普通に総計というふうに

皆さん使われるようになるので、法学でもよくあるように、非常に

特殊な略や、さまざまな言葉が出てまいりますので、何かあったら

その度に聞いていただければと思います。では山本委員、いかがで

すか。何かありますか。 

山本委員    だんだんわかってきました。 

坂野会長    ほかに何がございますでしょうか。例えばこれからの白井市の課

題ということで、例えば資料５のほうには、平成２８年度から課題

ということで、高齢化率というのは出ていませんが、高齢化の話が

出てきます。そういうことに踏まえて行政改革をしようということ

になっているわけでございますが。非常に白井市は、もしかしたら

優等生なんじゃないかなというふうに私は思います。多分、皆さん

は、この数値を見て、いや、わからないとおっしゃるかもしれませ

んが。例えば平成２８年度の高齢化の進行という、その人数と人口

減少ということで人口を見ますと、これ、間違っていたらすみませ

ん。だいたい白井市の高齢化率というのは２３％ぐらいですか。 

事務局（高山）   ２４．３％ぐらい。 

坂野会長    いいですね。ということで、非常に、全国的には２５％を超えて

いるかと思いますので、それよりは少ないという点では、白井市は

若い人が比較的、集まっている市の一つではないかなと思います。

そういうことで魅力のある市にしていくということで、市民自治の

まちづくり基本方針、これも市民参加についてですが、白井の方は

非常に意識が高いという現状がございます。 

 そして、その参加をもとに行財政というものを改革しているとい

うことを、事務局のお話しを聞かせていただきましたが、その成果

がこちらの基金、財調基金のほうに現れているというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。私があまり言うと、あなたがいるところ

から強く言っているのではないかと言われますので、取りあえず。 

伴委員    フリーで言わせていただくと、シルバーの活動をやったこともあ
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るのですが、高齢化率というのは、なだらかに上昇しているという

よりは急激に上昇する。これは白井市が人口の何割の非常に大きな

部分が、ニュータウンの計画で入ってきた世代がものすごく多いの

で、３７、３８年前、私も若かったと思うのですが、多分、相当、

急激ですね。 

事務局（笠井）   おっしゃるとおりで、昭和５４年にニュータウンの入居が始まり

ましたので、その層が非常に多いということで、高齢化率の加速と

いうのが早いのです。 

伴委員    そこがちょっと。 

事務局（笠井）   一番心配なのは後期高齢者もこれから一気に増えてきちゃうと

いう現象が起きると。 

伴委員    そういう実態と言うのですか、この１行でちょっとわからないと

ころは、もう少し、白井市の実態と言うのですか、財政についても

そうですし、人口の動態にしてもそうですし、それから商工関係の

動向と言いますか、それから税収の動向ですかね。将来動向ですか。

そこら辺をちょっとつかんでおかないと、私はどこにウエートをか

けていいかというのが難しいのかなという感じがします。 

事務局（笠井）   そうですね。それが一番初めに皆さんにお配りした行政経営のと

ころに、９年間の財政状況の推移と今後の見通しも入れてあります。

それで、財政の収入はどう変わってきているのか、今後どう変わっ

ていくのかの見通しも入れてあります。さっき伴さんに言われまし

た財政調整基金の関係ですけれども、ここにも、１５ページに詳し

い内容をちょっと入れてありますので、それを参考にしながらです

ね。やはり今までの９年間というのは右肩上がりで、いい傾向に行

っていましたけれども、これからの５年１０年というのは、やはり

厳しくなってきていると。高齢者も増えてきて子どもの数も減って

くるというような現状です。一方では、建物の老朽化で改修費がド

ーンと増えてくると。これも一番悪いのは、緩やかなものではなく、

ちょうど昭和５４年のニュータウンのまち開きで建物も全部出来

ていますから、一気にそれが、お金が掛かってしまうというのが白

井市の大きな特色です。 

坂野会長    ありがとうございます。いずれ人口減少であるとかそういった点

は、藤井委員の見識を非常に期待しているところでございますし、

それに基づく経営改革というところは宗和副会長のご意見を伺え

るかと思って期待しております。よろしくお願いいたします。ほか

に何かございますでしょうか。もしないようでしたら、また、その

ところで適宜質問していただければよろしいかと思いますので、議

題については以上ということにさせていただきます。もちろん、そ

の後にまたご質問等をしていただければと思います。 
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 続いて、議題の３になります。行政経営改革審議会実施計画の進

め方について、ということでございます。事務局のほうでご説明よ

ろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   では、先ほどの行政経営指針に基づいて作る実施計画である行政

経営指針、先ほど市長からの諮問１となりますが、こちらの行政経

営改革実施計画の策定の進め方について、具体的な説明をさせてい

ただきたいと思います。資料は、資料７と資料８、それと先ほどの

資料６を使わせていただきます。 

 では最初に資料７をごらんください。こちらに図を作らせていた

だきました。行政経営改革実施計画策定スケジュールということで

記載させていただいておりまして、左のほうに①ということで黒い

枠で囲んだもの、続いて右側に②ということでオレンジ色に囲った

もの、③ということでこちらのもので、同じように囲ったものがご

ざいます。白井市の行政経営改革実施計画は、この①行政経営指針

の取組項目、先ほどの資料６の３８の項目ということでお話があり

ましたが、伴委員からご質問ありましたが、３８の項目と、②とい

うことで、昨年度に廃止した行政改革推進委員からの提案項目、こ

ちらについては、今までのやり方になりますが、行政改革をしてい

くために、行政改革推進会議という審議会を持っていたのですが、

そちらの委員から、今後も取り組んでほしいことということで提案

されているもの、例えば一つは受益者負担ということで、使用料の

見直しがあります。使用料とは、施設などを使ったときに、お金を

支払って、施設を使っていると思いますが、そちらの使用料の見直

しをしてほしいというようなことがありました。このような行政改

革推進委員会の提案項目があります。 

 それと③として、本日お配りさせていただきました現行の行政改

革実施計画の、今日は中身については触れないですけれども、こち

らに今現在取り組んでいる行革の取り組みがあります。こちらにつ

いて今後も引き続き効果があるということで、取り組むとしていま

す。 

 この行政改革実施計画の策定に当たり、審議会は①の行政経営指

針の取組項目、これは３８個あるということを資料６で見ていただ

いたと思います。資料６をごらんください。そのうちこの赤字で右

側の審議会という行に○が付いたものは、全部で６個ございます。

この６個について、皆様に具体的な内容・アイデアなどを出してい

ただいて決めていただきたいというのが、まず審議会のところにお

願いする計画の策定の一つの流れになります。 

 具体的にこの赤字の部分を説明させていただきます。一つ目は、

「市民参加に資源提供という側面を加えながら、寄付や投資を通じ
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た地域活動支援を拓くなど、市民が市民を支えていく資源循環のあ

り方を模索します。」というものです。これは、指針の５ページに

書いてあります。内容としては難しいのですけれども、クラウドフ

ァンディングとかというのをお耳にされた方はいらっしゃると思

いますが、市民の寄付によってこういった活動を支援していこうと

いう取り組みが今、全国的に広がっています。インターネットなど

を使って、ゆかりのあるところや、取り組みに寄付をするというよ

うなものを取り組んでいますが、こういうことについて考えたほう

がいいのではないかというものです。 

 これは市が考えてつくるということよりも、市民が市民を応援す

るというようなことになっていますので、市民や、よその自治体と

か、そういうクラウドファンディングなどの情報に詳しい審議会、

この審議会の皆さんに検討していただいたほうが、市の職員が作る

よりもいいものができるのではないかということで、皆さんにこれ

のアイデアを頂きたいと思っています。 

 続いて、こちらについては基本方針１の３の①の次の赤字のもの

になりますが、「広報やＩＣＴ情報通信技術を活用した情報提供の

充実を図ります。」ということで、市の情報を提供するに当たって、

広報とかコンピューターなどを使って情報提供を図りたいという

ことになっています。今日は欠席いただいていますが、これについ

ては、本日お休みですが、日本大学の岩井委員がこちらの専門とい

うことです。この辺りについても情報を頂きたいということと、あ

と宗和委員のやられているところもこういう情報をいろいろ持っ

ていますので、この辺りについて専門的な意見をもらいたいと思っ

ています。そして、何よりもこういうのを受けるのは市民ですので、

市民の立場に立って、どういうものだったら市民としては見やすい

のか、わかりやすいのかというところについて、具体的なアイデア

をもらいたいと思っています。 

 同じく下の②になりますが、「出前講座、ワークショップなどを

開催し身近なところから情報の共有を図ります。」とあります。市

民と市の情報の共有というのをどういうふうにして進めていくか

ということについては、先ほど会長からもお話がありましたが、市

民参加推進会議というところで、白井市の中では検討しているとこ

ろですが、こういうのも含めて、また市民の皆さんから、どういう

ようなところであれば、市の情報などがわかりやすいのか、一緒の

情報を持てるのかということについて、アイデアをもらいたいと思

っています。 

 また３番の③の「行政課題を抱える市民等に対して、地域に関す

る情報をわかりやすく提供します。」ということで、こちらについ
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ては、市民は市役所との関係だけではなくて、市民は地域の中で生

きているというところもありますので、地域に関する情報というの

はどういうふうにしたら共有できるのか、わかるのか。例えば行政

課題を抱える市民等というのは、例えばいろいろな困り事をしてい

ても、市のほうとの連絡もあれば、地域との中でつながるというこ

ともあると思います。この辺りについても、例えば民生委員とかの

制度もありますが、この辺のつなぎの部分が、どういう形であれば

情報が共有されやすいのかということについて、検討いただければ

と思っています。 

 あと二つになりますが、続いての赤字のものが、基本方針２の自

立した行財政運営の①の効率的な行政組織の構築というところで、

「ＩＣＴなどを活用して情報をしっかりと整理し、行政組織内の情

報共有を徹底します。」というところです。こちらは情報通信技術

を使って、まずは行政組織の中の情報共有を図ったほうがいいので

はないか。こちらについては、白井市というのは情報共有が図られ

ているかどうかは、そもそも市の職員ではわからないというところ

もありますので、いろいろな情報を、よその、例えば皆さん、お仕

事先の、自分が勤めている会社と比べて市の行政情報は共有できて

いないのではないの、というところもあれば、また行政学者、坂野

会長とかも行政学者ということで、よそのところと比べて、こうい

うような行政の情報共有をやっているとか、その辺りについても議

論をいただきたいと思っています。 

 こちらの基本方針２の最後になりますが、歳出の抑制、①「事業

の見直しや統廃合、民間委託や協働などを積極的に進めます。また、

一定の費用でマンパワーの効率化を図るとともに再任用職員の能

力や知識を活用し仕事の効率化を図ります。」ということで記載を

させていただいています。この前段の部分ですね。事業の見直しや

統廃合、民間委託や協働などを積極的に進めますというところにつ

いては、アイデアと意見ということになると思いますが、白井市の

市民として生活をしている中で、「これは無駄だね」とか、例えば。

「こういうのとこういうのを一緒にやったほうがいいじゃないの」

という部分で、市民の感覚として、「ここを一緒にやったほうがい

いじゃないの」というところもあれば、白井市を行政として見たと

きに、「よそと比べてここが足りてないじゃないの。」というもの

です。先ほどの施設に関してお伝えすれば、市は、施設の管理運営

については、指定管理者制度を進めているところですけれども、他

の市町村では、民営化と言いまして、運営だけでなくて、その施設

そのものを市民に委ねてしまうというところまでやっているとこ

ろもあります。こういうところについては、基本的にここについて
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はアイデア勝負になると思いますが、こういうのをやったらどう、

というようなことを皆さんで検討していただければと思っていま

す。 

 この検討については、第２回、第３回、第４回の審議会、これは、

６月７月８月ということで入れさせていただきました。この３回の

審議会でアイデア出しをお願いしたいと思っています。 

 最終的な出来上がりとしては、資料８をごらんいただければと思

うのですが、資料８は計画書のイメージということになっています。

この資料８の波線の部分について、破線の中でも、現在の取り組み

とかというのは、今はまだわからないと思いますけれども、今後の

取り組みとしてこういうことをやったらいいじゃないかと、アイデ

アの部分について、皆様で気にしていただきたいと思っています。

また、実施内容としても、例えば、先ほどから、話をしていますが、

何かを削減するよといったときに、いきなり削減するのではなくて、

その前に、現状を調査する必要があるねとか、削減するためには、

こういうのを先にやったほうがいいのではないかと。いうことがあ

ると思います。その順番についても矢印で記載していますけれども、

この流れについても皆さんで検討していただければと思っていま

す。 

 こちらについては、第２回、第３回、第４回の審議会で、まずは

アイデア出しをいただきたい。それについては、具体的な内容は私

たちのほうで調べますので、そういうことで、皆さんの中で意見を

つくっていただきたいというふうに思っているところです。 

 資料７に戻っていただいてよろしいでしょうか。会議の進め方と

して、先ほどの図を見ていただきたいのですが、黒い四角で囲って

いる審議会のところで、行政経営改革指針の各取組項目について、

オレンジ色の枠で囲っているところになりますが、第１回の会議、

きょうになりますが、第２回、第３回、第４回で、先ほどの資料６

の赤字で書いたところについて、皆様に、資料８の枠のような形で

作っていただくというのを一つの成果という形にしていただきた

いと思います。これを８月中までにまとめていただくということが、

皆様にお願いする一つ目の仕事ということになります。 

 この後、これらを、この①と②と③をまとめたもので、９月に市

のほうで計画についての素案を作らせていただきます。審議会は市

長の諮問に基づいて、この①と②と③について取りまとめしたもの

について意見を頂きたいと思っています。 

 例えばこの内容、これについては皆さんが作っていただいたもの

以外については、市の職員がプロジェクトチームで作るということ

で先ほどご説明させていただきましたが、この内容の意味ではわか
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らないとか、この計画を実行するにはこういうことが最初に必要な

んじゃないかとか、その辺り、大局的なところから、１０月を予定

していますが、第５回、第６回の会議で、皆様に計画の素案につい

ての調査・審議を行っていただきたいと思っています。 

 その後、審議会の審議結果を踏まえて、市は計画素案を見直した

上で決定し、計画素案について市民に対して公表し、広報などで公

表して、パブリックコメントということで、広報などで、こういう

のはどうですかということでお示しする中で、市民全体から意見を

頂きたいと思っています。これは１２月に予定しています。 

 その後、１月になりますが、市はパブリックコメントの結果を踏

まえて計画素案を見直し計画案にします。それで１月に、皆様に、

審議会に計画案を示して、審議会は計画案について調査審議をし、

結果を市長に答申します、ということで第７回会議、１月のこのオ

レンジの部分ですね。こちらが第７回会議ということになっていま

す。 

 その後、市は審議会の答申を踏まえ、計画案を見直し、計画とし

て決定するということになっています。 

 今回の計画の策定に当たり、皆様にお願いしたいところは、審議

会の役割というのはオレンジ色で示した部分になりますが、第１回

としては、本日の会議で、概要についてご説明させていただいてい

ます。第２回、第３回、第４回で市民の視点や有識者の視点に基づ

いて、具体的なアイデアを出してもらう。６個の項目についてアイ

デアを出してもらって、８月中にまとめるというのを、まず一つの

皆様にお願い、計画の策定に当たってお願いしたいところです。 

 その後、第５回、第６回、それと第７回になりますが、計画全体

が出て、そろった中で、皆さんの中から、この辺りは違うのではな

いか、こう推進した方が良いということでご指摘、ご意見を頂きた

いというのが、こちらの第５回、第６回、第７回でやっていただき

たいところです。 

 皆様には、二つの役割をお願いしたい。一つはアイデア出しを出

していただいて、具体的な内容を検討としてもらうのと、もう一つ

は計画全体についてご意見を頂きたい。個別の内容でも結構ですけ

れども、これについて、作ってきたものに対して意見を頂きたいと

いうのが、この計画の策定の進め方ということになっています。事

務局からの説明は以上となっております。 

坂野会長    ご説明ありがとうございました。ただ今ご説明いただきました内

容について、ご質問やご意見ございますでしょうか。では藤井委員、

よろしくお願いします。 

藤井委員    ちょっと確認ですけれども。今ご説明いただいた３８項目のうち
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の６項目について、この審議会では具体的な計画を実施計画の一部

として３カ年計画を策定するということが一つですよね。それで、

評価項目、評価方法の検討というのも、この審議会の諮問の内容だ

と思うのですけど。その評価方法も６項目だけを行うことになるの

でしょうか。 

事務局（元田）   評価方法については、全体についての評価ということになります。 

藤井委員    ３８項目全部についての評価ですか。 

事務局（元田）   はい。今後していただくのですが、評価方法の、具体的にはこの

計画書の中に、これについて、資料の８になりますが、資料の８に

書いてあることに、自分たちが評価するときにこういう項目があれ

ば評価はできるよというような形のものを頂きたいと思っていま

す。その意見を踏まえて、この資料８の、これもイメージという形

で作らせていただいていますけれども。例えば、今は資料８にはあ

りませんが、コストとして、どれだけ市がお金を掛けているか、こ

の中ではわからないよということであれば、そのコストを調べる項

目を作ったりとかして、ここを充実させていただくことで、皆さん

が、２年後に評価したときに評価できるような形の資料になる形で

作っていきたいと思います。 

藤井委員    ６項目に限らないということですよね。 

事務局（元田）   限りません。評価についてはすべての項目について評価を頂くこ

とになりますので、先ほどの５回、６回、７回の審議と、あと８回

の会議の予定を入れていますけれども、この４回で、その辺りをイ

メージしながら、ご意見を頂きたいというふうに思っています。 

藤井委員    ありがとうございます。ちょっと続いていいですか。 

坂野会長    どうぞ。 

藤井委員    評価というと、行政評価の場合、やはり数値目標を挙げることが

とても多いのですけれども。数値目標だけに限らない場合もありま

すか。その場合、評価はとても難しいと思うのですけれども。 

事務局（元田）   そうですね。でも、個別のもので具体的なものというよりも、皆

さんが見たときにわかりやすいというところになってくると思う

ので、あまり細かく書くことを目的とはしていないのです。どこま

でやるかというのは多分、皆さんの中で話をしていただいてという

ことで考えていますが、市の中では一つの取り組みについてＡ４サ

イズの１枚ぐらいでイメージできるほうが、ほかの市民も見やすい

だろうということで考えています。専門家に向けてやるのも当然、

大切ですけれども、市民がやっているというところも大切なので、

そこについては話し合いの中で、という形ですね。 

藤井委員    そうですね。 

事務局（笠井）   評価というのは多分、２種類あると思うのですね。数値目標で表
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す評価のデータ評価と、あとは感じ方というのもあると思うのです。

この辺をどうやって組み合わせていったらいいかと考えているの

ですけれども、ただ、数字だけを追っていれば、実際、市民が感じ

ていることが違っていることがありますから、それを皆さんのほう

で、市民感覚と専門家の視点で、評価の視点はこういうふうな部分

があったらいいということの意見を出していただこうと思ってい

るのです。 

坂野会長    ありがとうございます。 

藤井委員    大きな課題ですね。 

事務局（笠井）   そうですね。 

坂野会長    非常に難しい話になってまいりましたが、あえて言うならば、わ

れわれは定量化と言いまして、数値に置き換えをするというので、

数値で見えるものがあります。逆に定性化と申しまして、満足度で

あるとか、文字に書いて形にするという、そういうものもあるわけ

ですね。その二つが今、非常に混ざり合っていまして、藤井委員の、

まさにおっしゃるところが、非常に難しいというところでございま

す。 

藤井委員    チャレンジングですね。 

坂野会長    そうですね。ですから、満足度であるとか何を基準にするかとい

うのは難しいので、またそのときにはぜひ副会長と藤井委員にお話

を伺いながら進めていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。もちろん今回は市民公募になっておられますが、片桐委員にも

そのときにはいろいろご意見をと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

片桐委員    僕からちょっと意見だけ言わせてもらうと、評価するポジション

によって、立場によって全然違ってくるのですね。客観的に第三者

的に見た評価と、受益者側から見た評価は全然違うでしょう。だか

ら、市民から見た場合はいいけれども、外から見た場合、何やって

いるのだということになるだろうし、逆もあるだろうし。そこら辺

はどういう文章になるのですか、この審議会は。 

坂野会長    もしかしたら事務局のほうで、正しいかどうかというのを判断し

てもらえばいいと思いますが。恐らくそれを含めて、こちらで決め

てくださいという話ですよね、きっと。 

伴委員    市民の視点になる評価なのか、代表者機関としての評価なのか、

そこも含めて、二つ含めてと思っているのですよ。行政評価という

のをやっちゃうと、どうしても、自分たちでこの事業をやったとい

うだけで評価しちゃうのですよね。 

片桐委員    それは自己満足です。 

事務局（笠井）   自己満足の評価になっちゃうのですね。それが本当に成果として
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市民がどう捉えて、どう感じているかということは、やっぱり大事

なことじゃないですか。それがないから、やめられない部分がある

のですね。 

片桐委員    だから市民ベースだとそうだけれども、どうして受益者という立

場が出てきてですね。 

事務局（笠井）   ありますね。当然それはあると思います。 

片桐委員    これでいいじゃないか、となっちゃうのです。本当の話、それは

無駄だろうと言いたいのだけど、それはなかなか難しいですよね。 

事務局（笠井）   おっしゃるとおりです。行政経営ですから、受益者負担という評

価もあります。これがないと単に、ただ何でもいいということにな

りますから、やはり何かやるときにお金が掛かっていますので、そ

のお金が適正かということも含めて評価をやらなければ、経営とは

いかないと思うのですね。 

片桐委員    通常、経営というのは、企業経営の場合は簡単でして、利益が上

がったかどうかということと、コストがどれだけ掛かったかという

ことで、割と強引に評価ができるのですけれども。行政の場合は、

それだけではできない。むしろマーケットが応じられない部分があ

るから、行政でやっているのだということですね。 

事務局（笠井）   そうですね。 

片桐委員    そこらをどうするのですかね。どうしようと思っていますか。今

日はいいですけれども、いずれ聞きたいです。 

事務局（笠井）   おっしゃるとおりで、今までやってきたのは、行政というのは当

然、コストが掛かるのだと。要するに弱い人の立場に対して行政対

応しているという、それであまりコスト意識がなかったのです。で

も、それはもうこれからは違うだろうと。やはり受益者負担という

ことも含めた評価をやっていかなければ、いつになっても、事業と

いうのはなかなか見直し、やめることができないということで、そ

の辺も少しご意見を頂きながら、どういうふうに、行政体の性格を

持ちながら評価がいいかということも、勉強しながら決めていこう

と思っているのですけれども。非常に難しい宿題をやっていかなけ

ればいけないと思っています。 

伴委員    一つだけいいですか。 

坂野会長    どうぞ。 

伴委員    当初の審議会の目的が、従来のやり方とは違ったことを考えてく

ださいというのがあるとすれば、評価というのは、当事者評価と受

益者評価と、当然、行政からの評価と、数値的な評価はちょっと置

いといて、それは当然、現実に出てくるわけですけれども。それに

附帯したそれぞれの立場の評価を併記すべきじゃないかなという

感じがするのですね。それで、立場によってそれが成功したとか失
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敗したとかというのは当然あるわけで、すべてが同じ答えにならな

いとすると、全部併記すべきだと思うのですね。その併記のポイン

トの見方をどこに置くかというのは、ちょっと重要な問題だと思う

のですけれども。それはどうも必要ないような、従来の、というと、

最初にお金が出てきたように、多分、お金では評価できない部分を

われわれは今、求められているのかなという感じがしますね。 

藤井委員    いいですか。 

坂野会長    どうぞ。 

藤井委員    本当にそのとおりだと思っておりまして、今までいろいろな自治

体のこういう行政評価にかかわって参りましたけれども、やはり一

つの側面だけからの評価がとても多かったのですね。なので、今お

っしゃっていただいたみたいに三つの視点からを併記して、この視

点からはこうだ、この視点からはこうだというのを総合的に勘案す

るのはとても面白いのではないかと思うのです。 

 もう一つ私が付け加えるとすると、やはりタイムスパンですけれ

ども。白井市は先ほどおっしゃったように、一度に多くの人間が流

入してきましたので、実は多分、２０７０年ぐらいに一気にガッと

人口が減ることになると思います。２０６０年ぐらいから２０７０

年ぐらいにかけて、ものすごく死亡が増えてくるのですね。そのと

きに乗り越えられないと、もう２万人、３万人のレベルになってし

まうと思うのですね。 

 そのときまでもタイムスパンに入れるのか、そうではなくて、そ

の手前の１０年ぐらいの短いスパンで、私はやはり１００年ぐらい

のスパンで見てしまうので、１０年２０年は短いのですけれども。

でも１０年ぐらいで見たときに成功なのか。でも、この５０年で見

たときに、これは失敗なのか成功なのかは、やはり時間軸によって

も成功と失敗というのは違うのかなと思うのですね。なので、みん

なが持続可能なまちづくりといった場合に、どこまでが持続なのか

というのは、実はとても気になっているところなので、ちょっと皆

さんと一緒に議論を深めながら勉強をしてきたいと思っています。

郊外地域の持続性というのは多分、１００年後に生き残っている郊

外は幾つあるかなと思うのですね。白井市は生き残っていると思い

ますけれども。 

伴委員    おっしゃるとおりで、私、この資料を読んだときに一番聞いてい

たのはそこですね。今回、先ほどのご説明で３７年まで、え、この

スパンでいいのかなというのがあるのだけれども。 

藤井委員    そうですね。 

伴委員    実際の実施計画を立てるとなると多分、ここぐらいまでしか読め

ないのかなと。 
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藤井委員    そうですね、多分。 

伴委員    そうすると、どっちがベースですかというのが、これからの。 

藤井委員    課題ですね。 

伴委員    われわれの答えをどこに置くのかなという話になるだろうと思

うのですね。 

事務局（笠井）   基本的には、この平成３１年度のベースまでです。ただ、平成３

１年度までで解決できない問題がいっぱいあるわけです。そこは次

の視野には入っていますけれども、取りあえずは今の第５次総合計

画を何とかお金の面からでもちゃんと実現させていこうというこ

とが前提条件にありますので。その先の構造改革までは、恐らく次

のテーマとしてやっていきたいと思っています。 

藤井委員    まずはここをまとめたということですね。 

伴委員    お話は、それでは間に合わないのではないかという。 

藤井委員    そうと思っていますけど。 

伴委員   つまり１０年たったら遅いよと。今から考えなくちゃいけないよ、

ということですね。 

事務局（笠井）   だから、今からやれるものはどんどんやっていきます。 

藤井委員    タイムカプセルみたいに、何か埋め込んでいけるものは、やはり

埋め込んでいくべきだと思うのですね。 

事務局（笠井）   そうです。当然、短期的にできるものと、急激にやらなきゃいけ

ないものと、長期的なものがあります。ただ、もう、何しろ９年間

である程度、ここに残っている３８項目というのはすべてやり尽く

したいと思っているので。 

伴委員    一ついいですか。 

坂野会長    はい。 

伴委員    これから出てきて、本日の議論の段階じゃないだろうと思います

が、先ほどの資料７の、７回の会議をやるというのはわかりました。

②のところで、行政改革推進委員からの引き継ぎの提案事項がある

というのも、おいおい出てくるのでしょうけれども。根本的に変え

たことを考えてくれというのはわかったのだけれども、まずご担当

のほうから見て、新しい行政経営改革とは何かという、その柱がな

いのですね。こういう言い方をすると、ちょっと難しいですかね。 

坂野会長    今すぐというのは、なかなか厳しいと思うので、次回にまで、申

し訳ないですけど、次回に宿題としていただいたほうがいいかもし

れませんね。 

伴委員    それをちょっと考えて、どこかで、よって立つスタンスを決めな

いと多分、従来どおりになってしまう恐れがあるかなという感じが

します。すみません、難しくて。 

事務局（元田）   いいですか。 
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坂野会長    どうぞ。 

事務局（元田）   今、柱がないというお話でありましたけれども、今回の行政経営

改革実施計画を皆様に検討していただく中で、今の段階で考えてい

るところとしては、一つは役割分担の見直しという部分があると思

います。今まで市がやっていたのを、市がやらなくするというだけ

ではなくて、誰がやるのかという部分の役割分担の見直しというの

が一つです。あともう一つが、皆さんに特に考えていただきたいと

ころになりますけれども、白井市の中では先ほどからＩＣＴの活用

という表現を使っていますが、仕事のやり方を変えていくのに、今、

多くの民間企業ではコンピューターを使って、ずいぶん集約化をし

てきているところがありますけれども、行政の部分というのは、ま

だまだ集約が図れていないところがあります。この辺りについては

特に皆さんに、いろいろなお仕事などをされている中で、これは何

か、市のやっていることは非効率だよねというところを多分感じて

いることもあると思うので、その辺りについて頂ければと思ってい

ます。 

事務局（笠井）   伴さんがおっしゃったことですが、この計画で書き出していない

ということですかね。こちらとしては書いているつもりですが。 

伴委員    それがわからないので、全部読んだのだけれども。 

片桐委員    資料にあるように基本方針があると思うのですよ。 

事務局（笠井）   そうです。この基本方針が柱だと思っているのですが。 

坂野会長    それですよね、多分。 

片桐委員     そういう印象だったのですがね。 

事務局（笠井）   そうです。今までの行政改革というのは多分、お金をできるだけ

削減するということ、だったのですけれども。今回はお金を入れる

前に、行政として何をすべきか、市民とのかかわりをどうするべき

かということを一番初めに置いて、これに基づいて、行政サイドの

あり方というのを聞いていて、最後にやはりハード物の公共施設を

どうやってこれから維持するか、再編するかということを書いてい

ます。これが来方針となっておりまして、これが今回の自分たちの

柱だと思っているのですけれども。 

伴委員    ちょっとごめんなさい。柱という言い方がちょっと違うかもしれ

ませんが、先ほどのご意見で、例えば白井市の人口はどんどん減る

のですよね。 

事務局（笠井）   減りますね。 

伴委員   何十年後かに。そこはきちっと押さえましょうということなのか、

この１０年を考える上でね。 

事務局（笠井）   はい、そうです。 

伴委員    あるいは財政の健全化というところの最低の数字は、ここを確保
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しましょうということなのか。それから行政と市民とのかかわり方

は、今おっしゃったように、できれば市民がやることをやってくだ

さいよというふうにドライにする。ドライで行政を小さくするとい

うことなのか。その視点がどこにあるかによって、よって立つとこ

ろの答えは全部違ってくると思っているのですよ。これ、ずっと何

回か読んだのだけれども、そこが全然見えない。 

事務局（笠井）   前提条件は、これから人口が減りますから、コンパクトになって

くるだろうと、これがもう前提です。コンパクトに合った仕組みを

つくっていきたい。それで、先ほどからいわれている市民自治も、

そういう関係です。行政がやるべきものと市民がやるべきこと、市

民と行政と一緒にやることをまず決めていこうと。さらに、コンパ

クトに合った行政サービスのあり方、行政の誰がやったらいいかと

いうことをやっていこうと。で、最後はハード物でのコンパクトな

施設の再編につながっていきます。 

坂野会長    ありがとうございます。 

事務局（笠井）   ９年ではすぐ結果は出ないですから、そこはもう３０年４０年先

のことが入ってくると思います。 

坂野会長    恐らく今、総務部長がおっしゃっておられる話というのは、総合

計画までさかのぼるような話になっているかと思いますので、もし

よろしければ、初めての方もおいでだと思います。ぜひ、やっぱり

行政とは何か、と思っていらっしゃる方もいらっしゃいますので、

事務局には申し訳ありませんが、総合計画を踏まえたそういった行

政改革のあり方と、白井の立場ですね。そういうのをぜひお話いた

だければと思います。 

 私としては参加のまち白井ということで、それが核になっている

のではないかなと勝手に思っていたわけでございますが。そういう

意味ではしっかりと事務局のほうからお話を次回、少ししていただ

ければと考えております。伴委員、それでよろしいですか。伴委員 

わかりました。 

坂野会長    一応、時間のほうも迫ってまいりましたので、質問等、特にある

という方がおられましたら、ぜひ。副会長、何かありますか。 

宗和副会長    正直申し上げて、まだはっきりとピンとは来ていないのですね。

ちょっと回答を得たいと思うので、今でなくていいのですけれども、

ちょっと意見だけ言わせていただくと、総合計画の体系があって、

こういうことをやっていきますよということが一つある。ちょっと

言い方は失礼かもしれませんけど、わかりやすく言うと、そこには

メニューが書いてあると。それに対して、それを実行するためには

今回策定の経営指針と、それの実施計画というものがあって、その

二つがそろって初めてやることと、やるべきことと、やる推進力が
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あるから、車の両輪としてうまくいくだろうということだと思うの

ですけれども。そういう考え方に立てば、今後、白井市の人口が減

少するとか、施設の老朽化があるというような非常に大きな課題が

あるにもかかわらず、われわれが出せる回答というのが、やること

が決まっているのだから、それを推進する方向の評価しかできない。

もっと頑張りなさいという方向の評価しかやれないのではないか

なと。果たして、こういうのは、やらなくてはいいのではないかと

いうような評価というのは、一方では総合計画、もうあるのだから、

評価しづらいのではないかなというのがちょっと気になっていて。

その辺がちょっとまだ、どうやって進めていったらいいのかわから

ないところですけれども。 

坂野会長   今日は最初ですから、もしあれでしたら、次回しっかりとやって

いただければと思います。 

宗和副会長    そうですね。別に今度で回答は、結構でございます。 

坂野会長    では事務局のほうで次回よろしくお願いいたします。時間のほう

が迫ってまいりましたので、もうそういうので、取りあえず議題３

については以上にいたしまして、次回こういった話も説明をさせて

いただきたいと思います。 

 では議題４、会議のスケジュールという話に進めさせていただき

ます。そこで会議のスケジュールでございますが、事務局のほうで

ご説明、まずよろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   では資料９をごらんください。議題４、会議の開催スケジュール

でご説明をさせていただきます。今年度はこちらの会議開催日程

（案）に示したとおり、あと７回の会議を予定しており、そのうち

計画策定に６回、評価に１回の会議を予定しています。本日は１０

月までに行います第６回会議までの日程を決めたいと思っており

ます。事務局の案としては、日程についてということで記載させて

いただいておりますが、会議は１回当たりだいたい２時間、平日の

日中または夜間６時半からとし、原則すべての委員の都合の良い日

とする。第２回から第４回、先ほどアイデア出しをお願いしたいと

いうところでお話しましたが、資料の作成や委員それぞれが検討す

る時間が必要なため、各回の開催期間については、１カ月程度の感

覚があったほうがいいと考えています。 

 なお、第４回の審議会が８月中に終わる日程であれば、今回６月

上旬、７月上旬、８月上旬ということで記載しましたが、そちらに、

必ずしもやることではないのですけれども、８月までに終わってい

ただきたいというのが１点です。第５回、第６回は全体についての

議論ということになりますので、継続した内容となりますので、１

０月中に行っていただくことになりますが、第５回、第６回は同じ
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ような日程、近い日程で決定していただければと思っています。 

 会議開催については、事務局の案ですが、こちらのところで皆様

にご意見頂ければと思っているところです。 

 

   ※議論の結果以下のとおり決定 

   【会議日程】 

   第２回会議 ６月１６日（金）１８時３０分から 

   第３回会議 ７月１４日（金）１８時３０分から 

   第４回会議 ８月４日（金）１８時３０分から 

   第５回、第６回会議は、１０月開催することし、次回以降決定する。 

   会場については、事務局から連絡をする。 

 

坂野会長    ありがとうございます。では、本日の議題は以上となりますけれ

ども、特に何か最後にお話したいという方はおられますか。大丈夫

ですか。遅くなりましたが、本日は慎重審議、どうもありがとうご

ざいました。特になければ、本日の議題は終了させていただきたい

と思います。ご協力ありがとうございました。 

 それでは事務局のほうで、何か連絡事項がありましたらお願いし

ます。 

事務局（笠井）   次回までの宿題は、また追ってご説明いたします。 

坂野会長    よろしくお願いします。お手数掛けます。では本日はこれにて終

了させていただきます。どうもありがとうございました。 

一同    ありがとうございました。 

 

会議終了 午後８時４０分 
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第２回白井市行政経営改革審議会 会議録（概要） 

 

 

１ 開催日時 平成２９年６月１６日（金）午後６時３０分から午後８時４０分まで 

２ 開催場所 保健福祉センター ３階 団体活動室３ 

３ 出 席 者 坂野会長、宗和副会長、岩井委員、伴委員、藤井委員、山本委員 

４ 欠 席 者 片桐委員、本松委員、 

５ 事 務 局 行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

６ 傍 聴 者 ７人 

７ 議 題 議題１ 第１回審議会での疑問・質問について 

       議題２ これから検討する事項について 

８ 議 事 

事務局（元田）  平成２９年度第２回白井市行政経営改革審議会を開催させていた

だきます。開会に当たり、会長からご挨拶をお願いいたします。 

坂野会長  皆さんこんばんは。こんにちはというような雰囲気ですね。  

本日は、皆さんお忙しいところ足をお運びいただきましてどうもあ

りがとうございます。それとともに宿題が出ておりまして、皆様も

非常にびっくりされたと思いますが、私もびっくりしました。自分

の住んでいる地域のために宿題をしなくてはいけないというのは、

白井市の気力がすごく見えたなと思っております。 

 やはり行政改革というのは、ややもしますと、職員の方のほうが

一生懸命やる傾向があるのです。職員の方が一生懸命やって、内部

からは恨まれるということもありますし、やはり市長さんがやれと

言うと一生懸命やるというのが、職員さんの誠実さなのかもしれま

せん。 

 時と場合によっては、それはちょっとやり過ぎだよなというのを

市民の方がおっしゃるケースもあります。ですから、その辺の兼ね

合いというのは、行政改革なんかは非常に重要だと思います。 

 もう一つは、この機会に白井の形、これからの形というものをみ

んなで考えることができるいいチャンスです。なので、ぜひ白井の

ために皆さんと一緒にそういう白井のこれからの未来、そして、形

を考えていくということでお考えいただければと思います。お忙し

いところ恐縮ですが、本日も慎重審議、よろしくお願いいたします。 

事務局（元田）  ありがとうございました。本日は、議題として二つご用意させて

いただいております。 

 一つが第１回審議会での疑問・質問についてということで、前回

の振りかえりを兼ねてという形になりますが、前回の少し残ってき

た内容として、次回にお答えするというものがありましたので、そ

れについて、おさらいを兼ねて少しだけお時間をいただきまして、
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議題１としてご説明させていただきます。 

 議題２については、これから検討する事項となりますが、球の投

げ方が余りよくなかったのでわかりづらいお願いになってしまっ

たのですが、今回宿題という形で皆様からご提案いただいたものを

本日資料４ということで配らせていただきました。こちらについて、

皆さんの中から、アイデア出しという形で考えていただければと思

います。議題としては、二つご用意させていただきます。 

 では、次第に従いまして議題に入らせていただきます。議題１、

第１回審議会での疑問・質問について、会長お願いいたします。 

坂野会長  着座させていただいてお話をさせていただきます。 

 では、議題１でございます。第１回審議会での疑問・質問につい

てということでございます。これにつきましては、まず事務局のほ

うからご説明よろしくお願いたします。 

事務局（元田）  はい。では、資料１ 第５次総合計画の概要についてご覧くださ

い。こちらは、第５次総合計画のうち、今回の行政経営指針と関係

のある個所のみを抜粋させていただきました資料となります。 

 あらかじめ送付させていただいていますので、ざっと目を通して

いただいていると思いますので、今回ご説明させていただくのは、

行政経営指針と、今回の行政経営改革実施計画とどのようなことが

関係あるのかということについてご説明させていただきます。 

 資料の最終頁、行政経営改革の体系をご覧ください。こちらの資

料は、既に第１回会議でお示ししたところですが、行政経営指針は、

総合計画と連動し下支えする計画であって、今回皆様にご検討いた

だく行政経営改革実施計画は、その行政経営指針の内容について具

体的な事業を位置付けた計画となっています。今回皆様にご検討い

ただくのは、この図の真ん中、黒枠で囲った部分の行政経営改革実

施計画のうちの、最初の平成３０、３１、３２の具体的な事業を検

討していただき、実施計画をつくるということになります。 

 このような位置付けを踏まえて、総合計画についてご説明させて

いただきたいと思います。 

 資料の最初のページ、総合計画策定の趣旨についてご覧ください。 

 特に重要なところだけ説明させていただきますと、総合計画の策

定の趣旨として、前回、行政経営指針の策定の必要性について説明

させていただきましたとおり、市を取り巻く社会環境の変化に対し

て、将来を見据えた計画としていこうということです。 

 続いて、総合計画の位置付けについて説明します。総合計画は、

市の最上位に位置する計画です。続いて、総合計画の構成について

ご説明します。右下の図を見ていただくと、最初に見ていただいた

図である行政経営指針の位置付けは、これらの総合計画の下支えと



- 3 - 

 

いうことで、下の部分に位置するものでございます。 

 前回の会議で、この行政経営指針に基づく実施計画をつくるのは、

初めての取り組みであるということをお伝えしました。 

 今回、行政経営指針をはじめてつくり、市は、従来の削減の行政

改革から、行政の在り方、やり方を変える大きな行政経営改革に舵

を切り、そのもとで、行政経営改革実施計画を策定するということ

となっていますので、初めての取り組みであるということですが、

少し紛らわしいのは、白井市の考え方として、大きな計画をつくり、

その計画を策定するための具体的な事業なり取組みの計画を別に

位置付けするということをよく実施しております。 

 この総合計画についても、総合計画の基本計画を実現するための

具体的な事業として、前期実施計画を策定していますので、実施計

画という表現がわかりづらかったかもしれません。 

 後ほどの評価の際に、改めて説明させていただきますが、この総

合計画における実施計画の評価は、別の組織である総合計画審議会

が評価を行うこととなっています。 

 実施計画という言葉を用いているので紛らわしいのですが、この

総合計画の実施計画と皆様がこれからご審議いただく行政経営改

革実施計画は、全く別の計画となります。 

 従いまして、行政経営改革実施計画の評価の結果については、総

合計画に及ぶことはございません。 

 続いて、総合計画についてご説明させていただきます。総合計画

の基本理念として、子どもから高齢者までの誰もが暮らしの安心を

守られていること、健康で活躍できること、自分らしく活躍できる

ことが大切であると考え、今までのまちづくりを継承し、「安心、

健康、快適」の３つが大切であるとしています。 

 将来像としては、真ん中あたりにありますが、良好な形で次世代

に継承するという視点を置いています。このことは、前回の会議の

冒頭で市長からご説明させていただいたとおりでございます。資料

１の説明については以上です。 

 続いて、資料２についてご説明させていただきます。では、資料

２をごらんください。資料２はＡ３の資料になっております。 

 資料２については、前回の会議でもう少し具体的に説明が必要で

あるといわれたことが、二つございました。一つ目が財政調整基金

と言いまして、市の貯金になりますけれども、この内容が６億円し

かなくて、２０億円が目標だということで、少しジャンプが大きい

のではないかというようなお話がありました。そちらが１点目です。 

 ２点目が評価に関することということで、何を評価したらいいの

かということについてご質問がありました。こちらについても、振
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り返りの観点でご説明をさせていただきたいと思います。 

 では、最初に財政調整基金についてご説明します。財政調整基金

というのは、市の財源のいわゆる貯金みたいなものなのですが、こ

の貯金というのはどういうふうにしてできてくるかというと、市の

収入と支出の差でできます。 

 市町村については、実質的に黒字になることがほとんどなのです

けれども、この黒字の積み立てや、将来を見越して、ある程度お金

を取っていこうというようなもので、財政調整基金というのがつく

られています。 

 今まで、よく言われていたのですが、市の標準財政規模、白井市

は、国の基準では１００億円ぐらいが標準財政規模と言われていま

すけれども、そちらに対しての１割に当たる１０億円を基準にして、

今までは１０億円を切ることのないようにしようということで守

っていました。 

 それが今回行政経営指針を策定するに当たって、有識者会議の委

員から、災害などの不測の事態というのがここ数年多いことから、

通常のときに１０億円あれば大丈夫だろうと言われていたところ

だけれども、災害などの不測の事態を考えると、標準財政規模の２

割程度が望ましいという意見があって、そのため今回の計画では、

２０億円を財政調整基金の額として確保すべき額にしていこうと

いうのを決めたところです。 

 ２番目として、財政推計との乖離はなぜ生じているのかというこ

とについてご説明します。財政推計では、平成３２年の時点で６億

円だというようなことで、前回の資料では示させていただきました。

ただ、目標として２０億円に関して１４億円どうするのという部分

について、説明として、文章が２行あったと思うのですけれども、

この内容だとわかりづらいということだったので、そのあたりにつ

いて、もう少し丁寧にご説明させていただきたいと思います。 

 財政推計との乖離については、市は総合計画策定のため、平成２

７年５月に、平成２８年度から３７年度までの１０年間の財政推計

を作成しました。ただ、これについては、以後修正していないこと

から、現時点で大きく乖離が生じているところであります。 

 総合計画を作る前と作る前に推計をつくっているところですが、

考え方として、シミュレーションなのだから、最新のものをやれば

いいのではないのかというようなご意見も多分あると思うのです

が、白井市の場合では、シミュレーションを総合計画の前と総合計

画を決めた後にやって、それ以降やっていないということで、現状

では今のところやっていないという状況のため、乖離が大きくなっ

てしまっているということになっています。 
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 財政推計と財政の見通しの乖離額はどのぐらいなのかというこ

とで、こちらに記載させていただきました。 

 平成２８年度末の財政調整基金は、当初、総合計画をつくる前に

つくった計画の財政推計が約１４億円。財政の見通しでは、約１７

億円の見通しになっております。 

 ただ実際は、平成２８年度の財政調整基金は、今までの行財政改

革の効果や年度ごとの実質収支のプラス、先ほど言いました毎年の

黒字を足したものになりますが、そちらについて約２６億円という

ことで、財政推計との比較では約１２億円、財政の推計との見通し

では約１０億円の乖離が生じています 

 こちらについては、右ページのＣの数字になります。ＣとＤの数

字になっていますが、当初、財政推計では１４億円見込んでいまし

たが、実際は２６億円ありましたので、財政推計との比較では１２

億円の乖離があります。 

 財政の収支に関して言えば、１７億円というふうに見込んでいた

のですが、２６億円実際にはありましたので、９億円の離れが生じ

ているということになります。 

 最初に財政調整基金は２０億円が目標として定めるということ

でご説明させていただきましたが、そもそも２０億円は達成可能な

のかということについてですが、例えば財政推計のものでは１２億

円ということでやっていますが、こちら財政推計では、平成３２年

の残高見込については６億円というふうに見ていました。ただ実際

には１２億円の開きがありますので、修正後の残高としては１８億

円というふうに見込んでいます。２０億円として比較したときには、

２億円の違いが生じているということになっています。 

 財政の収支では、同じような形で４億円の違いが出ているという

ことになっています。 

 ただ、それでも２億円と４億円。２億から４億、２０億円に達し

ていないという状況になっています。ここの部分を埋めていくのが、

この行政経営改革の取り組みと、あと平成３２年まで毎年、基本的

には黒字で少しずつやっていきたいと思っておりますので、収支の

プラスの積み立てという形で２０億円の目標を目指していきたい

と、市では考えているところです。 

 これ以外にももう一点、第１回審議会での疑問・質問については、

評価のことがありました。 

 評価については、先ほども少し触れさせていただきましたが、今

回、行政経営改革実施計画の全ての事業について、皆様で審査をし

ていただく、評価を調査していただくということになります。 

 実際、来年から実施計画が進みますけれども、その全ての実施状
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況について、再来年以降については、どうなったかということを、

全ての実施状況について評価をしていただきたいと思っています。 

 もう一つ言われたのが、評価の中で、市民公募委員はどのような

視点で評価したらよいのかということがありました。 

 市民については、市民の感覚で評価をしてくださいということで

ご説明をさせていただきましたが、今回のこの審議会の評価は、第

三者評価として、基本的には外部の評価で、外部の視点で評価をし

ていただきたいと思っています。 

 市の行政サービスは、市民によって、サービスを受けて利益が生

じる人とサービスを受けないため利益の生じない人に分かれる場

合があります。市民として、どちらかの経験がある場合は、その経

験というのは非常に重要なものですから、その経験をもとに評価し

ていただくことも大切な視点だというふうに事務局としては考え

ています。 

 ただ、その片一方の、例えば利益を受けている人だけの視点とい

うことではなくて、この審議会全体としての議論ということになっ

ていきますので、それも踏まえて、特に学識経験者の方については、

外部の視点とか、他市町村の状況というのをご存じですので、学識

経験者の方、またはその利益を受けていない市民の方で、皆さんで

議論をした上で、委員の合意によって、それぞれの立場を踏まえて

審議会の評価としていただきたいと思っています。基本的には結論

は一つになりますが、その過程においては、いろいろな方のいろい

ろな議論をもとに、一つの結論を導いていただきたいというのを事

務局としては考えています。 

 また、先ほどとも重複する部分なのですが、総合計画に掲げた施

策を推進するための下支えとして、行政経営指針や行政経営改革の

実施計画がある以上、行政経営改革実施計画を評価することはわか

るが、評価の結果、行政経営改革、実施計画の廃止を打ち出す事業

があった場合に、総合計画はどう反映してくるのかということでお

話がありました。 

 先ほど資料１をご説明させていただきましたように、総合計画に

揚げた施策の実施状況については、総合計画の審議会で評価をして

います。したがいまして、こちら行政経営改革審議会については、

総合計画に関する評価を行いませんし、全く別のものとして、こち

らの中で考えていただければと思っております。このようなことか

ら、行政経営改革実施計画は、総合計画の施策の廃止などに直接結

びつく計画ではなくて、行政経営指針の取組項目に基づいた計画、

具体的な計画として位置づけているということになっています。 

 概要としては、資料１と資料２を使って、議題１についてご説明



- 7 - 

 

をさせていただきました。事務局からの説明は以上になります。 

坂野会長  どうもご説明ありがとうございました。今、宗和副会長と藤井委

員いらっしゃいましたので、今回初めておいでになられたというこ

とで、岩井委員をご紹介させていただきたいと思います。 

岩井委員  日本大学の岩井と申します。よろしくお願いいたします。 

坂野会長  岩井委員は、情報政策であるとか、そういったところに関しまし

てご専門で博識でいらっしゃいます。そういう意味では、今後いろ

いろお知恵を拝借することになると思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 では議題１、事務局のほうからご説明いただきましたが、このこ

とにつきまして、何か質問、あるいは疑問等ございましたら、さら

にお話しいただければと思います。いかがでしょうか。何か問題を

ここで解決をしておきたいなというふうに思いまして、もし今のう

ちに問題解決をして、その次に入っていきたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか、山本委員さん。 

山本委員  大丈夫です。 

坂野会長  はい、ではどうぞ。 

伴委員  どうしても私は理解ができないのですけれども、第５次白井市総

合計画があって、前期後期とあり、それの実施計画というのがあり

ます。細かい何項目に渡るものがありますよね。具体的に聞きます

けど、この中身の総合計画の実施計画というのは、市のそれぞれの

所管のご担当のところでつくられていると考えていいですか。 

事務局（元田）  そうです。 

伴委員  ですね。なので、それはもう業務ですよね。総合計画に基づくそ

れぞれの所管業務ですよね。それに対して、今回、白井市の行政経

営指針となっております。それに基づいて行政経営改革の実施計画

をつくってくださいということですよね。総合計画の実施計画と行

政経営改革の実施計画は重ならないのだと。 

事務局（元田）  基本的には、全体のことについて触れているものですので、内容

としては重なるものがあるかもしれません。 

 例えば情報化の推進のものであれば、情報化の推進という一つの

ものを見れば、情報の担当している課がありますので、この実施計

画で重なる部分もあるかもしれません。ただ、今回は仕組み、やり

方を変えるという部分になってくるので、重ならないものも出てく

るというふうに思っています。 

伴委員  なぜこの質問をしたかというと、我々のポジションがどこかとい

うのが、まだちょっとはっきり見えていないのです。つまり総合計

画に全体のいろいろな課題に対して、我々は提案したり意見を言っ

たりするのではなくて、行政の経営改革のテーマについて、具体的
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な施策を検討しようとしているわけですよね。そこのポジションが

ちょっとよくわかっていない。 

坂野会長  私としては一応理解しておりますが、先生方、いかがですか。 

宗和副会長  それでは私の考えを、理解をお話しさせていただいて、もし間違

っていれば間違っていると言っていただいたらそれで結構だと思

うのですけれども、話をさせていただくと、白井市としては、第５

次総合計画というものを定め、さらにそれの具体的な内容として実

施計画というものも定めた。今後これを実施していくわけなのです

けれども、その一方で、実際にどのようにそれを実施していくのか

と、非常に財政的にもいろいろ厳しい、そういう条件の中で、どう

やって実施していったらいいのかということが決まっていない。や

るべきことが決まったのだけれども、実施の仕方がよくわからない。

その実施の方法を定めたのが行政経営指針であると。ですから、行

政経営指針はどういうことをやっていきますよということが総合

計画のように書かれているものではなくて、総合計画に書かれてい

るものをどういうふうにやっていくかということが書かれていて、

例えば具体的には、情報化の推進などをやっていきますということ

が書かれていると。ですので、言ってみれば総合計画と経営指針は、

車の両輪のようなもので、両方そろって初めて実際にそれが推進で

きるのだというふうに考えておられると。 

伴委員  そこで今回の質問をしたいのです。今おっしゃったとおりなので

すけれども、そうすると、行政経営改革の指針に検討するに当たっ

ての我々の前提とする命題は何ですか。フリーなのですか、オール

マイティーに全部できるという前提でやるのですか。それとも、財

政的にはこういう制限があります。年数的にはこれぐらいの制限が

あります。そういう我々に与えられる条件が、まだ私はわかってい

ない。 

坂野会長  恐らく、事務局のほうでまた後ほど言っていただければと思いま

すが、多分資料６に載っているこの部分、こちらのほうを検討して

くれということ。 

事務局（元田）  会長のおっしゃっているのは、前回会議資料６ということですね。

そうです。 

坂野会長  ということですよね。この部分だけはフリーになるわけですよね、

この状況でいけば。ということではないでしょうか。もし違いまし

たら補足をお願いします。 

事務局（岡田）  それでは今、伴委員さんからご質問があったところなのですけれ

ども、行政経営指針につきましては、期間としましては、今年度か

ら９年間計画の期間になります。この指針の下に、これから皆様方

にご検討いただきます実施計画ができています。この実施計画につ
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いては、今年度につくりますので、３０年度からの開始になるわけ

なのですけれども、この新しくつくるものについては、３０年度か

ら３年間の計画内容というものを皆様方に検討していただきたい

ということになっております。残りの５年間は、３年間実施後に、

新たに５年間分を新しい実施計画として、この行政経営指針を進め

るためにつくっていただくことになっているところでございます。 

 内容としましては、坂野会長がおっしゃっていましたけれども、

該当する箇所については、フリーというようなところでお考えいた

だいて、進めていただきたいと思っております。 

坂野会長  何かありますか、では。 

事務局（元田）  多分、先ほど坂野会長からもお話しさせていただきましたが、フ

リーに関しては、全てに対してフリーというわけではなくて、あく

までも行政経営指針に書いてあるところについてのフリーという

ことと、あともう一つ、資料３でもご説明させていただきますが、

前回の資料の中で書いていて、この６項目についてフリーで議論を

してほしいという話です。 

 行政経営指針でどうやってやるかということなので、何をやるか、

どうやってやるかについてはフリーになっています。ただ、何をや

るかについては、フリーではありません。あくまでも行政経営指針

に基づいて行うこととなります。 

 それを実現するためにどうやってやるかはフリーですけれども、

何をするか、何を目的にするかはフリーではないということだけ、

あくまでも行政経営指針の中で、行政経営指針に書いてあることを

どうやってやるかをみんなで検討してもらうというような形にな

っています。 

坂野会長  伴委員いかがですか。何か疑問点等ございますか。 

伴委員  まだ理解ができていない。どうぞ進めてください。 

坂野会長  また何かありましたらお話しください。恐らく、もしかしたら審

議会としての立ち位置であるとか、そういう話なのかなという気は

しないでもないのですが、とりあえず、おいおいまた皆さんと一緒

にご検討させていただきたいと思います。 

 ほかに何か、幾つか議題ございましたが、質問等ございますか。

大丈夫でしょうか。よろしいようであれば次に入りたいと思います。 

 次ですが、議題２、これから検討する事項についてということで

す。資料がございますので、これは事務局でご説明いただけますか。 

事務局（元田）  はい。概要だけご説明をさせていただきます。資料３として、こ

れから第２回から第４回で、皆様に何をしていただくかということ

でご説明をさせていただきたいと思っております。 

 行政経営指針の中の６項目がございますが、第２回から第４回に
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ついて、この６項目の内容を検討し、右側の具体的な取組項目を定

めた計画書を作成するということになっています。 

 計画書には、今後の取り組み、目的、完了目標時期、実施内容、

実施スケジュールを記入するということになっていますが、こちら

の資料３の点線で囲まれた部分について、どういうことをやったら

いいかというふうに、皆さんで検討していただくというのが、本日

から第４回までの会議で皆さんにやっていただきたいことになり

ます。 

 それに向かって、今回、先ほどもご説明をさせていただきました

が、こちらの投げ方が悪かったのでうまく伝わらなかった部分があ

るのですが、具体的な今後の取り組みのアイデアというのを皆様に

お願いをしたところになっています。 

 皆様の意見、それぞれについて、文量などを事務局でまとめさせ

ていただいていたのが、資料４となっております。取組項目１から

６までそれぞれについて、皆様のご意見についてご記載をさせてい

ただきました。この今後の取り組みのアイデアについて、それぞれ

委員の名前と意見を記述させていただきましたが、この似たような

意見については、事務局でまとめて一つのものにしています。 

 例えば資料４の最初のものになりますが、１から四つの意見があ

ります。こちらについては、コミュニティファンドなどの内容につ

いて記載がありましたので、こちらについては、一つのものとして

事務局のほうでまとめさせていただきました。 

 ただ、これは事務局がまとめたものなので、内容としては違うよ

というような話もありますので、その辺は会長のもとで、皆様の中

で議論をしていただければと思っています。 

 例えばこの資料４の１ページ目になりますが、こちらについては、

大きく分けて二つの提案、具体的な事業の提案がなされており、全

部で六つの具体的な事業の提案がなされています。 

 それと、今後具体的に検討するときに、どういうものについて意

識しなければいけないのかなということで考えてくださった委員

さんが２人いらっしゃいます。今回の取組項目をやるためには、ど

ういうことに意識して具体的なところを考えなければいけないよ

というところでご意見をいただいたものがありまして、こちらにつ

いては事務局のほうで分けさせていただきました。 

 本日皆様でお話をしていただく中で、具体的にこうだよというこ

とがあれば、いろいろと意見をいただければと思っています。 

 本日の会議では、こちらの取組項目、１から６までございますが、

それぞれについて、皆さんで意見、アイデアがいろいろ出てくる状

態、その内容についてはまだまだ粗削りで結構です。今回こういう
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ことをやったらどうだというようなアイデアが出てくる状態を、議

題２のゴールとして事務局のほうでは考えています。 

 次回以降、それそれについて具体的に、近隣市の状況であったり

白井市の状況であったりということをお示しして、第３回の会議に

なりますが、具体的に深堀りをしていくというのを第３回の会議で

考えていますので、本日の議題２としては、それぞれの取組項目に

ついてアイデアがたくさん出る状態というのをお願い、それについ

て皆様で調査、審議していただきたいというのが事務局の考えにな

っております。事務局からの説明以上で終わります。 

坂野会長  ありがとうございます。事務局のほうで資料４、非常にご苦労な

さってつくっていただいたこの資料をもとにお話を進めていきた

いと思います。あとは取組項目というものが、それぞれ６項目ござ

います。この中で一応市側のほうで、現状としてこういったものが

あるということもこちらのほうの資料に書いてございます。取組項

目、それぞれ六つございますが、そのように書いてあります。 

 まず我々で宿題を皆様と一緒に発表会みたいになってしまいま

すけれども、その発表会みたいなものの前にお話をしていただく前

に、ぜひ事務局のほうで今後の市の取り組みをまず第１項目、最初

は市民参加に資源提供云々ということで、市民参加の充実について、

簡単で結構なので一言お話をいただければと思います。よろしくお

願いします。 

事務局（元田）  資料を郵送させていただいた中で、宿題と一緒にまとめて資料と

して送らせていただいたのですが、本日は皆さんお持ちですか。 

 こちらの資料については、ページ数を振っていないのでわかりづ

らいのですが、最初のところの取組項目１、基本方針１、市民自治

のまちづくり、（１）市民参加の充実というところをごらんくださ

い。傍聴者の方は、配布資料として、「参考資料 市の現在の取り

組み」という資料になっています。 

 行政経営指針に書かれている文言ですが、「市民参加に資源提供

という側面を加えながら、寄附や投資を通じた地域活動支援を拓く

など、市民が市民を支えていく資源循環のあり方を模索します」と

あります。 

 今回、委員の皆さんからは、ファンドの話が結構出ていましたが、

市民が市民からお金を集めるという状況をつくっている。資源循環

のあり方を模索するということを想定しています。市は、現在これ

について、取り組みを行っておりません。この市の今後の取り組み

ということで二つ出させていただきました。 

 市には、「市民参加・協働のまちづくりプラン」という、市の市

民参加や協働を今後進めていきましょうという、平成２５年２月に
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つくった計画がございます。 

 次以降のページに記載をさせていただきましたが、この市民参加

協働のまちづくりプランでは、公益的な市民活動を行う団体の活動

における信用信頼を高めるために、市が認証を行う制度の研究を実

行するということを、平成２４年度の策定時点では考えていました。 

 こちらについては、スケジュールについてずれてきてしまってい

ますが、今後やっていきたいというふうに考えています。 

 またもう一つが、公益信託制度１％支援、地域コミュニティ税な

ど地域コミュニティの活動を支援するための財源確保の仕組みを

検討するということになっています。 

 こちらについては、調査研究として、いろいろな制度を見てきて

いるところですけれども、具体的に何か今の段階ではやるというこ

とを決まっているということはないというのが現状になっており

ます。以上です。 

坂野会長  ありがとうございます。では、こちらの実施スケジュールのほう

に、平成２４年から始まっているとなっていますが、具体的には余

り進んでいないと。 

事務局（元田）  そうですね。どちらもほとんど進んでいないと思われます。 

坂野会長  わかりました。調査研究等の具体的な成果も実際にはまだないと

いうことでしょうか。 

事務局（元田）  こちらについてもないと思います。 

坂野会長  わかりました。ということだそうです。こういうものは、いずれ

市がやるということを、ちょっと皆様で意識しておいていただきな

がら、皆さんと一緒に新しいアイデアということで、宿題を市のほ

うから賜りましたけれども、これを皆さんと一緒にちょっと考えて

いきたいと思います。 

 まず、最初に、藤井委員のお考えですが、コミュニティファンド

レイジングの場を創設し、専門家のアドバイスを受けながら健全に

運営するということでお書きになられたと思いますが、こちらにつ

いて何か説明であるとか、意図とかございましたらよろしくお願い

いたします。 

藤井委員  実は、私が書いて、事務局に送らせていただいたのはもう少し長

かったのですよね。文章を削って、まとめていただいたのですけれ

ども、寄附というよりももう少し投資の側面を私は強く意識してい

て、実際に書いた文章をちょっと読ませていただきます。 

 銀行からはなかなか資金調達しづらいような、例えばコミュニテ

ィビジネスですとかを始めたい市民が、銀行に貯蓄するよりも利回

りがよくて、社会に貢献する活動のために投資したいと考える市民

に対して、直接プレゼンして、直接市民の方から資金調達できるよ
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うな、そういう場を設けたらどうかな、と思っています。 

 というのは、私は、以前、自営業をやっていたのですけれども、

自分で銀行にお金を借りようとすると、なかなか信用力がないと貸

してくれないのですよね。これから団塊の世代の方々がもう既に地

域に戻ってきていて、例えば今６０代後半の方は、多分７０代後半

ぐらいまでは現役でバリバリやれる方も多いと思うのですね。 

 そういう方が培ったノウハウですとかで何かビジネスを少し始

めたいなというときに、資金調達ができるような仕組みがあればと

思ってこういう意見を書きました。どちらかというと寄附というよ

りも投資の側面を少し注目してみました。 

坂野会長  わかりました。すばらしい意見だと思います。その場合は、ファ

ンドレイジングというのは、アメリカみたいに実際にファンドレイ

ジングをする場を市役所のほうに設けていただくという形ですか。 

藤井委員  そこはどうなのでしょうね。別に何か組織をつくってもいいのか

なと思いますし、そこはちょっとわからないです。 

坂野会長  わかりました。後ほど総合的にお話をお願いしたいと思います。

次に、伴委員お願いいたします。 

伴委員  私は、投資とかそういうことになると、いろいろな法律の規制が

あって難しいかなと思いまして、むしろ市民の皆さんには、幾つか

の層があるのだろうと思います。 

 一つは、お金がないけれど活動はしますよ、こういうことをやり

たいという人たちもいるし、もう一つは、私の友達なんかはそうな

のですが、小金はあるけども、ちょっと自分ではやりたくないと、

手は出したくないというのがあるのですね。 

 そういう二つの市民層があるとすれば、やりたいけれどもお金が

ない、やりたいけれども人が集まらないという人には、そういう場

を与える、あるいは提案してもらうと。こういうことをやっている

のだから、皆さん少しずつ寄附してよという層ですね。 

 そちらに対してももっと働きかけていいだろうと思うのです。だ

から行政が何かやってくれということではなくて、こういうことを

やるので市民の皆さん少し寄附してくれませんか。それは何々に対

して何を寄附するというのではなくて、こういうファンドを用意す

るからそこに寄附してくれませんか。それを運営するのは完全にオ

ープンで運営して、やりたいという人に対して、こういう人たちに

こういうふうに資金援助しましたということを、できれば全部参加

できるというのが、消極的な参加と積極的な参加を両方組み合わせ

ていけることはできないかなと思います。 

 ここで実は、昔ありましたのは、そういうことを提唱して金もう

けをしようという人たちがありました。したがって、そこは金もう
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けではないということをきちんとしないと問題は残ると思います

けれども、完全にボランティアの世界で金を集めて、金を使う人に

使ってもらうということを市民の中でできないだろうかというふ

うに考えました。 

坂野会長  ありがとうございます。また後ほど皆さんと一緒にそういった話

も議論させていただきたいと思います。私のもの後回しにしまして、

副会長お願いします。 

宗和副会長  市民等からのコミュニティファンド（市民活動支援基金）の制度

を創設するという形で、私もファンドのことを書いているのですけ

れども、私ももう少し詳しかったのを削られたのです。 

 実は、以前、総合計画の策定のご支援をさせてもらった山形市で、

こういうファンドがもうつくられているという状態です。総合計画

をご指導させていただいたのは、恐らく６、７年前ではないかなと

思うのですけれども、当時から市長さんが、こういう寄附を循環す

るという、そういう市民と循環するという考え方にすごく熱心だっ

たということで、直接市長さんからお話を聞く機会はなかったので

すけれども、職員からそのようなお話をお伺いして、たしかそうい

うのがあったなと思って、今回白井市さんのほうから、こういう宿

題をいただいたときに調べてみたら、もう既に仕組みとして機能し

ていたということなのです。 

 そのときの山形市長の考えは、やはり市民が行政に関心を持つと

いうことのためには、自分が市に行政にかかわり、先ほど伴委員さ

んもおっしゃられたように、活動としてかかわるのもあれば、お金

を出すというかかわり方もあって、何らか自分たちがかかわってい

るということがすごく大事だというふうに考えられて、こういう制

度が設けられているのだろうと思います。 

 そういうことを考えると、地域内、こちらのほうの目的に書かれ

ていますように、地域内で市民が資金を循環する環境をつくるとい

うことは、それはそれでいいことなのだけれども、一体それをどう

いうような社会を目指してやるのかということをちゃんと整理し

ておかないと、恐らく議論が非常にかみ合わないのではないかなと

いうふうに思います。 

 確かに起業という形で支援をするというのも一つの目的だろう

と思いますし、市民協働を活動する側、それをお金でサポートする

側、いろいろな形でサポートする市民協働だけれども、もっと幅広

くするというのもあると思いますし、そのあたりの目的を整理しな

いといけないのではないかなというふうに思います。 

坂野会長  ありがとうございます。本松委員は、本日はおいでではないので、

簡単に読み上げますと、商品は市民に無償で提供してもらう。リサ
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イクル品のチャリティーショップをつくる。売り上げは運営等に充

てるということです。同様に、定期的にフリーマーケットを開くと

いうのも本松委員でございます。 

 次に、取組項目に関する意見ということで、これは視点を書いて

いただいているわけでございます。まず片桐委員、こちらも本日は

おいでではないのですが、片桐委員は、公共性は市民が自分の資源

を提供することから生まれること。そして受益者は社会的弱者が優

先されること。こうしたことを市民に明示しておく必要があるとい

うふうにお書きになっておられます。では、山本委員、よろしくお

願いいたします。 

山本委員  私、ちょっと趣旨のずれたようなことを答えてしまったので、申

しわけなかったです。具体案のものではないので、それも含めてお

伝えします。 

 今、宗和副会長がおっしゃったこととちょっと似ているというか、

かぶるのですが、私は一市民なので、知識もなければ力もなくて、

でも何か協力したいと思ったときに、自分たちのまちなので自分た

ちがかかわってよくしていく。それをわかってもらうために、一方

的にその知識がある人がこういう案があって、気がついた人だけ手

伝ってくれとか、興味のある人だけが積極的になるのではなくて、

自然とみんな市民にそれが伝わるみたいな形でできたらいいかな

と思ったので、全員の意見を今、拝聴させていただいて、ああ、そ

れも一つ、すばらしいさすがだなと。 私が気付かないことで、さ

すがだなと思ったのですけれども、その後、伴委員のお話を伺って、

それのほうが、より多くの人たちがさらにかかわるかなと。お金が

あるけれども、足りなくて必要とする人のための投資につながるか

どうかというのではなくて、力を貸せる行動力はある、手伝う。 

 お金だけなら出せないとか、いろいろその人の持っている力とい

うのが違うので、その人その人ができるものを出し合っての何かの

案が誤解なくみんなに伝わって、お金を出すというと、お金のない

人は出せなくなっちゃうし、何か活動しようと本末的なことになる

と、動けない人はやれなくなっちゃうので、自分にできること、よ

り多くの人が力を貸せるみたいなものでそれがうまくみんなの助

けになるということが、より関心のなかった人たちの耳に入るとい

うか、気持ちを動かすような報告がまず大事かなと思っています。

では、どうするかというような意見ではないですけれども、ちょっ

とそこを考えてきました。 

坂野会長  ありがとうございます。最後に私でございますが、私が書きまし

たのは、重要な項目は中間支援ＮＰＯ、すなわち我々インターミデ

ィアリーと言っておりますが、その中間支援のＮＰＯをいかに育て
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ていくかということでございます。 

 そのために、実は一昨日も神奈川県の相模原市というところに行

っておりましたけれども、相模原市では、２００９年にゆめの芽と

いう認定ＮＰＯができました。その認定ＮＰＯは市民ファンドをみ

ずから運営していくわけでございます。次に、市と協働いたしまし

て、ゆめの芽さんが市民から寄附金を募った同額をマッチングとい

うことで、相模原市さんが同額出す。例えば極端な話、１００万寄

附金があれば、１００万相模原市さんが出すということで、一応市

民の意識も育てながら、市が協働に支援をしようというような、そ

ういう協働ファンドというのを実際運営しています。それによって

実際、中間支援ＮＰＯというのを育てていったり、ＮＰＯ、市民活

動ですから、みずからがみずからを育てるというのがやはり市民活

動の基本でございます。そういうことで、非常にこういったものが

できたらいいなという、その思いで書かせていただきました。 

 なお、相模原市さんもそうでございますし、例えば私の大学のあ

る松戸でもそうでございますけれども、今度は市民大学であるとか、

あるいは協働まちづくり大学という市民大学ができます。それはな

ぜかというと、地域の人材のまさに公共の人材の育成のために地域

の活動、ＮＰＯなど市民活動の担い手を実際に育てるという、そう

いう市民大学をやっています。それは一般的には、中間支援ＮＰＯ

がみずから市民大学をやって、そして、そこから育った人が、また

市民活動に入るということをやっておりますので、そういう意味で

は、この中間支援ＮＰＯというものの誕生、あるいは創設というの

は、非常に重要ではないかなというふうに思ったということでござ

います。以上、皆さん、こちらのほうに宿題として出てきたものを

全て皆さんと一緒にお話をしましたけれども、この中で、皆さん何

か疑問、もうちょっとここを育てたらいいのではないかなというこ

とを言っていただきたいと思いますが、せっかくですから、本日初

回の岩井委員、客観的に何かご意見ありましたら。 

岩井委員  私は今回意見をしなかったのは、やはりこういった話というのは、

市民側からの声ということが重要だと考えているのです。先ほど宗

和副会長がおっしゃられたとおり、申しわけないのですけれども、

これは手法ですよね。 

 これは、もう少しきちんと何のためというか、それぞれ手法なの

で、では市民の方々が求めている、あるいは白井市さんが求めてい

る方向とか目的とかというものを明確にして、それぞれの手法って

変わってくると思うのです、 

 なので、そこは僕がまとめるべきではないかと思うのです。先ほ

ど申しましたように、市民の側が求めているものというものが何か
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というのがわかって、さらに相模原市もそうなのですけれども、で

は相模原市のものがここにマッチング、それこそですけれども、一

致するかもわからない部分があると思うのです。 

 大学の市民大学もそうなのですけれども、ではそこで求める人材

というものが明確化して、この資源をあるいは資源と言いますと、

ここの市の資源というものが何なのかというものを明らかにして

いって、きちんとその目的や何かというものを明確化しておいたほ

うがいいのではないかなと僕は思います。 

 さまざまな手法はあるのですけれども、それがこちらに合うかど

うかはわからないです。あるいは、では市民参加ってどのように捉

えて考えていくのかですね。その公共人材というものを育成してい

くということに考えるのかというところが、変わってくるのではな

いかなというふうに僕は思った次第であります。 

坂野会長  ありがとうございます。非常に深いお話でございました。副会長

もおっしゃられましたけれども、確かにその地域が求める人材、あ

るいは地域が求める市民活動というのは、それぞれあるべきでござ

います。 

 それは、私たちが、研究している住民自治、最近は市民自治とい

うふうに呼ばれることが非常に多くなっていますが、それをどう考

えるかという議論でございます。 

 例えば一つの例として、白井市は、千葉県の中で一番最初に市民

参加推進条例ができたところです。ですから、そういう意味では県

内初の市民参加の条例ということで、かつては注目を浴びました。 

 現在はあるのかなという、そういうふうな、市民には、そういう

ふうなものがあるらしいというような声も聞かれておりますが、白

井市は、今も他市よりも実は非常に盛んです。これは客観的に見て

いるから言えるわけで、間違いなく非常に盛んです。そういう中に

は、そういう理念であるとかその思いというのはあるはずです。 

 これはここで言うよりは事務局さんに、その推進条例、趣旨とか

それは次回で構いませんので、本日は無理だと思いますので、そう

いったことを含めて、お話をぜひお願いしたいと思います。理念ま

でここで話をしていると時間がなくなりますので、ぜひそちらのほ

うお願いしたいと思います。どうも岩井委員、ありがとうございま

した。すばらしいお話だと思います。 

 ほかに何か今の岩井委員の意見を受けてでも構いません。何か皆

さんの宿題、すばらしいご意見賜りましたので、その中からこうし

たほうがいい、いや、これはやったほうがいい。いや、こっちじゃ

ないかとそういうような話がございましたら、ぜひお願いしたいと

思います。 
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 最後は副会長にご意見お願いしますけれども、市民の意見という

ことでしたから、山本委員何かありますか。別に感想でも何でもい

いのですけれども。 

山本委員  私ごとですが、私は白井市に住民登録しているから白井市民なの

ですけれども、家が借家で賃貸なので、いつでも出ていこうと思え

ば出ていけるのですが、つい先月ぐらいから、根を生やそうかなと

思って、家を買おうと思って考え始めました。 

 それは、やはり住みやすいと正直思ったし、だからもっとよくし

ていきたいと思うし、いろんな人によさをわかってほしい。この年

齢になるまで割と引っ越しをいろいろしているのです。県も千葉県、

東京都、神奈川、長野、あと海外にも行ったことがあります。その

中で、来たときは何もないところだと思ったのですけれども、もっ

といたいと思っておりますし、私以外の人たちに、白井市をよくし

てもらいたいなと。 

坂野会長  素晴らしいですね。そうですか。どうぞ、藤井委員。 

藤井委員  市民の方の個人個人の市民の方に注目するのも大事なのですけ

れども、一つ、今お話聞きながら思ったのは、既存の各団体という

のがありますよね。私は、今、医師会の事務局で仕事をしているの

ですけれども、例えば、医師会を初めとして、歯科医師会、薬剤師

会などそれぞれ各種団体があって、そこは公益団体として活動して

いるのですけれども、特定の職種のための団体です。 

 しかし一方で、例えば医師会なんかは、地域医療のために広域的

な中間支援組織のような役割も果たしているのですね。地域の中で

他職種を結びつけるハブのような役割をしますし、私自身が他職種

の事務局として働くこともあります。 

 そうすると、新しい中間支援組織をつくって、それぞれを結びつ

けるということもそうなのですけれども、それとはまた別の次元で、

既存の組織がそれぞれ少しずつ自分の枠組みをはみ出して、ちょっ

とずつおせっかいをするような、そういう土壌をつくるような場と

いうのも大事なのではないかなと思っています。 

 それは自分が例えば医師会の場合は、医師会の会員の先生方から

集めて会費で運営していますので、できることは当然その定款に限

られたことに限っていますし、もう非常にガチガチなのです。しか

し、それ以外のことをやるようなファンドをどこかから持ってこら

れるというようなものがあれば、できそうな気がするのですよね。

何かちょっとその辺の新しいものと古いものとの融合みたいなも

のをぜひ考えたいと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。議論としてはその辺は、市民活動組織の

現状というのはどうなっているかということがわからないと、ちょ



- 19 - 

 

っと難しい議論になると思いますので、事務局には申し訳ないです

けれども、また、そちらのほうもよろしくお願いいたします。 

 では、伴委員、次お願いします。 

伴委員  一つだけ申し上げたいのは今、多分、事務局からも出てくると思

いますが、今でもボランティア団体とか結構ありますけれども、そ

れから各地域のそれぞれのセンターにも、いろいろな活動をしてい

るところがあります。 

 それを市民の皆さんもよくそれを知っているのだろうなと思っ

ていたのですが、案外知らない。活動は、広報に出ているし、募集

しているし、案内も出ているのですが、案外知らない。 

もともと私は４０年ぐらい東京に勤めていて、１０年ぐらいしか

白井市との関連がないのですけれども、話をしていくと、その中で

も、やはり言っている割にはみんな知らないねということが多いで

すね。 

 どのように知らしめるかというのを、いろいろなことを考えると

きに加えていただきたいというのが一つありますね。どのように工

夫して知らせるかということですね。 

坂野会長  ありがとうございました。恐らく２番であるとか、それ以降の話

とつながってくると思いますので、またその折によろしくお願いい

たします。 

宗和副会長  先ほどこういった市民からの寄附が循環する世の中というか社

会をつくっていくということがあって、それは何のためにするので

すかということを、まずしっかり整理をする必要があるという話を

しましたけれども、それ以外にも実際に仕組みをつくろうと、こう

いうことをしようと思うと、本当にその仕組みがうまく回る仕組み

なのかというのは、すごく難しいだろうと思います。 

 寄附が集まって、それを市民協働に使って云々なんて美しい世界

ですけれども、現実問題は、ふるさと納税のように、何か見返りが

なければ寄附しないというのが大部分なわけですよね。ここではふ

るさと納税のように物で返すということができないのであれば、ど

ういうようなメリットを市民に提供できるかということを考えな

いと、例えば自分が１００円寄附して行政に参加したと思ったら、

それが本当にどういうふうに実感できるのかというようなことが

ちゃんと整理できないと、幾ら言っても言葉だけで終わるだろうな

という気はします。 

 ですから、そのスキームをどうするかというのはすごく大事だと

いうことと、スキームにもちょっと関係するのですけれども、伴委

員がおっしゃるように、どうやって市民に知らせるかというのはす

ごく大事で、特に自分の払った寄附がどういうふうに使われている
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かということを伴うものです。 

 言い方は、厳しいかもしれませんけれども、今まで考えておられ

るような市民に対する周知とはレベルが違う、もとからやっている

責任のレベルが全然違うと思います。ですから、もしやるのだった

ら、それぐらい責任ある周知をしなければいけないという自覚のも

とでやっていただきたいと思います。その自覚がないのだったらや

めておいたほうがいいのではないのという気がします。 

坂野会長  ありがとうございます。副会長のおっしゃるとおりで、そのあた

りは非常に難しいところだと思います。ありがとうございます。次

回、またこういった議論をしていくと思います。 

 まず、先ほどの話ではないですが、実際、白井市の市民活動の方

針であるとか理念というのは、もう既にあるはずなので、そういっ

たものをお願いするということ。市民活動の現状を事務局のほうに

ぜひお願いしたいと思います。 

 こういう形で進めていきたいと思いますが、いかがですか。よろ

しいですか。新しい情報をまた事務局のほうからいただいて、もう

一度議論を再開するということにさせていただきたいと思います。 

 次に、皆さんの宿題をしていただいた２番というところに入るか

と思います。広報やＩＣＴ云々というものです。こちらのほうでご

ざいますが、事務局のほうで現状としてはこんな形だということが

ございましたら、よろしくお願いいたします。 

事務局（元田）  組項目２ということで、基本方針１の市民自治のまちづくり（３）

の情報共有の徹底と可視化 ①広報やＩＣＴ（情報通信技術）を活

用した情報提供の充実を図ります。ということについて、現在の取

り組みについて説明します。 

 資料をご覧ください。現在の取組みとして、情報提供施策の推進

に関する基本方針に基づいて、情報提供をしています 

 具体的には、広報しろいや自治会の回覧で印刷された広報紙によ

る情報提供を広く提供しています。それと併せてあわせて市のホー

ムページやメール配信サービス、あと、なし坊 Twitter によって、

コンピューターを使った情報提供というのを行っています。 

 また、最近の話なのですが、広報しろいの配信とかごみの分別に

ついては、スマートフォン用の無料アプリを使って情報提供を行っ

ているところです。 

 市の今後の取り組みなのですが、窓口手続をわかりやすくするた

めに動画などを利用し、情報提供等を位置づけています。 

 現状として、それ以降のところにどういうような形で情報提供し

ているかということについては、白井市の情報共有の現状として資

料を添付させていただきました。 
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坂野会長  ありがとうございます。今回は、岩井委員はこちらのほうのご専

門でいらっしゃるということなので、まず皆様方の宿題というもの

でアイデアをご披露しながら、岩井委員にもご見解を頂戴したいと

思います。 

 では、まず藤井委員からお願いいたします。 

藤井委員  素人意見で恐縮なのですけれども、やはりテレビだろうと。まず

はテレビ見る方が多いだろうと思って、ケーブルテレビの１枠に出

てもらって、地域密着田舎の番組で、必ず毎日、例えば「白井市ト

ゥデー」でも何でも、あるかどうかわからないのですけれども、そ

ういうニュース番組で５分枠を必ずもらって、毎日毎日放映すると

いうのは必要かなと思っています。 

 それからもう一つ、YouTubeなどですけれども、チャンネルを開

設していただいて、動画を発信していただきたいのですけれども、

例えば、市長がずっと政見放送みたいにやるような長いやつは絶対

だめだと思っておりますし、職員の方々が真面目にやるのもだめだ

と思っていますので、私が書いたのは、例えば市民との協働で、学

生さんとか地元で活動する劇団員さんとかお笑い芸人さんとかで

もいいのですけれども、絶対おもしろい内容にしてもらい、必ず３

分ぐらいでおさまるような内容にしてもらってたくさんアップす

ると。つまらない内容は不可というようなもので、遊び心あふれる

ものでぜひつくっていただければおもしろいだろうなと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。 

 では、私の意見は最後としまして、本松委員はおられませんので、

読み上げますと、緊急の場合はスーパー等の民間施設を通じて情報

を発信するということが書かれています。 

 では、副会長お願いします。 

宗和副会長  先ほど岩井委員のほうから、今回こうやってアイデアを求められ

て書いているのだけれども、こんなのは手段だろうという話があり

ましたけれども、私は、広報やＩＣＴを活用した情報提供の充実を

図りますというお題に対して、手段に割り切って回答させていただ

きました。 

 漫画を使ってわかりやすくする。ということはわかります。そう

なのですけれども、本当のことを言うと、広報やＩＣＴを活用した

って、もちろんそうなのだけれども、何かもう少し情報提供のやり

方って、もっと根本的に考えないといけないのではないかなという

気も本当はしています。だからといって、回答があるわけでは全然

ないのですけれども、ここはもう手段に割り切っています。 

坂野会長  ありがとうございます。 

 では、次に行きます。視点のほうの問題でございますが、片桐委
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員おられませんので、代読させていただきます。情報は提供してお

しまいではない。①どこにどんな情報があるか。②その情報はどう

すれば得られるか。③その情報に対する意見をどう受け入れるか。

④意見に対する行政としての対応を速やかに行う。⑤結果を再び情

報として提供するという流れを考慮する必要があるということで

ございます。まさにそのとおりですね。 

 次に、伴委員お願いします。 

伴委員  私は、ちょっと全く逆のことを考えています。白井市の広報は、

月２回ですが、５月１５日号から、私が奉職しておりました白井市

のシルバー人材センターというところで、全ての世帯、事業所も含

めて、２万５,０００世帯というふうに言ってしまいますが、そこに

全部配るということをあえて始めました。 

 なぜかというと、実は、市長とお話をしたときに、広報等で周知

徹底しているというから、広報どのぐらい配っているのだと言った

ら、６割だと。世帯数の６割しかいっていないということでした。 

 今の市の予算の中でいいからシルバーに全部配らせろというこ

とで、ちょうど２年ぐらいかかりましたが、月２回、今８０人ぐら

いで配布しています。 

 まだスタートしたばかりなのですが、市民の方々からもいろいろ

な注文があったり、喜ばれたり、それから、配布している会員から

もクレームがついたりと、いろいろあります。 

 ここのテーマからいきますと、実は、そのシルバー人材センター

でも、ＳＮＳを使ったもっと高度な情報提供を会員の皆さんに提供

しようと思ったのですが、５００人の会員を調べたところ、それを

使えるのが１割に満たなかった。これは世代の問題もあります、当

然６０歳以上ですから。そうすると、それをやって数人、数十人の

メンバーに喜んでもらっても、とてもだめだと。 

 広報を全部配りたいというのは、実はそこの発信があって、いろ

いろな方法があって、いろいろなアイデアがあって、いろいろなこ

とをやるべきだと思うのですが、 

 最低限、広報は全部に配るというところをまずやってみないと、

何をやっているのだという話になってしまうので、今回、来月、実

は広報を全部配るということの派生的な問題で、これも配ってくれ、

これも配ってと、また次々出てきそうなので、非常に配っている会

員から文句が出てくるだろうなと。そこのところで、このテーマが

情報を提供する方式を展開していくのか、情報そのものを徹底する

のか、ちょっとニュアンスがどっちかなと思ったのですね。 

坂野会長  多分提供ということですから、提供方法ではないですか。 

伴委員  そこら辺のニュアンスが、ちょっと違うかなと感じました。 
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坂野会長  また後ほどご専門の岩井先生のご見解をお伺いしたいと思いま

す。では、山本委員、よろしくお願いします。 

山本委員  情報提供の充実ですね。やはり、ＳＮＳとかもいいと思うし、テ

レビも安心でいいと思うのですけれども、年齢層とか性別とかステ

ータスって、その生活をしている範囲や目につくもの、そのイメー

ジが全然違うと思うのです。 

 自分が妊婦だと、こんなにまちの中に妊婦がいるのかと思うけれ

ども、妊婦ではないときは、妊婦１人も目につかないとか、お子さ

んを抱えている人はお子さんのいる生活をしているだろうし、職業

によっても、レジャーなどに関係して働いている人と机に向かって

働くサラリーマンは、それぞれ違うと思うのです。 

 年齢でもお年寄りにしても、おうちから出ないお年寄りにネット

で中継しているから見ろと言っても、この時間だからとパソコン立

ち上げてと早々にはできないと思うので、年齢層によって、一番見

やすいとか、関心に向ける必要があると思います。 

 使いなれている人は、暇さえあればどこにいたって使うわけだか

ら、その時間でこれをチェックしてみたいなと、白井市のホームペ

ージ開こうかなみたいなのになっていればいいけれども、それは高

齢の人には無理だと思っているので、書類を使うものでもいいし、

例えば走っているナッシー号のバスの中の掲示物でもいいし、みん

なが集まる図書館みたいなところや、市民プール、コンビニとか、

柱はそれぞれあるのですけれども、何気に目にしたり何気にそこに

アクセスしたり、日常的に見ているところにそういう風に持ってき

て、ファミリー層にはファミリー向け、単身者には単身者で、男性

は男性専用。どうしてもやっぱり直接人づてじゃないと伝わりにく

いかもしれないので、そうなると、広報紙を活用しＳＮＳも活用し

てで、良いと思うのです。 

 ただ、もし、そのテレビのチャンネル、時間を買うとかだと、か

なりコストもかかると思うのです。やはりそれを実施したときに、

支出よりも収入が上回ればいいわけなので、そこが見込めるかどう

かのところだと思います。 

藤井委員  無料で提供してもらいたいですよね。ＣＡＴＶだったら。 

山本委員  ふなっしーみたいなキャラとか、ジャガーさんは知っていますか。

ああいうのは行政に関心がない人とかでも、それを目的に見てくれ

たら自然と情報が得られるみたいなアイドル的なものがあると引

っ張れるかな、みたいなこととかがあります。 

坂野会長  ジャガーさんの話は昔のことですか、今ですか。 

山本委員  今も昔もです。 

岩井委員  あれは、広告を出しているのですよね、千葉テレビに。 



- 24 - 

 

山本委員  有名になるといいかなと思って、場所を通した情報提供、それが

大事ではないかなと。まとまりがなくて済みません。 

坂野会長  ありがとうございます。私も全く同じことを考えていまして、対

象者ごとというのが、ターゲットは違うものですから、いろいろあ

って、難しいなというふうに思っています。 

 私が書かせていただいたのは広報紙ですが、自治体広報の情報提

供というのは広報紙が基本です。広報紙は基本ですが、結局、

Facebookであるとか YouTubeというのが、これから非常に活用さ

れていくという建前もありますし、岩井委員がよくご存じだと思い

ますが、議会中継が多くなったので、広報は余り出ないところもも

ちろん出てきました。 

 そういうことで重要なのは、対象者ごとということで、デジタル

ディバイドと申しまして、実際にパソコンを使えない人たちのケア

をどうしていくかというところのほうが、むしろ情報政策では今、

非常に注目を浴びております。 

 あえて藤井委員のご意見について言いますと、ケーブルテレビと

いうのは、私も 20 数年、東京の中野区というところに住んでおり

ますと、多分ケーブルテレビの発想は同感だなというふうに思いま

す。やはり中野はこういうことを非常によくやっておりまして、藤

井委員が今中野におられて、私は中野区民であった時期が長いもの

ですから、なるほどというふうに思ってしまいました。ありがとう

ございます。では、岩井委員。 

岩井委員  先ほどもご意見があったところなのですけれども、これは情報提

供ということだけでいくのか、僕からすると、広報というのは基本

的に言うと、知らせる部分と聞く部分があって、その両輪でなけれ

ばいけないわけです。しかも、聞かない限りにおいては、情報提供

というものがあり得るのかと。聞きたい内容を提供しない限りにお

いて、その年代というものも見ないはずなのですよね、情報という

ものに関して言うと。 

 もちろんメディアということは、今もご意見があったところなの

ですけれども、階層法というか、いろいろなところで分けていって、

分けているというよりも手段はいっぱいあったほうがいいと思う

のです。 

 ただ一番は、幾らお金かけていいメディアを使ったとしても、先

ほど問題になっている、伝わっていなかったらはっきり言うと意味

がないのですよね。「伝えている」ではなくて、今は「伝わる」と

いうところを考えていかなければいけなくて、昔から言われている

のは、それが配布の重要性と言われているところなのです。 

 いわば、情報というものは、きちんと配布していかなければなら
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ない。ですから、先ほど広報紙ですけれども、これを配っていくと

いうのは非常に重要なところではあるのですが、では果たして広報

紙に、若者が見るような、引っかかるような内容があるかというと

そこがクエスチョンになってしまう部分です。だから、皆様方の中

でどういった情報というものがほしいかというのが、まずは、僕は

重要だと思います。 

 メディアに関して言いますと、分け方があって、先ほどの情報も

そうなのですけれども、年代によって入口メディアが違うわけです。 

 １番の入口メディアというのは、やはり人なのです。人間メディ

アと呼ばれるところなのです。これは影響力が強いですし、例えば

ですけれども、ホームページというのは、それこそ自治体のホーム

ページというものの開設というのは、年代が二つに分かれると言わ

れていています。 

 一つ目の時期は、職員の意識です。職員が、今ホームページとい

うものがあるから開設しようと。次の２つ目の時期というのは、ほ

かがやっているからつくりましょうというものです。 

 更に言うと、ホームページの活用の仕方というのが、観光を中心

にしている自治体は外向けなのですよね。 

 あと、これは受け皿メディアとしてのホームページですが、いわ

ばホームページのほうに引っ張ってきて使える方は、そこで詳細を

知るというものです。 

 もう一方で、本来はホームページでいうものは、双方向性という

ことが言われるのですけれども、結局そこにアクセスしてくる人と

いうのは、関心がある人だけになってしまう部分があるのですよね。 

 そうなってくると、やはりさまざまなメディアがありつつ、いか

に年代で、その内容もそうですけれども、対象をセグメント化して

いって、誰に何を伝えたいのか。それが今までで言うと、広く市民

の方々に伝える、それだけだと多分つながらないですし、伝えてい

ますと言うけれども伝わらない、反応がないことになるので、そこ

が難しいところで、仕掛けというものは必要になると思う。 

 先ほどのジャガーさんというのは千葉テレビなのですよね。千葉

テレビは、今、実は結構注目されているのですよね。千葉テレビと

いうところは、余り財政豊かではないらしいのです。 

 ただし、千葉テレビは、ローカルに特化しているのです。たしか

天気予報にしても何にしても本当に特化していて、それで注目を浴

びて、千葉の方々が見ているというテレビ局として注目を浴びてい

るのですよね。だから、そういう何らかの仕掛けとか広報というこ

とがあるならば、というところですね。 

 先ほどのホームページなのですけれども、ホームページをつくっ
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ても関心がないと絶対来ないと思うのです。その意味でいうと、紙

媒体って結構重要なのです。 

 先ほど配布の重要性ではないですけれども、配られて、何かのと

きに見る可能性があるのです。なので、ＩＣＴとかそういうのも重

要なのですけれど、従来型に合ったメディアというものの再検討だ

とか、それこそ地域というものの人が集まる場所とかそういったこ

とを、それぞれ違うと思うのです。 

 これも地域によって、都市部とかとは違いますし、もちろん先ほ

どのケーブルテレビというのは非常に僕もいいと思うのです。 

 コミュニティということを考えて、そういうのは地域で違うわけ

ですよね、ケーブルテレビというのは。その辺の実情というものが

わからないと、とは思います。 

坂野会長  ありがとうございます。 

宗和副会長  千葉テレビさんが頑張っておられるというお話もありましたけ

れども、千葉テレビは自分たちが生き残るために、また社会に尽く

す貢献しようと思ってターゲットを絞って、ローカルに絞ってやる

という戦略を持たれてやっておられます。 

 それに対して、白井市はというと、広報やＩＣＴを活用した情報

提供の充実を図りますという、それはそうだけどというと、ここに

全然戦略性はないですよね。 

 本日は、ちょっと厳し過ぎることを言いますけれども、なかなか

つまらないよねみたいなそういう次元で議論するのではなくて、も

うちょっと戦略性を立てないとだめだというのを考えてほしい。 

 今見たら基本方針がつくられているようですけれども、基本方針

も何か媒体のこと、提供方法が次のページに書かれていて、提供方

法が羅列しているだけで、これも戦略を整備しているとはとても言

えないなという気はします。 

 千葉テレビがある程度ターゲットを特化してやるというのは、そ

れはいいのだけれども、行政なので、役割として、やはり幅広く最

低限の情報は提供しないといけないというのはあると思うので、そ

う考えたら、広いところに広報紙を配るというのは必要不可欠なの

だろうなというふうに思います。 

 それと自分に置きかえたらいらない情報、どんどん情報は来るけ

ど、こういう時代なので、もういらない情報は瞬時に削除して、１

秒で削除ですよね。いる情報はこうやって必死になって探すという

ことなのだから、それを考えたら先ほど広報紙を配るというのは、

やはり行政の中に必要だという話をしましたけれども、その一方で、

求められた場合には、ちゃんとどこに情報があるかというのをわか

りやすくしておくというのはすごく大事かなと思います。 
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 ホームページなんか見ても、どこのホームページも非常によく似

ているので、実を言うと、慣れているから探せるのですけれど、で

も普通の人はこんなの探せないだろうなと思います。そういうのを

考えると、求める情報は求められたらちゃんと出せるというのはや

はり大事かなと。 

伴委員  一つだけ弁護していいですか。おっしゃるとおりなのですけれど

も、白井市の広報、あるいは白井市のホームページは、全く白井市

の行政機構そのものです。 

 何の面白みも何にもないです。ただ、中身的にはこれはレベルと

しては相当高いと思う。 

 昔ＩＳＯとかいろいろやったので、レベルは高い。何でもぱっと

１００％出てきます。 

 ところが、例えば広報の後ろにある、お子さんの何とか会ありま

すよ、何とかという会がホームページに出ていない。つまりベース

のところはきちんとやっておいて、こちらから見に行きたいとか、

知りたいという情報のホームページの部分が全く欠落している。 

 そういう情報が集まっているにもかかわらず、ホームページにそ

れを提供していないというのはもったいないよね。本体のほうは見

なくてもいいから、そっちを見たいというのはいっぱいいるわけで

すよ。子供のために何かやっているとか、我々年寄りだったら、年

寄りが何か動けるとこあるかとか、探したいとかいうところが、ホ

ームページの一発で出てくれば、それは見たいというか。 

 広報をもうちょっとそういう楽しむところをやると、広報を待ち

望んでいるというレベルもあるのだろうと思うのですが、今は全く

行政そのものですから、余りおもしろくない。そういう二重には必

要だと思うのです。今の広報を変えるとかどうかというのではなく

て、あるいはホームページを変えるというのではなくて、そういう

分野もそういう手段を使ってやってもいいのではないかという感

じがします。 

山本委員  今のお話を聞いていて、ホームページとかはネットは、キーワー

ド入れれば検索できるので、自分の知りたいことを入れたらそこが

すぐ出てくるように充実させて、面白みのないかたいこと、そうい

うのを見たい人もいるし、一番、最後に載っていそうなものが見た

いみたいな人もいるでしょうから、それらのことに答えられるよう

なものがちゃんと載っていて、紙の新聞みたいなものは、お年寄り

向けのものとか、子供向けのものとかというのを幾つかに分けて、

何種類か大変でなければあると、その家庭に即したものが、紙の状

態では実用な読み物であると、何かよりイメージが。それをポステ

ィングするのか、まちのどこに置くのかというのは、また一つの手
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段で検討していければいいと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。恐らく山本委員がおっしゃることが、多

分、岩井委員のおっしゃった件についての究極的な話ですよね。 

岩井委員  荒川区などは、たしか子供向けの広報紙出しているのです。ただ

お金かかるのです。 

坂野会長  そうですね。コストの問題ですね。 

岩井委員  ここの問題が絶対出てくるのですよ、これは。 

伴委員  ちょっと一言余計なことを言うと、広報がなぜ配られなかったと

いうのは、新聞とる人が少なくなったからですよね。白井市はスマ

ホで、携帯で広報見られるのですね。あの横にそういう興味のある

ことを載せれば、絶対見るなという感覚なのですよね。本体なんか

見なくていいから、おもしろいほうをスマホで今、全部見ているの

です。だけど広報をちゃんと見るかなというと恐らく見てないとい

う感じだね。 

坂野会長  おっしゃっていたように、非常に多角的な広報戦略というのが必

要でございまして、副会長がおっしゃったように、まずポイントは、

行政は一般的に戦略がないというふうによく言われますけれども、

恐らくここで書かれるのは、戦略をしっかりしなさいという話にな

るのだと思いますし、あとは先ほど岩井委員おっしゃったような対

象セグメントということと、私、実は私のほうには双方向のコミュ

ニケーションというふうになっているのです。これ実はツー・ウェ

イ・コミュニケーションと言いまして、岩井委員はよくわかると思

いますが、広報と広聴を両方生かしなさいという話だったのです。 

 そういうのをきちんとするという話でした。そこで事務局さんに

お願いしたいのは、確かに市民の状況ということで、入口の話は非

常に広報がたくさんあるということはわかるのですが、１８歳以上

ということになっています。年代別にわかりますか。 

事務局（元田）  年代別ということですか。確認します。 

坂野会長  できれば次回検討する際にご用意ください、今回は、次にまず行

こうと思いますけれども、できれば事務局のほうで、ご専門の岩井

委員にほかのところで先進的にはこういうことをやっていらっし

ゃると。 

 お金の問題があるので、白井市の財政の問題があるので難しいで

すが、うまくやっているという例がありましたら、ぜひ岩井委員に

ご教示いただきまして、次回お示しいただければというふうに思い

ます。この件については、今、ものがない状況なので議論もしよう

がないので、いかがですか。 

 次回は、そういう話で、この部分は、岩井委員にご教示いただく

ことになりますけれども、よろしくお願いいたします。 
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岩井委員  はい。 

坂野会長  では、次に行きたいと思いますが、夜も遅いのでこのまま進めま

す。 

 三つ目に行きたいと思います。三つ目ですが、出前講座やワーク

ショップなどを開催し、身近なところから情報の共有を進めますと

いうところです。 

 現状として、市側のお話を簡単で結構なのでお話しいただければ

と思います。 

事務局（元田）  取組項目３になりますが、現状の取り組みとして、市職員が市民

の学習会場に訪問し、市政の取り組みなどの話をする出前講座でや

る、なるほど行政講座というのを実施しています。これが平成２８

年度ですが、年間６６回です。１回あたりが大体３０人ぐらいとい

うことなので、１,８００人ぐらいの人が受講しているような状況に

なります。 

 また、市長がまちづくりの課題や問題等について、意見・提案な

どを市民から直接聞く機会として、市民からの申し込みで開催する

ミニ懇談会、市長との懇談会があります。 

 あとは、市が必要に応じて市内全域で開催するタウンミーティン

グがあります。これは直近にやったのが、総合計画の策定に当たり、

小学校区ごとにいろんな人が集まり話し合いをするタウンミーテ

ィングを平成２７年度に開催しました。 

 また、白井市では、先ほど坂野会長からお話しいただきました市

民参加条例という条例がございます。こちらの中で、重要な条例や

計画をつくるときは、ワークショップなど、こういう審議会やワー

クショップなどをやることが義務づけられていて、やっているとい

うようなことになっております。 

 市の今後の取り組みですが、こちらの中にも入れさせていただき

ましたが、今年度からｅモニター制度というのを始めました。こち

らについては、市民の皆さんから、インターネットを使って意見を

いただくという形になりますが、こちらからアンケートのようなも

のになりますが、意見を募集するｅモニター制度というのをつくら

せていただきました。まだ始まったばかりでして、今募集の段階な

ので、ぜひ市民の方は登録をしていただければと思っています。７

月ぐらいに第１回目をやっていきたいなと思っているところです。 

 また、先ほどの市民参加、協働のまちづくりプランについては、

こちらの中でも次のページ以降に書いていますが、参加しやすい市

民参加の手法ということで、Facebookなどをあげています。 

 Twitterr は、なし坊の Twitter を始めているところです。

Facebook については、常設的なものということではなくて、イベ
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ントごとに、例えばお祭りなどいろいろなイベントについて、

Facebook でページをつくってお知らせしているというようなこと

をやっているというのが現状になっています。 

坂野会長  ありがとうございます。このあたりも結局、岩井委員から先ほど

お話がございました手段と、全て手段という話で続いておりますの

で、こちらのほうの宿題のほうからいきたいと思います。 

 本松委員は、今回おられませんので、私のほうで読ませていただ

きますと、各自治会の集会場等のさまざまな場所で開催するという

ことでございます。 

 では、副会長お願いします。 

宗和副会長  市民提案制度というのを書かせていただきました。出前講座とか

ワークショップ、今回さらにｅモニターという形でいろいろな取り

組みをされているということは、すばらしいことだなというふうに

思うのですけれども、市から説明を聞く機会、出前講座などの聞く

機会があるとか、自分が意見をワークショップのような形で、市民

同士とかでも意見を闘わせるとか意見を言い合うような機会があ

るという、それはそれでいいのですけれども、市民提案を書いた一

つの理由は、さらにもう一歩踏み込んで政策提言をするような、市

民側から、そういう意味を込めて、ここでは市民提案制度を入れさ

せていただいたところです。 

坂野会長  ありがとうございます。では、取り組みというか、視点のところ

でございます。 

 山本委員よろしくお願いします。 

山本委員  さっきからも話していることと同じようなことなのですけれど、

情報を発信していても、それに気がついてもらわないと意味がない

ので、それをどういうふうにしたらいいかというところです。 

 話って、聞いてあげるから、聞いてもらえるので、こういうこと

をこちらから提供、提供と与えて、こうだというかわりに、どんな

ものだというのを聞くのもいいことだと思うので、その方法として、

すごく具体的なつまらないこと言ってもいいですか。 

坂野会長  どうぞ。 

山本委員  例えばですけれども、何か意見言ってくださいといったときに、

投書してくる、電話してくる、いろいろ言う人は、匿名であったり、

真面目なかたい意見、あるいはすごく苦情とかクレームとかが多い

と思うのです。 

 なので、それを匿名ではなくて、自分の名前を言ってもらえて、

なおかつ、いい意見を聞くために、例えば３０回メールとか書き込

みしてくれた人とか、３０回電話してくれた人は、スーパーでコー

ラが１本もらえるとか、そういうわかりやすい何か特典みたいのが
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あって、１年間ずっと交流をとってくれた人は、年越しそばが家族

でただで食べられるよとか何かあると、自分の名前も言うと思うし、

意見としても、ここが嫌だった、ここをこうしてほしいという意見

と、それも１ポイントなのだけれども、ここがよかったと言ってく

れるポイントは２ポイントだみたいな感じですると、いろんな人の

世相が反映されたりとか、こちらもそれに対処するとか、実際にや

りとりが、コミュニケーションが可能になれば、何か実際に事業を

してもらっているとか運営されているのだということも伝わりや

すいと思うし、そんなこともちょっといいかなと思ったりします。 

坂野会長  ありがとうございます。すばらしい意見だと思います。先ほど岩

井委員も強調されていましたように、難しく言うとツー・ウェイ・

コミュニケーションという話になりますし、あともう一つは、ポイ

ント制という話が出ておりました。この意見も、できればポイント

制であるとか、そういう話ももし次に生きるようにして、事務局の

ほうで用意していただければと思います。 

 私のものなのですが、３点書きましたが、結論としては、一つ目

は生涯学習まちづくりというのがございまして、これは白井市でや

ってないのですか。でやってないですよね。実は、これは何かとい

うと、埼玉県の八潮市というところで、昭和５０年代の話ですが、

もともと生涯学習というのは、教育委員会というところで、私たち

で言う言葉で所管しております。要するに教育委員会が管轄という

ことをやっています。 

 ところが、これを市民部、そして企画のほうに行きまして、これ

をまちづくりに生かしたと。要するに講座を教育委員会から切り離

しまして、市長部局と言いまして市長直轄にしまして、それを各地

区に派遣してまちづくりに役立てたという、そういうのがあります。

これが全国的に話題を呼びまして、当時の文部省、現在の文部科学

省が、これにお金を出して、助成金、あるいは補助金を出して推進

したという、そういう事実がございまして、これも一つ使えるので

はないかなというふうに思いました。 

 YouTube とかホームページというのもちょっとこれは結構なの

ですが、あとは実際に、基本計画などの策定に、最近はワークショ

ップと言って、特にワールド・カフェが有効です。 

 テレビでも最近出るようになりましたが、そのワールド・カフェ

方式を使って、みんなで検討していくということが非常にはやって

おります。そういうのも取り入れたらどうかなということで書かせ

ていただきました。ということなのでございますが、岩井委員どう

ですか。 

岩井委員  もう情報の共有の時代ではなくて、共鳴の時代にしたほうがいい
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のではないかなというふうに思います。 

坂野会長  すばらしいですね。 

岩井委員  共有というのは、メディアはかなり発達しているので、使えば恐

らく情報は手に入るのですけれども、今後の問題は、先ほどのポイ

ントではないですけれども、そこから反応してくれるというところ

が、市民提案制度もそうなのですけれども、そうした反応が必要に

なってくるし、そこがやはり重要になってくるので、いかにその情

報の共鳴といいますか、リアクションが必要です。 

 コミュニケーションというのは、やはりリアクションがないとだ

めなので、でないとコミュニケーションではないので、双方が受け

手であり、送り手になるというところを中心にしていくことが重要

なのかなというふうに思っております。 

坂野会長  ありがとうございます。皆様、情報の共鳴という言葉が出まして、

これは非常にすばらしい言葉だというふうに思いました。岩井委員、

ちょっと皆様を代表してお伺いしたいのですけれども、情報の共鳴

というところで、実際、具体的な例とかありましたらお聞かせいた

だきたいのですが。 

岩井委員  ただ、なかなかそれが難しい部分はあって、ただ単に広報とか行

政だけで、僕がよく言うのは、先ほど出ていますけれども、その一

つの担い手であるのが議会であることは事実だと思うのです。議会

広報紙と、あるいは行政広報というのが両輪であって、やはり議会

の役割も重要にはなるはずですし、あるいはもう一つで言うと、そ

うしたスペシャリスト的な人間をそれこそ広報、あるいは議会報告

も含めてつくり上げていくということも重要です。 

 それはなぜかというと、先ほど繰り返し言っているのは、これば

かりは、それぞれの地域で違うのです。地方創生もそうなのですけ

れども、よく言われるのが、昔から同じようなことやられているの

だけれど、結局そういった企画がないから金太郎あめになっちゃう

よと。それはやめるためにも、こうした委員会になるならば最初か

らやらせていただいているのは、住民なり市民の方々というものの

意見をどれだけ活かしていけるかであって、先ほどにあったことな

のですけれども、広報、広聴もそうなのですけれども、せっかく答

えたのに何の反応もない。そうすると、これは絶対に次から反応し

なくなるのですよ。 

 ですので、例えば沖縄か何かだったと思いますけれども、意見か

らあったというと、全部それをホームページかなんかに載せている

のです。自分の意見が何かそれであったのが、「かりゆしを着てあ

んなのが行政官か」というような意見もあったり、「駐車場のこと」

とか、そういう意見も出ていって、それに対するやはり反応なので
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すよね。逆に行政側からの反応とかがあると、私の意見も生きてい

るのだという実感があるので、そうした取り組みなどはありますね。

行政に対してのそういったもの、広聴はこういったものがありまし

たと。 

 あともう一つは、報告書。広報白書ではなく、広聴白書みたいな

のでもいいのです。どんな意見があったというものを公表すること

によって、こういった知らない人でも、市民提案ではないですけれ

ども、ああ、こういう意見があるのだというものを見せるという手

もあるかなというようなところです。 

坂野会長  ありがとうございます。すばらしいご意見でございます。ちなみ

に岩井委員にお聞きしたいのですが、広聴白書というのは出してい

るところはあるのですか。 

岩井委員  ないですね。それこそ広報白書的なものも余りないはずですね。

なぜかと言いますと、広報は財政が悪いときに一番、最初に切られ

るところなので。日本の場合はお知らせです、イコール宣伝費、広

告費と一緒なので、必ず一番、最初に切られていく部署なのですけ

れども、僕からすると一番大切なところではないかと思いますが。 

坂野会長  また事務局には、宿題になってしまいますけれども、申し訳ない

ですが、ぜひ、次回のために、今、お話に出ました沖縄の広報戦略

というものの事例を調べていただくということと、情報の共鳴につ

いて、白井ということで行きたいということで、広報、あるいは広

聴白書の可能性、実際にできるかできないかということですね。そ

ういうことも含めて、役所の場合はいろいろお金の問題とかいろい

ろありますから、ご検討いただければというふうに思います。 

 時間のほうも迫ってきましたので、せっかくですから、何かあり

ますか。どうぞ。 

宗和副会長  今回こういうお題、取組項目をいただいたのですけれども、そこ

が大きく言うと、情報共有の徹底と可視化というテーマの中に、そ

れを実現するためにという形でこの６ページのあたりのくだりな

のですが、確かに一番最初に、これを見直すのは範疇ではないとい

うことがあったので、見直してくださいとは言わないのですけれど

も、確かに情報共有を超えて、情報共鳴なのではないかという気も

するし、先ほど反応しないと続かないというのもありましたけれど

も、やはりそれも情報共鳴であれば必ず反応するはずだと思うので、

共有するだけのことしかないから聞きっ放しになるわけですよね。 

 私が実際、仕事の中で施設の再編などにかかわることが最近は多

くて、ちょうどその次のページあたりでも公共施設等総合管理計画

とか個別整備計画のことが書かれていて、これから施設の再編など

をしていかないといけない。こういうコンサルティングをしている
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と、必ずやるのは、市民理解が難しくてというふうに言われるのだ

けれども、市民理解が難しいという考え方そのものがちょっとどう

なのかなという、いけていないなという気がするのです。 

 本当は、そういう論点こそ、市民提案なのではないかなという気

がするのですよね。恐らく、今施設の例を挙げましたけれども、そ

れ以外にもたくさん市民からアイデアをもらわないといけないと

いうか、市民にもちょっと言い方悪いかもしれないけれども、決意

を迫らないといけないようなことが出てくるのだから、ほかの自治

体より早いかもしれませんけれども、市民提案の制度を考えていっ

たらどうかな、という気はします。 

坂野会長  はい、どうぞ。 

藤井委員  今の話でちょっと思い出したことが一つあって、市民提案、市民

のアイデアというものは、アンケートやそういったものでもちろん

決めるかもしれないのですけれども、そういうものではなくて、ク

レームだったり、苦情の中にそういうニーズというものが必ず含ま

れているものだと思っています。 

 私、１０年ぐらい前に、横須賀市の都市政策研究所の専門委員を

やっていたことがあって、そのときに、市役所の市民の声窓口みた

いなところに寄せられた何千件という声を全部分析して、どういう

ニーズがあったのかということを、それがもしかしたら広聴白書み

たいなものだったのかもしれないのですけれども、それを分析した

という事例があったと思います。もしかしたら、そういうものも拾

えたらいいのではないかと思っています。 

岩井委員  仙台市もやったと思います。たしか、仙台市が、分析したと思い

ます。今、民間企業では、クレーム買いますとかあるのですね。そ

れを商品化につなげていくという取り組みや何かを行っているの

で。 

 一番、最初は、福井の商工会議所か何かだったのです。例えば、

パックの納豆の汁がつくと。それを何とかしろとかそういうのを幾

らで買い取って、それを製品開発、商品開発に回しているとか、そ

ういう民間の事例や何かもあります。 

坂野会長  次々と宿題が出ておりますけれども、申しわけないのですが、そ

ういったところを拾っていただければと思います。私も昔、中野区

の皆様と一緒にいたときに、法政大学の武藤先生という先生がクレ

ームは、「たからのやま」ということで、「たから」というのは、

財産の財と書いて、「財の山」ということをよくおっしゃっていま

した。それを今思い出しました。 

 次に行きたいというふうに思います。本日は時間的には、恐らく、

次もかかってしまいますが、今回はあくまでも意見の表出というこ
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とで、皆さんと一緒に検討させていただいています。次回は残りの

部分を加えまして、意見の集約というところに入っていくわけでご

ざいますが、本日は表出なので、かなり多くなるというのが予想で

きましたので、次に４番に行きたいと思います。 

 行政課題を抱える市民等に対して、地域に関する情報をわかりや

すく提供しますというところで、市の側の何かありましたら、簡単

に完結で構わないので。 

事務局（元田）  少し簡潔に説明していきます。こちらのところについては、今現

在の取り組みとしては、地域で課題を抱える市民の相談については、

地域の民生委員、児童委員を紹介しているというところにとどまっ

ています。また、災害時になりますけれども、本人や家族からあら

かじめ登録があった災害時に支援が必要な人の名簿を民生委員、児

童委員や自治会長に提供するということでしています。 

 先ほどのそれとは今後の取り組みになるのですが、今後としては、

地域で安心して子育てできるように子育てカフェの実施であった

り、高齢者を含む地域の全体のきずなづくりのために高齢者のサロ

ンをやっていると。高齢者のサロンについては、今現在、週に１回

やっているサロンというのが、大体市内で１０カ所ぐらい。９小学

校区あって１０カ所あります。それ以外に月１回ぐらいやっている

というのは３２カ所あるというような状態ですので、数としては、

比較的多い状態にはなっています。自治会が、今１００いかないぐ

らいですから、自治会の半分ぐらいのエリア、自治会といっても、

白井市の場合はマンション一つで自治会だということになってい

るので、１００世帯ぐらいのところがほとんどなのですけれども、

そういうところで、比較的多くサロンがあり、また年々ふえている

というような状況になっているところです。以上です。 

坂野会長  ありがとうございます。では、早速入っていきます。藤井委員お

願いいたします。 

藤井委員  この行政課題ということを考えてみると、大きなものとしては、

医療とか福祉とか介護とかの協力とか、そういったもので考えられ

ると思うのですが、医療福祉介護に関しては、地域包括ケアシステ

ムというものが今言われていまして、厚労省でも進めていますよね。 

 国土交通省絡みでは、小さな拠点という言い方でまちづくりを

進めるというようなことがあって、実はどちらも言っていることは

非常によく似ているのです。それぞれその中学校圏、２万人ぐらい

の圏域で管理する。あるいは小学校圏域ぐらいなのですけれども、

住民の方々がケア、包括的にそこで完結するような仕組みをつくり

なさいということなのですが、結局のところ、行政は教育、子供の

教育だったりとか子育てだったり高齢者福祉だったりというふう
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に全部縦割りになっていますよね。 

 それごとに全部施策を行っていると思うのですけれども、実は中

野区では、それを全部見直しして、すこやか福祉センターという、

地域包括支援センターが高齢者だけを対象にしているのに対して、

それのようなシステムなのですけれども、すこやか福祉センターと

いうものを一つつくって、それが何万人かを対象にして、全部その

地域支えあい推進室で別の部門が出先機関としてそれを担ってい

るというような、つまり縦割りを全部地域で横割りにしたというよ

うなそんなような仕組みをつくったのです。 

 なので、例えば障害であろうが、自分の親が介護が必要なのだけ

れども、子供の教育も発達障害を抱えていて、とてもどうしていい

かわからないで、しかも家の立ち退きを今迫られていて、どうした

らいいのかわからないみたいな、そういうような複層的なたくさん

の課題を抱えている市民が、そこに行けばいろいろなところにつな

いでくれるというような、そういうワンストップの窓口というもの

が必ず必要だと思っていますので、もう誰のためのカフェとかそう

いうものでも、アドホック的なものでもそういったものではなく、

パーマネントな拠点というものが必ず必要だと思っています。なの

で、まるごと相談室という書き方をしましたが、意図はそういうこ

とです。 

坂野会長  ありがとうございます。本松委員がおられないので、読み上げま

すが、メーリングリストを作成し、そこで情報を発信するというこ

とで、非常にすばらしい意見です。次、視点ということで、山本委

員お願いいたします。 

山本委員  一緒です。大体藤井委員が言ったことです。 

坂野会長  わかりました。ありがとうございます。 

 私のほうでございますが、私のほうとしては、これ長々とまとめ

ていただきましたが、四つですね。これは実はコミュニティ政策と

いう話なのです、全て。こちらのほうは、多分コミュニティ政策の

先進地区としては、一般的に四つ挙げられていまして、一つが今お

っしゃっていた中野区、二つ目が目黒区、これは昭和５０年からコ

ミュニティ政策というのをやっていました。あとは武蔵野市と三鷹

市という、この四つが非常に先進的でございまして、例えば今、藤

井委員がおられますので、中野の例を出しますと、住民会議である

とか住区センターというのをつくりまして、中野の場合は、この地

域の課題の解決の場というのをつくりまして、情報を住民に提供し

たというのがございます。 

 近年は、一番、最後に書いてございますが、地域担当職員と言い

まして、総合的な地域のことを網羅した職員を置くというのが一般
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的になっていまして、たしか、これは白井市さんのほうでもこれか

らのコミュニティ政策で考えておられるはずですよね。 

事務局（岡田）  はい。 

坂野会長  ということになります。ということで一応、これに関して情報と

いうことなのですが、まず副会長から。 

宗和副会長  行政課題を抱える云々という部分の非常にテーマが大きいです

よね。行政課題といっても本当に幅広いですから。そういう中で、

地域に関する情報をわかりやすく提供するという、その行政課題と

いう大きなテーマに対して、情報をわかりやすく提供するという解

決策というのは、ちょっとテーマとしてバランスはとれているのか

なというのがあって、非常に答えにくくて回答できなかったのです。 

 今、会長からも話がありましたし、藤井委員からも話がありまし

たように、地域で解決すべき要請課題は解決していくという、そう

いう発想でコミュニティ政策を進めていくというのは、それはもち

ろん今後大事なことかなというふうに思います。 

 ちょっと一つ質問で申しわけないのですけれども、中野区、武蔵

野市、そういう先進的な事例があるということなのですけれども、

そういうところだからこそできるのか、そうでなくてもそれ以外の

自治体でもできることなのかというのはどうですか。 

坂野会長  時代的には、これ昭和５０年、５１年ぐらいの話で、当時はやは

り高度成長の後で非常にコミュニティの創出というのがありまし

て、これは場所的なものと時代的なものだというのが間違いありま

せんが、実際に白井市さんあたりも、今そういう波が押し寄せてい

るというのは事実で、白井市さんもコミュニティ政策をこれから進

めていくというふうに、これは私が言うべきことではありませんけ

れども、実際に進めていくということでやっていくことになってお

ります。もしも白井市さんのコミュニティ政策の内容であれば、所

管課が市民活動でいいのですか。 

事務局（岡田）  市民活動支援課です。 

坂野会長  いいのですよね。というところがありますので、そちらのほうか

らお話を伺ってもよろしいかと思います。あるいはもともと元田さ

んがそこにおられたので、元田さんからその辺の話を伺ってもよろ

しいかと思います。よろしいですか。 

事務局（元田）  はい。 

坂野会長  あと、もし、そういう話であれば、やはり財政的な問題というの

もかなり影響しているのは事実です。住民自治、あるいは市民自治

という一つの背景には、地方分権という一つの流れがありまして、

分権というのは団体自治というものの充実はしています。だから分

権化の団体自治は非常にきちんとしていくのですけれども、それに
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対して住民自治というのは、全然余り完備されていなかったので、

第７次地方分権一括法では、どちらかというと住民自治の拡充とい

うことが、今、国レベルでは言われているということになります。

では、伴委員どうぞ。何かありますか、大丈夫ですか。 

伴委員  すごく難しい問題だなと思います。行政のとる立場というのが、

もう少し理解していないというか、消化不良になる可能性も含まれ

ているかなという感じがするので、具体的なやり方、取り組みをち

ょっとお聞きしたいと思います。 

坂野会長  多分それは、今すぐ答えるのはきついかもしれませんので、ぜひ

次回ですね。 

伴委員  現状で構いませんので、どうお考えになっているかを教えていた

だけると。あとで次回でも。 

坂野会長  岩井委員、よろしくお願いします。 

岩井委員  こういったところで言うと、やはりこの行政自体の位置というも

のが変わってくる、せざるを得ないところがあって、それこそです

けれども、行政側の位置というのは、今後は、もしかすると、それ

こそ中間団体に位置する、ならざるを得ないのではないかなという

ふうに思っています。 

行政課題というように出てしまうと、やはり行政がかかわらざる

を得ないところですし、それを市民の方々の力を借りるという場合

においても、それは行政というものは中間に、今までの、それほど

昔ではないですが、上から下ではなくて、中間位置にいて、さまざ

まな対象とのかけ橋的な行政機関というものを求められるのかな

ということもあります。 

 それともう一つが、これは僕、だからこそわからないのは、外部

の人間だとわからないのが、それこそ白井市というところの、自治

会だとかコミュニティとかそういったつながりというものが、どの

ように残っているのか、あるいは新しく入ってきた、先ほど出てい

ました八潮市や何かですと、つくばエクスプレスが入ってきたこと

によって、昔ながらの住民と新しく入ってきた人で、ちょっと分か

れているなんていう話があったり、そういったこともありますので、

自治会にしても、武蔵小杉ですと今ＮＰＯに委託しているのですよ

ね。自治会自体がもう住民では機能しないとか、それをもうＮＰＯ

に委託しているとか。 

伴委員  白井市の現状は今、お話のとおりです。ニュータウンと、それか

ら、在来地域と呼ばれる従来のまちがあります。それから自治会は、

もう多分ほとんどニュータウン系だと全部つぶれていくのではな

いのかな。管理組合が全部引き取っているとか。在来のほうは多分

まだ生きているのだろうと思います。だから非常に縮図みたいなと
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ころですね。多分機能して、だんだんもう相当ひどい状況になって

いるのではないかなと思います。 

事務局（岡田）  では、そこの資料もあわせて次回、まとめたものがありますので、

提出させていただきます。 

坂野会長  ありがとうございます。では、岩井委員、どうもすばらしい意見

ありがとうございます。 

 ちょうど時間のほうが迫ってきて、私ももちろん今の意見でお話

をしたいことがあるのですが、一応今回は４と、この取組番号で言

うと４番ということで、表出の話は終わりまして、次回は表出の５、

６をして、そして今度は集約ということにしていきたいと思います。 

 宿題が事務局にはかなり出ておりますが、取組番号１に関しては、

市民活動の理念と条例、あるいは指針のほうで整理していただくと

いうこと。市民活動組織の現状をお願いしたいということ。 

 取組番号の２に関しては、年代別のターゲットをちょっと挙げて

いただく。そしてさらに先進市の事例をお願いしたいということ。 

 そして３つ目は、情報の共鳴、白井に向かって実際に沖縄あるい

は仙台、さまざまな事例をお願いしたいということと、広聴白書、

あるいは広報白書などの実現性可能性というのをお示しいただけ

ればと思います。 

 ４つ目としては、先ほど事務局のほうからございましたが、行政

の立場として、あるいは白井の町会、自治会の現状というのをお話

しいただきたいと思います。 

 そして、行政にばかり宿題を出してもしようがないので、私たち

の宿題としては、今回皆様と一緒に意見の交換をいたしました。そ

こで、同じ意見でもちろん構わないのですが、これらの皆さんとお

話をした中で何か、自分はこう思ったよとか、そういうプラスアル

ファの部分があれば、ぜひメールにしていただかなくてもこれはい

いと思いますが、当日でも構わないと思いますが、ぜひ、もしメー

ルでこれたくさんあるよという人であれば、メールをしていただけ

ればというふうに思います。 

 次に次回の発表がございますので、そちらのほうでお願いしたい

と思います。多分、次回のほうは時間とれると思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。では、事務局のほうから何か。 

事務局（岡田）  今の資料の４の資料の一番最終ページが、５番と６番まだあるの

ですけれども、こちらは次回ということでよろしいですか。 

坂野会長  次回です。 

事務局（元田）  次回の会議ですが、今回と併せて３回と、結構タイトなところで

お願いしているところで、１から４の部分については、例えばもの

によっては、先ほどお話しいただきました市民提案制度については、
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具体的な事業は見えてきているので、ある程度帳票に起こした形で

見てもらったりしたほうが、多分イメージが湧きやすいのかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

坂野会長  そうすると、準備していただけるということですか。 

事務局（元田）  はい。ものによっては、多分そうしないと、３回でということに

なってくるとなかなか難しいと思っています。今回、結局５、６が

残る形になるので、そこの部分で多分できるものとできないものが

あると思うのですね。 

 本日の議論の中でできるものとできないものというのがあるの

で、私たちのほうで、少しそのあたりをまとめたものもあるでしょ

うし、資料の提出で、先ほど言ったところでベースの部分を考えな

ければいけないねという部分もあると思うので、そのあたり、ちょ

っと混在するものになってくると思いますけれども、そのあたりを

次回までにお示しをするというような形、メールを使って途中で出

してという形で皆さんに見てもらってという、こういう意図ではな

いのかというのがあればできるかなというふうに思います。 

坂野会長  メール等は、皆様大丈夫ですか。 

事務局（元田）  どのあたり、どの内容こまで書くかということもあります。皆様

にワードで打ってというのも多分大変だと思うので、メールの本文

にご記入いただきお寄せください。 

坂野会長  先ほどもデジタルデバイトが出ましたので、もし何かあればとい

うことです。では、事務局のほうからほかに何か連絡事項等ござい

ますか。 

事務局（岡田）  特にございません。 

坂野会長  では、遅い時間まで慎重審議どうもありがとうございました。夜

も遅いので、お気をつけてお帰りいただければと思います。どうも

本日はありがとうございました。 

 

会議終了 午後８時４０分 



- 1 - 

 

第 3回白井市行政経営改革審議会 会議録（概要） 

 

 

1 開催日時 平成 29年 7月 14日（金）午後 6時 30分から午後 9時まで 

2 開催場所 市役所本庁舎 3階 会議室 301 

3 出 席 者 坂野会長、宗和副会長、岩井委員、片桐委員、伴委員、本松委員、山本委員 

4 欠 席 者 藤井委員 

5 事 務 局 総務部 笠井部長 行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

6 傍 聴 者 3人 

7 議 題 議題 1 今後の取り組みのアイデアについて 

       議題 2 第 2回会議で議論した内容の検討について 

8 議 事 

事務局（元田）  平成 29 年度第 3 回白井市行政経営改革審議会を開催させていた

だきます。開会に当たり、坂野会長からご挨拶いただきます。 

坂野会長  皆さんこんばんは。今日は、第三回目ということで、前回の皆様

のご意見がでていますので、その残りを検討するということとなり

ます。白井市は、実は素晴らしい市ですが、白井市は知名度が低い

のではないかという議論が少しでていたと思います。ぜひこちらに

ついても、梨と行革を売りに、とはいえ、行革が良い、というのは

あまり聞こえが良くないですが、それでも聞こえが良くなるように

がんばっていきたいと思います。 

  なお、本日は誠に恐縮ですが、会議の終了が遅くなるかもしれま

せん。8時 30分以降予定があるという場合は、お帰りいただいて結

構ですが、きりの良いところまで進めたいと思います。9 時までに

は終わりたいと思いますので、ご了承いただければと思います。 

本日は、暑い中、ただいまから、慎重審議進めていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

事務局（元田）  坂野会長ありがとうございました。 

では、本日の議題についてご説明をさせていただきます。本日、

議題を二つご用意させていただいています。一つ目が、前回、第 2

回の審議会のところで残った 5番と 6番のもの、第 2回のときに資

料をお配りさせていただいたのですが、今、きょう、お手元にござ

いますかね。なければ事務局のほうにお声かけください。議題 1と

して、その 5と 6を検討していただくのが議題 1になります。 

議題 2については、第 2回会議で議論した内容についてというこ

とで、1 から 4 までについて議論していただいた内容を、事務局の

ほうで、議論の内容としてたたき台ということで、資料 1というよ

うな形として用意させていただきました。この内容について議論い

ただくというのが議題 2になっております。 
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それでは、次第に従いまして、議題に入らせていただきたいと思

います。議題 1今後の取り組みのアイデアについて、会長お願いし

ます。 

坂野会長  では、着座でお話しさせていただきます。よろしくお願いします。 

まず、議題 1、今後の取り組みのアイデアについてということで、

前回から引き続きまして発表ということになります。今回は、5番、

6 番というのが残っておりまして、5 番のほうからお願いしたいと

思います。 

5 番、ＩＣＴなどを活用して、情報をしっかりと整理し、行政組

織内の情報共有を徹底します。まず、本松委員の意見ですが、いき

なりだと難しいでしょうから私のほうで読みますね。市のホームペ

ージで専用の場所をつくり、定期的に更新をするという案がござい

ます。次に、私の分を飛ばして、宗和副会長もまだお見えになって

いないので、本松委員、何かその辺のご意見はありますか。 

坂野会長  では、私のほうから先に意見を言っていますと、ＩＣＴというこ

とで、今、非常に重要になってきています。幾つか書いてございま

すが、一番の重要なポイントは、ＩＣＴガバナンスと呼ばれるもの

がいろいろな企業、そして行政で確立しています。 

その重要なポイントは、情報政策であるとか、ＣＩＯ、チーフ・

インフォメーション・オフィサーという、そういうのが置かれると

いうことで、一般的には、副市長あたりがＣＩＯを兼ねることがあ

るのですが、そういった体制が白井市にあるかないかというところ

が、私はよくわからないので、こういうふうに書かせていただきま

した。では、本松委員、どうぞ。 

本松委員  ここに市のホームページというふうに書いてあるのですけれど

も、これを考えるときに、私も市のホームページを少し拝見させて

いただいて、どういったつくりになっているのかを見させていただ

いたのですけれども、でも、なかなか、実際にここのアイデアを出

すのは難しかったです。 

でも市の状況を、今どういうことをしているのかというふうに知

りたくなったときは、多分、多くの人がホームページを見ると思う

のですね。なので、ホームページで、今どういったことをしている

のかという専用ページなどを見やすいように構築していくと、多く

の人が見たときに、よりわかりやすくなるのかなと考えました。 

坂野会長  ありがとうございます。今、本松委員のほうからご意見を伺いま

した。そこで、取り組み項目そのものに対する意見ということで、

片桐委員と山本委員からそれぞれ意見が出ております。では、まず

順番としては、片桐委員からお願いいたします。 

片桐委員  市民として、結構ホームページを見ている方だと思うのですけれ
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ども、はっきり言って余り見やすいホームページではないという白

井市の印象です。市民がホームページを見るときは、市の行政全体

のではなく特定のトピック、あるいは重要な内容について、どうい

うことになっているのかを知りたいために見るのですけれども、な

かなかそこにたどり着かない。 

誰かがホームページ管理していると思うのですけれども、どうい

う情報を、どういう市民が欲しがっているかということをチェック

しているのかなと。いうことが疑問としてあるのです。 

市でホームページつくっている人は、自分がよければいいという

感じでつくっていらっしゃるのではないかという、そんな気がして

ならない。要するに、かゆいところに手が届くような、そういうふ

うなホームページづくりを目指してほしいというふうに思います。 

坂野会長  ありがとうございます。では、山本委員、よろしくお願いします。 

山本委員  いつも私の話も一つも完結していなくて申し訳ないのですけれ

ど、情報共有する、行政や情報発信を行っている側も、この間のど

の立場にいる人たちも皆同じものを、視点は違うにしても、同じ情

報を共有して、一つのことを追っていけるように取り組んでいくべ

きだと思うのです。 

そのための考え方として、ここでは、「正確さの趣旨を取り違え

ないよう取りまとめる」という抽象的な書き方をさせていただきま

した。 

例えば、この議事録は、後でいただけるのですが、私のとりとめ

のない話が、口語体でそのままで文章になっているので、すごく長

くなっています。話した私も自分の意見を確認しようと思って読む

のでさえ面倒くさくなるのに、他人がそこまでちゃんと読むのか、

ということになるので、関心のある人がせっかく開いてくれても、

核心に触れないうちに結局そこから目を背けるみたいなものでは、

何もならないのでその辺がピンポイントで伝わるような内容のも

のをアップしたらいいのではないかと思うことと、今、片桐委員が、

なかなか関心のある人がホームページを開いても、自分の知りたい

ところまでたどり着きにくい、わかりにくいというふうにおっしゃ

られたのですが、市民が見たいと思っているものと、役所の人たち、

行政の人が見せたいと思っているものというのは、違うとは思うの

ですが、それを見たいと思っているものにたどり着けるようにする

のか、見せたいと思っているものに誘導していくのか、それもちゃ

んと考えてつくったほうがいいのではないか。というのが考えとし

てあります。 

坂野会長  ありがとうございます。そのあたり、ご専門だと思いますので、

岩井委員よろしいですか。 
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岩井委員  今、お話いただいたとおりなのです。それこそ、広報や何かにし

ても、昔ながらに、行政が知らせたい情報と市民が知りたい情報が

違うのですね。逆もあるので、市民が行政に知らせたい情報がある

のですけれども、その辺のいわばギャップがあって、ここが大きな

テーマなのですよね。現代で言うと、このギャップをいかになくし

ていくかというのが、行政広報の役割とされているのです。その際

に、皆様のご意見を見たのですけれども、整理の仕方というのをど

ちら目線でするのかによって、僕は変わってくると思うのですよね。 

一つは、その整理の情報の集め方なのですけれども、それを住民

目線のほうで作っていくのか、そういったところを中立的に捉える

ような部署というのは必要だと思います。 

あともう一つ、どこかのマイ広報紙というようなやり方をしてい

るところがあるはずなのです。 

確か、それこそＩＣＴを使っていたと思うのですけれども、例え

ば、自分が、子育て世代ならば、子育て世代の情報が必要になるわ

けですよね。それがちゃんと、自分のマイ広報紙みたいなところに

入るとか、年代ごとの情報が入るとか、そんなことがどこかの自治

体でやられていたような記憶があります。 

これは、別の面で言いますと、今のテレビがそうですよね。ＮＨ

Ｋの研究所なんかもやっているのですけれども、自分の好きなテレ

ビ、いろいろな番組があって、選択肢がふえているのですけれども、

自分が好きなものを選ぶというような形の情報というものの整理

の仕方というものも必要になってきますし、そうなると、そうした

世代や何かの人たちがどんなことを欲しているのかというのも行

政側にもわかるのではないかなと思います。 

ただ、なかなか難しいのが、行政のほうは、絶対市民の情報が重

要だとわかっているのですよ。これは必要なのですけれども、実際、

なかなかそれを入手しにくいというところがあるので、その辺の工

夫というものを、何らかの形でできればいいのではないかなと思い

ますけれどもね。 

坂野会長がＣＩＯとおっしゃいまして、ここをインフォメーショ

ンとしましたが、僕はコミュニケーションでもいいような気がしま

す。 

坂野会長  ＣＣＯですか。 

岩井委員  ＣＣＯです。チーフ・コミュニケーション・オフィサーという考

え方がございまして、ただ単に、情報だと発信しているだけですけ

れども、共有していったりするのであるならば、先ほどの言葉です

が、伝えたいとかそういったことがあるのであるならば、コミュニ

ケーションというものについて、前回の話から続くのであるならば、
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双方向ですよね。双方向で言うのであるならば、チーフ・コミュニ

ケーション・オフィサーという考え方もいいのかなというふうに思

っています。 

坂野会長  どんどん名前がそれっぽくなりますね。ありがとうございます。 

では、伴委員、何かございますか。 

伴委員  実は、私はここのテーマについて、書けなかったのですね。書こ

うと思ったらすごく細かくなるはずなのです。一つは経験ですが、

この審議会に応募するときの応募用紙は、ホームページのどこにあ

りますかというところから始めたのですけれども、たどり着けなか

ったのですね。広報には、そういう公募の記事が出ていましたから、

そうすると当然、担当課に聞けばすぐわかる、当然、担当課がつく

っているわけじゃないですか、今回、ホームページと広報の担当課

が変わりましたよね。 

それで、広報のほうに聞いたのです。わからないのですよね。逆

に広報つくる担当のほうに聞かないと、中に出した記事の添付の資

料としては出ている、それまでたどり着けない。ホームページのイ

ンデックスという欄があって、そこで入れても出てこない。 

つまり、担当課と市民の間に、オーガナイザーと言いますか、何

を聞かれているというところがわかるセクションとか人間がいな

い。つまり、市の情報を市民が見たいというこの流れの中でもそれ

だけの障害があって、なかなかたどり着けない。 

逆に市民の情報をどう市が吸収しているかというのも、これはそ

れぞれの担当がやっていますという話ではなくて、何らかのそうい

う巡回的なセクションがないと、なかなかそれは情報とかニュース

バリューとしては吸い上げることができない。 

例えば、そこの四角でつくられているものを丸くやって行こうよ

というか、曲線的に管理しようよというところが、専門的には何と

言うのかよくわからないですけれども、確かに白井市のホームペー

ジ立派です。調べられれば、全部出ています。ただ、調べるのは大

変ですけれど。 

私はこのテーマの情報共有の徹底というのは何かと思ったら、実

はこの考え方は、行政経営指針から来ているわけですけれども、情

報はあるのですよね。情報はあるのだけれども、その共有の仕組み

がうまくいっていない、知ろうと思うとなかなか出てこない。ある

いは、情報を提供するという仕組みもないという、ここのところか

なと思って答えが書けなかったということなのです。 

坂野会長  恐らく、皆さんと共通の、見やすいというか、そこですよね。 

伴委員  もう一言、言いますと、よく、今は曖昧な言葉で検索をするでは

ないですか。正式な名称はよく覚えてないけれども、大体それに近
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い言葉で入れていくと、それに近いところに届くよというような機

能というのが、こういうこととできるのかどうかお聞きしたいとい

うのはあります。 

坂野会長  そうですね、次の議題もあるので、次回、ぜひこの 5の整理のと

きに岩井先生に、そのあたりもお伺いしたいなというふうに思いま

す。その折に、専門家ということで、岩井委員、ぜひ、よろしくお

願いします。 

情報のコンシェルジュというか、案内係みたいなのがあるかない

かということもありますし、担当課がどういったことをやるかとい

うこともあるのだと思いますので、その辺をまた、ご専門の岩井委

員にお伺いさせていただきます。宗和副会長のご意見については、

事務局からお願いします。 

事務局（元田）  宗和会長の前回のお話として、情報については、市のホームペー

ジについて、宗和副会長は仕事柄、見る機会が多いので、たどり着

くことはできるけれども、わかりづらいという話がございました。 

多分、その点を踏まえてということであると思いますが、情報に

重要度のランクをつければ見やすくなるのではないかということ

と、情報の対象を明確にするというご意見をいただいています。 

これは、先ほど皆さんがおっしゃった話と同じになると思うので

すけれども、重要度のランクをつけるというのは、市の情報は、た

くさんごちゃっと出ているから、例えば、どれが重要か色分けする

とか、場所を分けるとか、そういうようなのがあればという趣旨で

書かれているのだと思います。そのあたりについては、間もなくお

見えになると思いますので、後ほど宗和副会長にご意見をいただけ

ればと思います。 

坂野会長  そうですね。宗和副会長の代弁をやっていただきましたので、そ

れで大丈夫だと思います。 

 では、次にいきたいと思います。 

 次は 6番、事業の見直しや統廃合、民間委託や協働などを積極的

に進めます。また、一定の費用でマンパワーの効率化を図るととも

に、再任用職員の能力や知識を活用し、仕事の効率化を図りますと

いうところでございます。 

これも宗和副会長と私の意見ですね、宗和副会長がおられません

ので、私のほうからいきますと、そのために何をするかというと、

最終的には、エンパワーメント評価という、いわゆる市民が行政を

外部評価するというような考え方がございます。それをすることに

よって、一層協働というのを進めていきたいということなのです。 

特に、評価というのは、ＰＤＣＡサイクルという、そのサイクル

の中で、実際には動いていくものですから、それによってこちらの
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テーマというか、趣旨にかなうのではないかということで書かせて

いただきました。 

宗和副会長の話は、私が読んでいきますが、ＰＰＰの導入や推進

に向けた産学官などによる人材プラットフォームを構築する。市の

業務について、誰がすべき業務なのかを棚卸しをする。業務棚卸し

というのがございますが、そういうのをすると。ＢＰＲを用いて業

務量を定量化、見える化する。ということでございます。 

基本的には、業務棚卸しについては、それは評価というものをす

る前提でございますので、私の言っていることと近い部分もあると

いうふうに考えます。 

あと、ＰＰＰについてですが、パブリック・プライベート・パー

トナーシップということで、官民の、僕は、余り官民とは申しませ

んが、公と民の協働ないしは連携ということを一般的にＰＰＰと言

います 

ただ、日本の場合はＰＰＰというのは、そういうふうにＰＦＩと

対抗するような形で言うこともございまして、これはまたご本人に

しゃべっていただければいいのですが、ＰＰＰというものを入れた

り、推進するということをご意見でいただいています。 

また、産学官をするプラットフォームをつくるということなので、

これについても誰がつくるかという問題もありまして、非常に難し

い議論でございます。いずれにしても、そういうことだということ

でご理解をいただければと思います。 

では、あと片桐委員と山本委員がご意見をお書きいただいていま

すので、まず片桐委員からよろしくお願いします。 

片桐委員  僕は、ここが最も違和感がある部分でして、行政経営指針の下の

ほうに仕事の効率化を図りますと書いてあるのですけれども、効率

化とは一体何なのかというものをもう 1回考え直したほうがいいの

ではないかという気がします。 

もちろん商業ベースなら効率化というのは利益を上げるとか、業

務を縮小するとかということで割とはっきりするのですけれども、

商業ベースに乗らない部分を行政はやっているので、商業ベースに

乗らない部分をやっている行政が効率化って一体、何をもって効率

化というのか、あるいは何で効率化を図らなければならないのかと

かがいまだにはっきりしていないのです。 

要するに、マーケットは手が出せないとか、あるいはマーケット

に任してやれないという部分が行政の大きな部分だと思うのです

ね。そのときに、いや、行政も効率化は必要だというのは、気持ち

としてはわからないでもないのだけれども、本当にそんなことでい

いのだろうかという気がする。 
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行政は効率化を犠牲にしてもやらなければならないところある

だろうし、そういうことも、もう少し、市民のためにやるのだとか、

行政は何のためにやるのかということをもう 1回基礎に立ち返って

考え直したほうがいいのではないかという気がします。 

ここは、市の行政との、恐らくこの会場にいる多くの委員ともそ

れぞれ違う部分だという気がするのですけれども、どうしても行政

に対して効率化というのはなじまないという気がしてなりません。 

坂野会長  ここで効率化という表現で行政経営指針を書かれたときのいき

さつが私は理解できていないのでわかりませんが、一般的には、

我々のやっている行政の学問では、ここで言う効率あるいは能率と

いう言葉を使っているということが非常に多いです。 

その能率というのは、今おっしゃったように、企業なんかがやっ

ているような、もうければいいという、そういうのを機械的能率と

いうふうに言っていますし、逆に今、片桐委員が考えておられてい

るような、お金というものを度外視したような行政というのは、結

局、社会的な有効性が必要であり、例えば、簡単に言うと、高齢者

あるいは子供、そういった福祉のようなサービスを満足させたりす

るような、お金と関係ないような、そういう部分があるというのを

社会的能率というふうに言っています。 

ですから、私たちは一般的に、仕事の能率化という言葉を使って

いるのが一般的です。 

ここで、効率化というふうに書かれた経緯というのは、私がわか

りませんので、もし事務局のほうでおわかりになるようでしたらお

答えください。 

事務局（元田）  ここの部分については、基本的には、能率と効率という部分で、

専門的なところで行政学上の趣旨が違うという話なのですけれど

も、辞書では同じ意味になっていることから、同じ内容で使ってい

ます。片桐委員のお話しがありましたが、今回のこの効率化の内容

として、仕事を単純にやめるという話ではなくて、質の部分、例え

ば、むだの削減であったり、やり方の効率化の部分の効率化であっ

たりという趣旨で書いているものです。内容については当然、効率

化という側面はあるのでしょうけれども、今回この趣旨については、

やり方の効率化、能率化を図るという部分で書いてあります。 

坂野会長  わかりました。 

事務局（元田）  ただ、誤解を招きやすい表現、今のところとして、そういうとこ

ろも、確かに今、片桐委員からお話しを伺って、そういうふうに捉

えてしまうということなので、施策の表現が部分に関してはそうい

うことがないような形で表現する必要があると思っています。そこ

の部分というのも、先ほどおっしゃっていたところで、行政でやら
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なければいけない部分というのも時代によって変わってくるので、

そこの見直しというのは必要だと思います。だから、その意味では、

宗和副会長が記述いただいていますが、誰がすべき業務なのかの棚

卸しという内容は、その部分は必要だというふうに思っています。 

これは、他の取り組みになるとは思いますが、行政が完全に手を

引くという考え方ではなくて、何を、誰がやるかというのは、そこ

は議論しなければいけない部分ですし、あと、先ほど言った仕事の

効率化、やり方の効率化ですね、そこの部分というのは必要だとい

うところの議論で書いております。 

片桐委員  二つに分けます。一つは時代の変化とともに、行政がやらなけれ

ばならない部分が変わってくる、これは当然です。それは効率化で

も何でもなくて、行政の課題が刻々と変化しているのですから、そ

れに対して、要するに、それは適宜適切に対応していかなければな

らない。 

もう一つは、そうではなくて、ある特定の業務について直すとい

う場合があるのですね。これは必ず何かが犠牲にされなければなら

ない。この犠牲にされるものが、本当に犠牲にされていいのかどう

かということを、効率化のもとで全てを是としてはいけない部分が

あります。効率化によって切り捨てなければならない部分が必ず出

てくるのですね。今言ったように、人工だとか、あるいは人に対す

る報酬の削減だとか出てくる。それは本当に削減していいのかどう

か、あるいは人を減らしていいのかどうかということは、効率化と

いうことでは考えていけないということが僕の行政に対する信念

です。 

坂野会長  ありがとうございます。おっしゃっておられるように、多分、言

葉の持つニュアンスが悪いような気がいたしますので、これはいず

れ、こちらのほうで意見ということで上げたほうがいいかもしれま

せん。それでは、山本委員、お願いします。 

山本委員  書いたとおりなのですけれども、みんなそれぞれこのとおり、全

員市民参加でというか、行政をしてもらって、でもそれは何をした

らいいか、できる力があっても気づいていない人とかもいると思う

ので、それを促すようなことができたらいいのではないかなと思っ

て書きました。 

坂野会長  ありがとうございます。なかなか、そのとおりだなという話だと

思います。岩井委員、いかがですか。 

岩井委員  そうですね、2 人の委員が聞いているところなのですけれども、

そうなのですよね、行政学でいうと、社会的能率という話で、そこ

でちゃんと分けて、能率の中でも経済的なものと効率化というとこ

ろを分けています。費用対効果とかそういった話もして、行政にそ
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の費用対効果は当てはまらないとか、とはいいながらも、効果を最

大限に上げなければいけないところというものも行政の場合には

あるのだという話になるところなのですけれども、ただ、行政がや

っていることというものを、きちんと市民がちゃんと理解している

かどうかということが、それもまた問題を難しくしているのだと思

うのですよね。片桐委員のように、よくご存じの方は、これは「や

ってくれているのだ」とちゃんと思えるのでしょうけれど、メディ

アなどは、いつも無駄だ、無駄だ、とばかり言うわけですよね。簡

単な言い方をすると、これだけ税金を無駄遣いしているという言い

方をするので、その意味で言うと、ここもきちんと仕事をしている

のだからという、そこは説明責任と言いますか、そういったことが

重要になってくるのではないかと思いますね。 

でないと、何でもかんでも無駄だと、何でも民営化してしまえと

いう話に持っていきがちな議論でもあるので、そこを注意したほう

がいいような気がいたしますね。 

坂野会長  ありがとうございます。伴委員、いかがですか。 

伴委員  確認なのですが、この 6番のテーマというのは、経営指針の中の

歳出の抑制という範囲から出てきているテーマなのですよね。 

坂野会長  と思います。一応、事務局に再確認していただきますが、どうで

すか。そうですよね。 

事務局（元田）  そうです。 

伴委員  そうすると、おのずから、効率化という話は人的あるいは金銭的

な部分をもう少しやれというようなテーマになっているのかな。い

わゆる狭義の、狭い意味の効率化という意味で捉えている。そこを

どう解釈するかのほうが、まずは始めにやっておかないといけない。

片桐委員の言われるように、市場経済の中で、当然それはわかるの

だけれども、そこは何の指標で、どう評価していくかというのは、

というと、それの財政の抑制という問題はどこにつなげていくのか

というのは難しい話だと思います。 

坂野会長  そういうことで定量化をしようという話を、副会長が書いておら

れたと思いますが、その定量化の行き先が最終的には評価と、要す

るに行政評価という話です。 

伴委員  目的が財政の抑制ということでよろしいのですか。 

坂野会長  はい、そうなると思います。では、副会長。 

宗和副会長  済みません、遅れてきました。どうも申し訳ありませんでした。 

途中からなので話についていけないですけれども、少し話を聞い

ている中で、思うところについて話をさせていただきます。 

確かに、効率化という言葉を使うことは使うので、良いのだと思

うのですけれども、効率化の意味するところがどういうところなの
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かというのは、説明はちゃんとしたほうがいいのではないかなと思

います。 

行政は、効率化すべきところは当然あると思うのですけれども、

恐らく言葉の定義をちゃんとすることが、本当に効率化につながる

と思うのです。効率化とか有効性とか、そういう言葉を、一般論で

申し訳ないですけれども、余り安直に使わないほうがいいのでない

かという気も最近はしていて、言葉を使ったことによって、自分た

ちは、さも効率化したようになった気にいるみたいなところがある

ので、もう少し丁寧に言葉を使うということについては賛成です。 

また、伴委員がおっしゃったように、ここは 1番から 6番までさ

れると、非常に狭い範囲で議論しているような形に見えがちなので

すけれども、ここには書かれてないけれども、この上位のところが

あるわけで、伴委員がおっしゃったように、ここでは歳出の抑制と

いうことを意味しているのだろうということで議論を進めていい

のではないかなというふうに思いますけれども。 

坂野会長  伴委員、いかがですか。よろしいですか。 

伴委員  はい。 

坂野会長  ということで、効率化というのは、学問の世界ではしっかりと、

非常に区別はしておりますが、一般的には、副会長おっしゃったよ

うに、効率という言葉は非常に曖昧に使うことが多いですよね。 

ということで、一応一通り議題 1が終わりますが、何かどうして

も言いたいという方がいらっしゃいましたら。 

では、議題 2として、個別の内容に入っていきますので、そちら

のほうでまたご意見を賜ればと思います。 

それでは、議題 2ということで、事務局かあら資料 1が届いてい

ると思います。この資料 1というのが、事務局のほうで、前回出た

内容を検討しやすくまとめていただいております。各項目で内容は、

いろいろございますが、前回、最初に出てきた項目が、コミュニテ

ィファンドの設立でございます。 

こちらについては、前回の議論として、皆さんと検討する中で、

実施の内容を含めまして、こうしていこう、こういうのがいいよと

いうのがまず 1点。もう一つは、これはやれないのではないかとい

う人も当然あると思います。そういった二つの視点を念頭に置いて

いただきながら議論を進めていただきたいというふうに思います。 

では、最初に、皆さんのこの資料 1のコミュニティファンド基金

の設立、前回これ実は、私もそうでしたが、副会長、藤井委員も書

かれていますね。多くの方が非常に提案をされています。こちらに

ついて、まず、議論をしていただきたいと思っております。 

では、最初に、1 ページのこのコミュニティファンドの基金の設
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立ということなのですが、議論もきちんとまとめられてございます。 

進め方として、私が考えているのは、まず、それぞれある程度話

を聞き、我々で議論をした上で、実際に事務局のほうにお尋ねして、

これは可能かどうかというのをお聞きしていきたいと思いますけ

れど、そんな感じでよろしいですか。 

行政の仕事というのは、実際は、理想論ではなくて、できるかで

きないかという現実的な話がありますので、事務局のほうにはお手

数をかけますが、お尋ねをしながら進めていきたいと思います。事

務局はそのような進め方でよろしいですか。 

事務局（元田）  はい。 

坂野会長  それでは、進めさせていただきます。 

まず、最初に議論ということで、コミュニティファンド基金の設

立、1ページですね、こちらのほうから入ります。 

現状としては、市は何もやっていないということです。こういう

言い方をすると余りよくありませんが、そういうことです。資料と

して前回の議論の論点ということでこのコミュニティファンドの

基金というのは、何を目的として、簡単に言うと誰がやって、どう

いうものを目的とするというような話がありますし、手法としてど

ういうものがあるのかという話、いろいろな意見が出てきました。 

順番的には、本日は、藤井委員がおられませんので、順番から言

いますと、伴委員からその旨について、ご意見をお願いしたいと思

います。いかがでしょうか。 

伴委員  どういうふうに申し上げていけばいいのか、余り理解していない

のですけれども。 

坂野会長  まず、口火を切っていただくということで、最初に書かれておら

れるのでお願いしたのです。例えば、実現の可能性という問題があ

りますので、具体的にどのようにお考えになっているかということ

をお示しいただきたいというふうに思っております。例えば、これ

は誰が主体となるのか、そして実際、例えば白井ファンドとここに

書いてございますが、この目的、ないしはその作り方といったもの

がいろいろございます。それについて、どのように進めていったら

いいかというようなお話をお聞かせいただけないでしょうか。 

伴委員  イメージしましたものについて、簡単に言いますと、今、少なく

とも表に出ていない高齢者が多いので、じゃあコミュニティ活動を

しなさいとか、いろいろなサロンとかそういうところへ出てきなさ

いと言っても出てこない人が多いのです。かといって、働いてもい

ない。そうすると、何ができるかというと、意見を言うか、金を出

すかということになります。 

そこのところを非常にシンプルに考えて、白井市が、若い人でも
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お年寄りでも構わないのですが、何をやりたいというのをいろいろ

出していただいた、それに賛成する方は寄附をしてください。とい

う考え方です。 

私はいわゆる、投資ではないと思うのですね。投資行動というの

は、経済活動になってしまうので見返りが必要なのですが、投資で

はなくて寄附でやったらどうかと。 

当然、それに対しては金を出すのだから文句を言うということに

なるので、それは例えば、文句や意見なら、全部開けた論議で、ど

のアイデアにどのぐらいを出すということを決めていくように、そ

ういうことで活動について、手を挙げる人と、お金を出すというこ

とに手を挙げる人、両方募る会ができないだろうかと考えています。 

坂野会長  その設置主体、つくられる方はどなたということなのですか、市

ということですか。 

伴委員  当然、市民がやらなければいけないでしょうね。行政の指導では

ない。 

坂野会長  わかりました。ありがとうございます。ということは、行政がや

るべきことというのは、具体的にはどんなことになるのですか。 

伴委員  その仕組みをどれぐらい市民の中で構築して、それをどのように

市民に徹底していくかというのは、行政の力をかりないとできない

かなと。 

坂野会長  わかりました。私を飛ばしまして、次に書かれていらっしゃるの

は副会長ですね、お願いします。 

宗和副会長  市民が公共性のあるというか、そういう公共に何らかかかわって

いくという考え方です。伴委員が、今、おっしゃったように、実際

に自分がそこにボランティアとして活動することもあれば、お金と

いう形でかかわることもあればという形で、いろいろな、言い方悪

いかもしれないですけれども、受け口というか受け皿があるという

のは、それはそれで少しずつ作っていったら良いのだろうなと思う

のですけれども、市民がそこに、自分もかかわりたい、加わりたい

というモチベーションがどこにあるのかというのをあらかじめち

ゃんと整理をしないと、恐らく、この制度を作っても機能はしない

のではないかなというふうに思います。 

おっしゃるように投資ではないので、金銭的なリターンではない

部分で、モチベーションをどうするのかということなのですが、今、

九州で災害が起こっていますけれども、そこにボランティアに行っ

ている方は、恐らく 1秒でも早くそこにたどり着きたいと思って行

っている方が多いのではないかなと思います。当然、見返りはない

のに、もしかしたらけがをするかもしれないのに、ボランティアを

されるわけですから、そこのモチベーションがどこにあるのか。 
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私が好きなワインでは、あるワイナリーは、自分で 5万円位を払

うと、畳 1畳分ぐらいの土地が借りられて、自分で栽培して自分で

ワインをつくれるのですけれども、普通の人から見ると、そんなも

のに 5万円もなぜ出すのと、買ってきたほうが安いではないのと思

うのだけれども、あっという間に埋まるのですよね。 

だから、そういう、その人にしかわからないようなモチベーショ

ンがあるのだと思うのですけれども、そのモチベーションをちゃん

と考えないと、仕組みとして成り立たないですよね。 

それができれば、一つの大切な、市民が公にかかわっていく受け

皿にはなると思うのですけれども。 

坂野会長  ありがとうございます。お二方、これに私も含めてなのですが、

まさにコミュニティファンドという話を意見として出しておりま

した。私が発言すると集約されてしまうので、これについてほかの

委員の皆様は、何かご意見等ございますか。片桐委員、何かありま

すか。 

片桐委員  ファンドといっていまして、そうすると、何のためのファンドな

のかなお聞きしたいのです。かつて、昔は、土地改良区というファ

ンドがあったのですけれども、これは生産共同体であって、農地な

り土地を改良するという明確な目的があった。このファンドは特定

の、いわば行政目的とか、公益目的を掲げなければファンドになら

ないですよね。だからファンドではなくて、コミュニティファンド

というのは、コミュニティとは何をやるのかと、それをまずはっき

りしないとファンドとして意味がなくなっていくのではないかと

いう気がする。 

土地改良区として、土地改良をやるならそれでいいのだけれども、

あるいは地域の祭りをみんなでやるのだとなると、その担い手が問

題なのだと思うのだけれども、それはいいですよ。だけれどもそう

いう目的があって、ただファンド、コミュニティファンドと言った

って、余りにも漠然とし過ぎて、何をやりたいのかわからないよう

な気がするのです。 

坂野会長  ありがとうございます。山本委員、いかがですか。 

山本委員  その具体性がモチベーションなのではないのですか。だからその

ファンドつくって、じゃあ、何のためのファンド、お金のない人は

出さない、ある人は出す、でもそれが何に使われるかもわからなか

ったら何のために出すかということだと思います。 

結局、先ほど宗和副会長がおっしゃったように、見返りがなかろ

うが、自分が怪我をしようが、人助けのために一刻も早くたどり着

きたいと思うという、自分をかき立てる気持ちがあるように、幾ら

でもお金をあるだけの、自分の私利私欲のためにため込んでおくと
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かではなく、市に投げ出そうではないかという気持ちにさせるその

モチベーションというのが具体性なのだけれども、その具体性とい

うのが、例えば、お祭りをやるよと言って、じゃあ、祭りが好きだ

からって祭りをやりたい人だけが出すとか、じゃあ自分は祭りには

興味がないから出さないとか、じゃあ自分は道路を直してほしいか

ら出すけれども、道路は別にうちは近所困ってないから出さないと

かではなくて、何かもっと具体的な内容の項目は必要だけれども、

漠然と、行き着くところは、要は、自分たち、住んでいる人たちが

その市を誇りに思えるようなまち、自分の暮らしも豊かになるし、

ほかの市とかほかのまちと比べて、白井市すごく知名度が低いとさ

っきもお話言っていたので、けれども、白井市はすごくいい、住み

やすいまちらしいよとか、行政はすごく市民のためにいいし、市民

たちもそこですごく幸せに暮らしているよということで世の中に

有名になれるような、それを、家族を大切にするみたいに、家族愛

を一つ広げて市を愛するみたいになれていると、それが自分のモチ

ベーションになれば、具体的にお祭りが嫌いな人も、ああ、お祭り

やりたい人たちにいいお祭りさせてあげて協力したいよと言って

出せるみたいなところにつながるようなことになれば、ファンドも

ありかな、成立するかなと思っています。 

まずは、そこへの持っていき方が大事かなと思うのですけれども、

ファンドとか基金とかそういうものを設立するという案は、根底に

そういう気持ちがあれば、ただ出資する、お金はお金でしかないと

かではなくて、その根底に、気持ちがこもって、良くなるという仕

組みみたいなことは賛成です。 

坂野会長  本松委員、いかがですか。 

本松委員  私自身は、ファンドを思いつかなかったのですけれども、本当に

いろいろお話を聞いてみて、片桐委員とか山本委員おっしゃったよ

うに、私もちゃんとした目的があったら、世の中にクラウドファン

ディングでいろいろな分野の方がみんなやっているとは思うので

すけれども、それと同じように、何か大きなものを一つ決めなくて

もいろいろなカテゴリーで分野をつくって投資をかけるとかした

ら、その人に合ったファンドが見つかるというのはあると思います。 

でも、それをするためには、知ってもらわないといけないという部

分はもちろんあるので、そこの部分は、市役所の行政の方に伺って、

どういうふうに広めるのかというのはまた話し合う必要があると

思うのですけれども、私自身もファンドはおもしろいなと思ってい

ます。 

坂野会長  岩井委員、いかがですか。 

岩井委員  多分これは、何らかの形で共有の場づくりだと思うのですよね。



- 16 - 

 

これはお金の面から言っていますけれども、その目的は、基金です

から、もちろん最終的には何のために使うかというのは一番重要だ

と思うのですよね。 

いわゆる一般に行われている寄附行為や何かもそうですし、そこ

は何のために使われたかというのは絶対重要になるところなので

すよ。 

でも、僕がお話を聞いている限りにおいて、これを目指すという

のは、多分、白井市における「みんなで」という共有の、ある意味、

場ではないかなと思うのですよね。 

その昔、場づくりで言うと、高知市か何かが、市役所にみんなが

ふだん集まっている場所をつくったなんていう事例があったと思

うのですよね。 

これは本当に具体的な場所だったのですけれども、市民が提案し

てきて、それに関して、ＮＰＯだったかな、市民活動団体が 1フロ

アを市役所が借りていて、そこにいろいろな情報を、いろいろな団

体が来たりする場所をつくるという取り組みをしました。 

このような形を基金として白井市の全体での共有の場として実

施するとなると、その目的というものを誰が決めていくのかという

ところがすごく難しくて、それを、じゃあどうやって使っていいか

どうかというのを判断するとか、そうしたことは、これは更に難し

くなると思います。 

坂野会長  ありがとうございます。実は、私も、奇遇ですが、真っ先に、さ

っきここに書いていたのは、場の創設と目的の明確化ということを

書いてございまして、たまたまかもしれませんが、岩井委員と全く

同じように思っておりました。 

私、共同ファンドという話を前回もお話をしました。前回は、本

松委員、あと片桐委員もおられませんでしたが、白井では、市民団

が独立した意識を持っているためなのか、実はふるさと納税含めて、

中間支援として、市民活動を支援することを支援する市民の動きが

弱いというので私は引いたわけでございまして、私はここではあえ

てお話をしませんでした。一応、その点はご了解ください。 

今のお話だと、私のほうでまとめさせていただきますと、恐らく

伴委員と宗和副会長のご意見でしたが、まだ時期が尚早かなという

感じがいたします。 

というのは、まず、こういった基金、あるいはファンドをつくる

ときの目的も含めまして、定義の明確化ということを、まだされて

いないと。そういう意味では、ここに具体的に 30 年度、31 年度、

32 年度から即始めるには厳しいものがあるのではないかなという

ふうに私は考えております。 
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 事務局のほうに、実現可能性ということでお話をお伺いしたいの

ですが、市側としてはいかがですか。現実問題、そういった意向、

あるいは構想などございましたら、ないならないで結構です。お願

いいたします。 

事務局（元田）  先ほどからの皆さんの議論の中では、基金は、市民の中で回しま

すよという話がありました。 

白井市は比較的市民活動自体は盛んだと思いますし、ＮＰＯ法人

も 21 団体もあります。ＮＰＯの中には会員が 100 人を超える団体

もあるので、ＮＰＯ自体は、活動自体は盛んなのですけれども、今

その、基金の担い手になれるような団体、つまり、ほかの団体を支

援しようというＮＰＯ法人、いわゆる中間支援の担い手として寄付

を集めるなど活発に活動している団体はいない状態ですので、現状

では、担い手を、市民の中でつくることというのはなかなか難しい

のかなというふうには思っています。 

また、本日は議論には、出なかったのですけれども、前回の議論

では、市がファンドをつくるという話もありましたが、今回、参考

資料にも書かせていただいたのですが、白井市は「まちづくり寄附

金条例」という条例をつくっております。 

これは、ふるさと納税などの市への寄附について、どういう使い

道に使いますかというのを寄付者が指定することができる制度な

のですが、今までやってきた中で、市が市民活動を支援するために

お金を使ってほしいというのは 0.3％ぐらいしかないという状況な

ので、市に対しての役割としては望んでいない、市民同士の連携と

いうのはひょっとしたら望んでいるかもしれないけれども、そこに

ついては、全くうちのほうでは把握もできてないという状況が現状

になります。 

市がファンドをつくるというのは、時期尚早というか、3 年間の

中でやるというのは、なかなか現実的には難しいのかなとは感じて

います。 

坂野会長  ありがとうございます。なお、市民参加ということに関しまして

は、事務局で、参考資料ということでつくってくださっていますが、

市民参加条例、これは平成 16 年に千葉県で初めて誕生している条

例でございます。白井の誇りと言ってもいいような条例でございま

す。さすが白井は、かつては町政、町の時代からさまざまなことを

やってきましたが、白井というのは非常に先進的なこともやってい

るということで、市民の方にとっては誇りに思われてもいいような

話かなと思います。 

ただ、残念ながら、今、事務局のほうからお話が出ましたが、恐

らく伴委員がおっしゃっていたようなことをとりまとめてもらえ
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るような市民団体、中間支援団体あるいは中間支援のＮＰＯなどが

ないという現状で、そういう意味では、ますます市民参加を推進し

て、そういったものが育っていただかなければいけないということ

になるかと思います。 

宗和副会長、先ほどの話だと、多分そういう同様な趣旨になって

しまいますよね。 

宗和副会長  コミュニティファンドというのが、一つのアイデアとしてはいい

のだと思うのだけれども、あくまでもファンドをつくるというのは

一つ手段であるので、ファンドをつくる、つくらないだけの議論で

はないような気はするのですよね。 

確かに、担い手の問題もそうだし、そこにお金は出すし、そこに

自分の考えも反映できるような、まさに市民参加とか、市民協働と

かというようなものを合わせて議論しないと、ファンドをつくるか

つくらないかだけの議論をしても余り建設的ではないかなという

気はします。 

坂野会長  ありがとうございます。ここは一応、我々のほうからは、ぜひ市

民参加のほうに頑張っていただいて、その上でこの基金を創設する

ような雰囲気を醸成していくということでまとめていきたいと思

いますが、いかがでしょうか、よろしいですか。 

ということで、これは 30年、31年、32年というスケジュールに

落とし込むのは厳しいということで、次回に機会があればやってい

ただきたいということです。 

次にいきたいと思いますが、次は 2ページ、チャリティー空間の

設置です。こちらの話が前回出ていたのですが、これは本松委員の

提案なのですね。説明をお願いします。 

本松委員  前回、欠席してしまって、この文面だけで情報が足りなかったと

思うのですけれども、チャリティーショップというのは、身近に余

りないのですけれども、海外では結構盛んに行われていて、特にイ

ギリスでは、ちゃんと大もとの母体があって、それのためのチャリ

ティーショップというのがあって、ここに売り上げは運営団体に当

てると書いてあるのですけれども、運営だけでなくて、もちろん運

営プラスちゃんと目的のために使うということで、例えば、国がや

っているチャリティーショップですと、心臓疾患の、心臓が悪い方

たちのためのチャリティーショップであったり、動物愛護団体であ

ったり、国がやっているものだったりということで、チャリティー

ショップをするのであれば、どういったカテゴリーにするかという

のをまず決めなければいけないと思っています。 

あと、このチャリティーショップは、市民のコミュニケーション、

コミュニティの場にもなると考えていて、フリーマーケットなど定
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期的に、ふだんはやっていないけれどもたまにやっているというの

ではなくて、基本常設という形なので、そこでまた新しいコミュニ

ティとか、そういうコミュニケーションの場にもなり得るのかなと

いうふうに考えています。 

基本的に、その商品というのは、市民が持ち寄ったもの、基本的

にフリーマーケットと同じスタイルで、古着や小物、あるいは家具

などを無償でそのお店に提供するという形です。なので、お店側は

お金を払って商品を仕入れるということは基本的にはしないとい

う形です。 

坂野会長  ありがとうございます。恐らく日本ではリサイクルというところ

が非常に強いというふうに思います。今のお話だと、チャリティー

といった場合には、もちろんリサイクルというのもあるのですが、

チャリティーというと海外ではお金のチャリティーというのも当

然あるわけで、このリサイクルということに関しましては、恐らく

一度、事務局にお尋ねをしたいのですが、例えば、私の知っている

市では、大きな市でありますと、まず一つは。市の社会福祉協議会

というのがそういったリサイクルのチャリティーのような、あるい

はマーケットと言っていると思うのですが、リサイクルのマーケッ

トというのをやっているケースがあると思うのですね。多分、市で

も、市や社会福祉協議会、社協と略しているのですけれども、社協

が主催することや、大きな自治体であれば、地区ごとに地区社協と

いうのがございまして、地区の社協も同じようなことをやっている

ということがございます。そういうものと、恐らく本松委員の話は

かぶるのではないのかなというふうに思うのですが、事務局に尋ね

てみましょう、いかがですか。 

事務局（元田）  今、やっているかということですか。 

坂野会長  はい。 

事務局（元田）  そうですね、フリーマーケットについてですが、ごみゼロ運動を

白井市の場合春と秋の 2回やっていて、そのときに市が主催のフリ

ーマーケットを市役所駐車場でやっているのですけれども、それ自

体は、あくまでもリサイクルの推進という話なので、おっしゃった

ようなチャリティーという目的があるわけではなくて、あくまでも

リサイクルをしましょうという観点から実施しています。 

社協、地区社協はおっしゃられたとおり、白井市にもいずれもあ

ります。市社協は、ふるさと祭りのときにフリーマーケットを開催

しており、それぞれ小学校区ごとに地区社協というものがありまし

て、その団体も駅前などで歳末助け合い運動の中でやっている時期

があります。 

ただ、それはどちらかというと、運営主体は福祉団体ですが、チ
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ャリティーというよりも自分たちの活動資金を稼ぐという側面も

ひょっとしたら、近いのかなと感じています。こちらは、内容とし

てはリサイクルというよりも、活動資金の獲得という趣旨のフリー

マーケットですね。 

フリーマーケット自体は、市などがやっていますけれども、本松

委員の考えられているようなアイデアのものは、白井市としては、

現在やっていないのかなと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。本松委員の考え方を否定しているわけで

はなくて、これは非常にいいと思います。チャリティー空間の設置

というのは、先ほど岩井委員も私も考えていたように、場の設置と

いう点では非常にいい話だと思うのです。岩井委員、そうですよね。

ぜひ何かご発言いただけますか。 

岩井委員  例えば、ですけれども、資源でリサイクルというと、学校の制服

や何かが実はいいのですよね。公立の幼稚園とか。幼稚園とかに入

るときには、恐らく卒園すると、知り合いはもらえるのですよね。

使い捨てではないものをどこか 1カ所で集めてやるというと、すご

く市の中での還元にはなると思いますね。 

それこそ、今、問題になっているのは、学校の制服が公立でも高

いと言われるのですよね。ですので、そういうのを 1カ所で集めて、

この日であるならばどれだけ、中学校や何かとかの制服とか、幼稚

園児は、サイズがどんどん大きくなるわけで、それは多分リサイク

ル、そういった場というのはどこかにあるとか、それは定期的に市

が、それこそ制服ですと 2 月、3 月とかになるわけですよね。この

時期にはこれとか、そういう場としてはおもしろいアイデアではな

いかなと私は、何らかの期間、定期というか、場があることは、僕

はいいような気がします。 

坂野会長  ありがとうございます。副会長、いかがでしょうか。 

宗和副会長  そうですね、こういうアイデアというか、そういう場があるとい

うことは私もいいことだと思うのですけれども、わかりやすくする

ために乱暴な整理をさせてください。先ほど、事務局が言ったみた

いに、活動資金を稼ぐためのものという考え方が 1番、もうこれは

着なくなったから捨てるよりはもったいないので、そこにリサイク

ルで出しましょうという考え方が 2 番、そして、3 番は、例えば福

祉の目的で、高齢者福祉とか障害者の福祉のための何かそういうも

のを持ち合うことによって、福祉でいろいろ困られている方が一つ

の交流の場ができて、そこでいろいろなアイデアがあったり、助け

合いということが生まれるかもしれないというような、あくまでも

そこでものが出てくるというのは、行為としてはあるのだけれども、

目的はそこにあるのではなくて、同じ社会の問題を抱える人が交流
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をする場としてあるという 3番目。そのどれを目指すのかというの

は考えないと、そういう空間ができることはいいとは思うのですけ

れども、その辺は、市の考えとしても、どういうところを目指して

いるのかなという。 

事務局（元田）  今の話で言えば、本松委員さん目指しているのは多分 3の部分な

のですよね。 

本松委員  はい。 

事務局（元田）  ですよね。済みません、私の言い方が悪かったのかもしれません

が、市では、現在 1 と 2 はやっているのだけれども、3 はやってい

ないからだめだよという意味ではなくて、3 であれば、市が今やっ

ていないので、提案としては当然乗りますねという意味でお話をさ

せていただいたのです。 

それについては、今回の趣旨というのは、リサイクルであっても

活動資金の獲得でもなくて、この目的というのは、地域の資源の循

環ということから考えると 3の内容を目指しているものです。市と

して、リサイクルを推進しようという話の流れではないので、3 の

ところで福祉の目的とかそういうところで、資源が循環できればい

いというふうに考えています。 

宗和副会長  そうすると、難しくなると思うのですよね。1番、2番とあって、

3 番あって、3 番が一番難しいと思うのですけれども、単にリサイ

クル品を持ち寄って、そういう場があるだけで、3 番の場合に目的

が達成できるのかというのを考えないといけないかなという気が

します。 

坂野会長  今の議論が出てきましたが、伴委員、いかがですか。 

伴委員  今の意見は、さっきのものと問題が同じなのですが、何か具体的

なモデルというか、具体的なものを一つずつ進めていかないと、何

が問題なのかというのが実はつかみ切れない。先生が言われるよう

に、どの目的でやるというよりは、これ絶対やりたいよねというの

がないと。多分、それにいろいろな要素がわかってくるのかな。 

先ほど、岩井先生がおっしゃったように、制服のリサイクルとい

うのは、時期も、目的も、対象も、ある程度限られれば、その人た

ちに宣伝することによって循環していくということが一つあるの

で、それをまずやってみて何が問題かというところが実は次の展開

に生きてくる。今、ここでフレームだけ考えても、どうしようもそ

の先へ進まないような気がしています。 

先ほど言われたような、そういう市の提供しているリサイクルと

いうのと違うと思うのですよね。そういうフレームをまずつくるた

めに何かを一つやってみて、そのフレームを活用して、その次、そ

の次という展開していくという考え方をきちんとして始めればで
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きるかなという感じです。 

坂野会長  そのことで、宗和副会長、今、ご発言をされようとされていまし

たが。 

宗和副会長  もう子供が卒業するのだから要らなくなったし、まだ全然使える

から制服をそこへ持ち寄って、リサイクルとしてやるというのは、

恐らくやれなくはないかなという気はするのですよね。それを、さ

っき言ったみたいに単なるリサイクルの有効活用でとまるのでは

なくて、例えば、そこで子育てをされているお母さん方が交流でき

るようなことも考えてやれば、3 番目になるわけだし、比較的やり

やすい、スキームとして回りやすいところから始めて、それを単な

るリサイクルの活用だけではないところまで引き上げていくとい

うのは、現実的にはやり方としてあるかなという気がします。 

坂野会長  片桐委員、いかがですか。 

片桐委員  こういったところで、イメージ湧かないのですよ。リサイクルだ

ったらリサイクルの市場というか、フリーマーケットという感じだ

と思うのだけれども、そこでチャリティーをやると。あるいはそこ

で交流の場を設けるとなると、どうやってそれを運営するのかイメ

ージが非常に湧きづらい。 

例えばですけれども、事情があって、先月 1カ月間くらいアンダ

ルシアにいましたが、そこでは大体のまちで定期的にのみ市を開催

するらしいです。恐らく出品、出店料ということで、市のほうにも、

このようにやりますから、市のほうに売り上げの何％とか、あるい

は一定額で募るだと思うのですけれども、それはもうリサイクルシ

ョップですよね。 

そうすると、市のほうに一定額が入ってくるので、もちろん収入

もありますけれども、それを市は何に使うかというのは知りません

けれども、それとリサイクルというのは、結果的には組み合わされ

るのだけれども、交流の場だと言ったら全くイメージがなかったで

すね。別な方法が必要なのだという気がするのですが、これは本松

委員に聞きたいのですけれども、どうやってこれをこういうふうに

するかがイメージ湧かないです。 

坂野会長  済みません、お願いします。 

本松委員  フリーマーケットだと、いつもではないので、そのときだけ、例

えば月に 1回だったら月に 1回しか市民は集まらないのですけれど

も、チャリティーショップというのは基本的に常に常設と私は考え

ていました。 

常設として、これ使えるけれども、もう要らないとなったときに、

じゃあ寄附をしようというふうに市民がそういう習慣になってく

れれば、人もどんどん集まると思うのです。そういう人がふえれば
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ふえるほど、また、よく顔合わせる人たちもふえてくるであろうし、

それこそさっきおっしゃっていた制服であると、その時期になれば

新しい新入生のお子さんを持つ親御さんなんかがたくさん集まる

ということで、そういった場合は、同じような目的を持った方が集

まることができるのではないかなというふうに思っています。 

片桐委員  制服に関して言えば、年に 1回、新学期のときに、恐らくたくさ

んのそういう応募があると思うから、それが済めば、もう用はない

という気がしますし、それからチャリティーショップのような場合

ですと、例えば、それを定期的にやる、毎週土曜日にやるとか、毎

週日曜日にやるとしたって同じことだと思うのですよね。 

そういう人は大体日曜日に、そこに行けば誰かがいるということ

だと思うのですけれども、僕はスペインに見た限りでは、単に商売

ですよ。本当に一定額の資金をおさめて、あとはそこで露店を開い

て、買う人がやってくる、売る人は大体決まっているのですけれど

も、そこで古い陶器を買ったり、食器を買ったり、あるいは衣服を

買ったりということで、完全にもうビジネスになってしまっている。

だからもし、ショップをやるとしたら。 

本松委員  私は、実際に、イギリスのチャリティーショップでボランティア

していて、そういった市民の方々と交流してわかったのですけれど

も、もうそういう習慣があるみたいで、本当にお店だったので、露

店とかとは違うかなというふうに感じはします。 

片桐委員  済みません、全くイメージ湧かなくて、そういうことで意見出し

としてください。 

本松委員  なかなか皆さんにわかりづらい部分があってごめんなさい。 

伴委員  それは常設のお店なのですか。 

本松委員  はい、お店です。 

伴委員  持ち込むほうも、買いに来るほうも、いつでもフリー。 

本松委員  いつでもフリー。 

宗和副会長  イメージで本当に聞き直してもらったらいいのですけれども、確

かに先ほど三つに分類しましたけれども、3番を目指すのであれば、

常設になるかなという気はしますよね。というか、日銭でも稼ごう

というのなら捨てずに持っておいて、来月フリーマーケットがある

みたいだから、そのとき出そうかというのはあるけれども、そこが

一つの、同じような課題を抱えている人が交流の場みたいなことを

目指すのだったら、確かに年に 1回とか半年に 1回ではなくて、年

がら年中かどうかわかりませんけれども、常設のほう側になってく

るかなという気はします。 

坂野会長  山本委員、何かありますか。 

山本委員  リサイクルとチャリティーは、違いますよね。 
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坂野会長  違いますね。 

山本委員  そのリサイクルもチャリティーの手段という話ですよね。 

坂野会長  そうですね。 

山本委員  そうすると、リサイクルというかバザーみたいな、持ち寄って出

して、好きなものがあれば買っても、売買が成り立っても成り立た

なくても、そこに福祉につながるような助け合いが生まれれば、そ

ういう人の交流になるという話で、そこの、集まる場所、人が来る

ために一つの手段として不用品を持っていくと人のためにもなる

し、手放す人も、買う人もどちらにも有益になる、役に立つ。なお

かつそれ以外の、不随して情報交換もでき、助け合いにもつながる

みたいになって、そこを利用する人がフリーマーケットで物を買う

みたいな意識ではなくて、物を求めてくるのではなく、物を通じて

仲間に会いに来るではないけれども、そこはチャリティーの場なの

だということが、認識が成り立った上でのショップでも、場所でも、

部屋でも、何かができればいいのかなというふうに思うのですが、

伝わりますか。 

坂野会長  はい、わかりました。 

せっかく本松委員も出していただいたのですけれども、まだ厳し

いかなというような感じはありますね。 

山本委員  もし常設するとしたら、その場所というか部屋とか、お店なら店

舗とかをどこからどう提供するのかとか、店員というか、そこに勤

めるスタッフみたいなのもどこから出るかということも考えてい

かなければいけない。それを民間でやるのか、また行政でやるのか、

何かの団体でやるのかというのも課題になるかなとは思います。 

坂野会長  実は、私のチャリティーという考え方なのですけれども、チャリ

ティーというのは、基本的にはこういうリサイクル、これはあくま

でも手段でありまして、チャリティーというので一番有名なのは、

第二次世界大戦以降は日赤、赤い羽根とか、そういうものが日本で

はメインではないかなというふうに思うのですね。だからクラウド

ファンディングも、そういう意味ではこのチャリティー空間の設置

の中に入りますので、検討してもよいかなというふうに思ったので

すが、リサイクルの手法がメインになってくると、なかなか厳しい

部分は出てくるような気がしました。 

先ほど、副会長がおっしゃったように、これは常設だというお話

で、私の卑近な例を出しますと、私、一昨年シアトルというところ

に住んでいまして、シアトルではまさに同じようなことをグッドウ

ィルという、そういうＮＰＯがやって、バザーで集めた物を売ると、

売ったお金で路上生活者の人たちの困窮のために資するという、そ

ういうことをやっていました。そういうイメージを私は持っていた
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のですけれども、ただ、先ほどから伴委員、片桐委員がおっしゃっ

ておられたように、なかなか山本委員がおっしゃった物を通してチ

ャリティーというものを考えるということが、もしかしたら日本で

はまだ確立していないところがあるのではないかなという話を考

えるのですが、岩井委員、そこはどうですかね。 

岩井委員  常設というところが難しいと思うのですよね。副会長がおっしゃ

ったように、それで人を集める、あるいは何らかの具体的な、子供

なら子供とか、古着の子供だけの店とかアメリカなんかであります

よね。そこには、子育て世代の人たちは来るわけですよねと。だか

らそういう、何らかの具体的なもので常設にするならばやる具体化

がより必要だと思います。大まかな話で何でもかんでもとやると、

申し訳ないですけれども、それだったらメルカリを使ったほうが楽

なのですよね。それこそネットでやってしまったほうが楽だと思う

人のほうが多いと思うのです。なぜそこに来る、来させるだけのも

のがないとだめだと思うのですよね。その仕掛けがあるのであるな

らばいいかもしれないですけれども、来るだけの、それこそ対価で

はないですけれども、それがそこにあればということになるかと思

いますね。 

坂野会長  あえて本松委員の言っているお話の考えに近いのは、福祉の家と

いうのが幾つかの自治体でありまして、あるいは福祉の店というの

があります。高齢者がつくったり、あるいはお子さんがつくったも

のを販売して供するというのがあります。白井市あるいは千葉県あ

たりでそういったことはされていませんか。 

事務局（笠井）  聞かないです。福祉センターに福祉作業所の方々が作成した物を

販売しています。 

事務局（元田）  福祉センターの中に、就労継続支援Ｂ型事業所の人がつくったも

のを置いていていたりはします。ただ、作成するものが限定されて

おり、市民向けという感じではないのと、あと保健福祉センターも

喫茶店としてあります。 

事務局（笠井）  保健福祉センターには、そういうものを置いていますし、その運

営もその関係者が運営している、そういう状況ですね。 

坂野会長  という状況で、私の祖母も、あるいは身体障害者の人たちもつく

ったものを売っているというお店は幾つかの自治体で、実際、私の

故郷でうちの祖母がやっていたのでよく知っているのですが、そう

いうのがありました。そういうことであれば可能性が出ると思うの

ですが、本松委員、いかがですか。 

本松委員  専門知識がないまま提案してしまいました。 

坂野会長  いやいや、いいのです。いいのです。それは全然問題ないです。

どんどん新しい意見を言っていただいたほうがいいと思うので、だ
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から、全然そんなに心配されることはないと思いますが、現状とし

ては、30 年度、31 年度とやっていくとなると、なかなか厳しいで

すね。 

宗和福会長  市の考え次第だと思います。 

坂野会長  もし、やられるのであれば、まず調査、研究ということですね。 

宗和副会長  来年度とか再来年度ぐらい、ぱっとお店ができるというようなこ

とはないと思うのだけれども、きょう、この場でイエス、ノーとい

うわけではないと思いますので、今すぐ回答をいただかなくてもい

いですけれども、ご検討いただければと思います。 

片桐委員  ただ、実際は運営するとなれば、実際に僕の町内会、町内の中に

あるのですけれども、福祉作業施設が、植木屋なのですけれども、

施設の中の空間を利用して、植木を個人的に毎日毎日売っているの

です。そこに例えば、チャリティーのちょっと不用品を扱うという

ことは、実験としては十分可能ということですね。 

モデル的なものを選んで、そこで今売っているもの以外を扱うと

いうのは、もしろい試みだと思いますね。 

新しいショップを設けるために、引き続いてやりますけれども、

既存の施設を利用して少し拡大してやるというのは、考えてもいい

のではないですか。 

事務局（笠井）  今、話を聞いていて、今やっているところにそういうことを行う

ことで、付加価値を与えるとか、そういうことは可能だと思います。

その中でどのぐらい需要供給があるのかということについて、検討

するということはできないことではないと思うのですよ。ただ、す

ぐ、公共施設の空間をこれに当てるということは、今の中では厳し

いですね。 

坂野会長  そういうことで、本松委員、全然心配要らないと思います。シア

トルでもど真ん中でそういうお店やっていますし、私の故郷でもダ

イワというデパートの中にありますから、ですから、そういう点で

は、全然そんな気にされることはないと思います。 

本松委員  ありがとうございます。 

坂野会長  ぜひ、今、片桐委員おっしゃっていただいたようなお話で、私か

ら提案をさせていただくならば、既存のそういったことをされてい

るところがまずあるかということが 1点。 

2 点目としては、実際に、市がそれをもう少してこ入れして、片

桐委員が、言っていたように、もう少し大きくしていただけるかと

いうこと、それと先ほど総務部長がおっしゃっていただいたように、

どれぐらいそれを市がやっていただけるかという内容で精査して

いただければというふうに思いますので、その期間としては 1年も

要らない、1 年ぐらいですかね、でやっていただければと思います
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が。 

事務局（笠井）  そうですね、モデル的に実験をしてみて、うまく変わったらまた

考えないといけませんね。 

坂野会長  そうですよね。ということでお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。では、次にいきたいと思います。 

次は、情報の共有化徹底と可視化ということなのですが、これに

関しましては、専門家である岩井委員のお話を伺いたいと思います。

よろしいですか。 

岩井委員  この可視化については、前回、お話したところはあるわけですけ

れども、広報やＩＣＴを活用した情報提供ということで前回からの

間にいろいろ調べていただいたところなのですけれども、お調べい

ただいたように、広報紙による情報入手の方法が多いということの

ようですよね。となってくると、先ほどのホームページとかという

ところなのかというところを一つ、もう一度考え直したほうがいい

のではないかな、もちろんあったほうがいいのですけれどもという

ところなのですけれども。 

調べていただいたところによると、「広報しろい」というのが非

常に多いというところであるならば、その配布の仕方とか、あるい

は置いている場所とかなどなどというところも検討していく必要

性はあり、そこで情報通信技術というものを活用というのを具体的

にどのように考えていくかというのは、非常に難しいところではな

いかなというふうに僕は思います。 

坂野会長  そのあたりで、藤井委員も意見を幾つか出されていたのですが、

今回、諸事情によってご欠席ということなので、皆様と一緒に 3ペ

ージ、4 ページですかね、そういったところも含めて見ていきたい

と思います。 

最初に、情報提供の戦略の策定と実施ということで、現状はこち

らに書いてありますので、今後どのようにしていくかと。これはま

さに岩井委員がおっしゃってくださった話プラス、こちらは副会長

のご意見などが入っていますね。私の意見もちょっと入っているよ

うですが、副会長いかがですか。 

宗和副会長  私、まさに今、議事録を見て、どういう発言をしたかなというの

を思い出そうとしていたのですけれども、恐らく手法を、今までは

そういう紙媒体だけだったのだろうけれども、恐らく電子も使って、

恐らく手法としていろいろ広げていくというようなやり方をいろ

いろ複数化していくのは大事なのだろうと思うのです。 

その情報がどれぐらい重要な情報なのかとか、その情報が一体誰

にまず伝えたいのかというような、そういうことが整理されている

のかなということは少し気になったのです。今しゃべりながら思い
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出したけれども、前回、広報に戦略性がないのではないかという発

言を確かしたのですね。単に情報を広報に載せる何か電子媒体載せ

るという、そうではなくて、この情報は極めて重要性が高いとか、

この情報は単なるインフォメーションだよとか、この情報はこうい

う人には絶対知っておいてほしい、こういう人は関心なかったらい

いよとかという、そういう整理がちゃんと、こうしたいというのが

あるのかなという、それがあってこそ、どういう媒体を使うかとい

う話だと思うのですけれども。 

そういう戦略性があったら、広報に載せましたから。みたいな、

そういうレベルで終わっていたらだめだろうと思うし、絶対伝えな

いといけない情報、人に伝えない情報というのがあるのではないか。 

事務局（元田）  先ほどおっしゃられたとおりですね、前回の議論の中では、そも

そも戦略性がないよねという話なので、今回、位置付けとして、そ

れを踏まえてまず戦略をつくらないといけないのだという部分で、

今回、戦略を作るという取り組みとしています。 

今回の 3ページ、4ページ、そして内容は違いますが、5ページに

関係しているのですが、ターゲットを絞るというお話が岩井委員か

らお話があって、その究極的なものということで、山本委員から子

ども広報とかというのがいいのではないかという話がありました

よね。 

そういうような話があって、それと同じように戦略性については、

5 ページに関しては完全に目的が違っているのですけれども、手法

の部分というような形になって議論があったので、今回、まずは戦

略なのかなということで、今回こういうふうに記述を見直したもの

です。 

坂野会長  そうですね、3番と 4番とあり、基本的には戦略の問題ですよね。 

事務局（元田）  戦略の中での一つの手法として、ターゲットを絞った情報を伝え

るという、「伝わる」という考え方のお話しでした。 

事務局（岡田）  今の広報のお話なのですけれども、市の現状というところですけ

れども、私どもの市の広報は月に 2 回発行しているのですけれど、

前半に市の行政情報を載せており、紙面の後半になってくると、い

ろいろと市民の皆さんが関係してくるような講座であるとか、イベ

ントとかそういったようなお知らせものをしているという構成に

なっています。以前は、必ずトップページ、それから二、三ページ

ぐらいのところには見開きを使って、市民の皆さんにいろいろと考

えてもらうための特集の記事をつくったりとか、企画をしたような

記事をつくるというのが基本でやっていたのですけれども、そこが

予算の都合もあったりで大分削られてしまって、現状のような形に

なってきているというのが実際のところだと思います。 
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当課では、広報の戦略ということでは、子供を対象にした広報と

いうのは結構どこでもつくっていると思うのですけれども、そうい

ったようなところが白井市ではないねとか、そのような話はしてい

るところでして、やはりそういったところを、これからはもう少し

充実をさせていかないといけないのではないかなという気はして

います。 

坂野会長  ありがとうございます。まさに 4ページの子ども広報というもの

ですね。そうしますと、情報戦略がないということであれば、情報

戦略を立てていただくと言わざるを得ない話なのですよね。それに

関しましては、笠井部長どうですか。 

事務局（笠井）  今、岡田課長が言ったように、取材などを通じて市民は何に関心

があるのか、ということを踏まえて、紙面に持ってこなくてはいけ

ないのですよね。今の広報を見ていると、ほとんどが、行政がこう

いう計画をつくりましたので、見てくださいというだけだから、市

民にとっては余り関心がないかもしれないのですよね。だから、も

っと取材をしたり、特集を組んだり、そういうような戦略をもう一

度組みかえていくべきところがあるのではないかと思います。 

岩井委員  あとは、市民の方を入れて広報をつくるなどというところですね。 

事務局（笠井）  そうですね、編集員ですね。 

岩井委員  ただ、そこで難しくなるのが、市民の方は行政の素人であるとい

うところが昔から言われているところなのですよね。ですので、そ

れを根気よく、一緒になってつくれるかどうか。あとは、広報紙は

行政なのですけれども、タウン誌みたいな形で市がバックアップし

て、市民の方が取材や何かをして、その地区や何かというのは、あ

れは港区はやっていると思いますね。港区は、あそこは確か支所を

持っていますよね、赤坂支所と分かれているのですよね。そこで、

たしかタウン誌みたいなのをつくっているという事例がございま

すので、あるいは広報紙を一緒につくっていただくとかが良いと思

います。 

事務局（笠井）  組み合わせなのだろうと思います。 

伴委員  一つだけ提案していいですか。今、広報を配っている係なのです

けれども、極端に言うと、今、広報の後ろにお子様向けとか老人向

けとか、市民の会がいろいろあるではないですか。あれをぜひ一面

に持ってきてほしい。行政のほうは後ろから見てもいいから、後ろ

でいいですという。なぜかと言うと、配っていると、おばあちゃん

しか家にいないので、おばあちゃんに渡すわけですよ。そうすると

後ろを見るのですよ。前を見ないのです。 

事務局（笠井）  自分に関係するところしか見ないということですね。 
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伴委員  そうそう。自分に関係する、何かの楽しみやサークルとか、お子

様向けなどの掲載されている後ろを開けてみる。ここが絶対に最初

になくてはいけないのだなと思います。 

今の広報の作成のやり方で、同じ材料の中でも、行政の情報を 3

面ぐらい以降にして、内容を前後させてしまえば、全く違ってくる

と思うのですね。多分、それはつくり手と読み手の間にもうワンク

ッションン誰かがいて、それのほうがいいよと言わないとだめなの

かなという感じはするのです。 

岩井委員  そこがさっき言ったように、一緒につくるというところなのです

よね。市民の方が来て、入っていただいて、こういった意見がある

からこのつくり方を変えてという意見を、今みたいなのを入れてい

くと変わっていくと思うのですよ。 

伴委員  とりあえず、ちょっとやってみたらというのがある。そうすると

すごく批判が出てくるけれども、どっちのほうが読まれて、読みや

すいのかというものがあるので、無理かな。 

坂野会長  山本委員、どうぞ。 

山本委員  どちらから見ても表紙みたいになっていればいいのではないで

すか。 

坂野会長  そうですね、行政の広報はそうかもしれない。ここでは何とも言

えないですけれども。難しいですね。恐らく、片桐委員のおっしゃ

ったようなこと、結局提供しておしまいという話になっていますと、

なかなか見にくいという話を書かれていますし、恐らく皆さん共通

の見解ではないのかなというふうに思います。本松委員も多分そう

ですよね。 

本松委員  そうですね、余りじっくりは読まないです。 

坂野会長  そうですよね。これはご専門家の岩井先生、どのようにしたらい

いのですかね。 

岩井委員  そうなってくると、この問題というのは、本日の議題 1としても

ありましたが、5 のところの整理の仕方に関わってくると思うので

す。本日、最初にあったように情報をしっかりと整理して、行政組

織内の情報を共有していくときの整理の問題にこれはつながって

くる。 

先ほどお話したように、どうやって、誰のために整理していくの

かというところがポイントになってくると思うのですよね。今はそ

の整理の仕方によって、もし、ホームページや何かを使う年代であ

るならば、恐らくですけれども、マイホームページという形で自分

たちが欲しい情報が届くとか、そういったことができるような技術

はできると思うのです。 

ただ、ホームページを使えない方々、お年寄りや何かの方々のた
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め、あるいはそれ以外でも、市の調査で見る限りにおいては、やは

り紙媒体なのですよねと。そうなってくると紙媒体というものをど

うするかという、その年代や何かということになると、対象がどれ

だけ読んでいるかとか、その年代によって変えていかなければいけ

ない。その中で、先ほども言ったように、一緒になってつくってみ

る。 

あるいは京都市は、「広報を見てもらえないのであれば、もうめ

ちゃくちゃな広報紙をつくってやろう」ということで、すごく派手

な広報紙をつくったのですよ。目につくような形で、「何だ、これ

は」と、すごく批判はあったのですけれども、目につくとか、目に

つけるためだけなのか、あるいはそうしたところを市民の方々とつ

くっていく、そのためには、まずは情報の整理をしたほうがいいか

なという気はしますね。それによって、並べ方を変えてみるだとか、

それこそ住民の方々の世帯とかそういうのを、数によってそれは地

域によって違います。ただ、それをいっぱいつくるというのは、予

算の都合上、難しいと思うのですよね。 

ですので、先ほど言ったように、特集とか、ああいうのときには

特集をきちんとつくるとか、その年代とか、そのときにはもういつ

ものとは違ってみるとか、目新しくしてみるとか、そういった意見

は聞いてみて、つくってみるのもいいかなとは思います。でも、や

はり情報の整理は必要だと思います。 

坂野会長  恐らく、先ほどおっしゃったように、見やすいホームページとい

うことが、まさにそれとかかわっている話だと思うのですね。わか

りやすく書くというのはいろいろございまして、例えば、学生の目

線で書く、先ほど子ども広報という話が 4ページにありますが、そ

の話がございます。例えば、私の大学のキャンパスのある松戸では、

私のゼミ生と言ってしまっていいのかな、大学生が 3ページ、自分

たちで広報を作成したという、そういうこともございました。白井

でも大学生が広報をというようなことはないですかね。 

事務局（元田）  ないです。 

事務局（笠井）  白井市ではないですが、鎌ヶ谷市の取り組みとして、予算書はわ

かりづらいので、それを大学生の目線でわかりやすく分析してつく

ったところありますよね。今おっしゃったように、行政用語が全て

通用するわけではないから、欲しい人がどういうふうに自分たちで

解説をしていくというのは大事なことですよね。 

坂野会長が言われたとおり、ここの内容というのは市民参加の部

分ですから、岩井委員がおっしゃったように、広報に市民がいかに

かかわってくるか、一緒にやっていくかというのは大事な視点だと

思うのですよ。それは一つのいい提案だと思います。 
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坂野会長  ありがとうございます。先ほど、笠井総務部長がおっしゃったよ

うに、情報なければ参加なしという有名な言葉ございますので、非

常に大事だなと私は思います。 

そこで、恐らくこの中で情報戦略に一番長けているというか、ご

専門なのは岩井委員しかいないので、岩井委員、具体的にこれはど

うやっていけばいいのですか。 

岩井委員  そうですね、やはり最初は、市民に参加していただいて作ってい

くというのが一番だと思いますね。かなり職員の方には、負担には

なるところあると思うのですが。 

事務局（笠井）  そうですね。それが嫌だったから職員だけでつくっているのです

よね。 

岩井委員  そうです、一番はそこだと思います。 

事務局（笠井）  それはそのときに、恐らく職員のほうから、どれだけ時間とコス

トがかかるか考えていきます。いろいろな市民の意見がありますよ

ね、6 万 3 千人いますから。皆さん、自分の意見が一番いいですと

いうことを言ってきますので、だからある程度の基準をつくってや

っているわけです。ただ、それでも、今の話聞いていると、もっと

市民が直接欲しい情報というものを、市民目線で、市民の意見を聞

かなければ読まれないというお話ですよね。ですからどこかの形で、

市民が編集とか、あとモニターか何かに加わっていくようなチーム

をつくっていかないと、発展しないのかなと思いました。 

岩井委員  若しくは、本当に予算の都合ですけれども、市民用のみたいなの

を、先ほど言ったタウン誌みたいな形で、そこに市民の方々いる中

で、少し行政がかかわっていくという、それもありですよね。 

事務局（笠井）  ここは全部、市民目線のところですよと。だから、寄附もいろい

ろなお金も出るところだから、どうですかというのであれば、それ

もありですよね。 

坂野会長  わかりました。ありがとうございます。ということは、実施内容

としては、最初に市民参加で広報紙をつくってみる。 

岩井委員  広報紙をつくってみようとか、あるいは先ほどの会長がおっしゃ

ったように、予算書とかそういうのを広報に載せるときにでも、こ

の目線をそういうときに、それこそ先生のところの学生さんが来て

くれて、そういうのでつくっていくのを実習して、どういうふうに

見るのという新しい目線だとか、それで新しい目線を広報に入れて

いくというのが重要なのでは。まずはそこの第一歩ではないかと思

いますね。 

事務局（笠井）  広報紙に、いかに市民が加わるかが問題ですよね。夏休みなんて

いうのはいいかもしれませんね。 

伴委員  私としては、その一歩の半歩のところで、今の広報で構いません
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から、この広報紙が、多分皆さんごらんになっていると思うのです

が、最初からずっと記事が出ている。先ほどご説明あったように、

後ろに市民の情報がある。今の広報紙はその記事だけで、全部タウ

ン誌にしたらどうなるかというのを、どこかの号で 1回やってくれ

ませんかというのは、現状では無理ですか。 

岩井委員  ただ、タウン誌と行政広報紙というのは、そこはまた別物になっ

てしまいますよね。タウン誌となるのは住民中心になる。 

伴委員  いや、タウン誌ではなくて、タウン誌的に組みかえたらどうなる

かというのを、今の紙面の数と記事の数でやってみたらどうですか

というのは一つの提案なのです。 

事務局（笠井）  提案としては受けますけれども。 

伴委員  全部それでやりますというとまたややこしくなるから、月に 2回

発行しているので、15 日号のほうが大体 6 ページぐらい少ないの

ですよね。それをもう全部、前と後ろと変えて、今回変えてみまし

たみたいなのをつくってみて、その反応を知りたいのだよね。つま

り、市民がどういう意見を言うかというのは、今の広報紙に言うと

いうのも難しいですが。 

事務局（笠井）  伴委員、それはわかるのですが、とりあえず市民が加わるような

仕組みをつくり、その中で出た意見で検討することは可能だと思わ

れますが、全部組みかえてというのは、今、即答で良いとは言えま

せん。 

岩井委員  あともう一つは、子ども広報をつくる場合に、子供のいる世代の

方々とかと、それは一番いいかもしれないですね。子ども世帯の人

たちが子ども広報をつくったときには、どういった目線とか、そう

いうのを、まず第一歩ずつこれは進んでいくのがいいかなと思いま

す。 

事務局（笠井）  いろいろな人の目線もあるし価値観もありますから、急にガラッ

と変わるではなくて、少しずつ市民が加わってくる。例えば、夏休

みでしたら、子供たちが記者になっていろいろな取材をしてくると

か、そういうふうに少しずつ変えていかなければ、恐らく多くの人

たちが納得できないと思うのですよね。 

坂野会長  ありがとうございます。ということは、まとめますと、3 ページ

の情報提供の戦略の策定と実施というのは、これはもう、とにかく

参加で広報をつくると、やってみると。これは 1年ではなくて、単

年度ではなくて何回かやってみるということですよね。確認ですよ

ね。 

次に、4 ページのほうが、実は子ども広報とかターゲットを絞っ

たとなっていますので、こちらのほうは、例えば、学生であるとか、

子供であるとか、子育て中の親の方々の視点でこれもつくってみる
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と、実際やってみるという、そちらですよね。試行の段階だと思う

のですが、それぞれまずはやってみると、そこからやっていくとい

うことになりますよね。よろしいですか。 

岩井委員  それとあとは、もう一つは議会広報と両輪にしたほうがいいと思

います。 

事務局（笠井）  それはここでは何とも言えないですね。 

岩井委員  これはやはり市として全体の方向性ということで言うのである

ならば、行政広報プラス議会広報紙というものもきちんと両輪でや

っていき、そうなってくると、両方の広報紙をつくる専門家という

のを置くということが必要にはなると思います。 

坂野会長  ありがとうございます。笠井総務部長がおっしゃられていたよう

にご意見は、一応そういう意見があったということとします。 

今の話でまとめますと、参加のまち白井というのを進めるために

は、参加で広報をつくっていただくと、参加のまち白井。 

二つ目が開かれた行政白井ということで、子供であるとかいろい

ろな人たちとともにやっていくと。これは 4 ページのほうですね。

まず、試行していただくということだと思います。 

多分、伴委員のお話だと思いますけれども、伴委員のお話ももし

入れるならば、実際に参加でそういったところにご意見をお願いし

ていただくと、参加の輪の中に、参加と言っていたところで、伴委

員に入っていただければ一番いいのではないかなというふうに思

いますので、ぜひ伴委員も市民参加のほうでよろしくお願いいたし

ます。 

ということで、次の 5ページのほうになりますが、出前講座、ワ

ークショップなどを開催し、身近なところから情報の共有を進めま

すという話です。現状でやっているものがあるということなのです

が、そうではなくて、それ以外に何があるかということなのですね。

こちらのほうは、本松委員が提案されていますね。各自治会の集会

所等のさまざまな場所で開催という話ですね、もし何かあればご意

見を。 

本松委員  情報共有という中で、どうしても市役所で会議をやりますよと言

っても、どうしても遠いです。1 カ所しかないので、人によって、

近い遠いが出てきて、近い人しか集まらないということになってし

まうと思うのです。私は、昔堀込に住んでいて、市役所の近くでは

あるのですが、集会所があって、そこでミーティングではないので

すけれども、小さな塾であったり、そういったものが開かれていて、

近所に住んでいる子供たちが集まったりしていたということもあ

りまして、小さい規模で集まれる場所を設置するというのがいいの

ではないかというふうに思いました。 
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坂野会長  ありがとうございます。私も言っているのは、生涯学習まちづく

りというのがありまして、まちづくりの視点で、出前講座なんかを

利用するというのはあるのですが、これは市の施策と関わっている

ので置いておきます。 

やり方の話ですが、ワールドカフェというワークショップですね、

そういったものなんかを利用したらいいとか、ホームページ、ＩＣ

Ｔを活用したらという話を書いています。 

あるいは、藤沢市などでやっている電子会議室というのもそれに

近いような話ではないのかなというふうに思いますが、副会長は、

提案制度はまた違う内容としてありますが、提案とはまた違うとこ

ろで、何かありますか。 

宗和副会長  そうですね、ワールドカフェとか、確かに電子会議室みたいなも

のは、これから必要なのではないかなというふうに思います。今ま

でどちらかというと、行政の場が説明に伺うという考えだったけれ

ども、市民の意見を聞くほう側ですよね、行く方ではなくて、聞く

方側というか、もしくは市民激論をしてもらう場とか、そういうの

がこれまでは足らなかったのではないかなと思います。確かにワー

ルドカフェのようなところで、市民に意見、議論をしてもらって、

それが行政に意見として上がってくるみたいなのは必要かなと思

います。 

坂野会長  山本委員は、何かこの辺ではございますか。 

山本委員  ありません。 

坂野会長  片桐委員は。 

片桐委員  ございません。 

坂野会長  じゃあ、伴委員は。 

伴委員  わからないのですけれども、情報共有ということですね。 

坂野会長  では、そういうときは全部、岩井委員にお願いします。 

岩井委員  情報共有というふうに漠然と書かれてしまっているので、これで

はわからない部分があると思うのですよね。 

伴委員  というか、ここに書かれている、本体に書かれているのは、市の

情報をいかに市民に理解してもらうかというふうに書いてあるの

ですよね。私は、逆かなと思っていたのですよ。市民の情報をいか

に行政が吸い上げるのかというのが、情報共有の根本かと思ってい

たのですよ。 

岩井委員  そこが今日、最初に言ったように、実はそこにお互いにギャップ

があるというところなのですよ。その共有の場をどうするかという

ようなところがあると思うのですよ。お互いにもうギャップが起き

てしまっていると。「市民が伝えたいと思っているものと、市民が

知りたいものがもう違っていますよ」と。市民には、先ほど言った
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ような広聴の部分で、市に知らせたいところがあるのだよと。でも、

それがどこなのかなという話で、そもそものそこでギャップができ

てしまっているので、そこをいかに近づけていくかというところが、

ここの課題のような気がするのですよ。 

坂野会長  例えば、私の提案したワールドカフェなどのワークショップやっ

たらどうかということについて、副会長にお伺いしたところ、そう

いうのも必要ですという話だったのですが、具体的に、もしこのあ

たりで実施するならば、どういうものが有効でしょうか。 

岩井委員  正直言ってしまうと、情報にもよるのです。情報の質、内容にも

よるというところもあるのですよね。そうなってくると、セグメン

ト化というのが非常に重要になってきてしまうわけですよね。情報

提供にしてもそうですし、いわゆる広報で言うのであるならば、あ

れもこれも詰め込むというのが昔ながらの広報内容なのですけれ

ども、それだと誰も見ないというところですので、そうなってくる

と、市民講座にしてもいいのですけれども、そのときにどういった

とか、学習の場とかそういったものもそうなのですけれども、具体

的な対象とかを考えていくというのが重要ではあるような気はす

るのです。 

坂野会長  ということは、まずやるならば、情報ごとに、すなわちセグメン

ト化、情報を分けて、それに対してそれぞれの対処方法をまず整理

をしなくてはいけないということでしょうか。 

岩井委員  そう思いますね。でないと、それこそ情報の洪水で、それをいっ

ぱいやったとしても、メディアがあったとしても、別に誰も聞かな

いという状況で終わってしまうような気がするのですよね。 

坂野会長  ということは、まず一番最初にやることは、情報の整理であると。

まず情報整理ですね。まずは、そこですね。 

岩井委員  そこだと思います。 

坂野会長  情報の整理を、例えばやっていただいた上で、それぞれの対処方

法を考えていくというのが二つ目ということですよね。三つ目は実

施するということですか。 

岩井委員  そういう感じですね。 

坂野会長  ということになります。皆様、岩井委員のご意見、今、そういう

ふうに出ましたけれども、いかがですか。よろしいですか。副会長、

今のよろしいですか。 

宗和副会長  一つ質問なのですけれども、今までもワールドカフェみたいなや

り方というのはしたことはないのですか。 

事務局（元田）  ワールドカフェ自体はやっていないのですけれども、総合計画な

どの計画をワークショップでつくるなどというのは、最近はよくや

っていると思います。 
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事務局（岡田）  あと、個別の計画でもいろいろとしています。 

事務局（元田）  都市計画マスタープランもそうですね。ただ、やはりその場合は、

言いたい人が来ているという側面もあります。 

岩井委員  そこになってしまうのですよね。特定の人が来てしまったりする

というところなので。 

事務局（元田）  そこで、今は、参加者を住民基本台帳から、無作為で抽出した方

にご案内するということを、今、結構やり始めています。 

坂野会長  伴委員、これは市民参加推進会議の功績だということで、ぜひ市

民参加、ひとつよろしくお願いいたします。 

ということで、順番としては、先ほどの岩井委員の三つの手順と

いうことでお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

では、次にいきたいと思います。次が、6 ページの広聴白書でご

ざいますが、これに関しましては、これは岩井委員が提唱していた

だいた部分ではないかと思うのですが、いかがでしょう。 

岩井委員  先ほどの手順と一緒のところなのですよね。要は広聴を分析して

くださいというところです。俗に言う、やりっ放し広聴ではないで

すけれども、こういったところを整理していただいていかないと、

次にその情報共有には向かわないと。先ほど言いましたように、何

を伝えたいのか、何が問題なのか、そういったことを整理していた

だいて、分析や何かにもかかわってくるところです。それがあって

初めて広報につながっていきます。ということです。僕の先ほど、

手順の第一歩というところですね。 

坂野会長  ありがとうございます。やっぱり広聴に関しては、事務局から参

考資料として、白井の実際の広聴の話と、先進事例ということで仙

台と横須賀の話をいただいています。市民の声というものですね。 

前回も岩井委員にそういったところをご教示していただきまし

たので、あと一つ補足するならば、見える化ということで、前回、

副会長おっしゃってくださったと思いますが、何かそういう点では

ございますか。 

宗和副会長  確認も含めてなのですけれど、今 3カ月に 1回、市のホームペー

ジに、市民から寄せられたものとして、こんな意見がありました、

それに対してはこんなことをしましたみたいなのがあるというわ

けですね。そして、そののち、1 対 1 対応ということですよね。そ

れに対して、今度は広聴白書をつくろうということなのですけれど

も、タイトルは、広聴白書と書いてあるのは、それはいいですが、

中身がどういうものなのかなというのはイメージがつかないので

す。 

単に寄せられた、上に書いてあるように、3 カ月に 1 回寄せられ
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たものが 1 年間まとめられているだけだったら全然意味がないし、

どういうものをつくるつもりなのかというのがわからないのです。 

岩井委員  これは、多分僕が言ったことなのですよね。僕が言ったのは、ま

ずここでどんな広聴があったとか、意見とかすらもう情報が共有さ

れていないということですので、まず、そのきっかけとして、こん

な意見があったというのを見せるという方策としては、こういうこ

ともあるのではないかなということです。そして、次の段階として、

その後にこれをいかに分析していくかという、ここではその流れと

いうのが必要なのではないかなということです。 

宗和副会長  では、「こんな意見があったよ」というのは、今は、失礼な言い

方ですけれども、ホームページにちょろっと載っているだけなのを、

それをみんながもっと見られるようにしましょうと。だから白書に

しましょうというのは、確かにそうだなとは思うのですが、恐らく

取り組み内容が充実していないのに白書をまとめたって、結局この

意見、要望等処理状況が結果的にはまとめられているだけなのかな

と思います。 

となると、白書をつくるというのは、それはそれでみんなにそれ

を知ってもらうというのはいいのだけれども、プラスアルファ取り

組みを考えないといけない。例えばいろいろなテーマを設定して、

さっきのワールドカフェの例で言うと、いろいろなテーマを設定し

てワールドカフェをやってみたら、こういうような市民の意見が上

がってきました。みたいな、そういうのがあって、それを白書に、

いついつそういう人が、そういうテーマで議論してもらって、何人

の人が参加して、こんな意見やこんな意見があってというようなも

のをつくるのであれば、今と違う取り組みになってくると思うので

す。 

坂野会長  では、事務局でお願いします。 

事務局（元田）  最初に、ご説明として、この議題 2は、市としてこれ自体をやり

ますよという話ではなくて、事務局として、前回の会議で意見が出

たものを、ただ単にまとめただけなので、まだ、この内容自体を市

でやるという段階にはないのです。 

ただ、今おっしゃられたように、白書をつくること自体が目的に

なってはいけないよねという部分がそのとおりであると思うので、

そこについては当然そこも含めての議論となると思います。 

ただ、今回お示しした内容は、あくまでたたき台ということで、

皆様の意見をまとめたものなので、市としてやりますよという段階

ではまだないという、やるかどうかも含めて検討もあるのでご了承

ください。 

坂野会長  先ほど、伴委員からお話が出ましたが、とにかくやってみたほう
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がいいのではないかと思いますね。 

伴委員  資料をいただいて、参考資料 4 を見ますと、3 カ月間で文書とか

メールとかで 5、60通来ているわけですよね。中身はいろいろある。

ところがよく見ると、幾つか偏ったというか、この時期のテーマで、

わあっと来ているのがある。そうすると、少なくともこのぐらい来

ていますというのと、こういう意見、質問がありましたから、こう

いうふうに答えましたぐらいは、ホームページに載せておいてくれ

るとわかりやすいなというのは感想です。まさかこんなに来ている

とは思っていなかった。 

事務局（笠井）  いえ、もっと来ていますよ。 

伴委員  そうすると、これだけを、先ほど言われたように、これだけとり

あえずフィードバックしてみたら、どういう反応があるかというと

ころですね。 

岩井委員  そこなのですよね。そこが第一歩ということで僕が提案している

ところなのですよね。みんな知らないのですよ。こういうものが来

ているとか、何をほかの人たちが考えているかということすら知ら

ないので、そういうものを、僕が言っている広聴白書みたいな感じ

で見せてみるというといいと思います。 

伴委員  できればその前に、この入手方法をいただいたのですけれども、

それももう少し公開してほしいな。どういうふうに言えるのだとい

う、ホームページのどこに言えば言えるのか、もう少し公開してい

ただいて。 

それから、私は関連している、例えば商工会とか工業団地の事務

局に行くと、いろいろな意見と文句が出てくるのだけれども、それ

が全くそういう専門の団体の中の意見というのは、市民は全然知ら

ない。例えば、ほかの団体や人がどう今、困っているとかなんとか

というのも知らない。これはびっくりしたのですけれども、何かが

このように出ていると、「ああ、そういうこともあるのだ」という

ことがわかるので、ここからやったらどうですか。 

宗和副会長  僕は、何回も何回も失礼なことを繰り返しますけれども、ホーム

ページの端に少しだけちょろっと載せるようなものではなく、一つ

にまとめて出すというのは第一歩で、それは結局、それを羅列して

まとめて出すというのではとまらないと思うのですよ。あくまでも

第一歩であって、恐らくどうしても偏った意見ですよね。それを偏

った意見のものでいいのかとなると違うので、じゃあ次は、もっと

聞き方として、もっと広い意見を聞かないといけないのではないか

とか、もっと要望ではなくて政策提言的なものを聞かないといけな

いのではないかというふうに、2 段階、3 段階とつながっていくの

ではないかと。そういう意識というか覚悟を持って、ぜひつくるこ
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とに取り組んでもらいたいなと思います。 

伴委員  それを見た場合、市民からの反応のほうが欲しいですよね。 

宗和副会長  もう一つ言うと、市民に対する、市民に対しての緊張感を高める

ことになるのではないかなという気もします。 

坂野会長  まずはやっていただかないとどうしようもないということです

ね。 

宗和副会長  と思います。結構ハードル高いと思います。行政で考えたことを、

これは言おう、これは言わないでおこうということを峻別した上で

つくるけれども、市民から言われたものを言うというのは峻別でき

ないから、行政側の今までの感覚とはまた違うものかなという気も

するので。 

坂野会長  では、先ほどの岩井委員の手順でひとつお願いします。とにかく

やってもらわないとだめだという意見だと思います。 

ということで、8 時半になりましたので、もしお帰りいただく等

がありましたら、今、お帰りください。先ほどお話しましたように

9 時ぐらいまでやらせていただきたいということなので、大丈夫で

あればこのまま続けさせていただきます。遅い時間になってしまい

ますが、よろしくお願いします。 

よろしいでしょうか。では、これも岩井委員のご提案だと思いま

すが、7 ページのポイント制度についてお願いします。その次は副

会長にお話いただきます。 

岩井委員  これは、僕では多分ないですね。 

坂野会長  どなたでしたか。 

事務局（元田）  事務局からご説明します。今回、頭出しをしまして山本委員が言

われたものです。このポイント制度自体についてですが、白井市で

は現状としては、地域通貨やポイント制度はやっていないところで

す。ただ、今後の話ですけれども、国のほうではマイナンバーカー

ドのＩＣチップの活用によって、ポイントをつくって、通常の民間

ポイントとの連携の部分というのを、今、前橋市などで実証実験を

始めています。提案としては、今後、広聴の話やそれ以外のモニタ

ーの話との連携として、計画期間外ではありますが、今後の話とし

て考えられるなというようなのが現状です。ただ、そうすると今、

この 3年でとなるとなかなか難しいところです。 

坂野会長  ありがとうございます。今後の取り組みに「市民と市の情報の共

鳴」と書いてありますので、これは岩井委員の言葉でしたので、間

違ってしまいました。 

岩井委員  この言葉はそうです。 

坂野会長  僕も誤解をしてしまいました。山本委員のお話の中でそういう話

が出てきたのですね。このことに関して、いかがですか。 
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山本委員  目に見えてわかりやすく、メリットが市民にあると、協力してく

る人がふえるのではないかなと思って言った意見でした。 

坂野会長  例えば、他市とかであれば地域ポイントとか、買い物にかかわっ

てくるというのはあるのですけれども、白井市は、現状はそういう

のはありますか。 

事務局（元田）  現状では、ないです。 

坂野会長  そういうのもないということですね。 

事務局（笠井）  ポイント制はないですね。 

坂野会長  ポイント制がないですか。ということで、まずポイント制度を導

入することからですね。 

事務局（元田）  先ほど言ったように、インフラでほかのものが整うのであれば、

例えば市のポイントから、何とかマネーに交換するそういう流れが

あるのであれば、コンビニなどでも使えるようなところはあると思

いますが、ただ、今の段階だと 3年間では、国も実証実験をやって

いる状況です。また、今の国が実験しているのは、地域通貨への片

側一方通行だけなのですね。ポイントから地域通貨に流していると

いう話なので、逆の流れが出てくるとその辺は考えられるけれども、

今の状況だと、インフラ上整っていないというような状況が現状と

してはあり、非常に難しいと思います。 

ただ、アイデアとして、おそばの話とかもあったのですけれども、

非常にわかりやすいなというふうには思っています。 

坂野会長  山本委員のせっかくのお考えなので、国の施策を待たなくてはい

けないのですが、事務局のほうに追々検討してもらうということだ

けになってしまいますが、よろしいでしょうか。白井市では現状制

度自体がないものですから。それでは、申し訳ありませんが、その

ようにさせていただきたいと思います。 

次の 8ページが、副会長が提案されている市民提案制度の導入と

いうところなのです。こちらについて、ぜひお願いします。 

宗和副会長  市民提案制度ということで、大きく言うと、これから公的なとい

うか、公共的なサービスというものを行政側が提供し、市民がそれ

を、サービスを受けるという形態というのも徐々に変えていかなけ

ればいけないというものです。自分のことは自分でするとか、地域

で助け合うとか、そういうこともしていかないといけないという中

で、そのためには市民が公のことにもっと関心を持たなければいけ

ないのではないかと思っています。さらに、行政にやってもらうよ

りも自分たちでやるほうがいいよねというぐらいでないと、恐らく

だめなのだろうと。だから、行政は怠けていいとは言いませんけれ

ども、そういうことを、そういう社会に変えていく最初の一歩とし

て、市民に考えてもらって、市民から提案をしてもらうという、そ
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ういう仕組みが白井市にもあってもいいのではないかということ

で、こういう市民提案制度というのを書かせていただきました。 

それに対して、8 ページの資料では、白井市としては何らかのも

のをやっている、活動団体からの提案制度であるとかはあるのだと

いう話なのですけれども、これが今、どの程度充実したものになっ

ているのかというような問題だとか、自分たちのことは自分たちで

やっていこうという社会をつくっていくことに対して、市民活動団

体がやっているということが非常にまだ限られたものだとすれば、

恐らく私の考えている趣旨とは多少違うのかなという気もします

ので。実を言うと、1 週間くらい前だったか、事務局からメールが

きて、質問が三つぐらいでしたかね。 

事務局（元田）  そうです。この現在の取り組み内容の内容ですね。 

宗和副会長  どういうものを想定されているのですかということだったので

すが、こうでなければだめというのを想定しているわけではないの

で、ずっと回答はし切れなかったのですけれども、市民が自分たち

のまちづくりに関心持ってもらうような仕組みというのをぜひ考

えてもらいたいなと。 

割と有名ですけれども、我孫子市さんなんかだったら、市民提案

制度ありますよね。ああいうのがいいのかどうかというのは、何と

も言えないなという気はするのですけれども、もう少しコミュニテ

ィ活動とかそういうところに従事してもいいかなという気はする

のです。 

事務局（元田）  では、8 ページの「現在の取り組み」に書いた黒丸の 2 つについ

て説明させていただきます。1 つ目についてですが、市民団体の提

案で、市民団体が課題と考えていること、例えば、今年度だといわ

ゆる「子供食堂」の話など、幾つか提案が上がってきたみたいなの

ですけれども、そういうものの提案制度は今、市にあります。 

ただ、それというのは、実際にプレゼンテーションをやっていた

だいて、市の補助金を出すという形になっているものです。 

一方で、次の黒丸の「」ところなのですが、そちらについては、

市が実施している従来の事業について、市の代わりに滋養を実施す

る団体等が市に提案を行い、選考の結果、みずから市が委託を受け

て、市にかわって実施するというのが、先ほど言った我孫子市の事

例になります。例えば検診などについて、市がやるのではなく、病

院とかが、私たちのほうがもっとうまくできるということで、市が

やるのにかわって、市から事業自体の委託を受けて、自分たちがか

わりにやるというものです。 

もう一つの提案制度が、そのほかに、新たな事業について個人、

団体等が提案を行って、プレゼンテーションをして、「これいいね」
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という形で、アイデアコンペみたいな形になると思います。ただ、

やるのは、あくまでも市ですよというようなものです。 

事務局では、分類を三つにしたのですけれども、宗和副会長から

は、そういうところのその区切りではなくて、もっとゆるい形で、

市に意見や提案を建設的に提案するという話であれば、そのような

視点で検討もすること自体はできると思うのです。 

 ただ、その考え方の根底にあるのは、先ほど言ったように市がや

るものなのか、市がやることについての提案なのか、その部分によ

って、違ってくるので、そこのところは、その上で議論するべきな

のか、そのところは。どのあたりをイメージされているのかなとい

うのでお伺いさせていただいた次第です。 

宗和副会長  大きく言うと、市民活動団体がプレゼンテーションをして、いい

ねと思ったらじゃあ 100万円ということなのか、そうではなくて市

がやることに対していろいろな意見をもらうという中の二つとい

うことです。どちらかと言われれば後者のほうですね。 

確かに、全くゼロのところから市民から提案を受けるのもあれば、

市にかわって自分たちがやるよというのもあれば、もしくはその中

間的なところかもしれませんけれども、中間的というかな、市があ

る程度こういう事業を考えているのだけれども、その途中段階で市

民の意見を受け入れるというのもあるかもしれませんし、いろいろ

なやり方で市民提案はあるのではないかなと思います。 

それと、前回も言ったかもしれませんけれども、じゃあそういう

のが本当に、確かに理想としてはそうだよねと、うまくいくのかと

いうことも考えないといけないのだけれども、最初も言ったみたい

に、それをやることに対するモチベーションがどこにあるのかとい

うのもちゃんと整理しないといけないと思います。 

意見を言って、自分の思ったことが 1 年後、2 年後に事業に反映

されれば、恐らく市民が喜ぶと思うのでモチベーションになると思

いますけれども、言ったけれども反映されたのか、されていないか

わからないとか、ポイント制度もモチベーションとしてあると思う

のですけれども、そういうのをあわせて、ぜひ考えてもらいたいな

という気はします。 

片桐委員  得心がいったというか、そこだというふうに思っています。白井

の駅前に梨の泉というものがありますよね。あれも何年も、何十年

かな、噴水は止まっているのですよ。あれ、なぜ止まっているのか

というのは、私は、お金が多分なくなったので止めたと思うのです

けれども、それは市民から意見を聞いて、どんな方法があるのかと

いうことを聞いてないと思うのですよね。市民に聞けばいろいろな

アイデアが出てくる。自分でも、梨の泉と名前変えて、都市伝説で
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もつくってあげたほうがと思ったぐらいなのです。 

そういうのを、恐らく市だけ、市の中では多分出てこない。いろ

いろな人の意見を聞いて、初めて具体的な案が出てくると思うので

す。それを制度化するというのをぜひやってほしいです。 

いろいろなことあるのですよ。ゼロからスタートするのもいいし、

市が煮詰まった事業について再開するというのもあるし、市が躊躇

したものについて民間のアイデアをもらうというのもあるだろう

し、だから、もう少し市民の、何と言うかな、考え方の発想を信頼

するという、そういう姿勢がいいかもしれないですね。 

宗和副会長  ちなみにそれは駅の向こう側にあるのですか。 

片桐委員  駅の向こう側です。いい泉なのですけれどもね。 

宗和副会長  タクシー乗り場のある方ですか。 

片桐委員  そうそう。何年も何年もあそこで寝ていますね。せっかくの施設

なのに、もったいない。 

宗和副会長  よその自治体で、駅前が寂れていってというので、外郭団体がや

っていた事業が撤退とかそういうので議論があったときだったの

ですけれども、その噴水が、ここでやっていたのが、お金がなくな

ったからやめましたと。1 回予算がつかなくなったからその次の年

も、またその年もお金がつかないということだと思うのですよ。恐

らく、それでどれぐらい予算の節約できるかわからないけれども、

100万とかそうなのですよね。100万もないですか、数十万ですか、

数万円ですか。 

事務局（笠井）  白井市の場合ですが、水だけじゃなくて、壊れてしまったので、

修理も含めると何千万円というものです。 

宗和副会長  なるほど。別の自治体のときに言ったのだけれども、駅を降りた

ところの噴水がきれいになっているか、止まっているかというのは、

結構大きなものだと思うのですよ。全然誰も見ないようなところで

何か壊れているのが手つかずになっているのとは全然違って、例え

ば、私が初めて白井市に来ましたと。白井市の行ったことがないけ

れども、今から仕事で白井市に行かないといけないですと。ぱっと

見たら、駅おりたら噴水はとまって、ああ、こういう自治体なのだ

と思っていくわけですよね。それってなかなかお金にかえられない

価値だと思うのですよ。そこの行政側の価値観と市民の価値観の違

いを市民に聞くべきだと思うのですよ。提案受けるべきだと思うの

ですよね。 

事務局（笠井）  それについては、たまたまですが、6 月の議会で、議員の方から

質問あったのです。自分が答えたのは、白井駅というのは白井の顔

ですよね、玄関口、一番良いところだから、噴水云々よりも、あの

駅前の全体のストーリーを持とうと。梨のまち白井という顔だった
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ら、噴水ではなくて、あれを使って周りも含めて、どういうイメー

ジがいいかということを検討しますとお答えしたのですよね。白井

駅というのは、ある意味、白井の顔ですね。せっかくの梨の泉につ

いては、これをお金かけて整備するのではなくて、もっと違った方

法の活用もあると思うのですよ。それには、だから、おっしゃった

ように市民協働というキーワードも含めていろいろ考えていきた

いというふうに思って、そういうふうに回答しました。 

坂野会長  ありがとうございます。実は、ここで水を差すようなのですが、

私のイメージでは、今のお話の市民提案制度というのは、実は僕が

よく知っているのは杉並区の話なのですが、我孫子市とも同じです。 

市民提案制度は、実は現状の市民提案制度というふうな、まさに

ここにあります市民参加条例等の所管課である、どことは言いませ

んが、ある課がやっているような市民提案ということとかなり密接

でございまして、それを拡大解釈というか、それを広げた部分だと

いうことで、確かに情報提案ということは言えるのです。これは実

は、参加あるいは協働の話なのではないのかなと私、思うのですね。

情報としても捉えられるのですが、市としては、どちらで担当され

ることとなりますか。 

事務局（笠井）  そのとおりです。自分は提案制度というのは協働だと思っていま

す。市民が行政の課題、地域の課題に参加をして、行政と一緒にや

っていく、もしくは自分たちとやっていくという、そういうふうな

ものだと思います。 

坂野会長  私の専門から言えば、これは完全に市民協働という話でございま

して、ここはちょっと違和感があったのですけれども、まさにこれ

重要なところなので、協働推進のほうで、ぜひそういったことも取

り入れていただければ、こういう意見があったということをお伝え

いただければというふうに思います。ありがとうございます。 

ということで、次にいきたいと思います。次は、9 ページまるご

と相談室というお話なのですが、本日は、藤井委員がおられないの

で、このまるごと相談室というのは、何をイメージされているかと

いうのも非常にわかりづらい部分はあります。 

なぜかと言うと、一見見るとなんとなくわかるのですが、実際運

営どうするのかと。主体というか、やっているのはどこなのかなと

いうのもよくわからないというところがありまして、恐らく松戸の

すぐやる課のボランタリー版なのかなという気もしないでもない

ですし、少し見えにくいので、藤井委員にお伺いするしかない部分

ですよね、そこはしようがないですよね。 

宗和副会長  藤井委員も話したいだろうと思います。 

坂野会長  そうですよね、ということで、次回どういう形になるかわかりま
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せんが、次回藤井委員にお伺いするということでご理解いただけれ

ばと思います。 

次に、メーリングリストについてです。これは本松委員がご提案

しておられるところだと思いますので、何かありますか。 

本松委員  情報を確実に発信するという点で、向こうから見てもらうのでは

なくて、どうしても重要なものについては、強制的にと言うといい

すぎですが、絶対に見てもらえるような形で情報を発信すると考え

たときに、メーリングリストと思ったのです。 

けれど、市民全体をグループ化するのは難しいと思うので、そこ

は地区で分けるとかはわからないですけれども、そういったことで、

より確実に情報を伝えられるのかなと思いました。 

坂野会長  ありがとうございます。恐らくメーリングリストというのは、こ

ちらに書いてありますが、市がやってらっしゃる民生委員、児童委

員という話もありますし、あと災害時の場合、あるいはお子さんを

持っていらっしゃる方のメーリングリストというのは、お子さんの

場合はありますか。 

事務局（元田）  メール配信という形ではやっていますけれども、双方向のものは

全くないです。メール配信サービスでとは異なりますが、例えば、

子供とかであれば、登録すると予防接種の時期などのお知らせが来

るなど、事前に登録しておくとお知らせのあるものはあるのですけ

れども、双方向というものは全くないです。 

坂野会長  せっかく大学生の本松委員のお考えですから、行政的には個人情

報保護の問題であるとかいろいろな問題があると思うのですが、岩

井委員、補足してもらってよろしいでしょうか。 

岩井委員  メーリングリストは、個人情報や何かのことで難しいとは思うの

ですけれど、重要情報の提供ということで言うのであるならば、メ

ーリングリストよりも、それこそ首相官邸なども確かＬＩＮＥか何

かをやっていますよね。それはメーリングリストというよりも、今、

市が取組まれているように登録してもらうというのが重要になる

のではないかなと思うのですよね。そのときには必ず配信されると

いう形がいいのではないかと。 

あと、メーリングリストなのですけれども、特に大学生というこ

とで言うのであるならば、スマホなどのメールアドレスだと届かな

いときがあるのですよね。きちんと全部フィルターをかけていない

とか、いろいろ受け手のほうで操作が難しくなってしまうと思うの

ですよね。であるならば、もう少しシンプルに重要情報は必ず行く

というようなことで、ＬＩＮＥとかそういうアカウントに登録して

もらっておくというのが一番いいのではないかなという気はしま

す。市として、ＬＩＮＥなどで情報が送られてくるということです。
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名古屋か愛知はそういう観光情報か何かやっていた気が確かする

のですよね。 

事務局（元田）  福岡市がＬＩＮＥ使って、カテゴリーごとに登録した子育て情報

などが届くというのは、は聞いたことはあります。先ほどの広報の

話もそうかもしれませんけれども、そういうのはあるのかなと思い

ます。 

宗和副会長  ちなみになのですが、子育ての人向けのサイトがあるという話で

したけれども、分かれば、で良いですけれども、子育てをされてい

る方のうち何割ぐらいがそこに登録されているのですか。 

事務局（元田）  そこはわかりません。ただ、母子手帳や健診のときに連絡してい

るので、知らない人はいないとは思うのですよね。登録率に関して

は、今、情報を持っていないです。知ってはいるけれども、登録し

ているかどうかというのはまた別の話ですよね。聞いた話では、登

録している人は多いとは聞いてございます。 

坂野会長  岩井委員、もし本松委員のお考えを酌み取るならば、実際どんな

ことをしたらいいですかね。 

伴委員  全員では無理ですね。何かのターゲットを決めて、手を挙げて登

録してもらうというのが現実的なのですかね。 

岩井委員  そうですね。やっぱり強制は難しいですし、希望者にはという形

のほうになってしまうのではないかなという気がするのですよね。 

坂野会長  では、今回は、厳しいかなということですかね。 

岩井委員  学校や何かではこういうのは持っていますよね。 

坂野会長  ありますね。 

岩井委員  学校に関しては持っているのですけれども、ただ、よその市です

が、教育委員会でやっている事例もあります。ただ、それも任意な

のですよね。 

坂野会長  本松委員、本当にいい考えなのです。 

岩井委員  それこそ、ＬＩＮＥや何かの公式アカウントを白井でつくっても

らって、メーリングリストというよりもさっきみたいな形でいろい

ろなことを配信してもらうということなら可能ではないかなと思

います。いろいろな情報を白井市の市民の人たちはみんなＬＩＮＥ

やっているわけですから、そこで発信してもらうとかいうことがい

いのではないかなという気はします。 

坂野会長  ありがとうございます。また、時代が、あるいは法律が変わりま

すから大丈夫です。行けるところまで行きますね。 

次のなるほど行政講座の推進という話ですが、これは多分、私が

言った話だと思いますが、小学校区単位のまちづくりを白井市では

進めるということを伺っていますが、今の段階では、白井市では 3

年間で団体が立ち上がることは厳しい話がありまして、これは、次
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のところも全部そうなのですが、コミュニティ政策というのが一気

に進まないとどうしようもないところがあります。 

12 ページ、次の 13 ページ、これも私が提案している話なのです

が、これは、結論から申しますと、コミュニティ政策というのが実

現して、いわゆるまちづくり協議会というのができ上がらないとど

うしようもない話なのですよね。だから、今後、白井市がどのよう

にコミュニティ政策を進めていくか次第としか言えないのですが、

今後の検討の中で、恐らくこういった話、全部入っているのではな

いかなというふうに思うのです。いかがですか。 

事務局（笠井）  コミュニティの推進計画というのは、これからつくらなくてはい

けないですね。ただ、その前に市民参加協働のまちづくりプランを

策定しており、まちづくり協議会というものの位置付けもちゃんと

あります。その上で、第 5次総合計画にもまちづくり協議会の話が

入っております。ただ、実態は、小学校区 9ブロックに分けている

のですけれども、まだまちづくり協議会が、一つもないのが実態で

す。 

坂野会長  ありがとうございます。ということは、コミュニティ計画の策定

時にこういう話を入れていくしかないということですよね。 

事務局（笠井）  今でも個々の政策ではあるのですけれども、ここを具体的にやる

のはコミュニティ基本計画をつくるときに入ってくると思います。 

坂野会長  わかりました。実施内容とすれば、コミュニティ推進計画のとき

にこういう内容を入れていただくという話でおさまるのではない

かなというふうに思います。 

本日、残ってしまったのが、藤井委員のお話、まるごと相談室の

創設というお話があります。次回はどうするか、事務局のほうと相

談して、また改めて連絡させていただきますけれども、藤井委員の

お話と、恐らくこの実施内容がここに入ってきて、スケジュール等

も恐らく行政側のご都合がありますので、その中で決めていただけ

ると思いますけれども、その確認というこの二つの作業になるかと

思います。その際に、何か意見を皆さんからお伺いして、きちんと

決めていきたいというふうに思っています。 

時間がちょうど来ましたので、これにて終了させていただきたい

と思います。今日も非常に難しい議論が重なりました本日も慎重審

議をどうもありがとうございました。 

では、本日これにて終了させていただきます。どうもありがとう

ございました。 

 

会議終了 午後 9時 
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第 4回白井市行政経営改革審議会 会議録（概要） 

 

 

1 開催日時 平成 29年 8月 4日（金）午後 6時 30分から午後 8時 40分まで 

2 開催場所 保健福祉センター 3階 団体活動室 3 

3 出 席 者 坂野会長、岩井委員、伴委員、藤井委員、本松委員、山本委員 

4 欠 席 者 宗和副会長、片桐委員 

5 事 務 局 行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

6 傍 聴 者 2人 

7 議 題 議題 1 第３回会議で議論した内容の検討について 

       議題 2 行政経営改革実施計画に位置付けを提案する取組項目の決定について 

       議題 3 今後の開催スケジュールの決定について 

8 議 事 

事務局（元田）  定刻となりましたので、平成 29 年度第 4 回白井市行政経営改革

審議会を開催させていただきます。開会に当たり、坂野会長からご

挨拶をお願いいたします。 

坂野会長 皆様こんにちは。本日は、暑くはありませんが、非常に蒸し蒸しし

た気候で、全体的に苦しいところでございますが、皆様と一緒にこ

れから慎重審議を務めていきたいと思います。 

本日、白井の梨を召し上がらせていただきました。非常においし

くて、白井のシンボルですので、白井のまちづくりの今後の核にな

るのではないかなと思っております。2 時間余りとなりますが、皆

様よろしくお願いしたいと思います。 

事務局（元田） ありがとうございました。 

本日は、議題として 3つご用意させていただいております。資料

については、2つございまして、資料 1が議題 1の資料になります。

資料 2が議題 2の資料になっております。 

議題 1については、資料 1になりますが、第 3回の会議の意見を

まとめたものになっています。内容は、皆さんの意見をもとにまと

めたものであって、内容について、「良い、悪い」や、「できる、

できない」ということについて、市の内部では全く議論していませ

ん。 

議題 2については、資料 2になります。第 3回の議題を踏まえて、

内容をまとめたものです。 

議題 3については、今後の開催スケジュールとして、第 5回、第

6回会議を 10月に開催させていただきたいと思っております。その

日程について、決めていただくものです。 

その他として、会議録の記録方法について、前回、会議の中でご

意見がありました。方針についてご意見いただけければと思います。 
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本日は、議題を 3 つとその他について、2 時間の中でご審議いた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

では、次第に従いまして、議題 1 をお願いします。議題 1「第 3

回会議で議論した内容の検討について」を坂野会長、よろしくお願

いいたします。 

坂野会長  着座でお話をさせていただきます。よろしくお願いします。 

まず、議題 1ということで、第 3回会議で議論した内容の検討に

ついてです。資料は、資料 1になります。これは、前回、皆様と一

緒に検討した内容がまとめられているものです。 

では、まとめていただいた事務局のほうから、一つずつご説明し

ていただいて、それぞれについて皆さんと一緒に議論したいと思い

ます。 

 では、最初の 1ページから、お願いします。 

事務局（元田）  はい。資料 1 の 2 ページをごらんください。こちらの資料 1 は、

第 3回会議で議論した内容について、たたき台という形で示させて

いただきました。こちらは、基本方針 2 効率的な行政組織の構築

として、「ICT（情報通信技術）などを活用して情報をしっかり整理

し、行政組織内の情報共有を徹底します。」という位置付けがあり

ます。主な内容としては、外向きの市民に対するものではなくて、

内向きのものですが、ご意見いただいたことについて、今後の取り

組みということで三つを箇条書きで記載しました。 

一つが、「行政の組織の情報を整理するために、ＣＩＯ（最高情

報責任者）や、ＣＣＯ、（最高コミュニケーション責任者）といっ

た担当の部署を設置して、市が知らせたい情報と市民が知らせたい

情報のギャップを埋めるというような仕組みが必要ではないかと

いうような意見が一つありました。 

もう一つが、情報に重要度のランクをつけて管理することで、ど

の情報が本当に重要な情報なのかがわかるほうがいいのではない

かということ、それともう一つは、先ほどの一つ目の部分と重複し

てくるのですが、誰に対しての情報なのかの情報の対象を明確にす

るということでご意見がありました。 

情報について、まず、市内部で整理ができていないと外部にも出

せないので、まずは内部からというお話というのが、3 番目になっ

ております。 

今回については、そういうようなところの話をまとめさせていた

だきました。以上です。 

坂野会長  ありがとうございます。それぞれ、我々の話から出てきた意見を

もとにしておりますので、ぜひ私たちのほうで明確なものを決めて、

市のほうにお渡ししたいというふうに考えています。 
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こちらを提案したのは私と宗和副会長ですが、宗和副会長は、本日

おいでではないのですが、ご発言はきれいにまとめていただいてお

ります。情報整理ということで言いますと、前回、伴委員が、実際

は、「見づらい」という話をされていたかと思いますが、そういう

意味では、この情報管理を行う、ＣＩＯであるとかＣＣＯというも

のが非常に必要になり、そのもとで整理されるべきだというふうに

考えます。この辺について、伴委員のほうから何かございますか。 

伴委員  意見をまとめていただいて、わかりやすくなったと思うのですが、

具体的にどうやるかということです。それと、情報提供にあたり、

見やすさとか目的ごとに定めたときに法律とか条例などの制限が

あるのでしょうか。 

坂野会長  情報通信や見せ方において、個人情報保護であるとか、市独自の

そういう法律はどうかという話ですよね。 

伴委員  文書の範囲がどこまでなのかとか、どこまでの範囲を対象にする

のかとか、一般の会社だと厳しい規定があり、そういう担当者を置

いていますが、行政はどうなのかと思いました。 

坂野会長  事務局でお答えいただけますか。 

事務局（元田）  説明を省略しましたが、現在の取り組みの二項目目になりますが

個人情報に関係する部分と、意図せぬ情報が流出しないようにとい

う部分については、市は白井市セキュリティポリシーを定めて、い

わゆる個人情報の取り扱いに関しての部分は徹底しています。 

また、マイナンバーや、住基ネット、住民記録といった国で法律

を設けて定めているものについても同様に管理は徹底しています。 

ただし、今回の内容は、それ以外の一般文書の内容ですよね。そ

の部分についての整理は、現在の取り組みとして、正直、できてい

ないという状況です。 

事務局（元田）  公文書の管理に関するものですが、通常、今回の会議資料であっ

たり、公文書の管理という形にはなりますけれども、公開をするも

のであったりとか、そのあたりの管理方法ということについては、

特に定めがありません。保管期間や、場所の規定はありますが、重

要度のランクや機密情報扱いなどの規定はなく、個人情報などの非

公開情報はありますが、それを除くと、白井市の場合全て一般文書

です。 

坂野会長  恐らく話の範囲が、伴委員がおっしゃっている話が物すごく広い

ものですから、多分、お答えも難しいのかなという気はします。今、

おっしゃったように、文書管理というものに関しては、白井市は規

定ですか、規則、文書管理規則ですか。 

事務局（高山）  規定です。 

坂野会長  規定ですか。恐らく、現在は、定めはないと書いてあるので、ま



- 4 - 

 

ずは、つくるということが必要であると思います。岩井委員、その

あたりについて、専門家としていかがですか。 

岩井委員  基本的に今の行政は、公文書管理ですよね。あと、個人情報だと

思うのですよね。国で議論になっていますが、公文書管理について

は、いわゆる覚書だとかメモなどどこまで残すのかの議論がありま

した。全て残したほうがいいのではという意見もありますが、それ

を全部やってしまうと、行政の情報は膨大になってしまいます。 

国だと防衛など問題のある範囲がありますが、個人情報とかそう

いう問題でなければ、市として、情報共有について検討していただ

き実施できると良いと思います。 

坂野会長  ということは、まず第 1点は、先ほど伴委員からもありましたが、

情報共有に関する定め、方針をまずつくるという点が必要だという

ことになりますね。 

その時に問題なのは、先ほど伴委員がおっしゃっていたように企

業ではＣＩＯなどが重要度のランクをつけていくのだと思います

が、現在、白井市ではどのようにされていらっしゃるのですか。 

事務局（岡田）  現在は、特にありません。 

坂野会長  文書管理は、規定で実施しているということでございました。横

須賀市などの幾つかの市町村では、文書管理を議会で条例をつくっ

ているところもございます。重要度を付けるということは、規定で

できるものですか。 

岩井委員  できると思います。ただ、重要度については、どうやって決める

のかについても検討する必要があります。 

一つは、先ほどから出ている情報に関する手続の観点ですよね。。

行政だけで重要度を決めるということは、必ずなぜ、これを重要と

したかについての説明責任を果たさなければいけない。住民の意向

をどう取り扱うのかということについて検討する必要があります。 

例えば、財政情報は、住民が欲しい情報だと思うのですが、そう

いう情報について、住民の意向も加味して重要度をつけるのか、そ

のあたりも検討した方が良いと思います。 

特に検討いただきたいのが、争点情報です。今、何が争点になっ

ているのかということについて、僕は協働の観点から情報の重要度

については、住民と一緒に考えたほうがいいと思っています。 

坂野会長  どうもありがとうございます。 

誰に対しての情報なのかという視点が、まさにそれとつながって

くるわけですね。 

そのあたりについては、山本委員からお寄せいただいていました

が、いかがですか。また、情報が見づらいという話についても前回

お話されておられたかと思います。 
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山本委員  関心を持っている人に、関心を持っている項目が、検索しやすい

状況であることが一番大事かなと思います。 

坂野会長  ありがとうございました。白井は、市民参加と協働を目指してい

ると思いますが今の岩井委員の示唆は、私は貴重ではないかなと思

っています。まとめます。検討すべきポイントとして、2つですね。 

情報を整理するしくみをつくったほうがいいのではないかとい

うのが 1点。 

2 点目としては、情報の提供のランク付けを協働で行うかどうか

を検討するものです。先ほど岩井委員がおっしゃった「争点情報」

を協働で考えるということについては、参加と協働というのを目指

す白井にとって良いのではないかというすごくいい示唆であった

と思います。重要度のランク付けや誰に対する情報かということを

争点情報も含めて協働で考えるとなると、会議体や審議会みたいな

ものをつくる必要があるかもしれませんが、実現性として、岩井委

員、もしご存知でしたらこういう取り組みをしている自治体は、あ

りますでしょうか。 

岩井委員  今は、思い浮かばないです。 

坂野会長  行政情報というのは基本的に行政が決めて、公開するというのが

一般的なのですが、もしもそういった協働で情報を出す、あるいは

見やすい情報をつくるということになると、もしかしたら参加と協

働を目指す白井が日本で一番になる可能性があるわけですよね。 

事務局（岡田）  前回会議で、この内容についてご提示いただいたことから、事務

局で、ICTの推進に関する計画について調べてみました。 

調べたところ、多くの自治体で、取り組みの内容の「ICT 利活用

の推進計画」を策定しています。その計画は、資料の「今後の取り

組み」が柱立てとなっていて、その下に具体的に実際に取り組む事

業をぶら下げています。 

今回、このようなご意見が出ておりまして、そういった計画は、

現在ございませんので、そういう取り組みを今後進めることという

ものについては、非常に有効な取り組みではないかなと思っており

ます。 

坂野会長  ありがとうございます。では、その計画をまずつくるということ

と、協働に基づいて検討するということをその中に入れていただく

と。いきなりではなく、まず、そこからということですね。 

事務局（岡田）  そうですね。 

岩井委員  1 点よろしいですか。多くの自治体で ICT を基準に考えていると

ころが多いのですよね。僕は、ICT を万能に考えすぎではないかと

いう考えが少しあるのです。もちろん ICT は良いのですけれども、

ただ万能だと思いすぎず、協働のしかけをちゃんと位置付けて考え
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た方がいいかなと思います。 

例えば、千葉市の「ちばレポ」などは、千葉市が協働を目的とし

て、町に問題があったときに、みんなで問題があるところを写真で

撮って、それを送って、地域の会社がやるのか、市がやるのか、協

働というしかけを入れて取り組んでいるのです。 

前に議論をしましたが、もちろんデジタルデバイドはあるかもし

れませんが、協働を進めるためのいいきっかけにはなるとは思うの

ですよね。 

参加だとか重要度決めは、ICT にとらわれずに考えたほうがいい

ような気がします。 

坂野会長  ありがとうございます。そもそも情報というものが基本にあって、

その下に手法として ICTなどがあるという形ですね。 

岩井委員  はい。ICT が一つのきっかけとなって、みんなが協働していくと

いうところもありますけれども、そこに特化しないようにしたほう

がいいような気がします。 

坂野会長  わかりました。ありがとうございます。それで事務局にご確認し

たいのですが、当市では、ICT に関する情報戦略であるとか、そう

いったものはお持ちですか。 

事務局（岡田）  ないです。 

坂野会長  岩井委員、何か参考になる自治体というのはありますか。 

岩井委員  情報戦略は、それぞれが自治体で違うと思うのですよ。戦略にな

ると、そのときの首長さんで、大きく変わることがあります。 

坂野会長  そうですよね。では、まずは、情報戦略とか、そういうものをま

ず立てていただくというのが先決だとは思います。その中で参加と

協働を盛り込めば、先ほどの話になってくるかと思います。 

岩井委員  協働については、戦略の部分を一緒につなげることが必要です。 

坂野会長  そうですね。その観点でもご検討ください。 

事務局（岡田）  はい。 

坂野会長  では、そのような観点でお進めいただければと思いますが、今ま

でのところでこうしてほしいとか、あるいは疑問点等はございます

か。よろしいですか。では、次に、2 ページです。事務局からご説

明ありますか。 

事務局（元田）  2 ページについては、「ＰＰＰの導入や推進に向けたもののため

に、人材のプラットフォームや人材同士で話し合う機会とかをつく

る」というご意見でした。 

市の現状としては、市に「産業振興ネットワーク」という審議会

がありまして、「産業の振興の重要事項について調査審議していた

だいていますが、産官学の連携を促進するという機能はありません。

そのため、市の取り組みの中で、正直、どのような枠組みとするの
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かイメージが湧かないというのが現状でして、まずはこのプラット

フォームが何を目指したものとするのかについてご議論いただき

たいと思います。 

坂野会長  この件についてお話をいただいたのは、恐らく宗和副会長ですよ

ね。宗和副会長抜きで議論をせざるを得ないですね、次回に宗和副

会長入れてというわけにはいきませんか。 

事務局（元田）  今回決定する内容については、その後、担当課に、内容について

実施できるかどうかの投げかけをしなければいけなくて、本日、内

容を整理した上で、決めないとスケジュールとして難しいです。 

坂野会長  わかりました。ありがとうございます。事務局からそのような意

見がありましたが、中野区でもこのような話があると思いますが、

藤井委員、ご存知でしたら参考にまでお聞かせいただければと思い

ます。 

藤井委員  自治体というよりも、私は以前、慶應大学の湘南藤沢キャンパス

にいたのですが、そういう場所では、大学が中心になって産官学の

協働センターなどをつくっていることが多いです。そのため、自治

体主導による産官学連携というのは、どうなのかなということを、

思っていたところでした。 

どちらかと言うと、行政は、地域の中では一つのアクターですよ

ね。大学が学であり、民間企業があって、そこに行政、市民など幾

つもいろいろなアクターがある中で、大学が一番、中間支援組織的

な役割を果たせるのではないかと思うのです。行政が中心になって

しくみをつくると強すぎてしまうというか、もう一歩引いた立場の

ほうが、こういうＰＰＰみたいなものについてはわかりやすいと思

います。 

坂野会長  ありがとうございます。では、大学という話ですが、本松委員、

どう思われますか。 

本松委員  一つ確認なのですけれども、ＰＰＰ関連というのは、市民と行政

が連携して行うということなのですか。 

坂野会長  そうですね。岩井委員、もしよろしければ、ＰＰＰについてご説

明いただけますか。 

岩井委員  ＰＰＰは、先ほどお話が出た官だけではなくて民の力もあって、

その地域で、二つが対等、協働な形で地域を盛り上げていくことや、

さまざまな人材を民も官も両方持っているわけですから、その人材

を使うことで、今までやっていた行政だけのよりも効率化していく

ことができるという考えです。 

藤井委員  人材プラットフォームを構築するということなのですか。 

坂野会長  そうですね。 

藤井委員  シルバー人材センターとかみたいなものとは全然違うわけなの
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ですよね。 

坂野会長  違うと思います。 

藤井委員  そうですよね。やっぱりわからなくなってきました。 

坂野会長  大学が担っている場合やＮＰＯが実施しているケースもありま

すよね。本松委員の話に戻ると、ＰＰＰというのは、もともとイギ

リスや海外から出てきた考え方です。企業も入る市民とパブリック、

これは国だけでなく自治体も含ます。それらの公民みんなで連携を

して取り組むという考え方です。国があって自治体があって、その

下に市民や企業があるというのではなくて、みんな横並びになろう

という考え方です。そういうイメージを持っていただければわかり

やすいのではないかというふうに思います。 

本松委員  ありがとうございます。 

伴委員  イメージがわきにくいです。パブリックとプライベート、官民で

すが、取り組んでいる自治体はどこですか。 

坂野会長  横浜などが有名です。 

伴委員  東大が取組んでいるのはどこでしたか。 

坂野会長  柏市ですね。 

伴委員  確か高齢者も全部入って民間を使って、東大の先生が実践してい

たのですよね。そういう形をプロジェクトごとにやっていくイメー

ジなのか、そういうプロジェクトを掘り起こすためのメンバーをつ

くるようなイメージなのか、仕組みの話をしているのか、具体的な

プロジェクトの話をしているのか、ちょっとつかみ切れていないで

す。 

坂野委員  伴委員がおっしゃったように、この考え方は幅が広くて、どのよ

うなものにするかという想定段階から考えなくてはいけない部分

です。 

まだ白井市でイメージが全然でき上がっていないのであれば、先ほ

ど藤井委員が慶応大学の事例をお話しいただきましたが、既存の組

織がないということであれば、時期尚早かなと考えます。 

事務局（元田）  この話をご提案いただいたのが宗和委員ですが、宗和委員がいな

い中で議論してもこれ以上深まりにくいと思います。皆さんの考え

方次第ですが、このまま議論をして、必要だという結論が出れば加

えていただきたいのですが、わからないというのであれば、わざわ

ざ加える必要はないと考えます。 

坂野会長  岩井委員、今の件についてはいかがお考えますか。 

岩井委員  ＰＰＰの議論は、行政の仕事を効率化しましょうという流れで出

てくる話ですよね。今、行政がやっている仕事をいかに減らすかと

いう考えです。 

伴委員  それで私は、前回の会議でこれは歳出の抑制ですよねと確認しま
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した。内容を狭めてしまうと、ご提案の趣旨が違ってしまうかなと

思います。 

坂野会長  私は、先ほど申し上げたように、この白井市では、時期尚早では

ないかなと考えています。皆様いかがでしょうか。イメージが湧か

ないという状態で皆さんが議論をしても仕方ないと思いますので、

この件については、今回は除くということでいかがでしょうか。 

伴委員  除くことを仮決めしておいて、宗和副会長からご意見をもう 1回、

次回にでも参考に聞きたいとは思います。 

坂野会長  そうですね。それで担当課に、もし間に合うようであれば投げて

いただくということはいかがでしょうか。 

事務局（元田）  内容として追加でということであれば可能ですが、できれば、最

初の決定では、除くということを決めていただきたいと考えます。 

事務局（岡田）  メールで内容を確認して、その内容を各委員さんのほうに流して

それで意見をもらうというようなことにしましょうか。 

坂野会長  恐らく、副会長もこういう意見があるよという程度ではないかな

と思うのですが、事務局にお願いしたいと思います。 

それでは、次の 3ページに行きたいと思います。事務局から、補

足説明はございますか。 

事務局（元田）  ありません。 

坂野会長  では、3 ページも、宗和副会長のご提案ですよね。ＢＰＲについ

て少しご説明させていただきます。簡単に言うと、行政の仕事とい

うのをビジネスとして捉えて、今までのやり方ではなく、新しいや

り方に再構築していくというものです。そういう意味では、ニュー

パブリックマネジメントという流れの一つです。ニューパブリック

マネジメントというのは、新公共経営とか新行政、あるいは新行政

学というふうに訳されることがございますが、行政のビジネス化と

いうことです。これに関しても、業務量定量化、いわゆる見える化

をした上で、ＢＰＲの仕組みとして再設計をするというものです。

ただし、これについても、まず基本としては行政評価というのが当

然、大事になってくるものです。この行政評価というのが、どこま

で白井で進んでいるかというのがまず 1点で、次に、それに対して

ＢＰＲをどう入れるかというところがポイントになってくると思

います。行政評価については、事務局のほうでいかがですか。 

事務局（元田）  行政経営指針や職員のプロジェクトチームでは、評価の項目があ

りまして、外部評価をやっていくということを打ち出しています。

内容としては、今までの事務事業評価に加えて、政策評価について

も取り組むこととしています。ただ、これは、事業をやめる、やめ

ないという判断はできるかもしれないのですけれども、ここからＢ

ＰＲにつなげるというのは、そのやり方を大幅に変える必要がある
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ため、現状では難しいと考えます。 

坂野会長  藤井委員がおられた中野区なんかは、外部評価で、非常に全国的

にも早いところでやってきたところでございますが、中野区でも、

まだＢＰＲはやっていないですよね。 

藤井委員  やっていないと思います。 

坂野会長  そうですよね。行政の仕事を抜本的に変えることはなかなか厳し

いと思います。確かに BPRに積極的に取り組んでいる自治体もござ

いますが、定量化などそれに応じた評価が必要だと思います。現時

点では、この 3年間で切り替えることは市としては難しいというこ

とですね。 

補足をしますと、行政の評価というのは自己点検、自己調査、自

己評価という言葉がありますが、大体、自分たちでやって自分たち

で完結しているというのが今までは一般的だったのです。そこを市

民の目線から評価をするというのも外部評価といいます。白井市は

いつから外部評価に取り組まれているのですか。 

事務局（元田）  外部評価については、総合計画では事務事業については外部評価

をやっていた部分はあるのですが、今回は、今までからやり方を変

えた形で取り組むものです。 

坂野会長  全般的な事務事業評価は、既に取り組んでいるのですか。 

事務局（元田）  事務事業については全部ではないですが抽出して実施していま

す。抽出して、事務事業の中でも全く外部評価が必要ないものもあ

るもので、抽出してやっています。 

坂野会長  ありがとうございました。白井市では、全部の事業について、外

部評価を行うのは、これはまだ難しいということだということです。

よろしいでしょうか。 

では、次に行きます。4 ページです。こちらについても政策評価

の話なのですが、これに関しましては、先ほどの話そのままですが、

事務局で補足説明はありますか。 

事務局（元田）  協働を進めるためということで今後の取り組みに書いてあるの

ですけれども、これについては、協働を進めるために評価をすると

いう視点でよろしいのか、それとも、協働によってよりよい市の施

策を目的とするのか。つまり、協働が目的なのか、協働が手法なの

か、どのあたりをイメージされているのかを明らかにしていただき

たいと思います。 

坂野会長  それは、皆さんで議論したいと思いますが、藤井委員、いかがで

すか。 

藤井委員  所沢市では、市民による市の仕事評価というイベントが年に 1回

あります。過去 4年間、私はその市民評価のワークショップのコー

ディネーターを務めてきたのですが、評価は市民の評価で協働を進
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めるためと割り切って取り組んでいました。 

例えば、街路樹のけやきが、すごく老木化していて倒れる危険性

があるから、どのぐらい剪定するかとか、そのためのお金はかかる

からどうしようとか、そういう細かいことや老朽化した施設をまと

めて建て替えることなど、幾つかの話題があり、それごとにワーク

ショップをやって議論するのです。 

最後はワークショップなのでみんなで模造紙に書いて発表をし

ておしまいということになるのですけれど、そこで出された市民の

意見、市民の感想が施策にどのぐらい反映させるかといったら、実

のところ、そこはすごく不明瞭なのですよ。 

ただ、そのワークショップを経て思ったのは、市民が協働しやす

いような土壌をつくるということは大切なのではないかと思いま

した。開催 1 回当たりは 20 人掛ける 4 ワークショップで、全部で

80人ぐらいかもしれないけれども、何年も続けていけば 1,000人に

なり 2,000人になり、少しずつ市民の中にも、市の取り組みについ

て興味を持ってくれる人を増やしてくれるという意味では、協働を

進めることが目的でもいいのかなと思っています。 

私としては、評価はとても難しいし、ある一時期における評価が、

もしかしたら 5 年後にはいい評価ではなくなるかもしれないので、

慎重に行う必要があると思っているので、協働に主眼を置いてしま

ったほうが、目的としてはいいのかなと思っています。 

坂野会長  ありがとうございます。本松委員、いかがですか。これからは白

井をつくっていくのは、本松委員みたいな若い方ですから、ぜひご

意見があれば。 

本松委員  今の段階では、多分、多くの人がどういったことを行政が決めて

いるのかということをほとんど知らないと思うので、今、藤井委員

の話を聞いてすごく、何回もそういうワークショップなり、そうい

った集まる機会をつくることによって、若い人からだんだん伝わっ

ていって、広がるのは良いなと、思いました。ただ、どちらを目的

とするかと言われると、難しいです。 

坂野会長  ありがとうございました。今のお話だと、やはり外部評価という

のは手段であって、最終的には協働だという話につながってくるか

と思いますので、お気持ちが理解できましたので、大丈夫です。山

本委員、いかがですか。 

山本委員  外部評価そのものも、既に協働になっており、また、なり得るの

ではないかと思います。例えば、ワークショップみたいなものにし

ても、誰でも参加できるというとすごく曖昧なので、今回のこのテ

ーマでは 20 代の人とか、ここでは 40 代の人とか、ここでは 60 代

の人とか、一定のルールで決めた人たちが集まって意見をもらうと
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かという場も面白いのではないかと思います。 

また、その方法も、例えばいろいろと意見が言いたいけれども、

高齢の方で体も動かなくて外に出られない。また、ICT も使えない

けれど、市に対して思っていることや関心がすごくある人について

は、こちらから聞きに行くという方法が必要ですし、仕事持ってい

て時間が拘束されているけれども、ICT を使って意見を言えるとい

う人など、いろいろなパターンを決めて、外部評価を得られるよう

な形をとって、少しでも多くの意見を聞くことが必要だと思います。 

このようなことを続けていくと、先ほど藤井委員がお話しされて

いたように数カ月後、数年後に市の取り組みに取り入れてもらえる

といいと思います。 

何回か前の会議の意見として出ていた市民と行政、市の温度差み

たいなものや、求めているものと伝えたいもののギャップみたいな

ものが自然に埋まっていきやすいような気もするし、そうすると、

外部評価が行政の役にも立ち、それで行政をやっていくと、そのま

ま市民にも反映されていくようになるので、自然と協働が成り立っ

ていくのではないかなというふうに思います。 

坂野会長  ありがとうございます。おっしゃっていただいたように外部評価

というのは、時には協働評価ということもございまして、無作為抽

出でいろいろな人を入れるというのは、現在、白井市ではやってお

りますので、今の委員のお考え方は実現できる、あるいは可能性が

高いというふうには思います。では次、伴委員、お願いします。 

伴委員  私は、先ほどの藤井委員のお話も「なるほど」と思ったのですが、

外部を市民とするかも含めてですが、白井市の事業の客観的な評価

が必要であると思います。協働を目的にするのではなく、オープン

な評価の仕組みをまずつくる必要があると思います。やり方はわか

らないのですが、まずは評価、次に協働と感じています。 

坂野会長  事務局として、現在あるいはこれからどのように制度設計してい

るのかがわかれば教えてください。 

事務局（元田）  評価に基づく行政サービスの質の向上と精査については、行政経

営指針の中に位置付けがありまして、外部評価もやっていくことと

なっているので、今、伴委員からお話のあった評価は、今後どんど

ん直していくというところです。 

先ほどからお話いただいていているところですが、評価自体は、

本質的には良いか悪いかの判断をするものだと思いますが、むしろ

評価をすることによって協働を推進していきたいという話もある

わけですよね。 

ただ、そうであれば、わざわざ評価というわかりづらい取り組み

を使わなくてもシンプルに協働を推進するということを打ち出し
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た方がわかりやすいと思います。 

目的が協働であれば、協議を重ねながら、協力して課題解決をす

るという協働のまちづくりというところに位置づけたほうが、皆さ

んの意向からするとシンプルなのかなと思います。 

坂野会長  では、最後に岩井委員、よろしくお願いします。 

岩井委員  難しいところですね。評価の基本は、住民の方々の税金がどう使

われているかというところだと思うのですよね。そこを評価して、

これはいらないのではないのという話なのですが、それはある程度

やっているし、市はこれからやるということを決めているというわ

けですよね。 

そうした中で、先ほどの藤井委員のおっしゃったように、きっか

けになり得るような仕組みがあってもいいかなと思います。 

伴委員  一つだけいいですか。協働という意味合いからすると、何年か前

に、白井市は事業仕分で、3 年間にわたって、多くの評価をしまし

た。実際にその場には私も立ち会ったのだけれども、1案件が 40分

なのですよね。40 分で、5 分説明して 30 分議論して、それで終わ

りなので、説明するほうも回答するほうも全く中身がよくわからな

いでやっているので、事業仕分けがいい、悪いではなくて、このよ

うな評価を僕は白井市としてやるのかなと思っていたのですが、3

年で終わりになったので、もったいないやり方かなと思ったのです。

実際の仕分けは、仕分け人の意見がアピールされていて、中には、

それは実態と違うよという市民の方の意見も多かったのですが、ま

とめの段階になると、その意見が反映されていない。仕分け人のシ

ナリオどおりの意見にまとまって、それに対する意見を言う場がな

い。事業仕分けに対する評価も、意見を言う白井市の中の場がない

のです。 

せっかくあそこまでやるのだったら、個々の事業をもう少し興味

のある市民をオープンして、この事業、本当にいいのかというアピ

ールをするとか、そういうことの場がないのかなといつも思ってい

たので、まずそういう場をつくるべきではないかというのが私の意

見です。 

事務局（元田）  補足しますと、市としては、事業仕分けは、事務事業評価の外部

評価と位置付けて実施していました。評価者は、住民基本台帳から

無作為で抽出選出された市民になります。仕分け人はあくまでも参

考意見で、市民の意見を採用しているものです。 

坂野会長  事業仕分けの話というのは、いろいろご意見もあるでしょうし、

総括というのもなかなかされていない話なので、ここでは置かせて

いただき、今までの意見をまとめますと、協働を中心に据えてあく

までも外部評価というのは手段だという意見が 3点、外部評価によ
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り仕事をよくするという意見が 2点というふうになりました。 

これはどちらでもいいのではないかと私は思います。外部評価を

するということは、当然のことながら効率化をチェックすることで

す。 何をチェックするかというと一つは効率性の問題と満足度と

いうのが絶対出てきますので、それをどこまで縮めるのか、伸ばす

かというのが一つあります。 

もう一つの問題は、先ほどの事務事業という細かい事業ですね、

白井市さんだと 200位の仕事があるわけですね。そのくくりをまと

めたものが施策というふうに言っています。そしてさらに、それを

もっとまとめたものを、こちらの場合は政策でいいですか。 

事務局（高山）  施策です。 

坂野会長  施策の上は。 

事務局（高山）  政策です。 

坂野会長  事務事業があって、施策があって、政策でよろしいですか。この

くくりの問題なのですね。市民の人がやるというとなると、満足度

と効率性というのは、市民感覚でしかわからないので、一般的には

事務事業のほうがやりやすいというところです。そこで、先ほどの

仕分け人の話が出てきますけれども、実際は、ある程度なれてくる

と、施策の段階で、良い、悪いという評価ができるようになるので

すね。ですから、最初は事務事業ないしは施策でもちょっとだと思

うのですけれども。まずは、やらないと話にならない。まず、最初

に外部評価をやると。それは効率性を求めるということだと。次に、

それが協働に結びつくように利用できるツールにするということ

なのですね。 

事務局（高山）  外部評価については、先ほどお話した総合計画審議会という総合

計画に関する審議会があって、そこでの評価をしているのです。そ

のほかの具体的な事業の評価をしているのは、ほかにもいろいろな

審議会があって、そこには外部とか市民の皆さんに参加していただ

いている会議があります。ここで言っている、市民による行政の外

部評価といった場合の行政が、何に対しての評価をいただくのかと

いうのが、具体的にお示しいただけると、こちらも担当課のほうに

話をしやすいです。 

坂野会長  なるほど。これは、藤井委員のほうが、お詳しいですかね。 

藤井委員  所沢市の事例から言えるのは、過去、とても難しい普通の人では

なかなかわからないような老朽化施設の問題のような大きな問題

と、あとは生活レベルでわかるような、例えば高齢者福祉や学校の

通学路、校区の問題であるとか、わかりやすいものとわかりにくい

ものがあったと思うのです。 

私が思ったことは、仮に協働を推進するための評価ということで
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あれば、わかりやすい、生活レベルでの市民目線の課題がまさに重

要になるような課題、例えば健診の受診率が低いことや、健診の受

診率が 3年で最近下がっているのであれば、どういうふうにやるか

とか、そういうようなわかりやすい、議論しやすいテーマを設けた

ほうがいいと思います。 

そうではなくて、本当に評価を目的とする場合は、本当に専門家

の外部評価として、公認会計士であるとか弁護士であるとか法律の

専門家、会計の専門家に時間をかけて、しっかりとした評価を行う

べきだと思います。 

坂野会長  岩井委員。 

岩井委員  僕もそう思います。 

坂野会長  一つ重要な手がかりというのは、恐らく市民が評価可能なのは、

成果に限られるとうことですね。行政が投入して結果的に何ができ

たかというのではなくて、そのできた結果によって、実際、どんな

効果があった、成果があったのかということを市民が判断するよう

な自治体が多いのではないかなというように思います。 

先ほども事務局のほうから、何を評価するかという意見がありま

したが、制度設計の問題が非常に大きい部分がございまして、市民

がたくさん入るのであれば、先ほど藤井委員がおっしゃったように、

基本的に素人目線ですから、成果として市民にとっていいか悪いか。

要するに、インプットされたものに対して、アウトプットでできた

ものが本当に市民にとって効果的なのかどうかというところぐら

いしか、本来はできない部分は大きいのかなというふうに思います。 

さらに細かい数字まで調べるとなると、実際は公認会計士である

とか、弁護士とか税理士とかという人たちが本来はすべき話なので

す。 

 この問題としては、市民の割合をふやすのか、あるいは専門家を

ふやすのかによって、議論の話が全く変わってくると思います。 

事務局にお伺いしたいのですが、その辺はどのようにお考えです

か。例えば、市民の割合を高くするのか、あるいは、これはもう徹

底的にチェックするから、むしろ専門家を入れるほうがというふう

な話になっているのですか。 

事務局（岡田）  市では、例えば総合計画審議会というのが第三者委員会というこ

とで外部評価を所掌してやっていただいているところなのですが、

今、市民を大分ふやしているのですが、人数構成、済みません、は

っきりわからないのですけれども。 

事務局（元田）  今までは、学識経験者が 5人で、関係団体の自治会の連合会など

市民の関係団体が 5 人で、公募の市民が 5 人の 15 人ということだ

ったのですが、これからはじまったばかりなのですが、学識経験者
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を減らして、市民を増やすということに切り替えをしていると思い

ます。 

坂野会長  まとめますとお金のチェックとか効率化という話ですと、当然の

ことながら、一般の市民はわかりませんので、専門家にほとんどや

っていただくということになるでしょうし、市民の比率が上がると

満足度であるとか、実際、市民にどれぐらい成果があったのかとい

うふうな評価になってしまうのが一般的だと思います。 

それにゆえ、今後の取り組み、あるいは目的がかなり変わってく

るように思いますが、これは参加と協働という点で行くならば、市

民の数をふやして、実際のお金とかという意味ではなくて、満足度

であるとか成果というものを重視した外部評価になるでしょうし、

もし、お金などの細かいチェックをするのであれば、これはもう本

当に専門家、会計士とかというようなチェックになるかと思います。

今のお話だと、白井市としては市民の割合をふやしていくというこ

とでありますので、私が言った前者の話ではないのかなというふう

に思います。 

そこで、ここでのご検討は非常に厳しいと思いますので、市民比

率をどの位にするのかということを、まず、この外部評価であると

か、そういうものを立ち上がったときに検討していただくしかない

のかなというふうな気がしています。山本委員、いかがですか。 

山本委員  今のお話しを聞いてなるほどと思ったのは、私たち市民の目線で

いったら成果の評価の指標としては、やはり満足度ですよね。 

評価については、満足度以外にないのではないかと思っていたの

ですが、数字的なことについては、確かに市民の目線ではわからな

いので、プロの目線で見ないとわからないものだと思いました。市

民としてはやってほしいことを、自分たちのお金として税金でやっ

てもらえて初めて、「市はいいことをしてくれているな」と思うけ

れども、それが評価の目的として、歳出の抑制という方向性があっ

て考えているときに、果たしてそれに叶う外部評価を市民でできる

のか。ということが個人的な新たな疑問です。 

坂野会長  そうですね。最後はバランス感覚になってしまうと思います。委

員のメンバーの中に例えば市民がたくさんいれば、満足度と言いな

がら、市民は自分の税金だと思うので、これは我慢するからちょっ

と抑えてほしいというような、満足度一辺倒になるかというと委員

のバランス感覚が反映されると思うのですよね。 

  いわゆる効率化という視点についても、非常に難しいところだと

思います。岩井委員は、どう思いますか。 

岩井委員  難しいところですね。それを正しい方向で議論してもらうのは、

説明の場なのだと思います。情報をどれだけ出していけるかがカギ
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だと思います。そうでないと、幼稚な言い方ですけれども、そこに

参加できなかった人たちが、評価に対して「私は満足ではない」と

か、絶対にそういう話になると思うので。私は選ばれた、選ばれな

かった、出なかったというので、もめるわけです。 

坂野会長  おそらく伴委員がおっしゃっていたことと重なる部分ではない

かなと思います。 

ここの議論のところに関しましては、実際に外部評価の目標とい

う点では最初に効率化だったと思いますので、まずは効率化という

ことになるのではないかなということですね。 

藤井委員  ターゲットとする何々によるのではないかなと思います。あと、

歳出の抑制に関しても、当該事業年度だけで収支が改善するものも

あれば、例えば先ほどの私の例ですが、健診の受診率がアップすれ

ば、がんの早期発見が可能になり、それが将来的な医療費の抑制に

かかわるということであれば、10年スパンとかで、もしかしたら歳

出が抑制されるかもしれない。あるいは地域でも、高齢者の支援に

関する自治会の活動とかもそうかもしれません。すごく回り回って、

風が吹けば桶屋がもうかるような歳出の抑制にもなるかもしれな

いので、そこは厳密に、この年度だけでというふうにしなくてもい

いと思います。私は、市民の方が評価する部分は、そういう部分で

あるべきだと思います。余り厳密な費用対効果みたいなものとか、

効率性をそっちのほうで求めないほうがいいと思います。山本委員

や本松委員がおっしゃったみたいに、市民の納得や満足をベースに

する方が良いと思います。 

坂野会長  わかりました。ありがとうございます。事務局として、何か疑問

点ありますか。 

事務局（元田）  目的として位置付けについては、歳出の抑制のままということで

よろしいですか。それとも協働を目的としますか。 

坂野会長  今、議論したとおり、まずは歳出の抑制のところに位置づけてい

ただいて、協働のほうも後から視野に入れるという形だったと思い

ます。 

伴委員  それをやることが即、歳出の抑制にはならないかもしれないけれ

ども、まず一歩は、市民の数をふやして、市民に直結する問題をま

ず外部評価として受けてみて、まずそこからではないですかね。 

坂野会長  まずは、本格的に外部評価をやっていただくということなので、

それを重ねていってからということですね。 

事務局（岡田）  わかりました。総合計画審議会で、今外部評価をしていますけれ

ども、そこの委員構成をもっと市民をふやすとか、そういうような

見直しをまずは行っていくというところが一つということですね。 

坂野会長  そうですね。それが先ですね。では、次の 5ページに行きたいと
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思います。 

5 ページは、市が市民や事業者に協働の働きかけを行うというも

のです。今後の取り組みですね。恐らく、目的として協働がありま

すので、恐らく協働提案という話を重なってくると思います。提案

のご趣旨としては、いわゆる歳出の抑制ではなくて、むしろ協働分

野でという話になるような気がいたしますが、いかがでしょうか。 

藤井委員  今のこの内容ですと具体的な取り組みの姿というものが見えづ

らいです。先ほどの、外部評価と似ているところがあるので、この

目的は、外部評価をまずやることで一部分は達成されるのではない

かと思いました。ほかに具体的な提案がないならば、外部評価に統

合という形でも良いかなと思います。 

伴委員  つまり、市民が市のために何をやるかであれば参加することで、

それは身近な問題の事業について、意見を言うことであるというこ

とになると、そういうことになりますよね。ただ、今後の取り組み

の主語がわかりにくいですよね。 

坂野会長  もし違っていたら言ってください。もともとは市民の人が、ある

いは企業もそうですが、地域に参加しやすい環境を市がつくるとい

うことで市民参加とかそういったことを念頭に置いて、そういう市

民参加しやすい環境というようなことでお書きになったのではな

いかと思いますけれども、どうですか。 

山本委員  はい。自分たちが中心になってという考え方ですね。 

坂野会長  それは、市民とか企業が中心になるということですか。 

山本委員  そうですね。もっと自主性を持って、市民とか企業とか、いろい

ろ各団体とか自治体とか、いろいろなコミュニティとかの人たちの

活性化を図れるように、市が背中を押す感じです。 

坂野会長  今、いい言葉が出ましたが、コミュニティの活性化とか、そうい

うことでしょうか。 

山本委員  そうです。 

坂野会長  わかりました。ありがとうございます。岩井委員、いかがですか。 

岩井委員  となると、先ほど藤井委員が言ったところになるのではないかな

という気がします。まずは、市の現状を見ていただいて、そこで市

民は何ができるのかというのを考えるということだと思います。 

藤井委員  評価にもつながりそうな気がしました。 

坂野会長  本松委員、いかがですか。 

本松委員  私も先ほどの議論とつながる部分があるかなというふうに思い

ます。 

坂野会長  恐らく、コミュニティの活性化であるとか参加ということでは、

最終的には、もちろん外部評価を目指すものもそこですが、歳出の

抑制というよりは、趣旨を踏まえると、むしろコミュニティの活性
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化、市民参加というところに入っていくと思います。 

内容としては、協働提案制度であるとかそういったことに近いよ

うな話なのかなというふうに思いますが、市のほうで何かこういっ

た検討とかされていますか。 

事務局（元田）  先ほどの部分については、職員の方でも「協働提案制度」という

ものを検討しており、協働、市民提案制度というところの考え方と

しては、これがあって、その上で市民提案につながるというところ

が出てくると思います。一緒に取り組んだほうがシンプルなのかな

というふうには感じました。 

坂野会長  たまたまですかね。では、資料 1については以上で終了して、議

題 2として資料 2に入りたいと思いますが、すぐに議題 2に入って

しまってよろしいですか。 

事務局（元田）  ありがとうございます。では、議題 2に入る前に議題 1の確認を

させていただいてよろしいでしょうか。 

資料 1の 1ページについては、議論いただいた内容として、計画

の策定に変更して残すということですね。 

2ページ、3ページについては、時期尚早なため、案から落とすと

いうことですね。 

4 ページについては、歳出の削減という視点でまずは外部評価を

実施するということで残すということですね。 

そして、5 ページについては、歳出の抑制という観点ではなく、

市民参加・協働という視点で「協働提案制度」に位置付けていくと

いうことでよろしいでしょうか。 

坂野会長  はい、よろしくお願いします。 

事務局（元田）  かしこまりました。では、そのように議題 1としてご意見を承り

ました。 

それでは、議題 2について、事務局から説明をさせていただきま

す。冒頭にご説明させていただいたとおりなのですが、議題 2につ

いては、前回の会議で議論していただいた内容をまとめたものにな

っております。 

内容については、「現在の取り組み」、「今後の取り組み」につ

いて、前回の会議の議論を踏まえて整理をさせていただいたものに

なっています。なお、「スケジュール」については、あくまでも議

題として事務局が入れているもので、各課の決定ではありません。

皆様に議論していただくにあたり、たたき台としてこういうスケジ

ュールでいいのか、それとももっと早くしたやったほうがいいのか、

いつまでに実現させたほうがいいのかということについて、ご検討

いただきたいというふうに思っています。 

なお、この後にこの審議会で決定した内容について、各課で実際
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できるのかということを働きかけるというようなことになってい

ます。 

なお、今回は、3 年間で実現できるのかという視点についてもご

検討いただければと思います。資料 2の概要、議題 2の内容につい

ては以上です。 

坂野会長  ありがとうございます。では、すぐに議論していきましょう。 

先ほどの議題 1のところで、最後とつながってきますが、市民提

案制度の実施というのが 1ページにあります。この市民提案制度の

実施に関しましては、多分、市民参加の充実ではございますが、審

議項目というところから外れておりますが、これは意見として出せ

るということですよね。 

事務局（元田）  そうです。もともとこの審議会にご審議いただく分野とは異なる

ものですが、せっかくいただいた意見なので、それについては担当

課のほうに投げかけをしたいと思っています。 

坂野会長 ありがとうございます。そこで、現在の取り組みですが、これは「ない」

ということですね。今後の取り組みとして「つくる」と書いていま

す。非常に簡潔でわかりやすいです。目的も推進するためとなって

います。問題はスケジュールなのですけれども、スケジュールにつ

きましては、平成 30年度に一応、仕組み・制度、設計を考えると。

実際に施行が翌年度ということでございますが、こんな形でよろし

いですか。 

藤井委員  これは条例をつくるという話になるのですか。 

坂野会長  条例まではいかないのではないかと思いますけれど、事務局では

どのようにお考えになっていますか。条例になると時間がかかるの

で、平成 30年度というのは多分無理だと思いますね。 

事務局（元田）  先ほどの話にもありましたけれども、もともとみんなで話し合い

をしたりする部分も必要かもしれないですし、それ以外のもので、

提案ということで提案会みたいな形なのか、それとも時間を区切っ

ていつでも提案を受け付けるとか、そして、提案の取扱をどうする

かなどの検討は必要だと思います。ただ、事業として実施するので

あれば、条例をつくらないでも、良いと考えています。 

坂野会長  そうですね。例えば、市民提案制度というのは、龍ケ崎市という

ところでございますが、要綱でつくっています。条例は必ずしも必

要ではないと思います。もちろん議会に対してのご説明は、市の担

当のほうでされるとは思いますけれども、基本的には条例はつくっ

ていないので、30年度からの実現は可能だと思います。 

まず、このような感じでよろしいですか。やってもらうという。

あるいは、もっと仕組み・制度を検討するのを短くして、施行を早

くしろとか、いろいろ考え方あるとは思います。みなさん、いかが
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でしょうか。 

岩井委員  僕は、こういう制度は、住んでいる方々の希望ではないかなと思

います。 

坂野会長  どうですか、山本委員。これでよろしいですか。 

山本委員  はい。 

坂野会長  本松委員はいかがですか。 

本松委員  大丈夫です。 

坂野会長  伴委員。とりあえずやってみますか。 

伴委員  パイロットというか、30年度の検討をしている段階で、何らかの

パイロットができないかなという感じがするのです。さあ、30年度

検討します。31年でやりましたというよりは、試行をしながら検討

するというのはどうでしょう。 

坂野会長  行政のやり方としては、要綱であるとか仕組みをしっかりしない

と、実際には予算もつかないし、できないというのが、あると思う

ので、多分こういう形が一般的なのかなとは思います。 

藤井委員  ただ、その問題はありますよね。私も伴委員の意見に賛成なので

すけれど、1 回やってみて、ＰＤＣＡサイクルみたいなのに乗せな

いといけないという話ですよね。その考え方であれば、しくみや制

度の検討について平成 30年度に 1年間かけてしくみをつくります、

そして、翌年に試行実施して、その後にその事業の評価もして、改

善策の提案というふうにつながっていくわけですよね。スケジュー

ルについては仕方ないとしても、ぜひ、その下に 2行、しくみの評

価と改善まで入れていただいて、平成 32 年度につなげていったら

いいかなと思います。いかがでしょう。 

坂野会長  もう、それで、皆さん何かご異論ありますか。 

山本委員  この試行実施の矢印が半端なところで始まって半端なところで

終わる形になるのでしょうか。この期間はどのぐらいと設定してい

るのですか。 

坂野会長  恐らく事務局の考えでは、すぐに実施できるかどうかわからない

ということなのでしょう。例えば 4月だったら一番端っこでしょう

けれども、もしかしたら 6 月になるかもしれないし、8 月になるか

はわからないと。その期間も、恐らく 30 年度に決めるということ

なので、このような期間、矢印になっているのだと思うのですが、

事務局としてこの矢印の意味はどうですか。 

事務局（元田）  おっしゃるとおりです。ただ、たたき台なのでスケジュールにつ

いては、見直します。 

伴委員  行政が 4月 1日から動くというのは、余りないと思います。民間

ではこういうやり方しないので、奇異に感じるのですけれども、1

年間検討すると、その中で何回もやってみるというのがやり方なの
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で、それがとれないとすればしようがないのかな。 

坂野会長  人事異動とかがあって、全く初めての人がいきなりやれというの

は不可能なので、なれた 6月ぐらいがちょうどいいということがあ

りますよね。 

山本委員  この試行は、施行実施だから、本当にそういう仕組みとか制度が

できて、ずっと継続されるということであれば、正式実施があった

方がわかりやすいと思います。 

藤井委員  評価を 31 年度の下半期の後ろのほうで評価して、翌年度の予算

にぎりぎり間に合う感じにしてもらって、改善策の検討というのが

平成 32 年度に出てくるみたいな、そんなような感じかなというふ

うに思うのですよね。 

坂野会長  そうですね。事務局で、今の意見で多分いいと思うのですが、よ

ろしくお願いします。では、1 ページはここにＰＤＣＡサイクルの

考え方を入れるということで、お話がまとまったかと思います。 

 次に、2ページでございます。何か事務局でお話ありますか。 

事務局（元田）  2 ページについては、前回のチャリティの話が入っています。前

回の会議では、チャリティを実際やってみるという話と、寄附を求

めている団体のＰＲというのもありますよねというところだった

と思います。 

今回、担当者と内内で話をした中で、チャリティをやっている団

体などに対して、拡充してほしいというのを市がお願いするという

のはなかなか難しいという話がありました。例えば、市がチャリテ

ィの場を設置することはできますが、市が直接運営するとなると何

の目的かそもそもわからなくなってしまうところです。 

今回は、そのようなことから、事務局としては、もう一方の議論

としてありました「チャリティ活動などをやっている市民が行う寄

附の募集や、活動をＰＲする」に特化して提案したものです。市と

しては、チャリティが広がれば良いと考えているところではありま

すが、実施内容としては、チャリティをやっている団体を PR する

といっても、市がＰＲすることがいろいろと難しい団体もあるかも

しれません。そのあたりの基準とかＰＲ候補の検討というのをやっ

て、ＰＲを翌年度からやっていきたいです。30 年度中に決定して、

31年度からやっていきたいというふうに考えています。 

そこについては、今、これはたたき台なので、もっと早く、ＰＲ

はできるのではないかという話もあると思います。そのあたりにつ

いて意見をいただければと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。これについては、本松委員の思いが実現

して、ここに書かれているわけですが、いかがでしょうか。 

本松委員  もともと、実際に場所をつくって行うというのは難しいなとは思
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っていたので、こういった形で、少しチャリティ関係で実行してい

ただけるのはうれしいです。 

坂野会長  スケジュールなんかはどうですか。 

本松委員  今、白井にどういった団体があるのかというのは、私もわからな

いので、検討に時間、1 年もいるのかどうかというのはわからない

というところです。 

坂野会長  団体の PR の選考というと、非常に難しいところだと思います。

例えばチャリティという言葉が書いてあるように、実際のある市の

事例では、キリスト教の教会に集う人がこのような活動を積極的に

されているところがあり、市の市民活動の補助金なんかをもらった

りするのですけれども、教会ではなく、厳密に別団体として行って

います。教会については、政教分離という考え方で、どのように扱

うかというのが日本では特にありますよね。 

もちろん、クリスチャンだけではなくて、神道や仏教の団体もこ

ういうチャリティに相当するボランティアを行っていますので、そ

ういったところの精査はかなり慎重にやらないと、市がそういう宗

教を助成、あるいは支援をしているという、そういう話になってし

まうのですね。日本では、政教分離として、目的効果という基準を

使っておりますけれども、助成支援については、非常にうるさいの

です。面倒くさいといえるかもしれません。なので、1 年かけるか

1 年半かけるかわかりませんけれども、そういう団体の精査で、ど

れぐらい時間かかると思われますか。事務局のほうに聞いてみまし

ょうか。 

事務局（岡田）  難しいですね。ただ、少なくとも 1年間ぐらいの検討というのが

必要なのではないかなと思います。 

あと、今、私思ったのは、チャリティ活動などというところで、

それ以外にどういうような活動をやっているところ、まだほかの活

動をやっている方も入れるべきなのかというのもあるのではない

かなと思いまして、そうするとやはり 1年からもう少しぐらい検討

させていただいたほうが、いいものができるのではないかなとは思

います。 

坂野会長  ありがとうございます。今回、片桐委員はいらっしゃらないので

すけれど、そのときはクラウドファンディングの話が出たと思うの

ですね。そういった話も多分、入ってくるかと思います。内容につ

いては、非常に難しいので、1 年から 2 年位とした上で、経費がか

からないものは、早めて実施する位でよろしいかと思うのですが、

皆様、いかがでしょうか。実施というのは、これはずっと続くわけ

ですから、これでよろしいかと思いますが、よろしいですか。 

本松委員  大丈夫です。 
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山本委員  はい。 

坂野会長  ということで、このようにお願いしたいと思います。 

決まったのは、スケジュールとしては、制度としっかりと団体を

見極めていただくのに時間をかけるというのが 1点。次に、実施は

ずっと継続していただきたいということになります。では、次の 3

ページに行きたいと思います。です。事務局から何かありますか。 

事務局（元田）  情報提供戦略の検討と実施については、これは市の情報を提供す

るという外向きの話です。まずは、市民に向けた情報提供の方法を

検討したほうがいいのではないか。戦略がないというのは、第 2回

と第 3回で再三言われているところなので、まずは、戦略をつくり

ましょうということと、実施していきましょうというものです。 

皆さんからの意見として、広報しろいと市のホームページ、ツイ

ッターの連動であったり、子供広報などのターゲットを絞った情報

提供であったり、タウン誌なんかと連携した情報提供、メール配信

やラインなどの ICTを活用して、地域や年代ごとに情報提供しまし

ょうというような話もあったと思います。 

今回、先ほどの議題 1にもあったのですが、まずは情報提供の戦

略をつくるということとしています。その中で検討すべきであると

いうことを考えています。 

また、学生、市民を交えたということで、市だけでつくらないで

すよという部分を入れさせていただいたというものです。 

こちらのスケジュールについては、議題としては大きな話なので、

2 年間じっくり、そこのあたりについては検討しなければいけない

という部分で 2年間ということと、32年度から実施するというスケ

ジュールを、たたき台として示させていただいています。 

坂野会長  ありがとうございます。先ほどの情報戦略という話が出てまいり

ました。それも参加でやっていくということですね。ここに書いて

あることに関しては、誰も否定される方いないと思いますけれども、

実際にこのスケジュール等につきましては、ご専門の岩井委員にお

伺いしようと思うのですが、皆様よろしいですか。 

岩井委員  このスケジュールについては、本当は難しいところです。 

早ければ早いほうがいいと思いますけれども、これは、一概には

言えませんので、これぐらいがいいかなと思います。この検討の中

に市民が入っていくというのが、一番重要です。情報発信に関する

議論というのは、煮詰めていくにはかなり時間がかかると思います。 

坂野会長  ありがとうございます。市民参加という観点は評価できるという

ことですね。皆様、ご意見等ありますか。 

 では、事務局として、いかがですか。何かございますか。 

事務局（岡田）  これは問題ありません。ただ、事務局でお示ししたものではあり



- 25 - 

 

ますが、内容の中に、学生や市民を交えたということで、学生とい

うことだと非常にクローズアップされているところがあるのです

けれども、ここについては、このままでいいということでいいでし

ょうか。それとも、広く、もっと市民というようなことにしていく

とかというのはあるのだと思うのですけれど、学生というところが

クローズアップされて、そこをターゲットにしていくというところ

によって、大分、委員構成というか、そういった部分も変わってく

るのではないかと。 

岩井委員  そこも情報戦略なのですよね。市民の捉え方もそうですし、市民

を広くするのであるならば、我々が論文を書くときは、市民には注

釈を入れるのです。一般学生だと何々市の市民ですけれども、それ

以外にも市民は、住民、企業、ＮＰＯ、なども含まれる言葉である

と思うので、戦略と言ったのは、白井市さんのほうが誰と一緒にや

りたいのか、何を一緒にやりたいのかというところが非常に重要だ

と思います。 

坂野会長  おっしゃるとおりだと思います。ここでの市民という定義をどう

捉えるかによって、学生をあえて出すかということですね。白井市

の市民参加条例の市民の定義がありますが、一般に在住、そして在

勤、通学、在学、白井市の学校に通っている人、あとは在活と言い

まして、ＮＰＯみたいなところで活動している人、大体この四つを

入れることが多いのですけれども、入っていますよね。 

事務局（元田）  在活という表現ではないですが、市民参加条例の市民の定義には、

関係ある人というのは入っています。 

坂野会長  そうですよね。ここで言う市民というのが、どういう言葉で定義

されるかによって、これが大きくかわってくるのですが、いかがで

すか。 

事務局（岡田）  確かに若い方は、これからの白井市を担っていく方々ということ

になってくるので、若い方を入れて、情報提供の戦略を練っていく

というのがそれはそれでいいのかなとは思っているのですけれど、

ただ、今まで余りこういう計画の中で、学生の方とかということで

の具体的なターゲットを絞っているところというのは余りないの

で、そこが気になっているところです。 

坂野会長  恐らく、正確な言葉を使うと、広義の「市民」などと一緒にとい

うのが、本当の意味では正しい表現だと思います。それをどうされ

るかというだけの話ですね。 

事務局（岡田）  では、この市民については、市のほうで、検討させていただくと

いうことでよろしいでしょうか。 

伴委員  学生というと唐突に見えたので。先ほど会長が言われたように、

あと残っているのはＮＰＯとかというところなので、わかりやすく
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するのだったら、それも併記されたほうがわかりやすいかなという

感じがしますね。 

坂野会長  では、市のほうで検討していただくということでよろしいですか。

では、次の 4ページに行きたいと思います。市の側からは大丈夫で

すか。 

事務局（元田）  4 ページについてご説明します。これは 2 つの取り組み内容があ

って、提案のあった「広聴の分析」の部分と、その前段階としての

「広聴の対応の公表」があります。 

段階的に公表を早い段階で実施した上で、分析については、そも

そもの分析の検討、分析方法の検討や新たな公聴方法についても、

やってみながら検討するということが必要と思いますので、今回、

順番を入れかえているというところになります。 

坂野会長  ありがとうございます。これは、議論の中で出てきた話ですよね。 

事務局（元田）  もともとは岩井委員がお話をいただいていた部分が、公表すべき

だという話と、あと、進めながら検討でも良いのではないかという

のは、伴委員、片桐委員などからお話しがありました。 

坂野会長  市長の手紙というものでしたね。 

事務局（元田）  伴委員が、多すぎてびっくりされたというお話に絡めてご意見が

ありました。 

坂野会長  わかりました。皆様、いかがでしょうか。 

岩井委員  こういった流れのほうが良いと思います。まずは、公表してみて、

分析方法というのは、事務局がおっしゃるように難しいと思うので、

そこは検討でも良いと思います。公表の方法についても議論がある

といいですね。最初に公表すると、多分、市民から「見づらい」や、

「分類方法を変えてほしい」などの意見が出てくると思うので、実

施しながら見直しができるといいと思います。 

坂野会長  皆様、何かご意見とかご異論ありますか。ではないようですので、

そのような形でお願いいたします。 

 では、次、5ページです。事務局としてご説明はございますか。 

事務局（元田）  今回、項目名として「市民との話し合いの方法の見直」というよ

うな形で位置付けさせていただきましたが、事務局として皆様から

ご提案いただいた内容の整理がうまくできていないという状況で

す。 

議論の中では、集会所の活用や、ワークショップの実施、情報を

提供するのは、子供には子供用の、高齢者には高齢者用のなど、わ

かりやすい資料の提供という議論があったと思いますが、うまくま

とめきれていないので整理の観点でもご議論いただけると助かり

ます。 

坂野会長  今後の取り組み見ますと、いろいろな皆様のご意見が混在してい
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るということですね。いかがでしょうか。 

岩井委員  これは全部重なっている取り組みだと思います。 

藤井委員  ワークショップは、あくまでも手段なのですよね。ワークショッ

プとなると他のところでも全部重なりますよね。 

坂野会長  ここに書いてありますように、都市計画なんかでは当然、ワーク

ショップやっていますし、もちろんいろいろな計画策定入れていま

すよね。 

事務局（高山）  都市計画策定、いわゆる都市マスタープランの策定段階ではあり

ます。いわゆる都市計画だけの取り組みではありません。 

坂野会長  そうですね、ほかのいろいろな分野でもワークショップはやって

いますよね。 

事務局（高山）  はい。 

坂野会長  補足しますと、市には「都市計画マスタープラン」いわゆる「都

市マス」と略されますが、都市計画の全体の方向性を示す計画があ

ります。この策定にワークショップを行っているというものですが、

白井市はいろいろな施策、あるいは計画を策定するときに、市民参

加の方法として、私たちの審議会とか、ワークショップであるとか、

そういうものを実施しなくてはいけないという決まりがあるので

す。この実践ということでは、他市よりも市民参加が優れているの

は間違いありません。 

こんなに細かい規定をつくって市民参加に取り組んでいる自治

体はほとんどないのです。市民の方がそれをご存じかどうかは別で

すが、白井というのは、市民参加というのはすごく進んでいる自治

体の一つだと思います。 

そういう中で、実際に、今も多くの計画などの策定に際して、こ

ういうワークショップなどをやっているというのがまず 1 点です。 

岩井委員  そうなると、市がこういう取り組みをしているということを市民

の委員の皆さんが知らないということが、大きなポイントになって

しまいますよね、簡単な言い方ですが、情報共有されてないでしょ

うという話ですよね。であれば、もっとフランクな形で、「情報共

有」ができるようなものでもいいのかと思います。 

坂野会長  ただ、そうなると目的が変わってきますよね。 

岩井委員  そうですね。 

坂野会長  ぜひ、いい言葉があったら、一つお願いします。 

伴委員  一つあるのは、手段ですよね。確かに、私も少し関係したので広

報を隅から隅まで全部読むことにしているのですけれども、半年読

むと確かにきちんと全部出ていますよ。白井はすごいですよ。ただ、

あの広報を全部読んでいるかなというと、全部読んでないですよね。

そうすると、何か手段で白井市のテーマはこうですみたいな、簡単
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なもの、何て言うのですかね、簡単説明というか、何か手段がない

かなという感じはするのですよね。テーマと違うかもしれないです

が。まずそれが先なのかな。 

坂野会長  いずれにしても、情報という点で、そういうことを知らしめると

いう話になりますと、目的が違ってきますよね。 

岩井委員  それが話し合いというところが一つ大きな点ではあるのですけ

れども、でも、今までのような話し合いではない、何らかの違う形

をつくるという場があり得ます。 

伴委員  これも 1回やってみないとわからない。 

藤井委員  実際に、市民の方が知りたい情報が何かといったら、大きな話で

はなくて、例えば子育て世代だったら、どうやって保育園に申し込

むかとか、複数の具体的な細かい話な気がしますよね。やってみな

いとわからないです。 

伴委員  やってみないとわからない。 

坂野会長  とすると、今、皆様の意見を何となくまとめると、市民との話し

合いを行うことで、市が市民の欲しい情報をふやすためということ

になるのですかね。 

坂野会長  では、市が市民の欲しい情報を聞く、あるいは収集する、聴取す

る機会をふやすためということになるのですかね。事務局のほうで、

それでよろしいですか。 

事務局（元田）  申し訳ありません。それだとまとめることが難しい状態です。何

をしたら良いのかがわからないとできないところです。例えば、「工

夫して」といわれたときに、何をしたら良いのかがわからないと思

います。例えば、単純にワークショップをすることでいいのか、と

いう議論になりがちです。であれば、議題 1や先ほどの情報提供の

ようなまずは方針をという話が必要となってしまいます。 

岩井委員  例えばですけれども、人と人との接触であるならば、まずは、市

役所の受付から変えてもいいのですよね。職員の意識改革とかでも

いいのですよね。そうやって、多分、住民の方々はそういったとこ

ろからの接し方なのですよね。そこで広報してもいいのですよね。

受付で言っていただくとか。 

伴委員  まずは、白井市の事業の計画の説明を、直接、口頭で市民に説明

する場というのは今まであったのかと思いますがいかがですか。 

坂野会長  あると思います。やっていらっしゃるのです。 

事務局（岡田）  今、第 5次総合計画を策定、先ほど言った都市マスタープランと

時期を一緒にしたので、その二つの計画策定の段階で、時期で、話

し合う場を設けています。 

伴委員  それを、直接身近なテーマについて、とりあえず出先だけでもい

いから、いや、今幾つあるかわからないのですけれども、そこで 1
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回やってみて。つまりこの総合計画みたいなものは、多分来る人は、

物すごく肩肘張らして来るのだろうと思うのだけれど、もっと身近

なテーマで 1回やってみないとわからないのかなという感じがしま

す。市民から聞くとかいう行動で説明するということがきっかけに

なって、市民が意見を言うのかなと思います。 

坂野会長  地域説明会というのを結構やっているので、実際やっているので

す。白井市は市が計画を立てるとき絶対やっていらっしゃるのです

が、問題なのは、いろいろとご存じのはずの伴委員もそれを知らな

かったということですね。 

伴委員  そういうことです。 

坂野会長  ということが、岩井委員のおっしゃっているような話なので、そ

ういう意味では、何をやればいいかという話になると、きっとその

説明会であるとか、そういう計画策定のワークショップのときに、

実際欲しい情報を聞いてみるということなのですよね。情報収集と

いうことで、じゃあ何かやるかといったら、やらないと。特別なこ

とをやるわけではなくて、その場で聞くという話にしかならないと

思いますけれども。岩井委員、これが大事なのでしょう。 

岩井委員  そうですね。 

伴委員  市から説明することや説明のテーマというのは、もう既にやって

いることでもいいのでしょうか。 

事務局（元田）  計画を策定した時など、市が説明したい内容をいろいろなところ

で話すこともありますし、市民が聞きたいことについては、市は、

出前講座として「なるほど行政講座」を行っています。なるほど行

政講座は、昨年度の延べ人数ですが、1,800 人位が利用しているの

ですが、先ほどからおっしゃられているように、知っている人は知

っているし、必要に応じて利用しているのだけれども、そもそも、

存在自体を知らないという現状はあるというところなので、そうい

うところをＰＲするなども必要かもしれません。 

坂野会長  そういうことですね。 

岩井委員  それがいいと思いますね。 

坂野会長  それでは、そのあたりも含めてスケジュールも、3 年間取り組ん

でいただくということですね。 

では、次に 6ページとして、藤井委員のご提案ですが、先日未検

討であった部分について、ぜひ藤井委員のご意見をまず聞きたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

藤井委員  前回、お休みさせていただき失礼いたしました。 

私が必要だなと思ったのが、今の時代、女性が子供を生む年齢が

どんどん晩産化で遅くなっていて、30代後半ぐらいになっていくと、

場合によっては、自分の親の介護と子供のケアとで、ダブルケアと
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いうような状況になってしまうこともあるかもしれません。 

例えば、親が認知症になった場合は、地域包括支援センターに行

って相談すればいいかもしれないけれども、自分の子供を預かって

いただく際の相談や子育て支援は、市の子育て支援課だったりとか

別のところに行かなければいけないということで、主に福祉に関す

ることについて、丸ごと相談できる場所というのは、実はなかった

りするのではないかと思ったりしています。 

そこで、ワンストップで相談できるような場所をつくっていただ

いたらいいのではないかなと思い提案しました。 

この組織の運営自体については、横割りであるところから少しず

つ専門の担当の方を、それぞれの地域に当てはめる方法もあります

し、地域で横串みたいな形で展開する場合もありますし、あるいは

地域包括支援センターみたいに社会福祉法人みたいなところに委

託することもあると思います。 

必要性としてはそのようなところですが、市民からの相談内容が、

児童虐待とか高齢者虐待など深刻な場合は、小学校区や中学校区な

どで保健師などの専門職がいるといいなと思っています。 

この発想のきっかけは、この 8月に厚生労働省が「子育て世代包

括支援センター業務ガイドライン」を策定して、市町村に地域包括

支援センターの子供版のようなものをつくることを求めています。

その運営についてはそれぞれの地域に任せますと、ざっくり投げら

れていたので、せっかくつくるのであれば、統合というのが、市民

のためになると思い提案した次第です。 

行政の内部の話なので、このような提案がすぐ実現できるかわか

りませんが、あったほうが市民にとって良いと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。ご提案の意図をお知らせいただきました。

これは、できるかできないかというのが 1点。そして、もう一つな

のですが、私の私見をお伝え話させていただきますと、現在、子供

の貧困という話がございまして、その中で議論すべきことが、かな

りあるような気がいたします。 

法律は、一昨年できているかと思いますけれども、昨年度に内閣

府から、子供の貧困対策は各自治体が行うようにという話があるこ

ともあると思います。その話と密接に絡んでいるので、これが、こ

の中でできるかどうかというのは、僕は疑問には思いますが、藤井

委員のお考え方は、その話と結びついたことでよろしいですか。 

藤井委員  そうですね、含まれますね。行政で何か対策が必要という考え方

です。 

事務局（岡田）  了解しました。市の現状ということでお話をしたいと思います。 

「現在の取り組み」にも書いているところですが、この建物は保
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健福祉センターという建物で、市の福祉の拠点に位置付けられてい

る施設です。 

この建物の中は、市の健康福祉部が入っており、お子さんの関係

や、生活困窮者、生活保護の関係、それから、市の社会福祉協議会

もこの建物の中に入っています。 

藤井委員がおっしゃっていた小学校区における福祉ということ

では、白井の場合ですと、市民の組織として地区社会福祉協議会と

いうものが小学校区ごとに設置をされており、それぞれが子供や高

齢者の福祉に具体的に携わられているというところです。そのよう

なことから、集約という観点では、ある程度は、現在の状況でも取

り組みはできていると考えています。 

事務局（岡田）  そうですね。 

藤井委員  介護保険関係は、社会福祉協議会が強いですよね。 

事務局（岡田）  市の社会福祉協議会は、介護を直接携わっていません。なお、地

域包括支援センターというのは、市内を 3圏域としています。 

坂野会長  ありがとうございます。ということは、社会福祉協議会の機能の

充実という話が出てきましたし、地区社協がかなりやっておられる

ということで、こういうご意見があったということをお伝えいただ

くということになるかと思いますけれども、藤井委員、よろしいで

すか。 

藤井委員  はい。わかりました。ただ、例えば、予防接種の接種台帳などを

つくっていらっしゃれば、接種に全然来てない人とかというのはわ

かると思うのですよね。そういうデータからも支援が必要な人は発

見できると思うのです。 

個人情報の絡みもあるとは思いますが、行政が持っているデータ

をコミュニティレベルと突合することで、支援しなければいけない

市民の方がどこにいるのかという把握もできると思いますので、ぜ

ひよろしくお願いします。 

坂野会長  ぜひ、事務局からお伝えいただければと思います。 

ということで、議題 2までが終わりました。残る議題は 3のスケ

ジュールの調整ということになりますので、調整は、事務局のほう

でやっていただいたほうがやりやすいので、事務局にお任せいたし

ます。 

事務局（元田）  ありがとうございました。議題 3については、10月に開催する第

5回、第 6回の会議日程を行いたいと考えています。 

10月に会議を実施する理由として、今回議題 2として取り組む事

業を決定したところですが、この内容について、今回、職員のプロ

ジェクトチームが検討している部分については、各課で検討し、そ

れをまとめたプロジェクトチーム案が 9月の末にできる予定になっ
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ています。 

皆さんの提案と合わせると約 60 項目位になるのですが、これら

について 2回の会議で審議していただきたいと思っています。 

会議の時間については、1 回当たり 2 時間を考えております。こ

の 2 回の会議を経て、市として素案を 11 月に決定したいと考えて

おります。 

 

（日程調整の議論については省略） 

第 5回 10月 4日（水） 19時から 21時 

第 6回 10月 16日（月） 19時から 21時 

 

坂野会長  議題 3については終了ということでよろしいでしょうか。それで

は、その他として、事務局から会議録について説明をお願いします。 

事務局（元田）  会議録については、前回、委員からのお話がありましたが、口語

体のため、会議録が見づらく、文量も非常に多いという状態になっ

ています。 

市の審議会については、要点録としてまとめた会議録をつくるこ

とももちろん可能なのですが、まとめたものをつくると、自分の発

言した意見がなくなってしまうという方も当然出てきますし、議論

の経過がわかりづらいところがあります。 

事務局としては、可能であれば、今の口語体のままとした上で、

わかりづらい部分については、省略された言葉を補足するなどして、

わかりやすくしたものとしたいと考えております。 

ただ、前回の会議でご意見のありましたとおり、要点のほうが良

いというご意見もあると思うので、そのあたりについてご意見をく

ださい。 

なお、要点とする場合は、次回から変更となると、年度の中で不

自然ですので、来年度から見直す方が良いと思っています。 

藤井委員  ぜひ意見を言わせていただきたいのですが、前回会議はお休みを

いただいたのですが、これを送っていただき、内容を読んだときに

すごくわかりやすかったです。確かに、口語なので、わかりづらい

という部分もあるのかもしれないのですけれど、口語だからこそ、

皆さんの会話が目に浮かぶように感じられました。 

確かに内容については、多少、読みやすくはしていただいた方が

良いとは思いますが、私は要点にしないほうが良いと思っておりま

す。とても役立ちました。 

伴委員  意見を一つ言うと、内容は今のままでもいいのですけれども、発

言の要旨がわかればいいわけで、そのまま 100％ではなくて構わな

いような気がするので、重複はなるべく削ってほしい。 
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事務局（元田）  わかりました。 

坂野会長  ご専門家として、岩井委員は、ご意見ありますか。 

岩井委員  特にありません。 

坂野会長  山本委員、よろしいですか。 

山本委員  はい。 

坂野会長  では、事務局の方で文量を短くしていただき、内容を凝縮して、

余計な言葉はカットしていただくということで、お願いします。 

事務局（岡田）  内容については、委員が語尾などを修正することは全く問題あり

ません。そのような場合は、遠慮なく修正をしていただいて結構で

す。市は、内容を少しまとめるようにしていきたいと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。では、本日の審議は全て終了しました。 

事務局から、ほかに何かありますか。無いようですので、次の予

定も決まりましたので、これにて閉会させていただきます。長い時

間の慎重審議、どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

 

会議終了 午後 8時 40分 
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第 5回白井市行政経営改革審議会 会議録（概要） 

 

 

1 開催日時 平成 29年 10月 4日（水）午後 7時から午後 9時まで 

2 開催場所 市役所本庁舎 3階会議室 301 

3 出 席 者 坂野会長、岩井委員、片桐委員、伴委員、藤井委員 

4 欠 席 者 宗和副会長、本松委員、山本委員 

5 事 務 局 行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

6 傍 聴 者 6人 

7 議 題 行政経営改革実施計画（行政経営改革実施計画策定プロジェクトチー

ム案）について 

8 議 事 

●事務局（元田） 

 平成29年度第5回白井市行政経営改革審議会を開催させていただきます。 

 本日、宗和副会長、本松委員、山本委員は、ご欠席という連絡をいただいておりま

す。 

 では、第5回白井市行政経営改革審議会を開催いたします。開会に当たりまして、会

長からご挨拶をお願いいたします。 

●坂野会長 

 皆さん、こんばんは。 

 もう外が暗くなる季節になりましたが、本日はご覧のとおり非常にボリュームが多

いです。あいさつは簡単に、これにて失礼させていただきまして、議論を始めていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

●事務局（元田） 

 ありがとうございました。では、本日の議題に入らせていただきます。本日の議題

は1つです。本日の議題として、お手元にお配りさせていただきました行政経営改革

実施計画（行政経営改革実施計画策定プロジェクトチーム案）の決定についてです。 

 行政経営改革審議会の第4回までは、皆さんで行政経営指針の中の取り組みについ

て、検討していただくということになっておりました。 

 行政経営指針の実施計画については、皆さんで検討していただく部分と、市の職員

が検討していく部分、合わせたものを行政経営実施計画の取組項目として位置付けて

いくことについては、最初にご説明をさせていただきました。 

 本日の第5回と次回の第6回の審議会でお手元の行政経営改革実施計画のプロジェ

クトチーム案について、ご審議いただきたいと思っています。 

 この計画案の策定については、職員のプロジェクトチームで延べ12回の検討を行い

まして、各課、各部等の意見を踏まえ、市長も実施することについて、了承を得てお

り、市としてやりたいという計画案になっています。 

 ただし、この計画自体はあくまでも市の職員で検討した内容になっておりますので、

皆様にお願いしたいのは、市が実施するに当たり、よりよい計画になるように、この
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内容を含めて皆様でさらにご審議をいただきたいと考えています。説明は以上となり

ますので、ご審議をお願いいたします。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。では、ただいまから、着座で進めさせていただきます。 

 ページ番号の①から⑤をご覧いただくと項目ごとに見やすくなっております。この

それぞれについて、事務局から説明していただくこととします。 

 あらかじめ皆様に言っておきたいこととして、結構な量ですので、もし、次回を含

めて終わらない場合は、最悪の場合、もう一回会議が増える可能性があるということ

をご了承ください。それでは、事務局から、説明をお願いします。 

●事務局（元田） 

 では、事務局から、プロジェクトチーム案についてご説明をさせていただきます。

お手元のプロジェクトチーム案をご覧ください。 

 下のページ番号の①から⑤が計画の目次になっております。この一番右側の取組項

目が、行政経営指針の取組項目で、このそれぞれは、審議会の皆さんで検討していた

だいたもの、職員で検討したものです。皆さんで検討したものは、網かけで黒くなっ

ています。 

 これについては、次回、確認いただきますが、今回は、まずプロジェクトチーム案

について検討していただきたいと思っております。 

 では、1ページをご覧ください。 

 こちらの上の部分に、基本方針1 市民自治のまちづくりとあります。1．市民参加

の充実、「①白井市市民参加条例や市民参加、協働のまちづくりプランにより、市民参

加の活性化を進めます。」とあります。 

 これは、行政経営指針の取組項目です。これに沿うものは何かということで、職員

のプロジェクトチームで検討した結果、項目名として、「無作為抽出による市民参加

の充実」について、職員の中で考えて、決定しているところでございます。 

 これは、「市民参加の活性化を目指して、新たな市民参加を充実させること」を目的

として定めております。 

 現在の取り組みについてですが、この会議にも住民基本台帳から無作為に抽出され

た市民として、2名の委員が選ばれている委員となりますが、この制度は今、3年間で

試行的に実施しているものになりますので、今後の取り組みとして、試行期間の検証

を行った上で、本格実施をしていきたいというものです。 

 実施内容として、細かな具体的な内容と3年間のスケジュールで、進めたいもので

す。それぞれの年度で何をするのかということについては、実施内容の下の部分です

が、それぞれの年度ごとに目標として、どういうことをやっていくのかということを

提示しているものになっております。 

 では、続いて2ページをご覧ください。 

 2ページについては、「市民活動推進センターの機能強化と拠点拡充の充実」を検討

したものでございます。 

（以下、P.2～P.5まで説明） 
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 この5つの取組項目を行政経営指針の「市民参加の充実」の取組項目として職員で

検討したので、この項目について、更に良くするために皆さんに意見をもらいたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。 

 事務局に質問ですが、まず1点、プロジェクトチーム案（以下、PT案）は、実際に市

として、やるということが明確なのかどうかというのが1点です。 

 2点目としては、項目ごとに一旦切りまして、ご意見、ご質問等を承ろうと考えてい

ます。時間的な制約もございますので、委員からご意見あるいはご質問が漏れた場合

の対応として、事務局に投げかけて、後日回答いただきたいと思います。よろしいで

しょうか。 

●事務局（岡田） 

 まず、1点目のPT案についてですが、市の内部に行政経営戦略会議という会議があ

りまして、この構成員は、市長、副市長、教育長、それから各部長になりますが、こ

の会議にPT案を提案しており、内部では、決定したものですので、私たちとしては、

この取り組みをぜひ進めていきたいという考えです。 

 それから、もう1点のご提案ですが、今回、非常にボリュームが多い中で、本日の会

議では、ご意見等がなかなかすぐ思い浮かばない場合には、私どものほうから、会議

終了後に質問用紙を各委員さんにメールで送りますので、そちらに質問事項等を記入

いただき、事務局に送っていただければ、次回の会議までに回答いたします。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。1つは明確にやられるということが1点。もう1つは、質問用

紙ということなのですが、これに対しましては、ご回答していただけるということで

すが、委員の皆様さえよければ、それを全員で共有しようというふうに思うのですが、

いかがでしょうか。よろしいですか。では、委員の質問を集約いただき、皆さんと共

有していきたいと思います。よろしくお願いします。 

●伴委員 

 1つだけよろしいでしょうか。進め方について確認をしたいのですが、このPT案に

ついては、戦略会議でやることが決まっているというものですが、我々は、それに対

してアドバイスをするのか、実施するしないを決めるのか、それとも改正するのでし

ょうか。 

●坂野会長 

 事務局の立場として、どのようなご意見を求めておられるかお願いします。 

●事務局（岡田） 

 冒頭に事務局の元田から少しお話を申し上げましたが、この審議会で、皆様方の意

見をこの中につけ加えることによって、更に良いものにつくりあげていきたいという

のが今回の会議の趣旨でございます。 

 ご意見がございましたら、そちらを加えることで、更に良い内容としてつくってい

きたいということです。 
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●伴委員 

 そのポジションがよくわからないのです。市が既にやりたいといって決めているも

のがここに出てきているのですよね。これについて、我々がもう1回検討するのです

か。 

●事務局（岡田） 

 私の説明が少し足りなかった部分がありました。今回、このPT案は、あくまでも職

員が集まって、知恵を出してつくった内容です。その内容について、市として、委員

に審議してもらうための確認をするために行政経営戦略会議に付議して、そこで「こ

れで行こう。」ということを決定し、この会議に諮らせていただいているものです。 

●伴委員 

 ということは、簡単に言うとフリーハンドでいいということですね。 

●事務局（岡田） 

 はい。修正等がありましたら、ご意見いただければと思います。 

●藤井委員 

 もっと良いものをつくるためのということですよね。 

●坂野会長 

 実施は決まっているけれども、ここにあるものをよくするためにご意見をいただく

ということでよろしいですか。 

●総務部長（笠井） 

 伴委員のお話しについてですが、市の職員が中心になって、行政サイドで、ある程

度こういう方向をやりたいと決めています。でも、その考えには、このサービスを受

ける市民の視点が欠ける部分がありますので、当然それは、皆さん委員さんが、こう

いうサービスだったら市民も参加しやすいし、やりやすいと、そういう助言をいただ

ければというふうに思います。 

●伴委員 

 はい。わかりました。 

 1つの例を申し上げますと、先ほどの説明ですが、1－1－③－1の取組と、私たち審

議会で検討したことで、ほぼ同様の内容があります。これらを1本にしてくださいと

いうそういう話まで行けるのか、それとも全く個別にしておくのですか。 

●事務局（岡田） 

 私たちとしては、個別で進めていったほうがいいのではないかと考えています。確

かにまとめるという考えもあるかもしれませんけれども、事業としては、違う内容と

いうことで考えております。 

●伴委員 

 違うものでしょうか。 

●事務局（元田） 

 参考資料の取り組みとなりますが、第4回の会議で、審議会の皆さんから、市に対し

て提案できる仕組みが必要であるという意見があったと思います。本日はお見えにな

られておりませんが、宗和副会長から、提案制度ということで、協働のためとか、市



- 5 - 

 

の仕事の見直しのための委託とかという目的ではなく、いろいろな市民の話をよく聞

いていいものはやっていこうというアイデアを活かすという視点だったと思います。 

 一方、今回のPT案のP.4、1－1－③－1については、あくまでも協働のため、市と連

携する団体に対して協働を進めるための補助をしていく制度となっています。 

 提案という内容で、一見同じ内容に思えますが、皆さんが考える提案の「市民から

の意見とかを聞く場」とか、「提案について審議する場をつくる」という取り組みとは

内容が違うものなので、別の取組項目として位置付けたいということです。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。 

●伴委員 

 わかりました。そこら辺は全部調整済みということですね。 

●事務局（元田） 

 はい。本日ではなく次回になるかもしれませんが、PT案にも「より良い施策を実施

するための評価」の項目があります。 

 前回の会議で、評価、特に外部評価について、評価を協働のためにやるのか、より

よい施策を実施するために評価をやっていくのかという議論になりました。議論の結

果、評価はシンプルにより良い施策とするためということを前回の第4回審議会で決

めていますので、皆さんの意見はPT案に統合して、調整しています。 

●伴委員 

 評価についてですが、このPT案の内容も全て審議会の評価の対象になるのですね。 

●事務局（元田） 

 はい。来年度以降、計画に位置付けられた全ての取組項目が評価の対象になります。 

●伴委員 

 わかりました。 

●坂野会長 

 では、何かご意見等ございますか。 

●藤井委員 

 提案なのですが、基本方針1における「1 市民参加の充実」と、「2 地域コミュニ

ティづくりの推進」と、「3 情報共有の徹底と可視化」までは、主に大きく市民参加

に還元するものであって、それぞれがとても密接に絡み合っています。今、1を説明い

ただきましたが、次は、2,3と続けて説明いただき、議論をしたほうが、重複を防げる

ことと、考えやすいかなと思うので、続けていかがでしょうか。 

●坂野会長 

 では、そのようによろしいですか。 

●総務部長（笠井） 

 はい。全て市民自治ですから、説明します。 

●事務局（元田） 

 （P.6からP.11について説明） 

●坂野会長 
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 ありがとうございます。以上、市民参加の充実から情報共有の徹底と可視化までで

ご意見、ご質問等ございますか。 

●片桐委員 

 コミュニティづくりについては、個人的にもかなり関心がありまして、ずっと考え

ているのですが、現実的にはコミュニティは崩壊しているのですよね。 

 市は、その認識があるのだろうかということが非常に疑問です。崩壊しているとい

うことを踏まえれば、これだけではどうしようもないのではないかという気がするの

です。 

 どうやってコミュニティを再生するか、具体策をもっとちゃんと位置付けする必要

があると思います。これではスピードとして遅いです。3年間もかけて、これしかでき

ないのかという気持ちがします。 

 2年間程度で全部できるのではないかという気がしています。民間では普通、半年、

1年もかけて検討するということは考えられないですよね。 

 それと、この書き方では、今、市がやっていることが、この計画の取り組みを行う

ことで、どう変わってくるのかがよくわからない。市は、今もいろいろなことやって

いますよね。それがどう変えていくのか、変えないのかということが今のままだとわ

かりづらいです。 

●坂野会長 

 かなり政策的な判断が入る部分だと思いますので、もし、明確にお答えできるよう

でしたら、事務局でお答えください。 

●事務局（岡田） 

 検討期間が3年間と、とても長いのではないのかということについては、私たちも

プロジェクトチームで検討する際に、平成30年度から平成32年度までの3年間で、何

とかこの3年間連続して検討する取り組みはやめようということで検討しています。 

 少なくとも必ずどこかの期間で試行的に何かを始めるとか、または、本格実施とい

うようなところにこぎつけようというようなことを合言葉にやってきたところです。 

 確かに片桐委員のおっしゃるように、検討期間については、民間だったらこれは長

いよねというお話あるかとは思うのですけれども、お答えにはなりませんが、検討の

段階から実施を意識しながらやっているところです。 

●片桐委員 

 例えば7ページの「地域学校協働活動推進」は、3年間ずっと検討なのです。これじ

ゃ何をするのかわからないです。 

 ただ、自分でも考えたのですけれど、実際には、地域と学校の協働って非常に難し

いのですよね。昔だったら、親がしょっちゅう学校に行って、自分の子供の成長の姿

を見るということもあったのでしょうけれど、最近は、もうそんな状況がなくなりま

したよね。 

 元々は、自分の通っていた学校に子供が通っていたというようなことがあったので

しょうけれど、今はそれがないものですから、学校と地域社会の隔離がどんどん進ん

でしまい、学校何やっているかわからない、勉強だけをしていればいいのだ。という
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感じになってしまっています。 

 その中で、学校にどうやって親を引き寄せるか、地域住民を引き寄せるかというと

結構大変なのです。具体的にできそうなことと言ったら、防災訓練しかないという気

がするのです。ただ、これは僕の案なので、いれていただかなくてもいいですが、3年

間、検討するだけというのは、論外です。 

●事務局（元田） 

 そうですね。確かに内容としては検討だけとなっていますので、わからないところ

ですよね。まず、この議論の過程についてご説明させていただきたいと思います。 

 この3年間の検討については、市は、全ての学校において、地域学校協働活動を推進

することとしており、断片的に少しずつ決定していきたいというふうに議論の中では

なっています。 

 その第一段階として、現在、地域の中では、いろいろな個人や団体が学校の支援を

していただいていますが、今、それぞれが、ばらばらに学校と向き合っているという

状況です。 

 例えば、学校ではこのような仕事は、教頭先生が中心に人や団体と打ち合わせされ

ています。 

 例えば、市には、登下校の見守りをしている団体や、放課後子ども教室の団体があ

るのですが、それぞれがばらばらに学校とつながっているので、まずは、その団体な

どの連携ということで、みんなで何をするかというのを話し合うことや仕組みを地域

の中でつくっていく、このことを2年間でやっていくという議論でした。 

 ただ、これについては、市のほうで音頭をとって、「みんなでまとまりましょう。」

という話ではなくて、団体と話し合いをしてやっていくので、早くなれば、当然、早

くなるとは思うのですけれども、その部分については団体の意向があるので、少し時

間を設けなきゃいけないなという話が議論の中ではありました。 

 また、連携についても学校との連携を目指すものですので、その最初の検討の段階

から学校が入ってこないと、団体がまとまっても学校との連携がうまくつながらない

ので、そこの部分については、最初から学校が入って、やれるところからやっていこ

うというような形で、教育委員会での議論があったとのことです。 

 先ほど課長からも話があったのですが、3年間、検討しているだけということにな

ってくるので、この内容については、本当は、いついつまでにやりますというところ

で書きたいところだったのですが、ただ、外に出す形となると、市主導ではないかと

言われますので、地域の中の団体との調整というのが、やはりネックになっていると

ころです。 

●片桐委員 

 これでは努力目標でしょう。この計画はこうやってやるのだという意思表示でしょ

う。できればいいなという感じじゃないですよね。 

●事務局（岡田） 

 そうですね。ただ、市としては、実施するという意気込みでいます。 

●片桐委員 
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 正直なところ、各課が揃っても、まどろっこしいというイメージがあります。 

 それから、P.6の「地域コミュニティの必要性の啓発」というのがありますが、僕も

そのとおり、非常に重要なことだと思うのですが、どうやってやるのかという具体的

なイメージが全然湧いてこないのです。リーフレットを出せばいいということじゃな

いのです。リーフレットをもらってもほとんどの人は捨ててしまいます。 

 切羽詰まって、どうしてもこの仕組みが必要だという状況に追い込まないと、普通

の人は、そこに行こうという気にならないです。地域の寄り合いもなくなっており、

地域の行事もほとんどなくなっており、子供も少なくなっている。 

 その状態で、どうやってコミュニティを活性化していくのだとなってくると思いま

す。 

●事務局（岡田） 

 新たに転入される方や自治会の未加入者の方々の中は、若い世代の方や様々な年代

層の方がいます。それぞれの方の関心はそれぞれ異なるので、防災や福祉、子供の健

全育成などの様々な分野の視点から、コミュニティの重要性をアピールするチラシを

つくり、はたらきかけるというのがこの取り組みとなります。 

 チラシの作成自体は、現在、市が行っていますが、今まで分野ごとのそれぞれの視

点に応じたものとなっていませんので、そこを充実させていきたいと思っています。 

●事務局（元田） 

 今後の取り組みについて追加で補足します。今までは、転入者だけに配布している

状態でしたが、例えば、検診などの各課の事業の際にもチラシを配布するというもの

です。 

 また、検診の時に配布するチラシについては、「地域コミュニティが豊かな方とい

うのは、健康寿命が長い。」という研究結果がありますので、そのようなことを踏まえ

た「健康寿命」の視点から、コミュニティの必要性をお伝えするというように、それ

ぞれ人によって関心が違いますので、いろいろなところでアプローチをしていく必要

があるという議論になったところです。 

●片桐委員 

 ぜひ、具体策を出していただきたいです。 

●伴委員 

 今のご意見と同じですが、具体化するといっても、平成30年度から平成32年度まで

そのチラシを配ることだけなのですね。そんなの当然、今までやっているから、この

計画でなくてもいいのではないかと思います。中身を充実させるというのは、当たり

前の話なので、計画に位置付ける必要性を非常に疑問に思っています。 

 参考までに戻ってしまうのですが、「無作為抽出による市民参加」について、お伺い

してよいですか。 

●坂野会長 

 はい。どうぞ 

●伴委員 

 取り組みについてもう少し内容を教えてください。 
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●事務局（元田） 

 はい。先ほどの説明に補足して内容についてご説明します。 

 この制度については、委員の任期が大体3年間以内なので、今、市が3年間の予定で

試行的に実施しており、今年が2年目です。 

 今回のこの審議会についても、市民の委員として4人の方が参加しています。その

うち2人については、広報やホームページなどをご覧になって自分で立候補された方

の中から選定された人で、残りの2人については、あらかじめ住民基本台帳の中から

無作為抽出された市民に通知を送り、審議会等を実施する場合、委員に就任する意向

があるかを伺って作成した名簿の中から、市が審議会の委員を決める際に市の側から

「いかがですか。」と働きかけをした人について、参加を希望される方を選任した制

度です。 

 現在、審議会の公募市民のうち、半分をこのような無作為抽出を利用した制度で選

任しておりますが、これを検証した上で、正式な制度として本格実施したいというも

のです。 

●伴委員 

 もし、そうであれば、具体的に何をやるのかということが書かれていないといけな

いですよね。無作為抽出することが、目的ではないので、何の目的のためにその無作

為抽出をやるかということが、書いていないですよね。 

●事務局（元田） 

 こちらの目的については、新たな市民参加を充実するためということで取り組むも

のです。 

●伴委員 

 何のために市民参加が必要なのですか。どういう視点の項目で必要なのですか。 

●藤井委員 

 分野ということですよね。 

●伴委員 

 どういう分野で無作為抽出の市民の参加が必要なのですか。 

●片桐委員 

 市の取り組みについて、私が答えるのはおかしいのですけれども、この住民基本台

帳からの無作為抽出については、新しい制度です。 

 今までの市の市民参加については、特定の層しか参加していなかったのですけれど、

いくつかの市では、住民基本台帳から無作為抽出された市民が市政に参加するという

取り組みをやっているということがわかって、新たに取り組んだということです。 

 この取り組みをすることで、今まで市の活動に全然関心がなかった人も、ひょっと

したら関心を持つかもしれないということを期待して実施するものです。 

 もちろん、そのような人の割合は、非常に低いと思うのですけれど、それでもやら

ないよりはやったほうが、はるかにましなのです。 

 そのようなことから、市のどの分野と特定せずに、あらゆる分野に対して無作為で

呼びかけてみる。呼びかけてみて、少しでも反応があったらいいなという制度です。 
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●伴委員 

 お話しはわかりますが、無作為抽出の市民参加が目的じゃないのです。 

●片桐委員 

 いや、無作為抽出された市民が市民参加によって、市の活動に関心を持ってもらう

ことです。 

●伴委員 

 違います、その市の活動は何かというのを示さないといけない。 

 市には、いろいろな分野があるわけですよ。まず、第一に市民生活のための施策に

対して実施します。とかそういうことを最初に出さなければ、おかしいです。 

●総務部長（笠井） 

 伴委員、白井市には、市民参加条例があります。これは、市の市民生活に関係する

施策なり条例なり、そういうものについては、市民の声を反映して施策を進めていこ

うという条例があります。 

 この条例に基づいて、この市民参加の拡充というのが入っているのです。市は、市

民の声を反映させた政策なり事業展開を進めるということが、ルールがあります。 

●伴委員 

 わかりました。それでは、市民参加条例に記載されている目的のために市民参加を

充実させるということですね。次の質問ですが、 

●坂野会長 

 申し訳ないのですが、少し補足で説明させてください。 

 先ほどの片桐委員の話では、学校の話が出てきました。学校の協働という話は、文

科省あたりも非常に力を入れていまして、地域、家庭、学校の連携については、学校

が既にやろうとしている話だと思うのです。 

 実際に実施するに当たって、それを具体的にどうやっていくか、どう計画に位置付

けるかということについては、各所管課の審議会で検討する議論になります。 

 この行政経営改革審議会は、市全体のコストカットや効率性という視点から見てお

りますので、実際の検討方法の手順や取組内容の具体的な議論の内容の話は少しお控

えいただいて、むしろコストカットであるとか効率性という、そういった面で考えて

いただければなと思います。もちろん質問であるとか、疑問点は、お聞きいただいて

も構わないと思います。 

 それでは、どうぞ。 

●伴委員 

 よろしいでしょうか。8ページの「職員のコーディネート人材の育成」で、コーディ

ネートとファシリテーションという言葉を使っています。 

 ファシリテーションの範囲が、人間、いわゆる指導的立場に基づく職員の人間的な

サイドを言っているのか、ファシリテーションの基礎を基づいた組織を言っているの

か、このファシリテーションという言葉がポンと出てくるので、多分、人間について

言っているのかなというのですが、今後の取り組みについては、どちらの議論かわか

らないのです。 
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●坂野会長 

 文章の話なので、事務局からご説明をお願いします。 

●事務局（元田） 

 ファシリテーションについては、組織のことではなく、この場合は、人材育成とい

う観点で記述しているところです。 

●伴委員 

 これは、後のほうに出てくる地域担当職員がありますよね。後ほど質問しようと思

うのですが、このファシリテーションを対象の専門の職員ができたとすると、その方

はオールマイティーなのですか。それとも、各セクションに配置するのですか。どち

らを狙っていますか。 

●事務局（元田） 

 今回のこの取組項目は、できれば全ての職員が出来る方が良いので、まず、基本研

修をやるということです。ただし、全てのとは言いながらも職員にも得手不得手があ

りますので、専門研修というのは、例えば地域担当職員などを担う職員を対象とする

などには、更に専門研修などを行うというような分類をしています。 

●事務局（岡田） 

 これらを受けることで、職員のスキルアップにつながりますので、できれば、全職

員がこういったような能力を持ってほしいという、内容です。 

●坂野会長 

 よろしいですか。この点について質問はありますか。 

●伴委員 

 ありがとうございます。 

 最後の質問項目です。9ページの地域担当職員というのは、各学校にいるのですか。

それとも、全員で何人ぐらいいるのですか。 

●事務局（岡田） 

 この「地域担当職員」というのは、市役所の職員が各小学校区の中に入っていきま

して、そこでいろいろ市民の方々と話をしながら、地域の課題解決のための意見交換

などを行っていく仕事ということで考えています。 

●伴委員 

 今、3つの課ではいるということですが、3つの課のそれぞれにいるということです

か。それとも、1人の人が3つの課の仕事を行っているのですか。 

●事務局（岡田） 

 わかりました。現在の取り組みのところですね。現在の取り組みというところでは、

現在、各課で、地域ごとに業務を担当する職員となっており、組織としてきちんと位

置付けしていません。 

 今後に実施したいとしている地域担当職員制度というのは、市の中で制度をつくっ

て、市の取り組みの中でやっていこうというものです。 

●伴委員 

 現在の取り組みに書いてある地域担当と、今後の取り組みに書いている地域担当と
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いう考え方は、違うのですか。 

●事務局（岡田） 

 はい。こちらは、配置をしているというのは、市民活動支援課のほうでは、今、小

学校区ごとに自治連合会の支部をつくっておりまして……。 

●伴委員 

 説明はいいのですが、この文章はこれで正しいのですかと聞いています。 

●総務部長（笠井） 

 正しいです。各課に地域担当の職員がいます。 

 市民活動支援課に、例えば第一小学校担当職員がいるのです。健康課にも、同じよ

うに第一小学校担当職員がいます。 

●伴委員 

 それを聞きたかった。それぞれの課にいるのですね。 

●総務部長（笠井） 

 います。 

●伴委員 

 それを今度は制度として実施したいという趣旨ですか。 

●総務部長（笠井） 

 それをチームにして、各小学校区に応援隊をつくっていこうというものです。 

●坂野会長 

 他はよろしいですか。では、藤井委員お願いします。 

●藤井委員 

 総論と各論とあるのですが、まず各論から確認をさせていただきます。 

 2ページの市民活動推進センターについて、現在もあると思うのですが、これが、今

後の取り組みで、（仮称）がついているのは何か理由があるのでしょうか。 

●事務局（岡田） 

 市民活動推進センターは、白井駅前の白井駅前センターにある施設なのですが、市

役所の移転後につきましては、市民活動の総合的な拠点ということで拡充をさせてい

くという目的があります。 

 その目的を達成するために現在、役割や名前を検討していることを担当課から聞い

ていますので、現在は、仮称としています。 

●藤井委員 

 では、今のセンターをそのまま発展させて、最終的には、ボランティアセンターと

統合しないで、二頭体制みたいな形で行かれる予定ですか。 

●総務部長（笠井） 

 市民活動とボランティアの枠というのは、恐らく重なる部分いっぱいあります。最

終的にはそういうことも視野に入れていきたいのですが、ただ、ボランティアセンタ

ーの人たちもいますので、3年間ではそこまでなかなか言えないというのが現実です。 

●藤井委員 

 そのため、連携ということですね。 
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●総務部長（笠井） 

 はい。まずは連携して、お互いの役割と違いを確認して、最終的に、お互いの行く

方向が一緒で共通であれば、そういうことも視野に入ります。ただ、現段階では、あ

くまでも連携です。 

●藤井委員 

 よくわかりました。今回、計画期間が3年間しかないので、そこまでということです

よね。 

●総務部長（笠井） 

 そこまでは、できませんということです。 

●藤井委員 

 わかりました。続いて6ページなのですが、全国的にもそうですが、やはり自治会の

加入率は、どんどん減ってきていますよね。 

 自治会だけでなく、老人クラブなど主に地縁社会に基づいたコミュニティというの

は、どの地域でも少なくなっていて、特に郊外地域では少なくなってきていると思う

のですが。なぜ自治会に入らないのかという調査は、どこかで実施した方がいいと思

います。 

●総務部長（笠井） 

 過去にやったことがあります。 

●藤井委員 

 いつぐらいですか。 

●総務部長（笠井） 

 平成20年頃に市内の自治会にアンケート調査しました。主な意見として、自治会に

入るメリットがわからないというのが多かったのと、自治会の役員になるのが嫌であ

るなど、強制が嫌という意見が主でした。 

●藤井委員 

 ちょうど退職をされて地域に戻ってきたときに、自分は働いていたけれども、地域

に戻ったらどうしようというように、意識が変わっている可能性もありますので、や

はり定点的に実施した方が良いと思います。 

●総務部長（笠井） 

 はい。おっしゃるとおりですね。各自治会が困っていることや、なぜ加入数が低い

のかということを把握するための調査というのは、必要だと思います。 

 片桐委員が言われたように、地域コミュニティというのは確かに崩壊しつつありま

す。実際にそれぞれの自治会の加入率は、年々加入率が下がってきています。 

 白井市では、それだけでなくて、今までと違って、新しい街開きした開発の場所で、

なかなか自治会がつくれないということがあります。 

 この自治会がつくれない一番の課題というのは、やはり、自治会の必要性がわから

ないことがあると思っています。また、自治会が何をすればいいか、という方向性が

なかなか見つからないと聞いています。 

 平成23年の地震があったときには、一時、自治会の必要性が膨れ上がり、いろいろ
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な市民から、「うちの地域は自治会がないのだけれども、自治会をつくりたい。」とい

う声が上がってきたのです。それが平成23年を過ぎると、また、だんだんと自治会の

必要性がないとか、逆にデメリットのほうが多くなってきています。 

 やはり自治会をつくるため、または続けるためには、各世代の共通のテーマを見つ

けて、そのテーマに沿った自治会活動を充実させないと、なかなか自治会の存続意義

は難しいと思います。 

●藤井委員 

 そう思います。やはり災害などがないと、なかなかメリット感じられないですよね。 

●総務部長（笠井） 

 そうですね。災害は、本当にあってはいけないのですけれど、やはり、そういうこ

とをテーマにしないと、実際は、必要性が再認識されないというのが現実です。 

●片桐委員 

 テーマとしては、防災と防犯しかないと思うのです。用事があって、地方に行った

ことがあるのですけれども、地方はまだコミュニティが残っているのですよね。 

 なぜコミュニティが残っているのかというと、自治会がないとやっていけない、暮

らしていけないということがあって、残っている。 

 でも、白井は、買い物にも困りませんし、駅もあるから、自治会のような地域コミ

ュニティがなくてもいいとなりがちです。地域コミュニティがなければならないとい

う状況にならないと、普通の市民が参加しないと思うのです。市は、その方法を考え

るべきだと思います。 

●伴委員 

 自治会という名前かどうかは別なのですけれども、逆に、今、片桐委員が言われた

防災や防犯ということに特化した、そこだけをやりますと言ったほうが、逆に全地域

に波及するのではないですか。 

●片桐委員 

 学校との連携も、学校でこういうことをやるから出てこいということにしないと。

防犯だと防災も、地域コミュニティがなかったら大変だよという、危機的状況を知っ

てもらわないと地域コミュニティはやっぱり再生しないですよね。 

 これはコストの問題だけだということだから、具体的なことは控えようと思うので

すけれども、そういう考えで具体策を出していかないと、これは動かないですよ。 

●伴委員 

 このままですと、チラシを改訂して配るだけで3年間終わっちゃうわけですよ。そ

うではなくて、防犯と防災だけ徹底的にやりますと言ったほうが、むしろ各地域で、

住民の協賛を得られるような気がするのですよね。 

●総務部長（笠井） 

 地域によっては、求められているテーマが違うところもあります。そのいろいろな

テーマにあった自治活動をしなければ、新しい人が入ってこない。 

 ただ、最終的にみんなが共通することは、やはり災害です。災害への備えは、市民

の皆さんの一番の関心事ですから、そことどうやって結びつけていくかとだと思いま
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す。 

●伴委員 

 各地域の自治会の特殊性というのは、自然発生的に出てくる問題で良いわけで、防

犯と防災だけは、行政がサポートして、ちゃんとやってくださいと言ったほうがいい

のではないかですか。 

●坂野会長 

 そこについては、異論があります。はっきり言うと、そうなると自治会ではないの

です。防災と防犯だけをやるというと、それはコミュニティじゃなくて、アソシエー

ションと言いまして、ＮＰＯとかそういうものです。 

 だから別の取組として「地域防災力向上支援」として位置付けてしているのであっ

て、町内会、自治会を支援するのであれば、総花的に全部をやらないと、それはコミ

ュニティとは言えないです。 

●片桐委員 

 ただ、コミュニティは、なくなっていますよ。 

●坂野会長 

 そのため、これからつくろうというのですよね。 

●伴委員 

 逆にそのようなコミュニティだったら、もういらないのではないのですか。 

●坂野会長 

 その辺の話は、議論が長くなるので、もし、よろしければ藤井委員に戻すというこ

とでよろしいですか。 

●伴委員 

 コミュニティがいらないというか、行政の施策の中に、総花的なものを入れても仕

方がないのではないですか。 

●坂野会長 

 市は、それで、コミュニティをつくろうということで取り組まれるわけですよね。 

 コミュニティをつくるときは、例えばここに書いてありますが、防災や防犯とか、

そういうものに区切ってやっていくというのは、あくまでも1つの手法です。 

 そこについては、最近は、もうしぼんでいますが、非常に先進的な自治体と言われ

ていた中野区とか三鷹市の取り組みについて、いつか藤井委員に、お話をいただけれ

ばと思います。これらの自治体では、同じことが昭和50年位にありまして、その対策

が成功して、ＮＨＫなどでもいろいろと取り上げられました。今、その状況に白井市

はあるということですよね。 

●藤井委員 

 確かに、このコミュニティの必要性の啓発をきっかけに、なぜコミュニティが必要

かというようなことを、もう1回おさらいするというのも必要ですよね。 

●総務部長（笠井） 

 自治会などに加入していない人たちには、自治会の存在意義や役割をはじめ、自治

会に加入すると、こういうことがある。ということを、きちんと情報提供をする。ま
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ずは、入口をしっかりやって、そこから伝えていかなければ、拡充できないと思いま

す。 

●藤井委員 

 おっしゃるとおりです。 

 では、各論の次に総論に入りたいと思うのですけれど、今まで事務局からご説明い

ただいた取組項目の今後の取り組みは、概ね3つのことに分かれるのかなと思いまし

た。 

 1つ目が仕組みの提案で、2つ目が人の育成をしようとするもの、あとは補助制度や

お金を支援しようという、主には、「ヒト」「コト」「モノ」という分類になると思いま

す。 

 1-1-①は、無作為抽出でやりましょうという仕組みの提案。2ページもやはり仕組

みですよね。ボランティアセンターとの連携をどうするなどの仕組みをつくる。 

 3ページ目は、人の育成とお金を出すというような話になっています。 

 これ以降、分野を問わず、仕組みと人の育成がそれぞれ出てくるのですが、例えば、

担当職員制度を導入したような場合に、この担当職員はこういうこともできるのでは

ないかというようにほかの事業との関連性というのが必ず出てくると思います。 

 行政経営改革ということを考えた場合に、1人の職員が同じようなことをやったり、

同じチームで動いたりしたほうが、効率的だったり情報共有ができたりということが

必ずあると思うので、分類した方が良いと思います。 

 1つの事業について1枚ずつのシートというのは、わかりやすさの点で必ず必要だと

思うのですけれど、横串と縦串みたいなものがあると更にわかりやすくなると思うの

です。 

 例えば、シートの右上のほうに、これは仕組みの提案である、これは人の育成の提

案である、これはお金の問題であるというような分類を行うとともに、お金の問題に

関しては、例えば市民からいただいたファンドはこの取り組みに使うとか、事業ごと

の関連性をぜひあわせて考えていただければなと思います。 

 市の職員の方は、市民の方と一緒になってやっていくというのがとても大事なので、

例えば8ページの「コーディネート型人材の育成」は、本当に大事なことだと思うの

で、この研修も本当に全職員に受けていただきたいと思うのですが、研修だけ受けて

も多分だめで、実践の場が絶対に必要になります。その実践の場は、小学校区だった

り、福祉団体とか、防災の場だったりという流れがあると更に良くなると思うのです。 

 今は、実施と書いてあるのですが、実践として、事業番号何番と一緒にやりますと

いうような、事業ごとの広がりがあるといいなと思っています。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。 

●総務部長（笠井） 

 整理の仕方ですよね。市民自治というのは、まず人づくり、それと啓発、広めてい

く、その上で拠点や制度ですよね。そういうふうなものが出たほうが、見やすいです

よということですね。どうやって工夫すればいいですか。 
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●藤井委員 

 マークがついているだけでもいいです。 

●総務部長（笠井） 

 マークがあればいいんですね。これは仕組みですよとか、これが啓発ですよと。わ

かりました。対応します。 

●坂野会長 

 藤井委員がおっしゃるように、効率性という点では、制度で確立して、職員のスピ

ードアップをすると効率性が高まる、コストカットにつながることもあると思います

ので、よろしくお願いします。 

 もし、どうしてもということがなければ、次に行きたいと思います。何かございま

すか。 

●岩井委員 

 1点よろしいですか。この無作為抽出のときの市民参加は、何歳からですか。 

●事務局（元田） 

 18歳です。 

●岩井委員 

 わかりました。 

 先ほどの話でもありましたが、効率化ということではないですが、これはほとんど

が、つながっていることなので、ストーリー的なことは考えていただいておいたほう

が良いと思います。 

特に学校とか学校区というのはかなりの部分で共通する部分ってあると思います。

効率化しても、それがばらばらになっちゃうと意味がないと思います。 

例えば、学校を中心としていくのであれば、見守りや防犯を通じて、自治体との関

係であるとか、そういう中心があると、多分市民の方々には、わかりやすいのではな

いかと思いました。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。 

●総務部長（笠井） 

 行政経営指針には、この前にこういうことをやって、こういうふうにしていきます

よという文章が載っています。そのようなイメージがないと、単にこの事業だけだと

わかりづらいということですよね。 

●岩井委員 

 そうです。 

●坂野会長 

 事務局のほうで、次回は、そういうものは出てくるという予定でしたよね。 

●事務局（元田） 

 事務局が、次回提案するものについては、計画書として、この計画の目的や計画期

間などを加える予定でした。ストーリーについては、今聞いたところですが、行政経

営指針をそのまま掲載すると重複するので、イメージを感じられるようにしたいと思
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います。 

 先ほどおっしゃっていた制度の話、人の話とかについても、見せ方ということでお

話をいただいているということですよね。 

●岩井委員 

 あとは、それを具体化するというところですね。例えば、学校ということを中心に

して考えた場合とか、共通性があれば、何となくわかると思います。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。そうしますと、片桐委員の話であるとか、伴委員の話が見

えやすくなるのではないかと思います。 

●伴委員 

 学校区については、市は、小学校区と中学校区、使い分けていますね。 

●総務部長（笠井） 

 はい。昔は、中学校区と小学校区で混在していたのですよ。ただし、今は、社会福

祉の計画も、小学校区を単位に移行しています。社会福祉協議会も9小学校区全部に

できました。もうこれからは、9地区を対象にしたコミュニティ、福祉ということで進

めていきます。 

●岩井委員 

 それがあると、多分わかりやすくなるのではないかなと思うのですね。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。では、次にお願いしたいと思います。ご説明お願いします。 

●事務局（元田） 

 （P.12からP.18について説明） 

●坂野会長 

 ありがとうございます。今までのところで、ご質問、ご意見等ございますか。 

●片桐委員 

 今回案では、人材育成基本方針について細分化されていますが、何か細分化した理

由があるのですか。 

●事務局（岡田） 

 行政経営指針の中で、それぞれ取り組みの項目が全て位置付けしており、そのよう

なことから、それぞれの項目ごとに1つの事業をつくっています。 

●伴委員 

 行政経営指針が細分化されている理由というのはあるのですか。 

●総務部長（笠井） 

 人材育成の指針では、多様な人材の育成と確保がテーマにはなっていまして、その

中に、それをやるためにはどういうような視点で事業展開すれば良いのかという整理

になっています。単に人材育成方針を作るだけでなく、いろいろな側面から、取り組

んでいなかいと、人材育成の目的を達成できないことから、細分化しています。 

●伴委員 

 2－2－①の見直し、2－2－②の人事配置、2－2－③の現場職員は、セットではない
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ですか。 

●総務部長（笠井） 

 確かに、人材育成基本方針の中には、当然、適材適所とか、研修とか、人事配置を

含めるものです。しかし、先ほど言いましたように、指針をいろいろな視点で分けた

理由がありますので、このように整理したという状況です 

 本当は、もっとそれぞれについて細かく、別のいろいろな取組項目が出てくればい

いのですが、実際に、事務を担当している職員が検討すると、やはり根本は、人材育

成の基本方針に基づいた取り組みを詰めることということで、決まったのだと思いま

す。 

●伴委員 

 そもそも2－2－①の中身ではないのですか。 

●総務部長（笠井） 

 それぞれの視点でそれぞれのテーマごとに考えてみると、やはり人材基本育成方針

の中身の部分に集約したというような状況です。 

●伴委員 

 よくわかりません。 

●坂野会長 

 ほかに、ご質問はございませんか。 

●藤井委員 

 皆さんのご意見をお聞きしたく、議論するつもりでお伺いします。 

 ずっと考えていたのですが、そもそも論として、市の職員の人員を削減するという

ことが、善なのかということについて皆様にお伺いしたいと思います。 

 これから高齢化がどんどん進んできて、人口が減っていく中で、バブルのように景

気が良くなるわけがないし、大きく経済発展もしないだろうと考えられる状況の中で、

できるだけたくさんの方を、市が雇用して、ワークシェアのように、職員一人一人の

給料が減っても雇用の場があるという状況をつくることはできないのかと思ってい

ます。 

 そうすれば、極論ですけれど、市民全員が市の職員ということになれば、市民の方

も働く場もあり、市民参加どころか市民が市政そのものに関わることができます。こ

れは、この計画と直接関係ない話なのですけれども、そもそも論として、人員削減が

善なのかという問いを投げかけさせていただければと思います。 

●総務部長（笠井） 

 現場の意見を言わせていただくと、今の白井市で職員数を削減することはもう限界

だと思います。行政需要がいろいろと増えてきました。また、当然、国と地方の役割

分担の中で、どんどん地方の役割が拡充しています。現状として、いろいろな市民の

行政サービスに対応はし切れていないというところです。 

●藤井委員 

 そうですよね。白井市は職員が少ないですよね。 

●総務部長（笠井） 
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 データを見てみますと、全国的にも地方職員というのは、年々減っているのですよ

ね。その中で、いろいろな災害だとか、新しい需要に基づく対応をしなくちゃいけな

い中で、これからは、幾ら効率的に実施すると言っても、単純に人員を削減するとい

うとは難しい時期に来ていると思います。 

 今後どうするかというと、やはり行政しかできない部分と、行政ではなくて民間と

いう部分と、そして、市民自治として市民の人たちにお願いする部分をこれからは整

理していく時代になると思います。 

●伴委員 

 今の質問に関連して、職員数を増やすということはどうですか。 

●総務部長（笠井） 

 現場の意見として言えば、職員を増やして欲しいのは、やまやまです。しかし、こ

の市役所を経営する観点からすれば、これ以上人件費に投入する余力はないのが実態

です。 

●伴委員 

 それで、一人当たりの給料を減らして増やすのはどうかと言っているのです。 

●藤井委員 

 もしかしたら2050年ぐらいには、ワークシェアみたいな形で、お給料を30万円いた

だいていた人を1人雇用するのではなく、例えば15万円の人を2人、または、5万円で6

人雇用するということがあるのではないかと考えているのですが。 

●総務部長（笠井） 

 全体の人件費は、社会の変化の中で働き方は変わってくるのではないかと思います。 

●藤井委員 

 今は、市の職員の方も、地方公務員法で守られていますが、今後の話としては、ダ

ブルワークや副業をしながら、その中の1つとして市の仕事もするというような働き

方もあるというアイディアに対しては、どうお考えですか。 

●総務部長（笠井） 

 収入が減れば、当然、生活費が困るわけですから、今、言っている副業というのも

考えていかなくてはいけない。ただ、これは白井市だけでなく、社会全体の話ですよ

ね。 

 生産人口がどんどん減れば、働き方も変わってくるし、やはりいろいろと変わって

くると思いますね。 

●藤井委員 

 そうですよね。人口が減るのだったら、1人の活動量を増やすしかないと私は思っ

ていて、今、多くの人は1人が1つしか仕事をしていないですが、これからは、トリプ

ルワークぐらいしないといけないのではないかと思っています。 

●総務部長（笠井） 

 この行政経営指針の検討の際にも、多能工として、1人がいろいろな役割を担う時

代になったという意見がありました。市の職員として環境もやるし、福祉もやるし、

いろいろな分野に精通しなくてはいけないという意見もありました。多様性に対応し
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た職員の育成ということを述べた人もいました。 

●藤井委員 

 ありがとうございました。雑談となってしまい失礼しました。 

●岩井委員 

 新たな働き方というのを求められているところだと思います。だからこそ、今ここ

で議論しなくてはいけないと思います。 

 市では、職員カルテのようなものはあるのですか。 

●総務部長（笠井） 

 職員カルテとは、どのようなものですか。 

●岩井委員 

 職員一人一人に得手不得手とかありますよね、23区でやっているところが。自分で

得手不得手を記入するとか、どのような研修を受けているとか一人ひとりの履歴が記

されたものになります。 

●総務部長（笠井） 

 職員の個人表みたいなものはあります。 

●岩井委員 

 例えば、こういう研修を受けている人を集めてプロジェクトチームをつくっていく

とか、そういうことは実施していますか。 

●総務部長（笠井） 

 職員の得意な分野とか、何をしたいかとかの記録データはありますが、それが本当

に現場とイコールになっており、それをちゃんと生かした人事異動なりをしているか

どうかというのは、現時点では徹底されていません。 

●岩井委員 

 それがもとになって、人事異動するとか、出向するとかまで含まれていくと、有効

なプロジェクトチームになると思います。昔、経産省では、そういうものを活かした

横断的なネットワーク、それこそ個人的なつながりで、いろいろと成果を上げていた

という話は聞いたことがあります。 

●総務部長（笠井） 

 それは、今、言われた視点では大きいですよね。今までの経歴なり、目指すものを

ある程度集約をして、次の業務に生かせるような仕組みというのは、重要ですよね。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。もし機会があれば、専門の藤井委員に、ＨＲＭ（ヒューマ

ンリソースマネジメント）などをお話いただければというふうに思います。 

 では、先ほどから伴委員も質問されたがっておられました財源の確保以降、32ペー

ジまでの説明をお願いします。 

●事務局（元田） 

（P.19からP.32を説明） 

●坂野会長 

 ありがとうございました。今までは、目的がわかりにくいという話がございました
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が、今回説明いただいた部分は、チェスター・バーナードという人が言うように、直

接的にコストカットという話になっております。 

 そういう意味では、非常にわかりやすいのではないかと思いますので、ぜひ皆様、

ご意見、ご質問等ございましたらお願いします。 

●伴委員 

 今の説明の範囲について、こんなことまで計画に位置付けるのかという感じがしま

す。 

●坂野会長 

 具体的に言っていただかないと、わからないと思いますのでお願いします。 

●伴委員 

 いや、どれも、既に決まっているのですよね。例えば25ページの取り組みだけでな

く、説明いただいたことはぜひやってほしいのですけれども、これがこの審議会の検

討内容なのという違和感があるのです。 

 だから、最初に私が質問したのは、取組項目を除外することも認めているかと聞い

たのです。 

 全部載っければいいという話もありますが、もっと具体的にやることを明確にする

ためにもっと減らすという作業は必要ではないかなと感じました。 

 全部載っけとけばいいという問題じゃない。もちろん、これはやってください。ぜ

ひ、やって欲しいです。ただ、必要がないということでは全くないのですが、位置付

ければいいという話ではないと思うのですが、いかがですか。 

●坂野会長 

 事務局お願いします。 

●事務局（岡田） 

 今の伴委員さんがおっしゃっていたのが、具体的には25ページの部分のお話ですよ

ね。 

●伴委員 

 25ページだけではないのですが、特にということです。 

●事務局（岡田） 

 確かに、そういう考えはあるかもしれません。例えば、この取組項目については、

市は、この県警の本部や売店については、まずは、ここを確実にやっていくというよ

うなこともあって位置付けしています。 

 あと、他の事業についても、新たにやっていくものということで、今後の取り組み

ということでの中で位置付けをさせていただいているところでございます。 

●伴委員 

 何で疑問を持ったかというと、私は、行政経営改革審議会に出ているのです。決ま

ったことをなぜ審議しなくちゃいけないのかが、疑問にありました。 

●総務部長（笠井） 

 計画というのは、もちろん職員に理解してもらわなくてはいけないですが、何より

も市民に対しても説明責任があると思うのです。市は細かいのですけれども、こうい
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う取り組みをこれからやっていきますという説明していきたいという思いがありま

す。 

 伴委員は、いろいろと行政のことを知っていらっしゃいますから、お気持ちはわか

りますが、市のことを知らない方も多くいるのが実態です。ですから、広く市民の方

に理解をしていただくために、なるべく取り組みについては広めていきたいというよ

うな考え方で位置付けしています。 

●伴委員 

 それはおかしいです。目的と違います。次の質問をしたいのですが、いいですか。 

●坂野会長 

 どうぞ。 

●伴委員 

 1つだけお聞きしたいのですが、19ページの徴収の一元化というのは、収税課が担

当で、目的は、徴収率を向上するためですよね。いいことですよね。 

 ただ、これには、市民側の目的はないのですか。例えば払いやすくなるとか、そう

いう目線はないのですか。 

●事務局（岡田） 

 こちらは、今後の取り組みの中では、プロジェクトチームを設置して検討していく

ということにしているので、この中では当然、市民の皆様が支払いをしやすいような

ところというのも考えていかなければいけない部分だと思いますので、ただ、徴収の

一元化という項目の名前がこう出ているために、そういったようなお考えをお持ちに

なったのかなと。 

●伴委員 

 徴収の一元化だって、払うほうだとすれば簡単に払えるのだったら、それも効率的

でいいのではないかと思います。収税課が考えると、徴収率を上げると当然そうなる

のですけれども、これは全部市の視点になるのですよね。そうすると、当然、目的は、

市民が便宜を図りますよということもないのですかね。税金だからないということで

しょうか。 

●事務局（岡田） 

 わかりました。そこについては、検討します。 

●伴委員 

 市民は便利にならないというのだったら別ですが。 

●総務部長（笠井） 

 この目的は、あくまでも歳入の確保です。市の税金の徴収率は、平成27年度では

92.1％なのですね。県平均が93％ですから、白井は県平均にさえいっていない。 

 その年度の税金の徴収率は、県平均を上回っているのですけれども、過去の滞納分

の税金については、低い状況なので、まずは徴収を一元化することで、いろいろな税

金に対して、支払ってもらう体制を強化していこうということです。 

 その上で、伴委員の言ったように、じゃあ、払ってもらうためには、便利性とか利

便性などを考えていかなくてはいけない。 
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 ここでは、まずは徴収の一元化をして、少しでも徴収率を上げていこうという内容

です。 

●坂野会長 

 いかがですか、伴委員。 

●伴委員 

 もし、それがあるのであれば、入れていただいたほうが、わかりやすいと思います。 

●坂野会長 

 もし、伴委員さんのご意見を入れるのであれば、市の徴収の計画があることを明示

していただければよいと思います。 

 笠井総務部長のいうとおり、この趣旨としては、行革ということで徴収率を向上さ

せるため出されているということでよろしいですよね。 

●総務部長（笠井） 

 はい。利便性がよくなれば、徴収率にも跳ね返ってくるのだろうということはあり

ますので、伴委員の意見もわかります。 

●坂野会長 

 よろしいお願いいたします。では、伴委員、今の話でよろしいですか。では、ほか

に。 

●片桐委員 

 繰り返しの質問になってしまい恐縮なのですが、この中には今実施している内容と

全然変わらないものがある。それをなぜ改革というのですかね。 

●総務部長（笠井） 

 どこになりますか。 

●片桐委員 

 ＥＳＣＯ事業とか、ＬＥＤの切り替えは確かに改革だと思うのですけれども、例え

ば、公共施設マネジメント目標なんていうのは、全然、改革には当たらないと思うの

ですが。 

 そのほかにも30ページの再任用職員についても、今行っていますよね。 

●伴委員 

 今でもやっていることもあえて載せるということですか。 

●総務部長（笠井） 

 ここにあるように、現在の取り組みと現在の取り組みを受けて、今後さらに発展さ

せるものをここに書いてあります。 

 ですから、今までもやったこともありますけれども、さらにもう少し、1つでも二つ

でも前に進めるものについては、ここに記載しています。 

●片桐委員 

 例えば32ページの公共施設マネジメントの目標については、具体的に今やっている

こととどう変わってくるのですか。今はこうだったけれども、今後こうするから、こ

れだけ削減できるのだということですかね。それがわかりません。 

●総務部長（笠井） 
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 今、公共施設のマネジメントをやっているかというと、現時点で必ずしもやってい

るとは言えないと思っています。 

●片桐委員 

 それだったら、現在の取り組みの内容がおかしいですよ。 

●総務部長（笠井） 

 ここに書いてある平成28年度にこの計画をつくって、そしてこれから本格的にやり

出しますということとなっています。 

●片桐委員 

 平成30年度からの計画に、それをなぜ載せるのですか。 

●総務部長（笠井） 

 それを具体化するために、さらにそういう目標をつくっていこうということです。 

●片桐委員 

 ちょっと理解しがたいけれど、31ページも扶助費、補助金の見直しはもう当然やっ

ているのだと思っているのですが、それをなぜ改革の計画に位置付けるのですか。 

●総務部長（笠井） 

 補助金についても、過去に見直しをしたことはありますが、ここで言っているのは、

ゼロベースで補助金のあり方を見直そうということで入れています。 

 補助金については、今までも、部分的な見直しはやりました。しかし、今回は、指

針を受けて、ゼロベースで補助金のあり方の方針をつくって、それに基づいて見直し

をするということで入れています。 

●片桐委員 

 もしそうであれば、全体的に言葉が足らないですよ。それをちゃんと書いておいた

ほうがいいのではないですか。今まではこうだったけれども、ここは違うのだという

のを書かないと、このままだと今までの取り組みと全然変わらないのではないかと思

われちゃう。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。事務局は対応できますか。 

●総務部長（笠井） 

 大丈夫です。今までの取り組みにもう少し経緯を入れたほうがいいということです

よね。 

●伴委員 

 もう少し具体的に書いてもらえば、この計画に入れて、ちゃんとやるのだというの

がわかるのですが、前と同じと言われると、何で入れるのという話になります。 

●総務部長（笠井） 

 では、片桐委員が言っているように、もう少し過去にやった取り組みについて触れ

てください。 

●片桐委員 

 どの部分が変わってくるのか、変えようとしているのかがわかるといいです。 

●総務部長（笠井） 
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 経緯を少し肉付けします。 

●事務局（岡田） 

 片桐委員のご指摘いただいた部分ですが、31ページの補助金の見直しについては、

今年度に「補助金のあり方の基本方針」をつくって、9月15日の広報に市民の皆さんに

公表をしているところです。 

 それに基づいて、これから市民に説明会を行ったりしながら、補助金の適正化を図

るということで、ここは項目は同じでも全く違う内容の取り組みとして、入れ込んだ

というのが、私たちの思いです。 

●片桐委員 

 そういうことであれば、内容として、足りないような気がするのです。それをしっ

かり書いておく必要があります。 

●総務部長（笠井） 

 肉付けする内容ですが、平成29年度よりも前のことも少し入れたほうがいいという

ことですね。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。片桐委員、これは行政職員の方、担当課の方が見たらすぐ

わかるというレベルなのかなと思うのですけれど、それでは足りませんか。 

●片桐委員 

 例えば、再任用職員の活用はやっているじゃないかというのに、なぜ入れるのか。

今までとどう違うのですか。 

●総務部長（笠井） 

 わかりました。全ての項目を通して、今までやってきた経緯の部分と、今後厚くな

って変わってくる部分をもう少し箇条書きでわかるように加えます。この委員会の中

でわかるということではなくて、計画を見る市民の人たちにわかるようにするのです

よね。 

●坂野会長 

 今、総務部長の言われたとおり、市民が見るということなので、ぜひそのように修

正をお願いします。具体例等もあったらわかりやすいのかなと思います。 

●総務部長（笠井） 

 そうですね。今までの経緯が伝わってない部分もありますからね。修正します。 

●坂野会長 

 お願いします。ほかに何かございますか。もし無いようでしたら、次に進めます。 

●事務局（元田） 

 （P.33からP.38を説明） 

●坂野会長 

 ありがとうございます。以上のところで何かご意見、ご質問等ございますか。 

 どうぞ、伴委員。 

●伴委員 

 35ページの窓口業務の外部委託ということ徴収の一元化は関係ありますか。保険年
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金課の窓口業務というのはお金を取り扱いますか。 

●事務局（元田） 

 ここについては、窓口での手続を主としています。 

●伴委員 

 健康福祉部の窓口も事務的な同じようなものですか。 

●事務局（元田） 

 市が行う業務のうち、徴収や証明などの「公権力の行使」と呼ばれるものは、外部

委託ができないものになっていますので、それ以外の部分、例えば手続や相談の関係

など、そういうものについて外部委託をするというものです。例えば、証明書の発行

についても、発行は市の職員がするのですけれども、受け渡しとかそういう部分をお

願いすることとなります。 

●伴委員 

 わかりました。お金の関係かと思ったので伺いました。 

●藤井委員 

 検診の受診券の発行や手続もということですか。 

●事務局（元田） 

 発行については、決定して発行すること自体は対象外ですが、そのまわりの事務で、

例えば書類を預かる、渡すなどの部分は委託できるとなっています。 

 それぞれの事務で、委託できる部分とできない部分というのがあって、一個一個の

事務で見ていくと、委託できる部分はそんなに仕事がないのですけれども、全体でま

とめて見ると、何人か分の仕事になるので、そこを置きかえていきたいという話で考

えております。 

●伴委員 

 簡単に言うと、窓口の応対は外部委託します。何らかの発行するものについては、

責任者がいますから、それの代理責任の方が発行しますということですか。 

●坂野会長 

 いえ、公務員じゃないとできないものもありますので、それ以外の補佐的な要素を

まとめてお願いするということです。 

●総務部長（笠井） 

 公務員でないといけないものについては、公務員がやるという前提は変えません。 

●伴委員 

 もう1つ、37ページの「白井市アウトソーシングに関する指針」は、いつできたもの

ですか。 

●事務局（岡田） 

 平成28年3月に策定をしております。 

●伴委員 

 具体的な取り組みは、これからですか。 

●事務局（元田） 

 はい。そのとおりです。 
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●伴委員 

 よくわからなかったのが、38ページの情報機器管理の外部委託なのですが、セキュ

リティ関係は全部職員がやっているのですか。 

●事務局（元田） 

 電算業務の関係で委託しているものもありますけれども、例えば、パソコンが動か

ないなどの職員からの問い合わせなどについては、今は職員がやっていますので、そ

ういう部分については、専門性の高い人に委託等でお願いすることで、職員がそれ以

外の事務に取り掛かることができるようにしたいと考えています。 

●伴委員 

 心配しているのは、情報漏えいとかデータの持ち出しなどです。パソコンのデータ

について、管理はどうなっているのですか。 

●事務局（元田） 

 セキュリティや情報漏えいについては、市で方針をつくって徹底しています。ただ

し、データセンターやクラウドについては、外部にあって、その保守の管理について

は、委託をしています。 

●伴委員 

 ハードの問題ではなくて、ソフトのデータ管理上の問題はどうしていますか。 

●総務部長（笠井） 

 それは職員が全部、管理をしています。 

●伴委員 

 職員は全員が見られる。 

●総務部長（笠井） 

 全員ではなくて、登録した職員しか見ることはできません。 

●伴委員 

 そういう管理は、きちんとやっておられるのですか。 

●総務部長（笠井） 

 そうです。 

●坂野会長 

 この担当課の情報管理課さんというところで、サーバーの管理を全部やっていらっ

しゃるということですよね。 

●事務局（岡田） 

 全職員が住民基本台帳の個人の情報を見られるということではございません。許可

を得た職員のみアクセスできるという状況となっています。 

●総務部長（笠井） 

 個人情報は、自分も見ることができません。 

●伴委員 

 このページの38ページには、外部委託ということが書いてあるのですが、もし実施

するのであれば、外部委託だけでなくて、そのあたりについても触れてください。 

●総務部長（笠井） 
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 市民にとって、どの部分がよくなるということですね。 

●伴委員 

 そうですね。特に情報の管理ですよね。 

●片桐委員 

 些細な問題ですが、33ページの2－5－①－1と37ページの2－5－②の1を分けた理由

は何なのでしょうか。全く中身が一緒のような気がします。 

●事務局（元田） 

 プロジェクトチームの中では、検討した上で実施したほうがいいということで、分

けて考えたものではありません。 

●片桐委員 

 検討と決定ということですか。 

●藤井委員 

 結局同じことですよね。 

●事務局（元田） 

 今すぐにはお答えできませんが、統合については、検討したいと思います。 

●坂野会長 

 ほかにいかがですか。岩井委員いかがですか。 

●岩井委員 

 特にないです。 

●坂野会長 

 ほかは大丈夫ですか。藤井委員いかがですか。 

●藤井委員 

 特にないです。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。伴委員、大丈夫ですか。 

●伴委員 

 はい。 

●坂野会長 

 時間的に、微妙な時間になってきましたが、1点ほど。 

 36ページの学校校内業務の見直しについては、非常に慎重に運んでいただきたいと

思います。市民の方々にとっても興味を持っておられる方が、多分多いと思うのです。 

 静岡県吉田町で問題となっておりますが、実施に当たっては、行政だけで決めるの

ではなく、保護者あるいは地域の皆さんの意見も聞いていただきたいと思います。 

 これ以上やると、また先に進んでしまいますので、今日はこのくらいとしたいと思

いますが、何かこれだけは言いたいという方がおられましたらお話ください。 

 藤井委員は、次回、ご欠席ですが、ご意見ありますか。 

●藤井委員 

 いえ、最初に申し上げましたのでありません。わかりやすくなるように横串、縦串

を意識して書いていただければよろしいかなと思います。よろしくお願いします。 
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●坂野会長 

 わかりました。今回は、ここまでの内容で慎重審議はこれにて終了するということ

になりますが、事務局からその他ございますか。 

●事務局（岡田） 

 先ほど申し上げましたが、質問書を各委員にメールで送付します。これまで審議し

てきた内容で新たなご意見がございましたら、ご記入をいただいて、返送してくださ

い。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。ほかには次回のことについてお願いできますか。 

●事務局（岡田） 

 次回の会議は、日程をあらかじめ事前に調整しておりますが、10月16日月曜日とい

うことになっています。時間は夜7時から、会場は同じこの会議室301になっておりま

す。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。本日も非常にすばらしいご意見が多く出ました。 

 総括いたしますと、市民に対する説明責任ということで、わかりやすさという話が

片桐委員と伴委員から多く出ました。また、藤井委員からこういうふうにしたらいい

というアドバイスがありました。 

 見直しについては、3つございます。 

 1つは、岩井委員が言われたストーリーというのを出してほしいということです。

次回に計画の位置付けなどを記載するということですが、わかりやすいストーリーが

あればつながりが見えるというのが1点目でした。 

 2点目としては、今までの行革の取り組みや経緯があったほうがわかりやすいとい

うのがありました。 

 そして、3点目としては、伴委員から出ましたが、具体例を少し載せてほしいという

ことがありました。 

 そういったご要望があったため、大変だと思いますけれども、次回はそのことを踏

まえて、ぜひ資料の作成等をよろしくお願いしたいと思います。 

●伴委員 

 次回はどこからですか。 

●坂野会長 

 本日は適材適所のところまで終わっていますので、次回は、「評価に基づく行政サ

ービスの質の向上と精査」と、基本方針3とになります。 

 本日検討したところで、新たに気付いた点などがありましたら、ぜひ、事務局に質

問用紙で提出をしていただき、書いていただいたものを皆さんに公表し、共有すると

いうことで、お願いしたいと思います。 

●藤井委員 

 11月以降の会議の予定というのは、どうなっていますか。先の予定が次々入ってい

るので、何月と決まっていらっしゃったらお伝えください。 
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●事務局（元田） 

 今の予定では、1月ごろに実施する予定です。ただし、あくまでも次回次第なので、

次回に審議する項目が残ってしまうと、もう1回やらなくてはいけなくなります。 

●伴委員 

 このシリーズが終わった後は、1月ということでよろしいですか。 

●事務局（元田） 

 はい。案を皆さんに見ていただいて、審議が終わったら、次は1月に予定していま

す。その期間の間に、今度はパブリックコメントとして、市民全体から意見をいただ

きたいと思います。1月は、その対応について市で示しますので、皆さんに議論いただ

くというものです。 

●坂野会長 

 よろしいでしょうか。ほかに何かありますか。大丈夫ですか。 

 では、このたびも慎重審議どうもありがとうございました。 

閉会 21時 
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第 6回白井市行政経営改革審議会 会議録（概要） 

 

 

1 開催日時 平成 29年 10月 16日（金）午後 6時 30分から午後 8時 40分まで 

2 開催場所 市役所本庁舎 3階保健福祉センター 3階 団体活動室 3 

3 出 席 者 坂野会長、宗和副会長、岩井委員、片桐委員、伴委員、本松委員、山本委員 

4 欠 席 者 藤井委員 

5 事 務 局 行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

6 傍 聴 者 6人 

7 議 題 行政経営改革実施計画（案）について 

8 議 事 

●事務局（元田） 

 定刻となりましたので、平成29年度第6回白井市行政経営改革審議会を開催させて

いただきます 開会に当たりまして、会長からご挨拶をお願いします。 

●坂野会長 

 皆様、こんばんは。本日はお足元の悪い中、おいで頂きありがとうございます。時

間もありませんので、挨拶はこれくらいにして、早速入っていきたいと思います。本

日も慎重審議、よろしくお願いいたします。 

●事務局（元田） 

 ありがとうございました。 

 では、本日の議題についてご説明いたします。議題は前回と同じく行政経営改革実

施計画案についてご審議いただきます。ご審議いただく内容は、最初に資料1の前回

の続きのP.39からお願いします。 

 その後、議題2として資料2でご議論ください。資料2は、皆さんからご提案いただい

た内容をまとめたもので、内容の最終確認となります。ここで決定していただいた内

容について、各課に具体的に実施を求めた上で計画に位置付けします。 

 最後に本日配付した資料3について、ご議論ください。資料3は、市が以前に行革に

関して設置をしていた審議会の「行政改革推進委員会」の委員のアイデアで、前回の

行革の実施計画に加えることができなかったため、次回、つまり今回の行政経営改革

の実施計画に位置付けすることができるかどうかを検討いただくものです。 

 資料3の5つの取り組みについて、今回の計画に位置付けしたほうがよいかというこ

とについて、必要があるかという段階からのそもそも論で議論してください。 

 続いて、資料の内容についてご説明いたします。 

 資料1は、前回の第5回会議における委員の皆様からの意見や、その後にメール等で

いただきました提案、意見等を踏まえて作成したものです。前回からの主な変更点は、

3点あります。 

 変更点の1点目は、取り組みの内容についてです。第4回会議では、「現在の取り組

み」と「今後の取り組み」という記載でしたが、「現在」と「今後」で、どのように変

わるのかがわかりづらいというご意見がございました。 
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 そこで、取り組み内容の表記を、「これまで」と「これから」という形に表現をし直

すとともに、「これまでの取り組み」の内容に、今までの課題を加えています。 

 また、どのように変わるかということをわかりやすくするため、各ページの右上に、

分類をつくり、この中で、新規、見直し改善拡充、継続拡充の分類を設けることで、

取り組みの性格、違いをあらわす工夫をしました。 

 なお、「これまで」と「これから」の分類についてですが、行政経営指針が平成28年

度末の平成29年3月に計画が策定され、今回のこの計画は、平成29年度末の平成30年3

月に計画が策定される見込みです。 

 行政経営指針の内容を踏まえて、今年度の平成29年度中に既に取り組み始めた取り

組み項目については、「これからの取り組み」の中に、「平成29年度に策定した●●を

取り組む」ということで、これからの取り組みに記述しています。 

 これは、計画が実際にできるのは平成29年度の終わりになりますが、平成29年度に

実施したことをこれからも続ける場合は、これからの取り組みの中に入れた方が今後

の評価を行いやすくなるために行うもので、全ての取り組みをこのように統一してい

ます。 

 なお、変更点1については、表現のみを変更するもので、取組項目の内容は変更して

いません。 

 変更点の2点目が、効果についてです。効果については、今までは目的から波及され

るものとして、市の効果、市にとってのメリットのみを今まで明記していたところで

すが、前回の審議会で、市民の効果についても明記した方がよいということでしたの

で、そこを加えたものになっております。 

 変更点の3点目が、資料1の冒頭に計画の概要、計画の位置付け等について加えて、

計画の全体がわかるようにしております。なお、これは、審議会の第1回、第2回でご

説明した内容となります。 

 続いて、議題2に関して、資料2についてご説明いたします。資料2については、前回

審議会で、参考資料でお配りしましたものを資料1と同様の様式に変更したものです。 

 具体的には、先ほどご説明したとおり、「これまで」と「これから」としたこと、効

果に市民の効果を加えたものとなります。内容については、資料1と同様に前回の参

考資料からの変更はございません。 

 この内容については、第4回にもお示しした資料になっておりますが、ここで内容

をご確認いただき、各課で内容に照会した上で、計画に位置付けするものです。本日

はこの内容について、最終確認をしていただくものです。 

 最後に資料3をご覧ください。資料3は、行政改革推進委員会の委員提案とそれに基

づいて市が検討した結果を示したものです。この内容を計画に位置付けするかしない

かについて、ご議論いただくことになっております。 

 こちらについても、資料2と同様に、位置付けをすることを決定したものについて

は、各課に内容を照会した上で計画に位置付けて、案という形にすることになります。 

 説明については、以上になります。 

●坂野会長 
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 ありがとうございます。それでは、議題1として、行政経営改革実施計画（案）につ

いて議論を進めていきたいとと思います。 

 前回まではP.38まで終わっているかと思います。P.1からP.38までは、意見を踏ま

えて修正されています。この内容は、議論そのものがもう終わっていますので、何か

ご質問あるいはご意見等ございましたら、また質問用紙でご指摘いただくということ

にしていただきたいと思います。 

 では、P.39から進めていきたいと思います。 

 副会長と本松委員は、前回ご欠席されていますので、前回の話がわかりにくいかも

しれません。そこで、事務局から、「6 評価に基づく行政サービスの質の向上と精査」

について、まず簡単にP.39からP.43までを一通りご説明いただき、その上で議論をす

るということとしたいので、よろしいでしょうか。 

 では、事務局は、この流れでご説明をお願いします。 

●事務局（元田） 

 はい。わかりました。事務局からご説明をいたします。（P.39からP.43について説

明） 

●坂野会長 

 ご説明、ありがとうございました。今説明のありましたP.39からP.43までで、ご質

問又はご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 では、伴委員、お願いします。 

●伴委員 

 P.40の外部評価、内部評価では、新たに外部評価を取り組むということですが、今

までは内部評価はあったのですか。 

●事務局（元田） 

 これまでは、内部評価と、外部の審議会への報告としていたものを、これからは、

内部評価と外部評価にするものです。 

●伴委員 

 報告していたのを外部評価するということですが、既に外部評価をする内容や基準

はあるのですか。 

●事務局（元田） 

 平成29年度に策定しました。 

●伴委員 

 もう一点、P.42の市民意向調査としての住民意識調査は、直近はいつやられたので

すか。 

●事務局（笠井） 

 平成26年度です。 

●伴委員 

 そうすると、次回は5年ごとなので、平成31年ですか。 

●事務局（笠井） 

 はい。 
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●坂野会長 

 伴委員、よろしいですか。それでは、片桐委員、お願いします。 

●片桐委員 

 P.43の事業のスクラップアンドリセットを徹底するための基準や仕組みがなかっ

たというのを反省点が書かれているのですけれども、このリセットをするというのは、

組織として非常に抵抗がある話です。僕の経験から言っても、ほとんど全員が反対す

るものです。 

 これに際しては、かなり明確な基準を設けるということでいいのですか。こういう

場合は必ずきっちりリセットするという基準などがあるのですか。 

●事務局（元田） 

 スクラップ・リセットについては、「白井市事務事業評価及び事務事業の見直し基

準」を定め、その中で基準を定め、基準に該当するものについては、リセットの対象、

スクラップの対象とするという方針を定めています。なお、基準は、公表しておりま

す。 

●片桐委員 

 わかりました。 

●事務局（笠井） 

 補足で説明しますと、対象事業について、何項目かのチェック項目があって、何個

以上該当するものについては、見直しなり一時休止というような判断をいたします。 

 こういう仕組みを難しくした場合、市民がわかりませんので、わかりやすいように

チェック項目としていますが、いろいろな視点での項目があって、それが幾つ以上に

該当すれば対象とする仕組みとなっています。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。 

●岩井委員 

 関連する質問なのですが、その評価の最終決定機関というのはどういう機関ですか。 

●事務局（笠井） 

 まず、内部評価をして、その上で、外部評価があり、結果が出ます。この結果の取

り扱いについて、最終的に決定するのは、市長、副市長、各部長をメンバーにしまし

た行政経営戦略会議で最終決定をいたします。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。ほかに何かありますか。本松委員、今のところ、大丈夫で

すか。 

●本松委員 

 はい、大丈夫です。 

●坂野会長 

 スクラップ、リセットというものは、一般的には、なかなか厳しいものです。 

 そこで、外部評価という仕組みをつくることが多いです。これは、外部評価の委員

会などが判断したものであれば、どちらかというとリセットがしやすいというのが、
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あるためです。その仕組みをこれからどのように活かすかが大切だと思います。内部

だけではなかなかできないものを外部から言ってもらうという、そういう視点ですね。 

●事務局（笠井） 

 はい。内部で評価したチェック項目について、外部から助言をいただいて、それと

セットで、最終的には行政経営戦略会議で決定をする流れになります。 

●本松委員 

 外部というのは、市民からということで考えているのですか。 

●事務局（笠井） 

 はい。外部評価は、一般公募の市民の方と学識経験の方などが入っているメンバー

です。委員は、全部で15人です。 

●坂野会長 

 外部評価の委員が15人いるということは、かなり具体的に事務事業、または政策レ

ベルの全部を対象として実施するのですか。 

●事務局（笠井） 

 この間やったばかりなのですが評価は、政策レベルで行います。事業仕分けみたい

な感じで、担当部長が概要を説明して、市の評価した基準についても説明をした上で、

それについて、15人の委員がそれぞれでチェックをする。そういう内容になっていま

す。 

●本松委員 

 ありがとうございます。 

●坂野会長 

 海外の事例では、例えばイギリスなどでは「エンパワーメント評価」といって、多

く行われています。よろしいでしょうか。 

●本松委員 

 ありがとうございます。 

●坂野会長 

 それでは戻ります。副会長、お願いします。 

●宗和副会長 

 ここで「これからの取り組み」として、平成29年度に行政評価システムの見直しと

書かれていますが、先ほど29年度とありましたが、もう検討は、ほぼほぼ進んでいる

状態なのですよね。 

●事務局（元田） 

 はい。こちらについては、先ほど部長がご説明したとおり、今年度から取り組んで

います。 

●宗和副会長 

 今さら言っても仕方がない部分ですが、例えば、スクラップアンドリセットをして

いきたいという気持ちはわかりますが、今、ご説明していただいた外部評価としての

総合計画審議会での議論や、その外部評価に市民が加わり議論すること、市民の意見

が反映された評価結果に基づいて、戦略会議で議論した上で、スクラップやリセット
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ができる、つまり、「こうだからスクラップ・リセットできるのだ」という担保された

ものが取組内容に書かれていないと、「白井市は強い決意を持ってやろうとしている

のだな」というのが読んでいて、ちょっと伝わってこない気がしています。 

 事務事業評価を見直して、その見直した部分をパーツとして、それぞれの項目とし

て表現するのであれば、恐らくこういう書き方になるのかもしれないのだけれど、こ

ういう書き方で、果たして、本当にしっかり伝わるのかなというのは、感じています。 

●事務局（笠井） 

 おっしゃっていただいたことはよくわかりました。もっと具体的に、項目や流れを

ここに入れたほうが良いということですね。 

●宗和副会長 

 そうですね。実際は、体系的に整備がされているわけですから、「こういう場合は、

スクラップアンドビルドができますよ」とか。外部評価委員会も、評価の最終過程、

評価の最終結果がスクラップアンドリセットなので、ここではどういうふうな、そこ

で意思決定するということを明示することは必要だと思います。 

 外部評価の部分については、1つのプロセスといえばプロセスなので、外部評価を

入れましたよ、という表現だけで良いのかもしれないのですが、もし、入れるのであ

れば、例えば外部評価の意見というものはどういうふうに尊重されるのかということ

や、そもそも外部評価というのは、内部では評価できないから外部でするわけであっ

て。内部評価のどこに限界があって、どこを補完してもらおうとしているのかという

ようなことがもう少しあると、評価の体系が明らかになるのではないかなという気は

します。 

●事務局（笠井） 

 わかりました。ご指摘いただいた役割や区分けを入れて、整理します。 

●宗和副会長 

 そのほうが、インパクトが出ると思います。 

●坂野会長 

 よろしくお願いします。権限問題では、例えば、根拠については、条例や内規があ

るのですか。 

●事務局（笠井） 

 審議会の根拠は、附属機関条例です。 

●坂野会長 

 そうすると、例えば外部評価委員会設置条例みたいなものではないということです

ね。 

●事務局（笠井） 

 はい。附属機関条例の中に役割、人数を入れています。 

●坂野会長 

 そのようになっているそうです。ほかにありますか。 

●片桐委員 

 外部評価委員会の判断を尊重するという規定はあるのですか。 
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●事務局（笠井） 

 はい。 

●片桐委員 

 外部委員会がもうやめろと言ったら、市は、すぐにやめるのですか。 

●事務局（笠井） 

 それはあくまでも尊重です。先ほど説明したとおり、最終的には、市の行政経営戦

略会議で最終決定します。内部で評価をして、外部で市民の視点なり専門家の視点を

いただく。その結果について、最終決定するのは、行政経営戦略会議です。 

●片桐委員 

 それでは、逆に、外部委員会の意見を尊重したいと思っても、意見どおりやらなか

ったということもあるわけですか。 

●事務局（笠井） 

 これは平成29年度、今年から実施するものですから、まだ、そこまでの結果は出て

いませんが、やめることによって市民サービスの停滞につながるとか、場合によって

は、いろんなことがあると思います。この15人の委員だけの意見だけではなくて、ま

た、政策的にもあるとは思います。ただ、まだ、これからの話です。 

●片桐委員 

 僕が一番危惧しているのは、このスクラップアンドリセットは、人の問題にすぐか

かわってくるのですよね。公務員の場合は、仕事が全てですから、「おまえは、もうや

らなくていい」って言ったら、その日から「どうやって俺は生きていくのだ」という

ことになってしまうのだと思います。だから、僕は抵抗があると思うのですけれど、

その辺の手立てがない限り、簡単にスクラップできないと思うのです。市は、このこ

とについては、どのように考えていらっしゃるのですか。 

●坂野会長 

 いかがですか。 

●事務局（笠井） 

 市民の需要、市民のニーズがもう少なくなっているということが、スクラップの1

つの、一番の要因ですよね。では、その需要がなくなったら職員が楽になるかという

と、また新たな業務、課題というのが出てくると思っています。 

●片桐委員 

 いや、果たしてそうかな。もし、そうだったら確かに全然問題ない話ですね。 

●事務局（笠井） 

 まずスクラップしたいのは、今言ったような、もう効果や需要がないのにずっと継

続的に実施しているものの、そこをまず制御したいというのが狙いです。 

●宗和副会長 

 スクラップしづらいということも事実だし、市民の意見を反映することが難しいと

いうことは重々わかっています。また、財政的にも厳しいとか、社会環境の変化もあ

るのだから、スクラップをしていかないといけないというのは、皆ものすごくわかっ

ているのですけれども、できないのですよね。 
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 だから、そのためには、そこに何らかの決意を示していかないといけない。例えば、

そこは最終的には市長が判断します。とか、そういう場が設けられているということ

を示していかないといけない。 

 また、市民の意見を聞くというのも、外部評価を入れます、市民目線にしたいから

評価をしますというだけでは、市民を入れて、意見は無視しますよと言っているのか、

意見を入れたら、その市民の、例えば意見は公表しますと書くのか、それによって白

井市の決意が違います。そのあたりを書かないと、単に外部評価をしますよとか、ス

クラップしたいですよと言っていても意味がないのではないかなと思います。 

●事務局（笠井） 

 はい。では、お答えします。1つは、評価項目が何かということとを加えます。それ

をもとに外部評価について、市民も含めてチェックをしてもらいます。その結果、公

表します。その上で、市が最終決定はするというこの流れをもう少し具体的に入れま

す。 

●宗和副会長 

 そうですね。そういう内容であれば、いわゆる、単に形だけやっているのとは違っ

て、市として決意があるのだと感じますので、そのように表現されたほうが良いと思

います。 

●事務局（笠井） 

 わかりました。 

●坂野会長 

 条例、規則等には、そういった話は書かれているのですか。 

●事務局（笠井） 

 条例には役割しか書いていないです。 

●坂野会長 

 先ほど片桐委員がおっしゃっていた、尊重義務のような話は入ってはいないのです

か。 

●事務局（笠井） 

 役割は、要項にあると思います。今、持っていないのですが、通常は、会議運営の

要綱をつくっています。その要綱の中に提案された意見の対応などについて記入して

います。 

●伴委員 

 会議は公開されていますか。 

●事務局（岡田） 

 はい。公開でやっています。議事録もあります。 

●事務局（笠井） 

 市の審議会は、原則全て公開です。 

●岩井委員 

 今、お話があったように、公表というところが一番ポイントであるということと、

やはり何らかの成果は出さないといけないと思います。 
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 ご指摘のとおり、一応やっていますというようなことになってしまうことが、一番

危惧するところだと思います。 

 とりあえずこういったことをやったけれど、結局、変えなかったとか、そういうふ

うに言われがちなところがありますので、フローチャートのような感じでもいいで、

公表するということを加えるといいのではないかなと思いま。 

●事務局（笠井） 

 わかりました。議論の結果が公表されるというように内容に加えます。 

●宗和副会長 

 何回も発言して申し訳ないのですが1点だけ、良いですか。多くの自治体で行政評

価の構築支援ということをさせていただいていて、そのときに必ず、行政評価の効果

があるのかということが言われます。 

 具体的には、「予算に反映されるのか」等をよく言われるのですけれども、もちろん

評価結果がそのまま予算に100％反映されるということは、あり得るわけもなく、そ

ういう意味では、予算への反映は、あくまでも程度の問題であって、100もなければ0

もないのだとは思うのです。 

 そういう中で、外部評価について、実際に効果があるのかどうかということを考え

ると、評価するに当たっては、評価シートを書いたりしますよね、その評価に基づい

て、内部での議論がされているかどうかだと思います。 

 例えば、もうちょっとやり方に工夫があるのではないか。ということだったら、課

レベルの協議になるのかもしれませんが、最終的にこの事業をやめるということであ

れば、それなりの権限のある人が協議をしないといけない。 

 結局は、その評価のテーマに応じた議論の場があるかどうかだと思います。そこで

ちゃんとした議論がされるのであれば、結局、その事業はスクラップしないことにな

っても、それはそれでいいと思うのです。 

 外部評価を通じて、単にシートを書くのではなく、判断に当たり、内部でもちゃん

と議論の場があるということを書くのが、本当はいいと、私は思います。 

●事務局（笠井） 

 おっしゃることはわかります。今回の仕組みというのは、まず各担当課長が自分の

事業について評価をします。さらに今度は、部長や外部会議で、その議論について、

本当にこの評価が正しいかどうかの議論をします。最終的には、先ほど言いましたよ

うに行政戦略会議に諮ります。このように内部、部内でも議論をする仕組みになって

います。 

●坂野会長 

 よろしいですか。 

●宗和副会長 

 はい。 

●坂野会長 

 他の自治体もそうですが、外部評価をする度にブラッシュアップしていくというこ

とになると思いますので、今後に期待したいということでまとめさせていただきたい
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と思います。よろしいでしょうか。 

 では、次に行きたいと思います。では、事務局からP.44以下の説明をお願いします。 

●事務局（元田） 

 はい。それでは、P.44からP.46にかけてご説明をさせていただきます。 

 基本方針3として、将来を見据えた公共施設等の最適な配置としての大きな取り組

み項目が、公共施設等総合管理計画と個別施設計画に基づく公共施設等の最適化とな

っておりまして、そちら①から③での3つということになります。（P.44からP.46につ

いて説明） 

●坂野会長 

 ありがとうございます。では、今、事務局から説明のあった範囲で何かご質問、ご

意見等ございますか。岩井委員、いかがですか。 

●岩井委員 

 前回の議論から引き続いてですが、学区に役割というものを考えてらっしゃると思

うのですが、市は、学校を活用するという感じなのでしょうか。 

●事務局（岡田） 

 これは、今の基本方針3だけでなく、全体を通してという意味ですよね。 

 市は、小学校区単位でまちづくりを進めていこうと思っています。ただ、このよう

なことを考えてはいるのですが、最初の学校給食のほうに関しては、ＰＦＩ方式で学

校給食共同調理場をつくっていこうという考えで、今取り組んでいるところです。 

 ほかの項目についても、小学校区単位ということを考えながら、進めていきたいと

は思っているところですが、ただ書いているとおり、まだ地域ごとにしていくのかど

うかということ自体もこれから検討していかなくてはいけないという段階になりま

す。 

●坂野会長 

 ほかに何かご意見、ご質問ありますか。 

●片桐委員 

 P.44の実施内容の2番目に、学校給食業務の一元管理の実施があって、（自校方式に

おける給食費の公金化を除く）とあるのですが、この自校方式における給食費の公金

化というのがそもそもわからないし、これを除いた理由もよくわからないので、内容

を説明していただければと思います。 

●坂野会長 

 では、事務局からお願いします。 

●事務局（岡田） 

 自校方式における給食費の公金化については、現在、桜台小学校、中学校の児童生

徒たちから、給食費を毎月もらっていますが、そのお金は学校が管理をしています。

その中で、賄い材料として、毎月の給食に使う食材などを買っているのですが、市で

は、この分を歳入として入れてないという現状となっていますので、そこを公金化と

して、市の歳入に含めるという考えです。 

●片桐委員 
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 今まで自校方式で公金化していなかったことの問題点はあったのですか。 

●事務局（岡田） 

 学校現場での課題、問題はわかりませんが、市の財政の問題点としては、市がお金

をもらったものは、きちんと一度、市の歳入として入れて、それでその分について、

賄い材料として支出するという考えです。 

●片桐委員 

 個人的には、どう使おうと勝手ではないかという感じがするので、むしろ、今のほ

うがいいのではないかという気がするのですが、いかがですか。 

●事務局（高山） 

 現在、市内に小中学校が14校ありまして、うち2校が自校式で、残りの12校について

は給食センターで調達していますので、給食会計として、会計を別に設けています。 

 12校でいただいた給食費については、特別会計の歳入として受け入れており、いわ

ゆる公金として扱っていますが、桜台小中学校については、学校で徴収をして、それ

を管理して、お支払いをしているというところがあります。ここでは、一元化の実施

の部分では除いているという状況にあります。 

●片桐委員 

 そこは今までどおりで、公金化する必要は全くない気がするのですが、いかがです

か。 

●事務局（高山） 

 国の文部科学省では、今、この給食費の徴収に当たっては、なるべく公金化しなさ

いという話が出ております。 

 市でも特別会計にするか、あるいは一般会計にするかなどといろいろな選択肢はあ

るのですが、少なくとも桜台小中学校の給食費についても公金化をしたいというのが、

その下の自校方式における給食費の公金化というところです。 

 問題があるかどうかというと、今まで問題が特になかったので、引き続きそのまま

でもいいのではないかという考えもあるのですけれど、国の意向等もありますので、

白井市としても全て、2校についても公金化したいという考えです。 

●片桐委員 

 検討した結果、公金化がいいと思ったのですか。それとも検討はしなかったけれど、

国がそうしなさいって言っているからそうするのですか。 

●事務局（岡田） 

 そこのところまで、調査はできていません。ただ、恐らくなのですが、学校の現場

としては、栄養士さんが桜台小学校、桜台中学校におりまして、その方々がお金の管

理をやっています。そこはやはりきちんと公金化して、市の歳入としたほうが、お金

の管理として適正化が図られるのではないかと思います。 

●事務局（笠井） 

 片桐委員のお話しは、わざわざ市が介入しなくてもいいよということなのですよね。 

●片桐委員 

 そうですね。自分たちでやっているのだから、良いのではないかと思います。 
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●伴委員 

 これからの取り組みとしては、2つのテーマがありますよね。1つ目は、お金を一元

管理しようということで、2つ目としては、特に桜台小中学校について、給食自体も統

合の検討が必要になってくると思うのですが、違いますか。 

●坂野会長 

 いかがですか。 

●事務局（笠井） 

 実は、そこは、私も具体的にまだ聞いていないのです。確かに、一本化するのか、

それとも独自路線を行くのかというご意見はあります。そこまでは教育委員会から、

話を聞いておりません。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。 

●岩井委員 

 給食費はどうなっているのですか。全部同じ金額なのですか。 

●事務局（岡田） 

 違っています。自校給食のほうが確か若干高めになっていると思います。 

●岩井委員 

 給食費については、今、上げる、上げないで全国的に問題になっていますよね。ひ

ょっとしたら、そのあたり考え方もあるのかもしれませんね。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。この給食については、市の政策的な判断になります。今お

っしゃった食育等でやるのか、そうではないという話もあると思います。ただし、こ

こでは、あくまでも今後の政策的な判断ではないかなと思います。 

 今後は、伴委員がおっしゃったように、いわゆる給食センターによるセンター方式

で一元管理をするのか、桜台小中学校がどうなのかという話が出てくるかと思います

が、一般的な流れで言えば、恐らくコストカットの観点からは、将来的には一元管理

の方向にいくのではないかなとは思います。 

●事務局（笠井） 

 現段階では、調査、検討するということになっています。 

●坂野会長 

 そうですよね。そういう書き方にはなっていますね。 

●事務局（笠井） 

 ただ、これについては微妙な問題ですので、そんなに短期間で簡単に結論が出る話

ではないと思います。 

●坂野会長 

 背景には白井市独自のいろいろなものがあるかと思いますので、それは、ちょっと

置いておいて、純粋に効率性の話で行きたいと思います。 

●伴委員 

 もう1つよろしいですか。 
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●坂野会長 

 どうぞ。 

●伴委員 

 P.46の組織体制、管理体制ですが、公共施設の管理は、現在、どのぐらいの課など

にまたがっているものなのですか。 

●事務局（高山） 

 どこまでを公共施設と捉えるかによっても、大きく変わってきます。 

●伴委員 

 公共施設というのは決まっているのでしょう。 

●事務局（高山） 

 公共施設、いわゆる箱物の施設では、例えば、学校施設、義務教育施設として、小

中学校があります。それから各公民館、センターもあります。また、大物だと文化セ

ンターなど公共施設は様々です。 

 これらの施設を管理している技師や建築士が、今は各課に点在しておりますので、

それを1つのセクションに集めて、統一的に管理しよう、維持管理していくというの

が、ここでいう統一した組織体制ということになります。 

 現状では、義務教育施設は、教育委員会の教育総務課、1課です。それ以外の施設に

ついては、それぞれ結構あります。 

●伴委員 

 それを行政経営改革課だけが音頭をとって、実施できるのかなって思ったのです。

何か別の検討の会議はないのですか。 

●事務局（高山） 

 新しい組織をつくろうという考えがあります。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。恐らく、公共施設等総合管理計画というのがございますの

で、この計画に基づいて、取り組んでいくと思いますけれど、それに相当するような

管理課がないということは、まず1つ問題ですよね。 

 実際に私が関わっている他の市では、資産管理課や公共施設管理課というのがあり

まして、一元的に管理をするところがあるのですが、現時点では、白井市には、ない

ということですよね。 

●事務局（笠井） 

 ありません。個々の課で全て対応しています。大きなところでは、教育委員会や、

市長部局の庁舎を管理している管財契約課がありますが、これからは一気に老朽化が

来ますので、各課で基準がばらばらの中で整備していると、お金が幾らあっても足り

ませんので、やはり1つにまとめて、お金の平準化を図ったり、改修の方針をつくった

りしていかないと、これから難しいだろうということで提案をさせていただいている

内容です。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。 
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●伴委員 

 内容としては、問題ないと思うのですけれど、一般の市民だと、現在、どれくらい

組織に分散されているのかというのが、これだとわからないで、課ごとはいらないの

で、主なところがわかればと思います。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。そういった担当課ができて、平成31年、平成32年度からは

推進するという形になっていますね。 

●事務局（笠井） 

 はい。このようにやりたいということです。そうしていかないと、これからの建物

の維持補修、管理するのに、お金のマネジメントできないという状況になってくると

いうことです。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。では、副会長。 

●宗和副会長 

 公共施設の見直しというのは、ここ数年大きなテーマとして取り上げられていて、

多くの自治体が公共施設等総合管理計画の策定に取り組んでいるというところで、私

もいろんなところで支援をしている状態です。 

 整理をすると、P.45で、当面の計画策定の話をしていて、P.46は、どちらかという

と作成後の運営の話をしているということかなと思います。 

 まず、P.45の計画策定からですが、この文言を読むと、恐らく個別計画の策定に向

けて非常に困っておられるのだろうなという気がしています。 

 どういうふうにつくっていったらいいのかわからないというのが、非常に読み取れ

るという状況です。 

 個別施設計画をつくるというのは、庁内の合意をとることですが、その合意につい

ても所管課の合意もあれば、トップの合意もあるし、市民説明をしていくということ

もあるので、非常に難しい問題です。 

 簡単には書けない内容だと思うのですが、例えば、策定に向けた体制や公共施設等

の最適な配置ということが書くのはいかがでしょうか。 

 個別計画を策定するプロセスとして、公共施設等総合管理計画をつくり、例えば小

学校を拠点にして最適化を図っていこうということを考えた場合でも、それぞれの小

学校は老朽化のタイミングなどが違いますから、そのタイミングに合わせて、スケジ

ュールを落とし込んでいくわけです。 

 それに基づいて個別計画をつくるという策定のプロセスが考えられるわけですけ

れど少なくともそういった作成体制とか作成におけるプロセスくらいは書いておか

ないと、今書かれている「これからの取り組み」の内容では、本当にこれでつくれる

のかなというのが正直なところです。 

 もう1つは、P.46の運営についてですが、こういった独立した組織をつくるべきか

という相談も受けることが多くて、単純に言うと、それなりの規模のところは、組織

をつくったほうがいいだろうと思います。 
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 小さな町や村は、総務課なりが全てを把握できていればいらないだろうという気が

するのですが、白井市は規模からしても、個別計画を策定した後のことを考えても、

あったほうがいいのだろうなと思います。 

 ただ、全体調整を図る組織を設置するのはいいのですけれども、その組織がどうい

う権限を持つのかというのが大事です。 

 例えば、静岡市は横断的な組織をつくっていて、そこがある程度、施設に関する予

算を持っていて、それぞれの所管課に配分するようになっています。全てがそうでは

ないですけれど、基本的に所管課ごとに予算要求をするわけではありません。 

 この全体調整を図る組織がどういう権限を持つのかということを検討しないと、単

に組織をつくる、つくりますということで、計画と言えるのかどうかということを感

じます。 

●事務局（岡田） 

 先ほど伴委員からご意見のありましたP.46に施設の件については、幾つか詳細を加

えることとします。 

 また、宗和委員からご意見いただいた組織の権限については、これから取り組みを

していくところなので、どこまで書けるかというのはあるのだとは思うのですが、検

討する中身について、もう少し明確にできることがあれば、書き方をもう少し検討し

ていくということとさせていただきたいと思います。 

 また、P.45の個別施設計画の策定については、確かに宗和副会長がおっしゃるよう

に、現在、進めるに当たっての具体的な計画、スケジュールなどが明確に決まってい

るわけではありません。 

 今、考えているのは、ここでも書いておりますけれども、来年度の平成30年度にお

いては、現在ある建物の目的を変えない範囲での修繕計画というものをつくっていこ

うと思っております。 

 その上で、平成31年度以降に、個別施設計画の策定方法の検討することとしていま

す。 

 その検討の中には個別の施設ごとの計画としていくのか、小学校区単位で地域ごと

に再編を含めて考えていくのかというところを、平成31年度以降に市民の皆さんと合

意形成を図りながら進めていきたいということです。これが、私ども現在の考えにな

っておりますので、あとは、そこをどこまで書けるかというところだと思っています。 

●宗和副会長 

 作成については、市民合意をとる過程で、例えば1年遅れてしまうというようなこ

とは十分考えられると思うので、結果的にはスケジュールどおりとならないかもしれ

ませんが、白井市には白井市に合ったつくり方というのがあるとは思いますので、そ

の位は今の時点で書けるのではないかなと思います。 

 P.46に関して、先ほど静岡市が予算をある程度一元化するという話をしましたが、

そこまでは難しいと思いますが、まだ決まっていなくても、その部署ができたら、少

なくとも個別施設計画なりのモニタリング程度は、最低限すると思いますので、もう

少し書いてもいいと思います。体制や組織を設置するのが目的ですと言われると、計
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画として、少し違和感があります。 

●事務局（笠井） 

 正直なところ、まだ、全く固まっていないのが事実です。 

 確かに、一元管理については、お金もそうですし、補修や維持管理も一元管理だと

いうことだと思いますので、恐らく想定としては、担当課で考えているはずです。 

 ただ、今の段階で、まだこのような組織をつくるということについては、内部での

交渉をしていませんし、なにより具体的なイメージがないので、1年間、その役割とい

うものをまず検討させることとしていただきたいと思っています。 

 先ほど宗和委員がおっしゃったように、そもそもこの63,700人の白井市で、本当に

一元管理が必要かという議論もあると思うのです。 

 効率性の問題を考えれば、今のままでもいいのではないかという議論もありますの

で、そこも含めて、この1年間で考えていきたいということで、この記述とさせてくだ

さい。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。庁内のプロジェクトチームもまだできていないという状況

ですか。 

●事務局（岡田） 

 はい。これに関しては、できていません。 

●坂野会長 

 では、これからということですので、副会長、よろしいですか。 

●宗和副会長 

 はい。 

●坂野会長 

 本松委員、どうですか。いろんな話が出ていましたが、何か明らかにしておきたい

点はありますか。 

●本松委員  

 私の理解が合っているかわからないのですが、P.45の学校施設以外の公共施設等の

個別計画というのは、今まで建物ごとだったのを、エリア、地区ごとに移していくと

いうことで合っていますか。 

●事務局（笠井） 

 はい。将来は人口が減ってきます。そのため、いろいろな施設を1つにまとめて施設

を集約した方がいいのか、それともさっき言ったように小学校区を拠点にして、小学

校を残しながらいろんな施設を改修するなり、縮減するなり、統合するなりがいいと

かという検討です。 

 このまま、人口や財政が右肩上がりでいくということであれば、今の施設を維持す

ることは楽ですけれども、これからの推計では、必ず人口が減ってきます。地域によ

っても格差がどんどん広がってきます。それに合った形の施設をどうやってこれから

維持管理していくかということだと思います。 

●本松委員 
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 ありがとうございます。 

●坂野会長 

 それでは、どうしてもこれを言っておきたいという意見がございましたら、続けま

すが、もしないようでしたら、議題2の資料2に入りたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

 では、事務局からお願いします。 

●事務局（元田） 

 事務局から資料2について説明をさせていただきます。 

 資料2については、第2回会議から第4回会議まででご議論いただいた内容について

まとめたものになっております。内容について、この内容でよければ、これをもとに

各課に、このような形でやってほしいということで投げかけをすることになっており

ます。 

 内容については、何度もご覧いただいているので、説明は省略いたしますが、今回

が各課に投げる資料の最終確認ということになりますので、確認という観点からご意

見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。事務局から説明をいただいたように、皆様の意見が集約さ

れたものになっています。最後の確認ということになりますが、何かご意見ございま

すか。 

例えば、2ページのお話というのは、これは本松委員のお話からできたものですよ

ね。ご感想としていかがですか。 

●本松委員 

 はい。しっかりと計画を立ててくださっているので、大丈夫です。 

●坂野会長 

 では、事務局のほうに感謝したいというご意見がありました。ありがとうございま

す。 

●事務局（笠井） 

 ありがとうございます。 

●坂野会長 

 ほかに何かご意見ありますでしょうか。これで最後ということですよね。 

●事務局（元田） 

 はい。今回の結果について、実施してほしいということで、各課に照会します。 

●坂野会長 

 こちらの審議会としては、この件に関する検討の場が最後ということでよろしいで

すか。 

●事務局（元田） 

 市で案を決定した後にパブリックコメントを実施しますので、その結果ということ

で、決定前には、最終的に検討しますが、あくまでもパブリックコメントの対応とな

ります。 
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●坂野会長 

 了解しました。我々としては、ここではこれで最後という気持ちで検討します。 

 副会長、何かありますか。 

●宗和副会長 

 私どもの意見をこういう形でまとめていただいて、かつ具体的に反映していただけ

るということですから、非常にありがたいことだなと考えております。 

 せっかくここまでしていただいたのですから、1点だけ要望させていただくと、書

かれていることの本当の趣旨みたいなものが、ここで議論してきた人間にはわかるの

だと思いますけれども、所管課では、よく伝わらないというようなことが、よくある

ことだと思いますので、ぜひ、その辺の所管課に対する説明については、ぜひよろし

くお願いします。 

●坂野会長 

 ほかに何かございますか。伴委員、いかがですか。 

●伴委員 

 特にありません。 

●坂野会長 

 片桐委員、いかがですか。 

●片桐委員 

 特にありません。 

●坂野会長 

 岩井委員、いかがですか。 

●岩井委員 

 特にないです。 

●坂野会長 

 この皆さんの意見が集約され、詰まったものが資料2となっております。 

 先ほど、本松委員、そして副会長からお話がありましたように、このような形にし

ていただき、当審議会としてはお礼を申し上げるとともに、先ほどの副会長のご教示

がございましたが、所管課への説明は、何卒よろしくお願いいたします。 

 では、以上で資料2というのは、これにて終わらせていただきます。 

●宗和副会長 

 1つだけいいですか。 

●坂野会長 

 どうぞ。 

●宗和副会長 

 前回の話でご意見がありましたら、話をぶり返すことなので、非常に申し訳ないの

ですが、資料2として説明があったものは、効果に市の効果、市民の効果というように

分かれていて、全て市民の効果が入っている状態です。 

 それに対して、資料1は、市民の効果が入っておらず、「―」の取り組みが多い状態

です。例えば、本日議論した行政評価の効果についても、「―」ではなくて、本当は、
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市民ニーズに応えた行政ができるというようなことがあるのだから、市民の効果をも

っと書き込んだ方が良いと思います。 

●事務局（笠井） 

 わかりました。例えば、P.39の市民の効果というのは、「事務事業評価をやって改善

することによって行政サービスの質が高まるという。」ものですので、その辺を効果

として入れられると思います。 

 ほかにも効果の欄が「―」として空欄になっているものがありますから、もし、委

員の視点で、こういう視点で市民の効果があるという提案をいただければ、そこを書

かせていただきたいと思います。 

今回「―」となっているものは、多分、担当課のほうで、効果が浮かばなかったと

いうことだよね。 

●事務局（岡田） 

 はい、そうです。 

●事務局（笠井） 

 市民の視点、専門家の視点ということで、こういうことをやれば市民にとってこう

いうメリットがあるよということを、アドバイスをいただければ、ここに加えさせて

いただきたいと思っていますので、ぜひ、よろしくお願いします。 

●坂野会長 

 やぶ蛇になってきました。 

●宗和副会長 

 これは委員が書かないといけないことなのですか。 

●事務局（笠井） 

 助言をいただいて、こういう視点で書けということがありましたら、お願いします。

言葉は、事務局が整理します。 

●岩井委員 

 前回から今回までの間で、一生懸命考えてくれたのですよね。 

●事務局（笠井） 

 そうです。ただ、どうしても、このあたりで止まってしまったというところです。 

●岩井委員 

 言い足りないところがあるかもしれないということですね。 

●事務局（笠井） 

 行政だけで考えると、どうしても行政だけの視点になっていますので、サービスを

受ける側の視点の効果というのは、なかなか自信を持ってはっきり書けないという実

態があります。 

 ですから、できたらこういう審議会で、市民にこういうメリットがないですかとい

うことを検討し、視点をいただければ、市の内部でそのことについて検討して書きま

す。 

●岩井委員 

 今のお話は、文書での提案が良いのですか。 
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●宗和副会長 

 この資料1はもう一回会議の議題となるのでしたか。 

●事務局（笠井） 

 なりません。これが最後です。文書でお願いするとハードルが高いので、アイデア

で結構ですので、意見として出てくるのはありますか。例えばP.41などはいかがです

か。 

●岩井委員 

 これに市民、専門家の視点で加えるということですね。 

●山本委員 

 1回戻ってみますか。 

●岩井委員 

 資料3があるので、資料3が終わった後に戻って、また、出てくればということにし

ましょうか。 

●坂野会長 

 そうですね。副会長、どうですか、では、さっといくということで良いですか。 

●宗和副会長 

 はい。資料3が先でしたら、それからでいいです。 

●坂野会長 

 そうですね。そのほうがゆっくりできると思いますので、資料3について説明をお

願いします。 

●事務局（元田） 

 では、資料3をごらんください。資料3は、本日配布した資料です。 

 何度かお話をさせていただいておりましたが、この審議会を設置する前に行政改革

推進委員会という、いわゆる行革を審議する審議会がありました。この審議会から、

今後の行革に関する計画を策定する際に検討していただきたいということで、5つの

提案がございました。 

 今回の行政経営改革実施計画を策定するに当たり、この行政改革推進委員会からの

提案について、各課がどのような形で取り組めるかという確認をしたのが、この資料

3になります。 

 上から1、2、3の提案については、各課から内容は異なるけれども実施できるという

ことで回答がありまして、その内容についてP.2からP.4までとなっています。 

 4番目は、施設の目的外利用、活用の推進となりますので、資料1のP.25に「公有財

産の有効活用」に含めることのできる考え方ですので、実施する予定です。 

 5番目の提案の「小規模事業者を対象とした事業系ごみ袋の有料化」については少

し説明をさせていただきます。小規模事業者が排出するごみは、通常は、事業ごみと

なりますので、事業者が自ら処理する必要があるのですが、提案として、これに対し

て特別な袋をつくって、通常の家庭ごみと同様に処理させようというものです。 

 白井市の場合、ごみ処理については印西地区環境整備事業組合という一部事務組合

で実施しているものですが、家庭ごみとして排出することで、小規模事業者がごみを



- 21 - 

 

出しやすくする環境をつくったらどうかというような提案でした。 

 ごみの処理は、先ほど説明した印西地区環境整備事業組合が行っており、その運営

の負担金は、ごみ処理量に応じて支出しています。 

 この提案を担当課にもちかけたところ、事業ごみを白井市だけで排出することを認

めた場合、白井市が排出するごみが増えることとなり、印西地区環境整備事業組合に

市が支払う負担金がふえるため、この提案は、行革の取り組みにならないので、実施

できないという回答があったものです。 

 今回、議題3として、皆様にご議論いただきたいのは、こちらの資料のP.2、P.3、P.4

になりますが、こちらのものについて、この計画に位置付けて実施する必要があるの

かということについてご議論いただければと思います。 

 もちろん、こちらについては、そもそも実施しないという考え方もあると思います。

そのあたりについてご議論ください。よろしくお願いいたします。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。それでは、説明のありました資料3をごらんください。 

 資料3の結論として、実施する予定の4番と実施できない5番は、ここでは検討の対

象ではないということになります。 

 検討対象となるのは、1、2、3となります。1番の家庭ごみの有料化、2番の街路樹の

伐採、そして3番の外国人観光客との交流をふやし、観光収入を得るというところに

なります。 

 その内容については、それぞれP.2からP.4に記載されています。 

 では、まず、1番から行きたいと思いますが、家庭ごみの有料化についてです。 

 家庭ごみということでございますが、既に事務局からお話がございましたように、

印西地区環境整備事業組合という一部事務組合で、ごみ処理を行っているという話が

ありました。そもそもの議論ですが、そういった状態で、白井市だけで家庭ごみの有

料化ということができるかどうかという議論があります。 

 この1番について、何かご意見、あるいはご質問等ございますか。 

 岩井委員、いかがですか。 

●岩井委員 

 今回初めて見るものなので、もう少し時間をください。 

●坂野会長 

 山本委員は、このごみの話、有料化ということについて聞かれたことがありますか。 

●山本委員 

 ないです。ごみは、いきなりでるものじゃなくて、「必要な物の一部が不要になる」

か、あるいは「何かもともとは必要だったものを処分する」ということだと思うので

すが、それにお金がかかるとなると、購入するために消費者が払った支出が市の歳入

につながることは、どちらも一緒に減る影響があるのではないかな、というなことを

思いました。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。先ほど、印西地区環境整備事業組合と申しましたが、本来
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はごみ行政というのは市の所管なのですね。ただ、市ではできないので、当市と印西

市と栄町の2市1町でごみをやっておりまして、この仕組みを一部事務組合と言ってい

ます。 

 この一部事務組合については、正直な話、白井市だけでは判断ができないものです。

白井市が頑張っても、その一部事務組合のほうで、ダメという話になればどうしよう

もない部分はあります。ですから、おそらくこの書き方のように「働きかけ」となっ

ているのだと思います。 

 そこで、行政学をやっておられる岩井委員にお伺いしたいのですが、いかがですか。 

●岩井委員 

 これは本当にいろんな地方でこれはもめているというか、なかなかやりづらいとこ

ろだと思うのです。 

 例えば、処理場をつくるということでは、多摩センターも今、いろいろともめてい

ます。多摩地区にプラスチックの中間処理施設を建てるとしていますが、実は、後ろ

は川崎市ということがあり、もめているのですが、施設の構成員には、調布市がおり、

調布は、早くやってくれと言っていますが、でも建物を建てるのは調布市じゃなくて

多摩地域なので、いろいろな立場があることから、この一部事務組合はもめてしまい

がちなので、どのように運営していくのかということは難しいです。市は、どのよう

にやられる予定なのですか。 

●坂野会長 

 いや、これは、恐らくまだやっていなくて、こちらで、今後方向性を検討してくれ

という話ですよね。 

●事務局（岡田） 

 はい、そうです。あくまでも前委員からの引き継ぎという事項にはなっています。 

 ごみの有料化については、お隣の八千代市はごみの有料化をやっています。八千代

市では、40リットルのごみ袋が、10枚入りで270円位するのですが、白井では、ごみ袋

は、もっと安い金額となっていると思います。 

 有料化については、このごみ袋の差額分をごみの有料化分として、市民、みんなで

払っているという仕組みが恐らく多いのではないかなとは思います。 

●事務局（元田） 

 印西地区環境整備事業組合は、専用のごみ袋でないと家庭ごみを出せないのですけ

れど、多くの有料化としている市は、そのごみ袋の販売費用に処理費用を上乗せして

いるものです。 

 白井市や印西市の場合は、処理費用が入っていない状態で専用のごみ袋を販売して

いますので、仕組み自体はすぐにできるのですけれど、こちらについては、先ほど言

いました2市1町でやっているところで足並みがそろっていないという状況です。 

 坂野会長が言われたように白井市だけで主体的に実際するというものでもなくて、

印西地区環境整備事業組合で計画をつくって、その中で、2市1町として実施するよう

に働きかけをするということが、担当課としてできることでした。 

 ただ、そうなると、これをわざわざ計画に載せるべきなのかどうかということも含
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めて、ご議論をいただきたいというようなところです。 

 今回、5つの提案があり、各課では、できることって何なのという話をしたらこうい

うことだったのですが、そのあたりも含めてご検討いただければと思います。 

●伴委員 

 すごく単純な話なのですが、ごみ袋を白井市だけで値上げすることはできないので

すか。 

●片桐委員 

 賢い人であれば、印西市で買うことになると思いますよ。 

●事務局（元田） 

 白井市独自のごみ袋をつくるということですか。 

●伴委員 

 そういうことも検討できるかどうか。つまり、一部事務組合にお願いするという働

きかけだけじゃなくて、白井市として有料化するために独自で何かできないのですか

と。 

●山本委員 

 決定権があるのかということですか。 

●坂野会長 

 よろしいでしょうか。先ほど特別地方公共団体という話をしたのですが、可能は可

能だと思いますが、一般的な解釈としては、それは厳しいと思います。 

 ごみ行政は、全てこちらの一部事務組合でやっていますので、可能性はもちろんあ

りますが、一部事務組合の考え方として、これも1つの自治体なのですね。ですから管

理者がいて、議会がありまして、そこで決めています。管理者はどちらが担っている

のですか。 

●事務局（岡田） 

 印西市です。 

●坂野会長 

 印西市ですか。では、組合議会の議員の方は、どんな方ですか。 

●事務局（高山） 

 構成市の議員から、選出された議員が一部事務組合の議員となっています。白井市

からは3名がなっています。 

●坂野会長 

 3名ということだそうです。なので、もし、言っていただけるのであれば、組合議会

に行かれている議員が議員提案をしていただくという形が良いのかと思います。 

 副管理者には、白井市長も入っていらっしゃいますよね。ただ、かなり言っていた

だかないと、だめだということになります。 

●岩井委員 

 つまり、その議会を動かさないと、いわゆる共同管理している面で、この目的の有

料化というのが無理ですので、白井市はそういう方向で検討していますよと、あるい

は検討しますよということをその議会に働きかけるということが必要だと思います。 
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●宗和副会長 

 議会にというよりは、白井市の中でも事業組合のほうの副管理者ということになっ

ていますので、そういう協議の場とかで働きかけをするという話になるのではないで

しょうか。 

●坂野会長 

 議論としては2点あります。 

 1つは、一部事務組合の各構成市で独自の取り組みを行うことについては、一部事

務組合は、特別地域公共団体となっていますので、別々のことを行うのは、おかしい

のではないかという議論があります。 

 もう1つは、その地域のことは地域で決めるのだからという地方自治の観点でいき

ますという話はあるのですが、そうすると、一部事務組合をつくった意義がないとい

う話になってしまいます。では、市独自でやりますかというと、それができないから、

一部事務組合を作っているということですので、非常に矛盾を含んだ話です。これは、

はっきり言いまして、政治性がかなり高い分野だと思います。一部事務組合の存在意

義というのがすごく関わっています。 

 また少し難しい話をすると、住民の意思が反映されていないので住民の意思をどの

ように事務組合に反映するのかという議論がありまして、恐らく一部事務組合を広域

連合化しろとか、いろんな議論がかなりあるわけです。 

●岩井委員 

 もとへ戻って、この書き方の「働きかけをします」ということだけでなく、今みた

いな話も入れないと、働きかけの具体性がないのですよね。 

 こういう具体的なことが入っていない働きかけというのは、そもそも問題があるの

かなって思います。具体的なことを働きかけますとかいうことじゃないと、またこれ

ペンディングになっちゃいますよ。 

●坂野会長 

 私としても、こういう項目が出てきた理由や背景というのはよくわからないのです

が、やはりこれは、市の、ある意味においては、政治的な判断であり、市の所管を市

の権限として越えているのではないのかなという、気がしてならないのです。 

 これはかなり政治性の高い話なので、この審議会で決めていいことかどうかという

のは、私は疑問に思っている部分ではあります。副会長、その辺はいかがですか。 

●宗和副会長 

 そういう意味でいうと、そういう意図もあって働きかけというふうになっているの

であれば、やることが働きかけで目標が働きかけというのだったら、それがそもそも

計画に載るようなことなのかという気がします。 

 岩井委員がおっしゃるように、もっと具体的なところを議論していくのだというこ

とであれば、また違いますけれども、そこまで見積もってないのでればいらないと思

います。 

●岩井委員 

 ものすごく悪い表現で言うと、この「働きかけます」っていうことについては、こ
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れは環境課のポーズかなと思います。市の財政支出を削減するためにここも手を入れ

ますよという施策であるというのが見えないと思います。 

●坂野会長 

 では、副会長からもお話がありましたように、今回は、これは行革としては我々の

権限を越えていますし、そもそも、どうなのかなというので、除くということで行き

たいと思いますが、皆さん、いかがですか。 

●片桐委員 

 そうですね。 

●坂野会長 

 それでは、次に行きたいと思います。次は、街路樹の維持管理コストの削減という

話です。これにつきましては、何かございますか。これは街路樹を伐採してしまうと

いう話ですよね。 

 山本委員、いかがですか。街路樹を伐採してしまうと、その街路樹の維持管理費が

かからないと。だから全部木を切れというものですが、何かご意見ありますか。 

●山本委員 

 何のための街路樹だったのですか。何のためにそもそも植えたのですか。 

●事務局（笠井） 

 これは、前の行政改革推進委員会から維持管理費がかかってきて、いろいろな弊害

もあるのだから、じゃあ、それはもう切って、そういうふうにしたらいいという提案

なのです。 

●坂野会長 

 では、本松委員、どうぞ。 

●本松委員 

 削減といっても、どの程度削減するのかなというのことを、まず疑問に思ったので

すが、どの位を予定していますか。 

●坂野会長 

 いかがですか。わかりますか。全部の木を切ったらどうなるか、切ってしまえば、

維持管理のお金がかからないということですよね。結構、無茶苦茶な話だと思います

が、いかがですか。 

●事務局（元田） 

 提案としてあったのは、例えば、公園があって、公園の横に街路樹がある場合など、

公園で街路樹の役目を果たすのもあるので、そういうのを、切ってしまえばいいので

はないのというような意見でした。 

 ただ、これはあくまでも、その中で、今後どうするか検討してください。という話

なので、これをやりますという話ではありません。 

 街路樹の管理については、市では、都市計画課が担当しているのですが、都市計画

課としては、やはり全部切るというのは、現実的にできる話ではないので、そうでは

なくて、維持管理のコストを削減するという提案に変更して出ているところです。 

 街路樹の管理コストの削減については、平成28年度から街路樹の必要性について検
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討した上で、維持管理のコストを削減していくというような取り組みをしているそう

です。例えば、薬剤に関しても、通常の薬剤のものからフェロモントラップのような

オーガニックのものを使ったりとかして、徐々に虫がつかないような状態にしていく

というような形で、コストを下げていくという形で、今、やっていまして、それを3年

間続けていきたいという話なので、それを載せるかどうかということをご検討いただ

ければと思います。 

●坂野会長 

 わかりました。まず、これは2つに分けてお話を伺いたいと思いますが、1つは、客

観的な目で見て、学識経験者として、副会長、そして岩井委員、私。それぞれの意見

があると思うのですね。 

 もう1つは、市民として、こういう話はどうなのかという意見があると思うのです。 

 そこでまず、副会長、いかがですか、この話は。 

●宗和副会長 

 例えば、先ほどの公共施設も同じだと思うのですけれども、公共施設の維持管理が、

お金がかかっているので、できるだけ効率的なやり方を考えていってくださいという

のは、委員として、発言とか意見としてあっていいと思うのですけれども、木を切る

べきか切らないべきか、という意見は、委員が言うことではないかなと思います。 

 仮にいろんな維持管理費の削減をいろいろやっていって、やり尽くしたのだけれど、

さらに白井市の財政が厳しくて、いよいよ切らないといけないということで切るのだ

ったら、そういうことはあるのだろうとは思いますけれど、切るか切らないかという

判断が委員に求められているとは、とても思えないのです。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。では、岩井委員、いかがですか。 

●岩井委員 

 僕も同じ意見です。コストカットという面であるならば、やれというふうには言え

るのですけれども、やっぱり一番は、住民の方々の意見が一番重要じゃないかなとは

思うのです。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。私も宗和委員と岩井委員とまったく同じで、やはり私たち

がこれを切るとか切らないかというのは、ちょっと議論が違うような気がいたします。 

 実際に、東京オリンピックで明治大通りというところの木を切って、何かこれはお

かしいのではないかという、環境問題の1つの非常に議論になっております。そうい

う点では、私はここで発言するのはおかしいなというふうに思っています。 

 そこで、市民の委員にお伺いしたいのですが。これは、どうしましょう。せっかく

ですから、まず山本委員から。いかがですか、そのあたりは。 

●山本委員 

 どこかを何かをどうにかしなくちゃいけなくて、たどりついて、これというのであ

れば、有無を言わさずそうなるかもしれないのですけれども、かなり大がかりに費用

をかけて、植樹をして、今まで木を植えたわけでしょう。それは、それなりにメリッ
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トがあってそうしたのだと思うので、ここで話し合って、切る、切らないということ

を決めるとかという以前に、個人的な意見を言わせてもらうと、残してほしいですよ

ね。 

●事務局（笠井） 

 そうですよね。 

●事務局（元田） 

 1点だけ補足させていただきます。担当課としても、地域には、もちろん、住まわれ

ている方もいらっしゃいますし、景観等いろいろ問題があるので。実際、伐採に当た

っては、かなり地域の方の意見を聞きながら、実施しているということはあります。

市で、ただ単なるコストカットということで、ここからここまで全部切りますという

趣旨ではないということはご理解いただきたいと思います。 

●坂野会長 

 本松委員、いかがですか。 

●本松委員 

 ほとんど山本委員と同じ意見なのですけれども、木を切ることによって浮いたコス

トの部分がどう使われるのかとかいうことがどうしても気になります。 

 ちゃんと目的があって、木を切る方法しかないというのであれば、納得はできると

思うのですけれども、ただ単にお金を浮かせるために木を切りますと言われても、少

し同意はできないかなと思います。 

●坂野会長 

 片桐委員、いかがですか。 

●片桐委員 

 僕は個人的に、ある公園の樹木の管理をやっておりまして、毎月1回見回りをやっ

ているのですけれど、そのときに思うのは、コストカットの方法が逆なんじゃないか

という気がするのですね。余りにも伐採をし過ぎている。 

 本当に丸裸同然まで伐採しちゃうのです。理由を聞くと、近隣住民の要望だという

のですが、実際は近隣住民の要望というと、本当にごく近くの、ごみが溜まる家の要

望に過ぎずないと思っており、近隣住民全体の要望と言えるかどうか、はっきりしな

いのです。［4文字挿入19文字削除］ 

 もうちょっとコストカットの方法を考えて欲しい。木を切るというのは、愚の骨頂

ですだよ。［2文字挿入1文字削除］ 

●坂野会長 

 ありがとうございます。伴委員、どうですか。 

●伴委員 

 同じような意見なのですが、以前、管理組合の理事長をやっていたときにこの問題

が出て、公団が植えた樹木は、小さいイメージで植えているのですが、それがもう30

何年たっていますから、ものすごく大きくなっている。 

 木が大きすぎるため、日陰になるとかいろんな問題があって、切るか切らないかと

いう話になったことがありました。なぜ議論したかというと、一旦切っちゃうと終わ
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りですから、もうしつこいくらいにものすごく議論しました。 

 今のお話のように切ったほうがいいとか、切らないほうがいいとかありましたが、

残念ながら、切りますということにしても、環境的に残せるものはなるべく残してい

きましょうという意見となりました。 

 実際には、やはり大きすぎて管理できないので切りましたが、その精神はずっと続

いています。 

 白井市は、印西市とか鎌ヶ谷市に比べて非常に緑が多いのです。こういうことが出

てくるということは、多いということも問題があるのだろうと思います。もちろん、

管理して切るものは切るということは当然やっていくべきで、コストももっと安くで

きるのだったら、当然どんどん安くすべきだというのは、わかりますが、経費節減の

ために、全部切ろうかなんていう話はないと思います。 

●坂野会長 

 わかりました。一番妥当なところとして、当委員会では効率性、あるいはコストカ

ットという観点では、私たちは判断ができないということでまとめさせていただいて

よろしいですか。 

 というのは、ここではもうやらないという。コストカットではやらないと。残すか

残さないかは、市民の方で、まだ、この街路樹の検討委員会とかそういうのがあると

思いますので、そちらのほうにやっていただいて、コストカットの観点では、これは、

判断は、私たちは不能であるということにさせていただきたいと思います。以上です。

よろしいでしょうか。 

 では、次に行きたいと思います。次は、観光客による観光収入の確保というところ

でございます。こちらなのですが、いかがでしょうか。外国人観光客との交流をふや

し、観光収入を得るというところでございます。 

 片桐委員、いかがですか。 

●片桐委員 

 まず、外国人の方というよりも、国内観光のほうが先ではないですか。この町は非

常に知名度が低いですし。観光客はほとんど来ないのだから、国内からの観光客をど

うやって増やすかのほうが、よほど先なのではないかという気がします。 

●坂野会長 

 最大の問題は、これって行革なのでしょうかね。と僕は思いました。 

●片桐委員 

 観光収入をふやすということで、町を活性化するという意味ではそうだと思うので

すけれども。 

●坂野会長 

 最終的にはそうですよね。でも、直接的かどうかという点では。間接的には、確か

に目的としてはよろしいかとは思いますが、直接的はどうかという問題はもちろんあ

ります。 

●伴委員 

 むしろ観光客による観光収入確保の前に、観光投資をしなくちゃいけないのではな
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いかな。 

●坂野会長 

 それでしたら、行革とは逆の視点ですね。 

●伴委員 

 逆ですね。もし観光化するのであれば、金をかけなくちゃいけないのではないです

かね。それじゃないと来ないですからね。だから、なぜ収入が先なのかなと思ったの

です。 

●坂野会長 

 コマーシャルするにしても、何か投資が必要だということですよね。 

●伴委員 

 そうですね。 

●坂野会長 

 おっしゃるとおりだと私も思います。山本委員、いかがですか。 

●山本委員 

 私もそう思います。 

●坂野会長 

 本松委員は、いかがですか。 

●本松委員 

 はい。同じ意見です。 

●坂野会長 

 岩井委員はいかがですか。 

●岩井委員 

 そもそも観光をやるべきなのかもわからないです。また、これはやった後の話かな

っていうのもある。今の感じだと、そこに問題点があるのではないかと思います。 

●坂野会長 

 そうですよね。最後ですが、副会長、いかがですか。 

●宗和副会長 

 こういう時代ですから、海外からもたくさん来ているのだから観光収入を増やした

いという考え方は、それ自体はわかるのですけれども、具体的にどういう、では投資

が必要だったら投資をするのかとか、こういう強みを売っていくのだとか、そういう

ものがあれば計画って言えると思うのですけれども、ちょっと失礼かもしれませんけ

れども、ただの願望ですよね。 

●坂野会長 

 やりたいという。 

●宗和副会長 

 これもさっきと同じで、実施内容は広域連携の検討で、目標は検討するのですから。

それが計画として成り立っているのかという気はします。 

●坂野会長 

 はい。では、全て副会長がおっしゃっていただいたとおりだと思いますので、皆さ
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ん、それでよろしいですか。 

 では、この審議会の意見として1、2、3、いずれも検討はしないということを結論と

して決定しまして、先に進めさせていただきたいと思います。 

 では、時間がまだ少しありますので、先ほど、市民の効果というところで、こちら

について、事務局の笠井総務部長からぜひご意見を賜りたいということだったので、

P.39から、市民の効果、できるところまでやっていきたいというふうに思います。 

 事務局としては、この審議会からアドバイスを欲しいということですよね。 

●事務局（笠井） 

 そうです。市民にこういうメリットがあるよということや視点をお伝えいただきた

いのです。 

●坂野会長 

 というご要望がありましたけれど、まず、口火を宗和副会長に切っていただきたい

と思います。お願いします。 

●宗和副会長 

 まず先ほど、そもそも市民の効果が考えられない市の取り組みというのがあるのか

ということで、こんなに市民の効果が「―」というのはどうなのかということでコメ

ントをさせていただいたところなのですけれど、その一方で、恐らく「―」になって

いるのは、いわゆる内部管理事務的なものが多いのだと思うのです。 

 内部管理事務の場合は、どうしても、直接市民にサービスを提供していないがゆえ

に、市民の効果というものが認識しづらいということがあるのだと思いますが、そこ

の直接、市民にサービスを提供していないから、市民への効果がないという考え方は、

まず捨ててもらって、本来、何のためにやっているのかというところに立ち戻って考

えないといけないかなと思います。 

 そうなると、P.39あたりは、先ほど部長からもコメントが出ましたが、社会環境の

変化に合わせて市民ニーズに応えていくためというのは十分言えるわけで、それほど

難しい議論ではないようには思います。 

 それと、行政としての責任を厳しくなる中でも、行政として精一杯責任を果たして

いくということだと思うのですよね。その中には、場合によっては、喜んでもらって

いるようなことをやめて、本当に福祉性の高いようなものに投資をするとかというこ

とも出てくるかもしれません。 

 そういった本質的には、どういう厳しい環境になっても、行政としての責任は果た

していくということだと思いますけれど、そのことも書いていただくほうがいいので

はないかなという気は。 

●事務局（笠井） 

 ぱっと見て、何かこれはこういう視点があるなとか。今言ったお話を受けて、もう

一度自分たちも整理をしてみます。直接ではなくても、間接的にもこういう狙いがあ

るのだということを、わかれば書きます。今回見ていただいて、これはこういうよう

な効果があるというのが、すぐに出れば、それをいただければと思います。 

●坂野会長 
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 では、皆さんで簡単にP.39から、何か思ったことを少しずつ言っていただきたいと

思います。順番的には、まずこちらからでいいですか。 

 では、片桐委員、まず簡単に。 

●片桐委員 

 簡単に言えば、市民ニーズに対応できるということですよね。だから全部そうです

だよ。ずっと最後までそれでないですか。市民ニーズを反映することができるという

ことです。［2文字挿入1文字削除］ 

●伴委員 

 もう1つは、市民から見てわかりやすくなる。例えば、評価なんかは、公開してもら

えば、ああ、なるほどという。わかりやすくなる。透明性みたいな。 

●事務局（笠井） 

 透明性が高まるということですね。 

●坂野会長 

 ほかにも恐らく全て共通しますよね。 

●坂野会長 

 山本委員、いかがですか。 

●山本委員 

 どの項目についても、そうですよね。 

●坂野会長 

 そうです。では、岩井委員は。 

●岩井委員 

 同じですね。 

●事務局（元田） 

 今回、効果として、成果については、取組項目と近い成果だけを書いているので、

効果がない「―」という表現になってしまっていますが、例えば、この行政経営改革

自体がもともとそうなのですが、税金がちゃんと使われるようになれば、市民にとっ

ては、それはいいことでもあるので、その辺の視点では書くことはできます。 

 ただ、最初の段階で、余りそこを書き過ぎちゃうと、ぼやけてしまうのではないか

と思い、効果なしとして「―」とさせていただきました。 

 確かにこの評価については、市民ニーズに応える、市民にとってわかりやすくなる、

透明性、行政としての責任を果たしていくという部分も、取組と近いところですので、

書いていきます。 

 それ以外の例えば、P.12の職員間の情報共有とかそういうところについては、「情

報共有を図れることで、市民に対してのニーズに応えられる」と書くことはかけるの

ですが、ただ、職員間の情報共有から、いきなり市民に対しての情報の対応がよくな

るとかという話になると、ちょっと遠いかなと思っていたので、今回は「―」と記述

していました。 

 今回、この審議会で委員の皆様からこういう話があって、そこも入れたほうが市民

にとって、何でやるのか、職員の情報共有をやるのは市民のためじゃなくて、職員の
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ためなんじゃないかという話になっちゃうといけないので、そこについては、ちゃん

と書いていくような形でやっていきたいと思います。 

 決定までの間に委員の皆さんから、ここはこういう視点がいいよと、ご連絡いただ

ければ、どんどん加えていって各課のほうで見てもらえるような形にしていきたいと

思っています。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。 

●岩井委員 

 もう1つ、いいですか。これをもし所管のほうに戻されるのであれば、ぜひとも、所

管の方々にも考えていただきたいです。むしろ市民の側から見たら、どう見えるか、

見られるか、見てもらいたいかって。そこは検討していただきたい。 

●事務局（笠井） 

 はい。 

●坂野会長 

 ほかに議題がなければ、これをもう少しだけやります。議題は、ほかにありますか。 

●事務局（元田） 

 議題としては、特にありません。先ほどご審議いただいた内容として、資料3は追加

しないことを決定されましたので、資料1に資料2の内容を加えたものを計画案として

11月頃に内部で検討しまして、計画案として決定し、12月ごろに市民の方にパブリッ

クコメントという形で諮っていきたいと思います。 

 委員の皆さんには、また、そのパブリックコメント後の対応ということで最終的な

決定に関わっていただきたいと思っていますが、きょうの時点はここまでで問題あり

ません。 

●坂野会長 

 では、最後、これの議論をやってしまいますか。 

●宗和副会長 

 全部、1つ1つ埋めていく必要まではないかなという気はします。本日取り上げた

P.39以降ですと、先ほどの市民への情報公開や、それにより、また市民参加を促すで

しょうし、P.44からは、施設の話が出てきていて、これも恐らく、今後、老朽化をし

てきて全ての施設が維持管理できなくなる中で、どうやって本当に必要な施設を維持

していくかというようなことだと思います。 

 それはそういう施設が維持されるということが、地域のコミュニティ活動を続けて

いくサポートにもなるのだろうし。やっぱりそういうことは挙げてもらう必要がある

と思います。 

 それと、先ほどの職員の情報共有なども、言ってみれば、効率的に行政サービスが

受けられるようになると。たらい回しにならないこともあるのだろうと思いますし。

ということで、ぜひ、所管課の方にもお考えいただきたいと思いますし。 

 その一方で、1つだけ、嫌みな言い方をするのですけれども、また、そういう埋めた

ほうがいいというと、無理して埋めるのも、また行政の特徴ですので、埋まらないと



- 33 - 

 

いうのだったら埋まらなくてもいいのではないかなと思います。だから、無理して言

葉だけを当てはめるというのは、ぜひ、避けていただきたいと思います。 

●事務局（笠井） 

 こじつけはしないということですね。 

●宗和副会長 

 本当にそう思っていることだけを書いたらいいと思います。 

●事務局（笠井） 

 そうですよね。事業を実施する担当課が、事業で市民に何をサービスとして提供す

るのかという目的をちゃんとしっかりとわかって、ここに書くということですよね。 

●宗和副会長 

 そうです。もう1つだけ言うと、行革をするということ、例えば施設の再編なんかは

典型的だと思うのですけれども、行革をするということは、コストカットにつながる、

コストカットを目指していると。それは、その一方で、その行政サービスの低下を招

くというように考えがちだと思うのですけれど、行革をする中でも、それが市民のど

ういう役に立つことをやっているのかということを考えるというのは、すごく大事だ

と思うのですよね。そうじゃないと、職員が行革をするという気にならないですよね。 

●事務局（笠井） 

 今回のこの計画に書いてあるのですけれども、狙いは行政コストを下げることと、

もう一方では、サービスの質を高めていくと。この両面でやっていかなければ、恐ら

く市民の方にも受け入れてもらえませんし、また、方向性がぶれちゃいますので、そ

の2つは、この効果にも書いてありますけれども、そういう視点で評価をしていきた

いと思います。 

●坂野会長 

 よろしくお願いします。今の宗和副会長のお話であれば、恐らく、P.45、市民の効

果は、もちろんコストカットもありますけれども、安全、安心な施設の利用であると

か、そういうことをお話されたようですね。 

●宗和副会長 

 将来の次の世代に対して、施設をちゃんと残せるとかですね。 

●坂野会長 

 そういうことですよね。はい、ありがとうございます。恐らく説明責任の問題であ

るとか、さまざまな問題が出てきますし、先ほどの宗和副会長のお話を集約させてい

ただきますと、P.40には外部評価とありますが、外部評価というのは、ある意味にお

いては、事務局や笠井部長がおっしゃるように協働という観点が絶対に入っています

ので、協働による行革というか、市民参加による改善というのが入ってくるのではな

いかと思います。 

 恐らく、市民参加の白井と言っておりますから、ぜひ、参加とか協働というのも1つ

入れられたらよろしいかと思います。 

●事務局（笠井） 

 そうですね。その視点も大事なことですよね。 
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●坂野会長 

 よろしくお願いします。ということで、いろいろご意見が出ましたけれども、何か

最後に、どうしてもこれを言いたいという皆様、おられますか。大丈夫ですか。副会

長、前回ご欠席でしたので、ぜひご意見をどうぞおっしゃってください。 

●宗和副会長 

 大丈夫です。 

●坂野会長 

 大丈夫ですか。あと、本松委員も、この機会に。 

●本松委員 

 大丈夫です。ありがとうございます。 

●坂野会長 

 よろしいでしょうか。 

 では、ここでの審議はこれにて終了させていただきまして、事務連絡等ございまし

たら、事務局のからお願いいたします。 

●事務局（岡田） 

 それでは、今後のスケジュールを簡単にご説明したいと思います。 

 本日、検討が終わりましたので、これらを各課に照会して、それで挙がったものを

11月8日になりますが、内部の行政経営戦略会議に実施計画の素案ということで提出

をして、内部で審議をしてもらうということを考えております。 

 その後、11月半ば位に、議会に対して、この素案の内容を説明していくということ

で考えております。 

 その説明が終わった後に、12月1日、または12月15日号の広報で、市民の皆さんにパ

ブリックコメントとして、市民から意見をいただくというような段取りをしていきた

いと思います。 

 皆様方には、来年の1月に、そのパブリックコメントをした結果について、ご報告

と、対応について内容の審議いただくということで、お集まりいただきたいというこ

とを考えております。 

 今後のスケジュールとしては以上でございます。 

●坂野会長 

 ありがとうございます。1月というのは来年ですから、日程調整はまた改めてとい

うことでよろしいでしょうか。 

●事務局（岡田） 

 はい。 

●坂野会長 

 わかりました。どうもありがとうございました。 

 本日はこれで終われると思います。皆様のご協力の賜物だと思います。ありがとう

ございます。 

 では、本年最後の行政経営改革審議会でございましたが、長い間、慎重審議どうも

ありがとうございました。                 （終了 午後9時） 
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第 7回白井市行政経営改革審議会 会議録(概要) 

 

 

1 開催日時 平成 30年 1月 17日(水)午後 4時から午後 6時まで 

2 開催場所 市役所本庁舎 3階会議室 301 

3 出 席 者 坂野会長、宗和副会長、片桐委員、伴委員、藤井委員、本松委員 

4 欠 席 者 岩井委員、山本委員 

5 事 務 局 笠井総務部長 行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

6 傍 聴 者 6人 

7 議 題 パブリックコメントで市民から寄せられた意見について 

       その他(①答申に加える意見について ②行政の評価について) 

8 議 事  

事務局(元田)  定刻となりましたので、平成29年度第7回白井市行政経営改革審議会

を開催させていただきます。開会に当たりまして、会長からご挨拶を

お願いします。 

坂野会長  皆さん、こんにちは。本日、第7回になりますが、白井市行政経営改

革審議会を始めさせていただきます。本日は、足元の悪い中、おいでい

ただきましてありがとうございます。本日は早めに、進行させていた

だきたいと思います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

事務局(元田)  ありがとうございました。本日の議題についてご説明させていただ

きます。 

  本日は、議題が一つ、行政経営改革実施計画(案)に関するパブリッ

クコメントに寄せられた意見の対応についてです。 

  パブリックコメントを平成29年の12月1日から12月22日までの21日

間実施した結果について、市がどのように対応するかということにつ

いて、委員の皆さんに諮るものになっております。 

  今回、市の各課で検討した対応、考え方をお示ししたところです。こ

の意見について皆さんから計画に位置付けて取り組むべきご意見があ

りましたら、各課に諮り、その上で決定をしていていきたいと思って

います。 

  本日の議題は一つですが、その他として、次回、第8回審議会から評

価についての議論をしていただくことになります。その評価の導入部

として、皆様の中でどういう評価をしていくかということについて、

今回は、皆さんのスタートラインをそろえていきたいと思っています。

また、この第8回審議会を3月に予定しておりますので、その会議日程

を進めたいというものになっています。 

坂野会長  ありがとうございました。では、そのまま議題に入りたいと思いま

す。事務局からご説明をお願いします。 

事務局(元田)  では、議題についてご説明をさせていただきます。 
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  資料1をごらんください。 

  パブリックコメント(意見公募)の募集結果として、パブリックコメ

ントの内容とその結果についてお示ししています。 

  市は、パブリックコメントとして、広く市民から計画に対する意見

を平成29年12月1日から12月22日までの21日間で募集をしました。 

  市のホームページのほか、各センターにこの計画案を置きまして、

それについて意見を求めたものです。 

  意見については、2人から8件の意見がございました。詳細は、次の2

ページから4ページまでになります。この8件の意見について、それぞ

れについて市の中で検討し、その結果、全ての意見、8件は、計画案に

は反映しないが、今後の参考とするものということとなりました。 

  8件の意見の概要を説明させていただきますと、提案のあった意見に

ついて、この計画案では位置付けされていないのですが、別の計画な

どに位置付けがあるなどにより、既に市の中で取り組んでいくもの、

意見が個別具体的な内容であったので、今回の計画の内容とバランス

が取れないので、この計画としては実施しないが、今後の市政の参考

にするものが主なものとなっています。 

  それでは、それぞれの意見についてご説明をさせていただきます。 

  2ページをごらんください。 

  2ページの左上に該当箇所として、P.12とあります。このページは、

行政経営改革実施計画案のページ数になります。計画案のP.12には、

「地域防災力向上支援」といいう取組みがあります。 

  この取組みについて、市民の意見として、自主防災組織は、そのほと

んどが自治会単位で組織されているが、例えば小学校区単位の自治連

合会支部のように地区防災組織の設立が必要ではないかというような

ことがございました。 

  それに対する市の考え方として、「参考」意見として対応するという

ものです。市の考え方についてお伝えしますと、災害発生時は、防災関

係機関による防災活動のみならず、地域住民による自発的かつ自主的

な活動が極めて重要となるので、市は自主防災組織の設立を推進して

いるところですが、自主防災組織については、自主的立ち上げや活動

をお願いしていることから、今回のこの提案のように市が設立を働き

かけるということは行わないが、今後も支援をしていくという回答で

す。 

  続きまして2番目の意見は、計画案のP.30の「職員の意識向上」につ

いて、職員の意識向上のために国、県や近隣の自治体間の人事交流を

検討したらどうかという意見です。 

  こちらについても、「参考」意見として対応するもので、市は千葉県

庁への1年間の研修派遣や自治大学校や市町村アカデミーなどの国の
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研修期間へ派遣することで、を行い、座学だけではなく意識向上を図

っているという現状と、今後の取組みとして、意識向上については、こ

れから見直しをする人材育成基本方針や今後の計画の実施に当たり参

考とすることと回答しています。 

  次の3番目の「扶助費・補助金の見直し」については、自治会活動へ

の補助金に対する具体的な内容、個別の補助金の内容についてのご意

見でした。 

  この意見については、この計画で取り組む内容は全体の補助金に対

する考え方や見直しですので、個別の補助金への意見については、参

考にするとしています。 

  続きまして3ページをごらんください。 

  これからの5項目は、計画案についてではなく、計画案に新規の取組

みとして、新しい取組みを実施したらどうだという提案をいただいた

ものです。 

  新規の提案の一つ目は、地域防犯活動への支援を計画に位置付けた

らどうかという提案です。 

  この提案に対する市の考え方ですが、最後の段落を見ていただきた

いのですが、これらの取組みは、白井市第5次総合計画前期実施計画の

「防犯対策事業」として既に位置付けしていることから、この行政経

営改革実施計画案には位置付けしませんが、総合計画前期実施計画に

基づいて、防犯活動への支援、情報提供を引き続き行うというもので

す。こちらについては、実施に当たり、参考としたいという回答となっ

ています。 

  また、次の提案として「人口増加対策の実施」についてですが、こち

らも同様に、市は、第5次総合計画において「若い世代定住プロジェク

ト」を重点戦略に位置付けて取り組むこととしていることから、この

計画では取組みませんが、市としては実施するということで参考とな

っています。 

  続いて、「観光施設の誘致」としての提案については、参考意見とし

ています。 

  これは、現段階での積極的な観光誘致は難しいことから、今回寄せ

られた意見については計画案には位置付けしませんが、民間事業者な

どの取組みとして観光施設の引き合いがあった際などには支援すると

いうもので、他の提案と違って、現段階では取り組むことはできない

ため、参考とになっているものです。 

  続きまして4ページをごらんください。 

  4ページについては、「広域連携の推進」に関する提案です。 

  市としても他市町村などとの広域連携による行政コストの削減や効

率性の向上など、有効性は認識していますが、広域連携を具体化する
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ためには、まずは、連携する自治体との利害が一致することが肝要な

ので、相手もあることなので、計画案には位置付けしないけれども、検

討は実施していくということで参考としています。 

  最後の提案ですが、「市民の健康増進の取組みの実施」についてです

が、こちらについても他の計画により、現在市として実施していると

ころですので、行政経営改革実施計画には位置付けしませんが、取り

組むということで参考としています。 

  全ての回答は参考という結論にはなっていますが、それぞれについ

ては、例えば観光のように積極的に取り組むことが難しいけれども、

民間事業者からの引き合いがあったときには対応しますというものや、

この計画には位置付けしないけれど、市として別の計画等により取り

組む予定のものなど、内容には大きな違いがあります。 

  こちらについて、委員の皆さんに意見をいただきたいと思います。

具体的には、事務局からの説明や資料を踏まえた上で、例えば、「市は、

参考とするとしているけれど、いい意見なので、計画に位置付けて取

り組むべきである。」などという意見をいただきたいと思います。以上

で議題1の説明を終わります。 

坂野会長  ご説明ありがとうございました。 

  ただいま、事務局からお話いただいた件につきまして、ご意見ある

いはご質問等ございますか。では、藤井委員。 

藤井委員  一つ質問なのですけれども、市民からのご意見の「扶助費・補助金の

見直し」についてですが、市民意見の概要の文言については、このよう

な書き方だったのですか。 

事務局(元田)  説明がもれました。市民意見の概要は、意見の原文のままとなって

います。 

藤井委員  なるほど、そうなのですね。曖昧な感じで書いてらっしゃるのです

けれど、この「妨げとならないようお願いします」というのは、補助金

は打ち切らないでそのままにしてくださいというような意味と読んで

いいのでしょうか。 

事務局(元田)  それについては、確かに見直しをしないで欲しいというようにも、

見直ししてもいいけれども、見直しは、ちゃんと配慮してくれとも読

み取れるのですが、確認をしていません。 

藤井委員  わかりました。ありがとうございます。 

坂野会長  藤井委員のお話に関係してですが、コミュニティ政策について、白

井市でこれから取り組まれることと思います。この計画に拠らず、そ

の中で検討すればよいことだと思いますが、いかがでしょう。 

  例えば、補助金の整理については、今まではバラバラで個別のもの

に対して補助されていたものが、一括で助成される可能性があると思

うのです。藤井委員がよくご存知だと思いますが、多くの場合は、一括
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にすると見直しで金額が減ることが多いので、そういう議論の中で出

てきたと解釈できるのかもしれません。笠井総務部長、そのあたりに

ついては、いかがですか。 

事務局(笠井)  この実施計画にあるとおり、白井市の「補助金のあり方の基本方針」

は、昨年、作りまして、この方針に基づいて関係団体に対する説明会を

2回実施しました。 

  自治会にも説明会を行っており、その際にも自治会の人から、減額

はなるべくしないでほしいという話がありました。 

  今回の実施計画の取組みは、それぞれの担当課のほうで基準を定め

てバラバラに実施していたものを、方針として市で統一した基準をつ

くって、今までバラバラだった補助率や補助対象を統一、整理するも

のです。そのために基本方針をつくったものです。 

  このことをお伝えするために説明会を開催したのですが、そのとき

に「削減ありきでしょ」という考えの自治会の人もいました。 

  市としては、そうではなく、統一基準をつくって、それに当てはめ

て、ちゃんと市民の方に説明をして、いいものについては残していき

ますと、お話をした経緯がございます。以上です。 

藤井委員  ありがとうございます。 

坂野会長  ありがとうございます。非常に簡潔でわかりやすいご説明でござい

ました。では、岡田課長お願いします。 

事務局(岡田)  部長の説明に補足しますが、今回のパブリックコメントは、12月1日

から12月22日まで実施したものですが、先ほどの自治会に対しての説

明会などは、秋口から並行して実施しており、最終的な市の補助金の

見直しの検討結果は、1月15日の広報でお知らせさせていただいたとこ

ろです。広報でお知らせするまでの期間がちょうどパブリックコメン

トの期間中だったこともあり、このような意見があったものと考えて

います。 

藤井委員  なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。 

坂野会長  ありがとうございました。藤井委員、ご意見ありがとうございます。 

  ほかにどなたか、では、伴委員、お願いします。 

伴委員  市の意見についての意見ではないのですが、3点ばかり意見がありま

す。 

  まず一つ目が、2ページの「地域防災向上支援」についてです。 

  市民の意見は、自主防災組織について、理解をされた上で、地区防災

組織の設立が必要ではないかという質問だろうと思うのです。 

  しかし、それに対して、市の考え方として、自主防災組織の必要性に

ついては、答えていますが、肝心の地区防災組織の設立が必要なのか

どうかということについては、答えがないのですけれど、いかがでし

ょうか。 
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坂野会長  では、事務局からお答えください。よろしくお願いします。 

事務局(笠井)  そもそも論として、自主防災組織ではなく、地域でまとまった地区

防災組織が必要であるということに答えていないということですね。 

事務局(岡田)  確かにここに関する回答の部分がないのですけれど、市の考え方は、

自主防災組織の皆さん側で自主的に設置していただくものであるとい

う回答になっています。 

伴委員  白井市としては、この答えで言うと、地域防災というのは、自主的な

地域の問題であるという認識ですか。 

事務局(元田)  この内容については、設立への市の関与の提案だと思っています。 

  そこについては、今回審議会でこのような意見があったので、わか

りやすく回答するように担当課にもう1度働きかけます。 

  担当課に話を聞く限りでは、必要ではあるが、市が主導的に設立を

するものではなく、市民による自主的な動きを期待しているというこ

とであるという話でした。 

坂野会長  結論として、市は必要だと思っているけれども、その設立をするの

は市ではなくて、各地域でやってほしいということですよね。 

事務局(岡田)  市民の皆さんでやっていこうというような認識付けが必要ではない

かということでした。 

坂野会長  そういうことですよね。伴委員いかがですか。 

伴委員  ちょっと理解できないのです。主体は市民にあるというのは当然わ

かる。それが、自主防災組織であると理解しているけれども、その上で

地区防災組織が必要ではないかと言われているわけでしょう。 

  それに対する答えがないと私は思っているのです。主体は市民のほ

うにあるというのは当然わかっています。 

  こういう聞き方は悪いのですが、市としては必要がないのですか。 

事務局(元田)  議論をずらしてしまい申し訳ないのですが、今回の意見では、「小学

校区単位の自治連合会支部」のようなとありますが、市も小学校区単

位のまちづくりを推進していますが、この自治連合会支部という自治

会の連合組織については、市からつくってください。と働きかけたも

のではなくて、自治会の考えとして、地域での連携が必要だから、まと

まって小学校区単位で連合組織をつくったという経緯があるのです。 

  市としては、多分そういうことをイメージしていて、それぞれの団

体が地域でまとまるというのは、市が働きかけをしてまとまるのでは

ないのではないかという考えを持っているということでした。必要性

については、当然、地域での防災組織というのは必要だというふうに

考えていると思います。 

事務局(岡田)  補足をしますと、この小学校区単位の自治連合会支部については、

現在、各小学校区の支部ごとに個々に活動を行っております。 

  例えば、この回答にもありますが、防災訓練や防災に関する講習会
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については、市の取組みに参加されていたり、小学校区ごとに自ら防

災訓練や講習会を実施していたりします。この取組みの中に、現在、地

域防災に関する方々も一緒に参加をいただいているので、あとは市民

の皆さん方で自主的にそういう活動に進んでいってもらえればという

ような意味合いであると思います。 

藤井委員  白井市全域は、小学校支部で全部カバーはされており、その防災訓

練に参加しようと思えば、どんな人であってもその自主防災組織に入

っていない人であったとしても、その防災訓練には当然参加すること

ができるような状況では、あるというわけですよね。 

事務局(岡田)  はい。支部ごとによって防災訓練や、イベントを行っています。例え

ば、防災訓練というような場合であれば、その地域の小学校区の皆さ

んは、もちろん、そこに参加することはできます。 

事務局(元田)  市内には、小学校が9小学校あるのですが、防災訓練や防災に関する

講演会などのイベントを自主的に取り組んでいるのは、今現在で、9小

学校区のうち、5小学校区が自主的に実施しているという話を聞いてい

ます。 

坂野会長  伴委員、いかがですか。 

伴委員  私は、地区防災組織が必要かどうかの問題よりは、今の話のように

小学校区によってやっている中身のレベルがちょっと違うのではない

かという気がしています。もちろん、その組織があればできるという

問題ではないのですけれど、少なくともそれぞれの自主性を促すため

に市としてはこれだけのガイドラインを提供するとか、地域でこれぐ

らいは最低やってくださいよということを指導するとか、そういうこ

とについても具体的にここに書いた方が良いのではないかと思ったの

です。 

  そういうことが書いてあれば、小学校区に組織があるか、ないかの

問題という表現ではなく、全ての小学校が大体同じようなことに取り

組んでいますと言えるのではないかと思っています。 

坂野会長  では、岡田課長。 

事務局(岡田)  失礼しました。今、伴委員のお話を聞いてよくわかりました。市の回

答の部分に、そういった内容についての回答部分を追加させていただ

きたいと思っております。 

事務局(笠井)  伴委員が言われているように、確かに自助、共助、公助で小さな単位

での自主防災組織と避難したときに避難運営とかは、自主防災組織だ

けでは足りないですよね。 

  それぞれ地区から集まってくる人たちがありますから、この意見の

ように地区のネットワークをつくれば、避難所にあってもいろいろな

運営もできるだろうということを言っているので、その必要性につい

ては、もう1回担当課のほうに尋ねて、必要性はあるということを入れ
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ます。 

伴委員  ありがとうございます。もうちょっと具体的に回答してほしかった

と思いました。 

事務局(元田)  了解しました。担当課と話をして、わかりやすくしたいと思います。 

坂野会長  議論はしませんが、この件は次回に市が回答したものを審議会に提

出していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局(笠井)  今、伴委員が言われたように市民の人が見やすくわかるように、直

接質問に対して答える内容に訂正をします。 

坂野会長  よろしくお願いいたします。では、次をお願いします。 

伴委員  それから、もう一つですが、白井工業団地の活性化については、この

計画には位置付けないということで良いですよね。 

事務局(元田)  はい。工業団地の関係については、総合計画という別の計画の中で、

触れてはいますが、今回の行政経営の計画の中ではないです。 

伴委員  わかりました。総合計画を読みます。もう一ついいですか。 

  これは、私の感覚の問題なのですが、4ページの下段の「市民の健康

増進の取組みの実施」の回答として、2段目の最後の「方向性を導き出

して」とありますが、何か具体的な計画などの成果はあるのでしょう

か。 

事務局(元田)  アンケートをもとに計画をつくっていまして、アンケートで、現状

を把握したという意味だと思います。導き出すというと、何か別のこ

とがあるのではないかというように感じるというご指摘ですので、誤

解がないように文言を修正します。 

伴委員  全部でなくて構わないですが、整理していただければと思います。

以上です。 

坂野会長  すばらしいご指摘ありがとうございました。 

  ほかにどなたかご意見、ご質問ございますか。では、片桐委員、お願

いします。 

片桐委員  つまらない質問ですが、3ページの最初の地域防犯活動への一番下の

段落で、「白井市第5次総合計画前期実施計画」というのがあって、次の

段階では、次の新規の人口増加対策の最初の段では、「第5次総合計画」

というのが出てきて、前期実施計画がないのですが、これは違う計画

ですか。 

事務局(岡田)  失礼しました。抜けていますので、確認します。 

坂野会長  大事だと思います。ほか大丈夫ですか、片桐委員。 

片桐委員  いや、それだけです。 

坂野会長  では、どうですか、ほかに。本松委員、何か疑問点であるとかあるい

はご質問等ありましたら、せっかくですから、簡単なことでもよろし

いですので。 

本松委員  自分が読んでわかるような文章にして欲しいと思います。 
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坂野会長  それが一番大事なことだと思います。非常に皆さん、本松委員から

見れば年齢が上なので、なかなかご発言しにくいかと思いますので、

遠慮なくしてください。 

  ということで、一段落したいと思います。本日は、まだまだ会議続き

ますので、もしもこの文章等をごらんになって、ご質問あるいはご意

見等ありましたら、その場でお願いしたいと思います。 

事務局(元田)  ありがとうございます。文章については、もう少し吟味いたします。 

  今回、各課に対しては、結果に至る経緯をきちんとお願いしたいの

ですが、ちょっとくどくなってしまったとところもあるので、少し簡

素化したいと思います。 

  この計画の策定に関する今後のスケジュールですけれど、パブリッ

クコメントの8件の意見については、参考とするということとして、市

の内部で決定していきたいと思います。 

  また、このことから計画自体には、変更がありませんでしたので、皆

様に11月にお配りした計画案のとおり決定していきます。 

  ただし、一点変更があります。変更点については、資料2をご覧くだ

さい。 

  こちらは、「普通財産の売却」という項目についてです。計画の内容

としては変わっていないのですが、市で検討するに当たり、スケジュ

ールを変更したものです。この変更についてご説明をさせていただき

ます。 

  資料2は、A3の右半分が変更前と左半分が変更後となっています。変

更前は、元々の実施計画、パブリックコメントで示したものとなって

います。 

  変更後の左側で説明をさせていただきます。変更箇所については3点

ありまして、赤字で変更しています。 

  計画案からの変更点の1つ目は、教職員住宅と給食センターの売却の

スケジュールを具体的に記載したということです。 

  計画案からの変更点の2点目は、効果額を見直しております。右下の

効果額については、教職員住宅の売却、給食センター跡地の売却、活用

の予定のない自治会等の集会所用地の売却の3つの合計額となってお

ります。この効果額を変更しました。 

  具体的には、3つの理由がありまして、一つが教職員住宅について、

当初の計画案では、今の建物を更地にした上で売却するとして、3,360

万円の効果額を見込んでいたところですが、売却については、建物を

既存のまま、まずは居抜きで売却することを検討していることから、

近傍宅地を基準とした土地の評価額相当から不動産鑑定料を除いた額

を効果額としているところです。 

  二つ目の効果額の変更の理由については、土地自体の評価額相当を
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最新の平成30年度基準のものとした上で、積算に加えていなかった不

動産鑑定料を除いた額を効果額としたため、効果額が下がっているも

のです。 

  三つ目の変更の理由として、給食センター跡地の売却に当たり、給

食センター跡地に上下水道の管が入っていたことから、土地を分筆し

た上で売却する必要があるため、売却する土地面積が小さくなったこ

とにより、効果額が小さくなっているものです。 

  最後に計画案からの3点目の変更点ですが、ニュースなどで最近話題

になっておりますが、この計画書では、計画期間を平成32年度までと

記載していましたが、平成は、平成31年で終了する見込みであること

から、計画に表記している全ての年について、西暦を併記したものに

変更しました。 

  計画案の変更点は、以上3点となります。ただし、あくまでも計画内

容の変更ではなく、内容を具体的に記入した、つまりスケジュールを

前倒し、効果額の修正、表現の修正です。 

  こちらについては報告となりますが、このような形に変更した上で、

計画を決定していきたいと考えております。 

坂野会長  ご説明どうもありがとうございます。今、事務局からご説明いただ

いた件でご意見、ご質問等ございますか。そでは、藤井委員、お願いし

ます。 

藤井委員  この計画自体というよりも、その先のことでご参考にお聞かせいた

だければと思うのですけれども、普通財産を売却したときに条件のよ

うなものというのは付けられるのですか。 

事務局(岡田)  教職員住宅の隣には、今、市役所の隣にある白井聖仁会病院という

病院が建っていたのですけれど、そちらも解体して、移転をしました。

その土地を今回売却するに当たっては地区計画を定めた上で売却され

ています。今後検討したいと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。では、伴委員。 

伴委員  一つだけ確認なのですが、変更前では、30年度に普通財産の売却に

関する基本方針を策定するということですが、今回スケジュールの矢

印がないのは、前倒しでやるということですか。 

事務局(元田)  はい、そうです。今年度中に策定します。元々30年までかけるという

話だったのですが、今年度中に策定する予定で現在進めています。 

伴委員  では、この計画が前倒しされることから、具体的な売却スケジュー

ルを書けるようになったということですか。 

事務局(元田)  はい。そうです。元々の計画では、方針を定めていなかったため、ま

とめて記述していたものを具体化させるとともに、既に売却を決定し

ている教職員住宅について具体的に記入したものです。給食センター

については、これからの予定です。 
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坂野会長  ありがとうございます。ほかに何かございますか。 

  ないようでしたら1点だけ確認させていただきたいのですが、白井市

では、いわゆる公会計というのを導入されているかということを教え

てください。 

  今、評価額の試算が下がっているということでしたが、その評価額

の試算の下落と公会計との連携がどう結びついているか、どのような

財産的な評価がされているか教えてください。 

事務局(元田)  公会計については、まだ導入していません。 

坂野会長  そうですか。わかりました。 

事務局(笠井)  今年中につくるということで、準備を進めています。当然、公会計の

資料である土地の評価というのも変わってきますから、評価が変われ

ば、台帳をつくって、変わった評価での公会計の基礎データになると

思います。 

  今、土地の試算をやっている段階で、それがまとまり次第、公会計の

全体像が見えてきます。 

坂野会長  わかりました。ありがとうございます。その他、ご質問あるいはご意

見等ございますか。 

  では、次の内容について事務局からお願いいたします。 

事務局(元田)  計画の策定に際しての今後の流れとして、今の報告内容については

一部修正しますが、基本的には、パブリックコメントに出した計画案

のとおり行政経営改革実施計画を決定していく予定です。 

  この審議会を立ち上げるに当たって、皆様に3点ほど諮問させていた

だきました。 

  一つ目が、この白井市行政経営改革実施計画の策定でして、この計

画の策定については、皆様で調査、審議をしていただいていたところ

です。 

  答申については、今までの議論を踏まえて、答申していくことを考

えております。このことから、皆様の今回の会議までの会議録をつけ

て、市長に答申することとさせていただきたいと思っておりますが、

そのような形でよろしいでしょうか。 

坂野会長  はい。よろしいと思います。 

事務局(元田)  では、そのような形で進めさせていただきます。この審議会への諮

問については三つあったことをお伝えしましたが、諮問の二つ目が白

井市行政経営改革実施計画の評価方法の検討となっており、三つ目が

評価をしていただくこととなっています。 

  計画は、つくっただけでは仕方ないので、評価をしていただくこと

となっています。そこで、諮問の2となりますが、計画を評価するに当

たってどういう形の評価をしたらいいかということについて、次回か

らの会議で皆様にご議論をいただきたいと思っています。 
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  なお、先ほどに説明したことと重複しますが、計画策定については、

今回の審議で皆様に調査、審議が終了しましたので、今後、パブリック

コメントの対応をはじめ、計画の決定について、市として、決定をして

いきたいというふうに思っております。 

  2月に決定をしまして、3月には広報等やホームページなどでこの計

画を公表していきたいと思っています。 

  議題1については以上となります。 

坂野会長  ご説明ありがとうございました。 

  今、答申の話がありましたが、我々が議論してまいりました内容に

ついて、まず、着実に実行していただく、実施していただくということ

が基本ではないかと思います。行政でよく使われるキーワードに「粛々

と」という言葉がございまして、市として、まずは、きちんとやってい

ただければと思います。 

  そこで、これから答申するに当たり、ぜひこの意見を入れたい、この

意見を強調してもらいたいということがござましたら、この場でご提

案いただければ、なるべく皆さんのご意見を汲んだ答申を会長として、

事務局と打ち合わせたいと思います。 

  皆さんの中から、ぜひ、これだけは入れていただきたいとか、これは

落としてほしくないという話ございましたら、ご意見をいただきたい

と思います。 

事務局(笠井)  ぜひ、皆さんが思っている言葉を教えていただき、それをまとめて

いきたいと思います今までの議論で言えば、例えばコストカットでは

なくて、やはり市のサービスをどうやって取捨選択するか、そういう

ことの視点で行政経営改革を進めて欲しいということなど、いろいろ

あると思うのです。 

  皆さんが思っている改革についての想いを出していただければと思

います。 

事務局(元田)  答申の文章の中に加えるものとして、会長と協議させていただきた

いと思いますので、こういう視点はあったほうが良いとか、少しキー

ワードをいただければと思います。 

事務局(笠井)  若い人に配慮していただきたいとか、メリハリをつけた行政経営改

革をやって欲しいなど、いろいろとあると思いますので、そういう言

葉を教えていただければ、事務局で文章をまとめます。 

坂野会長  今回の答申は、議事録を付けて行いますので、これまで議論で出た

内容は基本的には答申の内容に反映されているとは思いますけれど、

ぜひこれだけは、議論の中で強調したいという話があればお願いしま

す。もし、なければ、議事録を見てくださいということで進めたいと思

いますが、いかがですか。 

藤井委員  ずっと考えていたのですが、改革とかコストカットというと、やは
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り、だんだん縮小傾向になってしまい、だんだん活動も少なくなる、萎

縮するような形になってしまうと、やはりよくないと思うので、管理

するとか、削減とかよりは、市民の方の自由で元気な活動が触発され

るような、そういう改革であるといいなと思います。 

坂野会長  ありがとうございます。持続可能などの言葉でしょうか。 

藤井委員  持続可能というだけでなくて、さらにそれが、市民の側で、自律的な

活動が湧き起こるような基盤ができればいいのかなと思います。 

事務局(笠井)  そういうものに配慮しながら、行政経営改革を進めてほしいという

ことですね。 

藤井委員  そうです。 

伴委員  感想になるのですが、やはり、この計画を実施するには、どう見ても

財政的な厳しさはあります。 

  全部やりますという実施計画ではありますが、実際に実施するには、

優先順位を検討する必要があります。金がないというところをどう切

り抜けるかという方策は、計画の裏にちゃんとないといけないのかな

と思います。 

坂野会長  実効性の担保についてですね。 

  他の自治体では、その実効性を担保するためにこのような審議会で、

毎年評価して、やりなさいという指摘をするというのが一般的な流れ

だと思います。 

  計画は、計画するだけでなくて、進行・進捗管理という点で、まさに

評価につながっていくということですよね。 

片桐委員  自分の頭の中で矛盾している話なのですが、一つはコストカットに

ついてです。 

  コストカットと言っても、市は絶対コストカットできないものがあ

ると思うのです。だから、マーケットベースで、できない部分を市がや

ると。ここは譲れないのだということを明確にしてほしい。 

  もう一つは逆に、市は時間というものをほとんどコストとして考え

ていないのではないかという気がしています。 

  明日の100よりは今日の50のほうが良いに決まっているのだから、時

間も最大のコストだと考えて、できるだけスピードアップを考える。 

  このコストはどんどん削れるのです。そこをまず削っていただきた

い。 

  ただ、削れない部分もあると思うから、それは市のほうにお任せし

ます。 

事務局(笠井)  判断と決断だと思います。今のご意見のように、まず、行政が真に何

をやるのか、行政サービスがどの部分を担うかということを明確にし

ていく。それ以外については、連携だったり協働だったりしながら、民

間に任せる。真のサービスの部分を明らかにすることが必要だと思っ
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ています。 

本松委員  いろいろな計画があって、どういった政策なのかというのを理解す

る、細かいところをどう理解していくかということが、私は、すごく大

変でしたが、そこを重視しました。 

  多分、若い世代の人たちは、どうしても漢字の多い難しい文章を読

んだりとすることを避けがちなので、安直かもしれないですけれども、

こういう行政の内容について、どう、わかりやすくしていくか。という

ことを提案します。 

  簡単で、明確に、難しくても短い文章でこれをどうします。というふ

うにわかると、どんな世代でもわかりやすいのかなと思います。 

宗和委員  市民説明会とかをすると、やはり集まるのは、年齢の高い方、定年後

の方が集まって、若い人が集まらないということが、よく言われます。 

  しかし、行政側が、若い人にわかりやすいように説明をしているの

かというと疑問です。もう少し若い人が関心を持てるようなことを説

明するべきだと思います。 

  一方で、若い人の気持ちの中に「高齢の人が今まで手厚くサービス

を受けてきているけれども、将来若い人がサービスを受けられなくな

っていく」という、一種の不公平感があるであろうにも関わらず、行政

側に対して、要望をあまりしないということについては、その辺は両

方に見直すべき点があるかなと思います。 

  ただ、そのためには、いろいろともっとわかりやすくしてもいいか

なと思います。 

  これも安直ですけれど、漫画でいろいろと伝えるというようなこと

もしているし、そういう工夫とか、若い人同士で議論しながら行政に

もっと提言するとか、そういうようなこともしてもいいのかなと思い

ます。 

事務局(笠井)  漫画の話が出ましたが、今回、行政経営指針と一緒に、公共施設等の

管理計画をつくったときに、漫画バージョンをつくりました。 

  それはなぜかというと、40年先ですので、今の子供たちにも関心を

持ってほしいから、子供たちに今の財政の状況や40年後はこうなるの

だよということを知って欲しくて漫画をつくっています。 

  やはり、今おっしゃられたように、ターゲットとして誰に見てほし

いかによって内容を変えていくし、ビジュアルを変えていく必要があ

ると思います。 

  また、行政経営指針をつくったときに、各世代別に、今の予算がどの

世代に使われているかということを分析してみました。 

  そうしたら、子供たちと高齢者が当然多くて、やはり、生産年齢の人

たちには、税金があまり使われていないということが、ある程度統計

的に出ました。 
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  今後、若者に特化するということであれば、今のお金を今後どこに

どれだけ投資をしていくかということについても、少し分析を始めて

います。 

坂野会長  ありがとうございます。すばらしいことですね。 

宗和委員  施設の計画については、例えば施設を廃止してしまうとか、やはり

住民に直結するので、比較的漫画を使ったりすることは多いですね。

今後は、こういう漫画にしにくいものについてもぜひチャレンジして

欲しいと思います。 

事務局(笠井)  予算書などは、大学生が中心になって、自分たちの言葉に置き換え

て予算書をつくっているものがありますよね。こういうことも次の世

代に関心が生まれるきっかけになりますので、何かわかりやすい工夫

というのも考えていきたいと思います。 

宗和委員  いきなりでしたので、この程度しか提案できませんが、ちょっと厳

しめのことも言うと、私もいろいろなところでコンサルティングをし

ているので、当事者の1人なのですけれど、こういう計画とか、指針と

いうものはたくさんあるのですが、コンサルティングをしている立場

ではなくて、市民側の立場でいうと、いつも、本気で計画しているのか

なという気はするのです。だから、実施するに当たっては、どこかに本

気さを見せてほしいなという気が、すごくします。 

  行政は、民間企業の社長さんみたいにパッと決めてパッとするとい

うのは、当然無理だし、そうすべきでもないと思うから、わざわざ計画

をつくらないといけないというのは理解できます。 

  しかし、例えばここでつくる管理部門の計画が、所管課でどの程度、

認識しているのかとか、所管課が本当に必要だと思っているのかどう

かとか、どこかで本気度を示してほしいなと思っています。そういう

のを示されていないと、やっぱり若い人も見る気は起こらないと思う

のです。 

伴委員  先ほどにもご意見がありましたが、行政のスピードというのはなん

でこんなに遅いのかというのがあります。余りにも遅いです。 

  また、市民の立場、市民の目線が、市の業務の中で抜けてしまうとこ

ろがあります。この行政経営改革でも総合計画でも良いのだけれど、

市の職員全員で、市民目線とは何かについて学習して欲しい。また、今

の仕事を半分でできないかということを学習して欲しい。そうすれば、

白井市の行政は、すごく早くなると思います。 

事務局(笠井)  これには、構造上の問題があると思うのです。お金の使い方につい

ては、議会で決定した上で、市民への説明責任というのがやはりあり

ますので、これはどうしても時間をかけなくてはいけない部分があり

ます。 

伴委員  実行するにはそうでしょう。ただ、計画を立てるのは、絶対的にスピ
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ードアップできるはずです。当然、行政ですからネックがあることは

わかっているのですが、それに合わせた実行ではだめなような気がす

るのです。 

  だから、こういう計画をアピールする際には、中身は置いておいて

も、「市民の目線で見ると、ここをこれだけスピードアップしました」

ということが、何かアピールできれば、ものすごい計画になるなと思

います。 

宗和委員  行政のタイムスケジュールに慣れてきたので、行政のコンサルティ

ングを始めた当初ほどではないですが、行政のスピードが遅いという

のはいつも思っています。 

  この一つの構造的な理由として、やっぱり単年度主義会計があると

思っています。 

  例えば、一か月で済むのではないかということも1年だし、2年かけ

てやったほうがいいというのも1年で、なんでもかんでも1年という基

準になっています。 

  本当は一か月に3、4回ミーティングすればいいのに、1年だからわざ

わざ4カ月おきにやっていることもあります。 

  そういう単年度主義をやめる自治体が出てくれば、もっとスピード

は早まると思いますけれどもね。 

坂野会長  実は、私もその話を調査とか皆でやってことがあるのですが、海外

は複数年度というのがありますが、憲法90条に会計年度が1年という規

定があるので、最終的には憲法改正が必要になるのですよね。 

  日本の場合は憲法86条を削除してもらわないと単年度主義というの

がなかなか厳しいという話で、憲法改正の議論にもつながってきます

ね。 

宗和委員  その一方で、国は、1年では当然やっていられないようなことは、実

態として、補正予算でどんどん事業やっていて、実務としては、単年度

主義でほとんどやっていないのだから、見直す必要はありますよね。 

坂野会長  そうですね。繰越明許費という制度はあるのですけれども、なかな

か厳しいですね。 

宗和委員  事業によってはお金を伴うようなものもあるから、当然それが3月に

予算確定するとかというのはわかるのだけれど、行政の人の思考その

ものが1年なのかなと思っています。 

  昔ある自治体で、課長が4月に異動して、8月頃に電話をしたら、「私

は、まだ異動してきたところなので、まだよくわからないです」と言わ

れたことがあります。 

  予算制度ではなくて、3月までにやればいいのだとしか思っていない

この思考を変えないとスピードアップはしないのではないかなという

気はしています。 



- 17 - 

 

坂野会長  職員の方も最終的には3月などに当初予算案というのが議決されな

いと、行政の仕事、あるいは給料すら出ないので、行政が麻痺してしま

い動かなくなるということは、日本だけでないので、非常に難しいで

すよね。 

  アメリカの話ですが、予算が議決されないため、動物園で餌もやれ

ないので、国立公園の動物たちがたくさん死ぬという問題がありまし

た。 

  行政という世界共通の話につながってくるのかもしれませんね。 

事務局(岡田)  各委員さんのお話を聞いていて、非常に頭が痛いなと思って聞いて

いました。 

  職員の人事異動が、やはり年度末にありますよね、それによって熟

知していた職員が異動してしまうと、物事が振り出しに戻って、そこ

からまた新たな計画とか、新たな施策に取組むので、恐らくそういっ

た引き継ぎが、民間に比べて行政は、甘い部分があるのかなという気

はしますね。 

伴委員  例えば、国の金融庁では、新任のポジション、部長だろうが課長だろ

うが、新任のポジションに対しては、勉強期間を三か月与えています。

着任から三か月間は猶予を認めるけれども、四か月目には、仕事が止

まってしまうので、有無を言わせずに業務が急激に来るのです。 

  もちろんできないことはありますから、それは仕方がないと思いま

すが、国では、そのあたりはものすごく早くなっているので、市でも意

識改革が必要なのかなと思います。 

事務局(笠井)  今回の実施計画のもとである行政経営指針の中にも、改革の1丁目1

番地は、やはり、職員一人一人の意識改革です。どうやって今までの構

造、風土を変えていくかが一番重要だと思っています。 

  今までのやり方を踏襲していたのでは、改善、改革は進められませ

んから、まずその辺の個人個人の意識と意欲をどうやって高めていく

かが必要です。そのためには、情報共有をしながら、皆が同じ方向で進

めていくのが大事だと思っています 

  それと今おっしゃったように、スケジュールは、毎年毎年のことだ

から、決定したものについては、年度途中でもどんどんやっていくと

いうようなことも大事だと思います。 

  何十年も染みついたこの仕組みをそう簡単に変えるのは難しいので

すが、やれるものからやらなければ、もう時間がありませんので、やっ

ていきたいと思います。 

  また弁解になりますが、やはり職員でピンキリだと思うのです。問

題意識を持っている職員もいますし、全くない職員もいます。ですか

ら、この問題意識がない職員をどうやって底上げしていくかというこ

とが一番大事なのだと思っています。 
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宗和委員  自治体にいろいろと行っていると、自治体間の職員のレベルの差と

いうのが結構大きいと思っています。どういう自治体に優秀な職員が

多いのかということについては、研究されたらいいかなと思いますが、

やはり、いろいろと新しいことに取り組むチャンス、機会が多い自治

体には、やはり優秀な職員が育ちやすいと思います。 

  そういう意味では、職員にいろいろなことを経験させるというよう

なことも大事かなと思います。 

  また、つい先週に行った自治体で企画課の人との話ですが、同じ役

所の中でも、新しいことをどんどんやっていく人とそうではない人に

分かれており、新しい取組みをやる人がほとんどいつも決まっている

という話でした。 

  一方で、新しい取組をする側が固定されているから、そうでない人

はルーチンな仕事している側面もあるので、まさに人材育成というか

そういう部分を考えないと、非常に偏るし、非効率だなと思いました。 

事務局(笠井)  意欲がある職員は、一定数はいます。でも、その人たちだけに負担が

かかっています。一方で、今のままであれば良いという職員もやはり

います。 

  心配しているのは、今まで以上にだんだんこの温度差が激しくなっ

てきています。 

  一生懸命頑張って、それぞれが良いと思っていろいろと企画をする。

けれど、全く必要と思っていない人たちとの業務のレベルの差がどん

どん開いてきているので、そこを今、懸念しています。 

  ですから、底上げをしなければいけないというのが、一番の課題で

す。その人たちばかりに負担をかけないで、なんとか次の人たちもつ

くって、今のままで良いと思っている人たちの5％位は変わらないとチ

ームとしては、なかなかできないのではないかと思っています。そこ

で、今、イメージしているのが、一人ひとりの職員に対して、改善運動

を行わせるということをしたいと思っています。 

  それは時間短縮だったり、経費の削減だったり、何かテーマを決め

て、1年間で何か一つでもいいので、自分の関係する仕事について、時

間や費用を短縮したり、違うサービスに転換するような運動もやって

みたいなというふうに思っています。 

  その成果の事例をどんどん他の職員全員に知らせることで、自分の

ヒントになってくるのではないかと思うのです。本当に一番大事なこ

とは、どうやって職員1人のモチベーションを上げて、楽しみながら改

革ができるかという環境をつくることかなと思っています。 

坂野会長  公務員の数も減らされていますので、やはり全国的に非常に厳しい

と思います。 

  今、委員の皆様方がおっしゃっておられたこととは、笠井部長以下、
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こちらにおられる経営改革課の方々が一番身にしみておられるかと思

います。 

  組織については、外部からの意見がないとなかなか動かないという

ことは多々有りますので、こういうことを、この会議で言うことによ

って、実際に白井市の方々、組織そのものが動いてくれることは、すご

くいいことだと思います。ぜひ会議の中でご発言いただければという

ふうに思います。 

  では、この意見については、一旦これくらいにいたしまして、その次

に移らせていただきます。 

 

 (略) 

 次回会議を３月２日(金)午後７時から実施することを決定 

 

事務局(元田)  それでは、次回から、議題として評価方法について皆さんに議論し

ていただくのですが、皆さんは、いろいろとご経験されてらっしゃる

ので、評価といったときにイメージするものが違うと思うのです。 

  実際に評価について、かなり詳しい委員もいらっしゃるとは思うの

ですけれど、少し足並みをそろえる意味で、坂野会長に「評価」の概要

について、お話しいただきたいとお願いしました。 

  そこで、今回、坂野会長が大学の授業でご利用されているレジュメ

を配布させていただきました。 

  次回の審議会で、この計画に関する評価方法については具体的に検

討していきますが、坂野会長から評価についてお話をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

坂野会長  本来でしたら、岩井委員にお願いする予定でございましたが、本日

は岩井委員がお休みということで、私が簡単に評価についてお話をす

ることになりました。 

  委員の皆様は、基本的には評価というのをよくされているので、今

さらということかもしれませんが、評価の基礎的なところをご説明さ

せていただきます。 

  政策評価や行政評価というのは、言葉としては、よく耳にすること

が多いと思います。レジュメには、国の定義を書きましたが、この政策

評価、行政評価には、使い方によって、４通りあり、どれが正解という

のが決まっていないので、まずは、全ての意味合いをお伝えします。 

  一つ目は、国の評価は、政策評価であって、自治体の評価が行政評価

だという考え方です。 

  二つ目は、国も自治体も行政組織がやる評価を行政評価だという人

がおられます。 

  三つ目としては、ここの国交省の定義ですが、政策評価の対象は、
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「ルーチン業務以外のものであって、政策の企画立案や見直し改善に

反映できるもの」としています。 

  ルーチン業務、行政用語としては執行業務と呼んでいますが、ルー

チン業務に関しては、かつて総務庁という役所があったときに、「行政

監察局」という組織がありました。 

  この行政監察局は、一般のルーチン業務が効率性、適切に行われて

いるかどうかというチェックをずっと行っていました。そのルーチン

業務のチェックのことを行政監察評価と言っていました。この行政監

察評価と先ほどの政策評価をあわせたものを「行政評価」といってい

ます。これが国の考え方です。 

  最後に四つ目の考え方ですが、その前に政策体系の話をさせてくだ

さい。 

  政策体系というのは、どの市でもホームページなどに出ているもの

なので、そちらをイメージしていただければと思いますが、はじめに

政策というのがありまして、その下に施策というのがあります。この

施策については、年配の方は「しさく」、若い方は「せさく」と読む方

が多いそうです。そして最後に事業、事務事業というのがあります。 

  この政策、施策、事業というのは、事業から見れば、施策は目的であ

って、事業は手段です。 

  施策からみると、政策は目的であって、施策や事業は手段であると

考えられています。この政策体系のピラミッドについて、チェックす

るのが政策評価だという考え方があります。 

  政策評価、行政評価については、定義がいろいろあるということだ

け、共有させてください。 

  続いて、政策評価と行政評価の目的についてご説明します。 

  目的には、総務省のホームページの記載と自治体として、中野区の

目的をレジュメに記載しました。 

  総務省、国の場合は、政策評価の目的が二つあります。一つが、「効

果的かつ効率的な行政の推進」であって、もう一つが、簡単に言うと

「説明責任の徹底」です。これが、国の目的の大きな二つのポイントで

す。 

  一方、これは、あくまでも中野区の場合ですが、一言で言うと「目標

と成果による区政運営の考え方に基づき、区の仕事の成果や効率性な

どの区民の視点で評価し、事業の見直しへつなげる行政評価を継続し

て行う」というものです。 

  中野区に限らず自治体の多くの場合は、政策評価という言葉を使わ

ずに行政評価という言葉を使っているケースが多いです。 

  白井市の行政評価について、どのようにこの評価の言葉の概念を整

理されているかを私は知らないのですが、この中野区の整理について
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は、私が法政大学の武藤先生とご一緒に当時、五つに整理させていた

だきました。 

  まず一つ目が、「仕事の目的の明確化」です。これは目的、目標を数

値化してわかりやすくすると。数値化することによって成果を見やす

くするということでした。 

  二つ目は、その成果をいかに管理するかということです。中野区の

場合は、必要性、有効性、効率性を基準としています。 

  三つめは、仕事を十分に説明する、つまり、透明性を高めて説明責任

を確保するということです。 

  四つ目は、マネジメントサイクル、2ページに図がありますが、この

Plan-Do-Check-Actionという順番で、よくＰＤＣＡサイクルと呼んで

います。この図のPDCAサイクルを回すために評価をするのだというも

のです。一般的に行政評価については、この経営の影響が強いという

ことが言われています。 

  最後は、先ほども伴委員や笠井部長のご発言や私がお話したように

職員の意識改革という話を掲げています。 

  それはなぜかというと、市民の前で説明しなくてはいけないので、

外部から怒られたり、「何を言っているかわからない、言葉が難しすぎ

る」というような批判を浴びたりすることがありますが、それも研修

の一貫になるのだという考えです。 

  市の職員というのは、基本的には市民と話をしますけれども、やは

り、職員全員が話をするわけではありません。 

  今回例示した中野区の場合は外部評価と言いまして、内部の職員に

よる評価だけではなくて、外部、つまり市民等の評価を受けていまし

て、そのときに市民等から厳しく言われるので、意識改革というのが

一つ目的になっています。 

  行政評価の沿革ですが、これは読んでいただければわかると思いま

す。最初は、アメリカから始まったという話です。 

  国内では、年表を書きましたが結論から言うと、2001年1月6日以降

に省庁が再編された時、政策評価制度が導入されました。 

  そして、法律ができまして、2002年4月から施行されています。その

ため、国の場合は、評価が義務化されているという話です。 

  一方、自治体レベルですが、自治体レベルでは、1996年に三重県が事

務事業評価を始めました。静岡県の「業務棚卸し」という評価方法とど

ちらが先かという話もありますが、一般的には三重県の事務事業評価

を自治体の行政評価の最初とするケースが多いです。 

  この三重県の評価方法は、アメリカのクリントン政権のときに導入

された「ジープラー」と言う政府行政評価法の評価の影響を強く受け

ています。 
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  これは、簡単に説明しますと、New Public Management、省略して、

ＮＰＭという「行政のビジネス化」というものを背景にしています。 

  この行政のビジネス化については、先ほども委員の方々から、「行政

は、民間とは違うのだけれども、コストの話や時間の話といった民間

の視点を入れていこう」というものです。 

  これを進めたのが、上山信一という有名な方で、今は慶応の先生だ

と思いますが、この先生が、『行政評価の時代』という本を書かれまし

て、まさに2000年代は行政評価の時代になりました。 

  レジュメの行政評価の導入状況という表をご覧ください。平成25年

10月1日現在の総務省の調べで、これが、一番新しい資料となりますが、

行政評価を現在どの位の自治体が導入しているかという表です。都道

府県では100％、政令指定都市では95％となっています。 

  その次に政策評価の実際のお話しをします。今回、示したものはあ

くまでも中野区の資料です。 

  次回は、事務局から、白井市の話をしていただければと思うのです

が、中野区では、基本的に行政評価の基本は、自己評価であって、事後

評価としています。 

  つまり、自分たち、職員の人たちがやって、事業をやった後に評価す

るというものです。 

  まず、年度始めに自治体で目標を設定し、数値化します。ここが大事

です。 

  その数値目標に向けて仕事を効率的に行い、その会計年度、先ほど

の話のとおり3月ですが、3月に仕事がとりあえず終わります。 

  その3月に、終わった事業に対して、まず自己評価を行います。内部

評価というのは自己評価です。市の職員の人たちが、自分で評価しま

す。 

  これを大体8月位までに終わらせて、8月から外部評価委員というこ

とで、市民や学識経験者が、「外部評価委員会」という中で質問やヒア

リングをしながら、評価をします。この期間は、2カ月位かかりまして、

その後、その外部評価の意見を踏まえて自治体側の考え、見直しの方

向性を出します。 

  そしてこの区の場合は、評価の結果を、目標の実現に向けると書い

ていますが、予算編成及び決算にこの外部評価を生かしているという

特色があります。 

  最後になりますが、政策評価、施策評価、事務事業評価というのは、

先ほどお話をしましたが、最初に、三重県が行った事務事業評価とい

うのは実際に自治体の方々が行われている細かい事業を全部評価しま

す。 

  それがある程度できると、もうちょっと大きい括りの施策評価とい
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うのをやりながら、こちらの事務事業を見ていくというものです。そ

して最後は、政策評価になるわけですが、自治体の場合は、大体、施策

評価というところが基本だと思います。 

  ここでは時間の都合、簡単にしか言えませんが、評価について検討

する際に、どのレベルの内容を評価するかというものです 

  また、具体的にどのような評価をするのかという、評価方法につい

てですが、「事業評価、実績評価、総合評価」という基準があります。 

  この分類については、別表をご覧ください。別表の縦軸について上

に行けば行くほど政策であるとか施策というものに近くなって、そし

て下に行けば事業に近くなり、より具体的であるという軸です。 

  もう一つの横軸は、事前なのか事後なのか、つまり、仕事が終わる前

にするのか、終わってからチェックするかという分類があります。 

  この評価の方法のうち、「事業評価」というのは、大体の場合は、事

前にやることが基本です。事業評価というのは事前にやって、その仕

事を本当にやっていいのかどうかというチェックをするというもので

す。これは左下に位置付けられるものです。 

  次に「実績評価」というのは、これは人や自治体によって違います

が、一般的には終わってから評価するものです。その仕事をちゃんと

達成したかどうかという達成度を見るものです。ですから、概ね事後

です。だから、いわゆる事務事業評価なんかは、実績評価ですので、右

下に位置付けられるものです。 

  最後に「総合評価」についてですが、総合評価というのは事後に行わ

れまして、総合的ということなので、どちらかと言うと施策に近くな

るので、右上という感じになるのではないかと思います。 

  これはあくまでも国の基準で話をしていますが、評価の方法として

このような区分けが一般的になされています。 

  結論として申しますと、「事業評価」というのは、一般的に事前にこ

れからの仕事をする際に実施する評価でして、「実績評価」というのは、

仕事が終わった後に初期の目的をどれだけ達成したかということを評

価するものです。そして、「総合評価」というのは、よく使われるキー

ワードでございますが、多面的、そして詳細にいろいろな視点でチェ

ックするということですよね。 

  従いまして、多くの自治体では「総合評価」ということになると思い

ます。つまり、実績だけでなくて、いろいろな目的等を鑑みてというこ

とです。 

  今日は、評価の基本について、簡単な話でしたが、させていただきま

した。 

  では、副会長、補足等がありましたらお願いいたします。 

宗和委員  事務局からは、実体験をもとに坂野会長の説明に補足して欲しいと
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いう話でしたが、先生の補足をするのは厳しいので、確認をしていき

たいと思います。 

  まず今回、評価制度を検討するということなのですが、それは外部

評価のための評価制度ということでよろしいですか。 

事務局(元田)  はい。具体的にはこの実施計画を対象とした評価になります。 

  この実施計画については、内部評価と外部評価をやっていくという

ことを既に決めています。 

  内部評価については、市の中でやっていくものなので、問題はない

のですが、外部評価は、市民の方々、つまり皆様が実際に、再来年度以

降に取組んでいく際にどのような形の評価方法であればやりやすいの

かという部分についての意見をいただきたいと思っています。 

宗和委員  ということは、内部での評価について考える必要はなくて、我々の

評価の仕方だけでいいということですか。 

事務局(元田)  そのとおりです。どういうふうにやったら自分たちが評価しやすい

かということや、先ほど委員の皆様から意見のあった市民にわかりや

すくという部分にもつながってくると思いますけれど、評価した結果

をわかりやすく伝えることができるかということにもつながるかなと

思っています。 

宗和委員  わかりました。それと、ＰＤＣＡサイクルなのですが、評価結果をど

こに反映するということですが、どのように考えていますか。例えば、

内部評価であれば、予算に反映するとかあると思うのですが、我々の

評価はどこに反映したいという考えですか。 

事務局(元田)  今回の計画は、随時見直すこととしています。皆様の評価を市で一

度受け止めて、その上で、評価を踏まえて、検討した上で、今後の計画、

取組みに反映するということになると思います。 

  外部評価単独という形ではなくて、外部評価を踏まえて、内部評価

に返ってくるというか、今後の取組みに改善に向けうというものです。 

宗和委員  最初の質問と被るかもしれないですが、外部評価をする場合、例え

ば外部評価だけで、一つ一つ議論する外部評価だけが単独で存在する

ケースと、内部評価の結果を踏まえて、内部評価を更に補填する二重

評価のようなものと両方あると思うのですが、考えられているのはど

ちらですか。 

事務局(元田)  そこについては、現段階では、まだ決めていません。 

事務局(笠井)  これは、これからまた議論ですけれど、自分のイメージでは、後者を

考えています。そうでないと全く主体性がなくなっちゃいますので。 

坂野会長  そこで次回に具体的にこういう話をするということですので、本日

は共通認知をしてやっていきましょうという話で、ご理解いただけれ

ばと思っております。 

  では、宗和委員、ご見識からの補足をお願いできますか。 
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宗和委員  「評価とは何か」ということを、今、坂野会長がいろいろ整理をして

もらったのですが、僕が仕事で行っている「自治体の事務事業評価」な

どはまさにそうなのですけれど、一つの考え方は、英語にすると「パフ

ォーマンス・マネジメント」で、日本語にすると、いわゆる「業績測定」

です。 

  つまり、100という目標に対して、達成できたか、できなかったかと

いうのを見るということです。 

  80だから、こういう理由でできなかったよとか、120だったら、こう

いう理由で120になったよという、目標に対しての達成状況を見る、目

標管理みたいな評価があります。 

  もう一つは、目標管理ではあるけれど、単に成果だけを見るのでは

なくて、「費用対効果」のような話も含めて、「100万円をかけて100とい

う目標を達成する」のか、いや「100万円もかけるのは、ちょっとどう

かと思うから、50万円でいいから目標は60でいいよ」というような、ど

ちらかというと、あらかじめ目標を立てるとか、その目標の立て方に

合理性があるかとかいう評価もあります。 

  この場合には、事後的に100の目標が120になったとか80だったかと

いうような話になるので、先ほどの部長の考えでは、我々は二重評価

となった場合、市の内部で行う内部評価の一次評価の制約を受けるわ

けなのです。 

  従来だったら、目標管理になるわけですが、そこを目標管理で見る

のか、費用対効果で見るのかによって、評価の形も違ってくると思い

ます。 

笠井部長  そうですね。内容については、まだ固まっていないのですけれど、行

政経営改革ですから、単に目標の評価だけでは、私は意味がないと思

っていて、そこにコストをいかに入れていくかが重要だと思っていま

す 

  一次評価では、ある程度自分たちがここまで達成できたというよう

な自己評価になるわけですが、評価については、それが本当にコスト

として正しかったのか、あとは目標に向けた取組みとして、本当に良

い方法なのかということについて、評価に加えていく必要があると自

分の中では思っています。 

宗和委員  今の部長の考え方のようなものは良くわかるのですけれど、目標管

理型ではなく費用対効果として、「そもそもそんなに費用をかけてやる

べきなのか」みたいな話をしようと思うと、費用対効果の概念が必要

なのですが、ただ、その費用というものをどれぐらい正しく算出でき

るのかどうかと課題があります。 

  そのため、目標管理型よりはちょっとハードルは高くなるかなと思

っています。そこについては、どう考えていますか。 



- 26 - 

 

事務局(岡田)  今の段階では、内容が全く固まっていないですね。 

事務局(笠井)  以前、担当として市の評価を実施したことがあったのですが、ある

課は、成果として、「今年はこれだけの人員でこれだけの予算を消化し

た」という評価をしていました。 

  でも、幾ら使ったか、予算を全部執行したら、良いというのは、評価

では全くないですよね。ただ、それに変わる評価が何かというのは、非

常に難しいですよね、 

  どれだけ事業を執行したかという評価は業務によっては、確かにわ

かりやすいですが、市の場合は、それではわからないですね。 

  だから本当にここはちゃんと、何のための評価なのかということに

ついて、みんなで事業の種別ごとに評価方法が違ってくると思います。

一律的にこれがいいのだというのはなかなか言えないのかなと思って

います。 

宗和委員  そうですね。一律的にこれが良いというよりは、どういう目的で評

価をするかによって、やっぱり評価制度は変わってきますね。 

  初めて評価する方もいらっしゃるので、あまり色をつけないほうが

いいのかもしれないけれども、自治体によっては、すごくいい加減な

評価をしていので、そこを見るということもありますよね。 

事務局(笠井)  評価については、もう一つは、時間の視点をどうするかというのが

あります。 

  今だけ見たら、これで良いのかもしれないけれど、10年後にとって

はマイナスだったか、50年後にとっては何の意味もないとか、それは

わからない。だから、どこの目線でもってやるのかが非常に難しいの

ですよね。 

宗和委員  そうですね。毎年毎年、事務事業評価として、評価をするのですが、

例えば、今年の目標が100で、来年の目標はどうですか？と聞くと、120

という答える部署があります。 

  「なぜ、120ですか？」ときくと、「100の次は120でしょう」という答

えがあります。拡大しないとだめなのではないかというふうに思って

いるから、100、120となっています。 

  では、「本当に140も必要なのですか」と聞くと、「100を90なんて目標

は立てられないですよ。」というような、非常に根拠のない目標を立て

て、それで達成できたとかできないとかを評価している、極めてばか

ばかしさの上塗りみたいな評価をすることもあります。 

  また、何かの事業の際の目標値として、300人を目標とする事業につ

いて、「人口から考えたらもっと多くてもいいのではないのですか、も

っと少なくてもいいのではないですか」という話を聞いたら、300人の

根拠は、会場の定員が150人で2回やる分の予算が取れているので、300

人という回答でした。本当にそれが目標ですかという気がしますよね。 
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  このように何をするのかということについて、ちゃんと考えていな

い評価も一方であるので、その辺について、正しい目標を定めるため

にも、どれだけの客観的なデータがあるかとか、そのあたりにもすご

く制約されるのかなと思います。 

坂野会長  本日お配りしたレジュメについては、大学では、補足をしながら、お

およそ90分で話す内容です。事務局から、それを10分でという話だっ

たので、結構厳しかったかなと思っています。 

  次回、事務局で、もしよろしければ、委員の皆さんは、評価について

は、いろいろとベテランの方もいらっしゃいますので、質問等を通じ

て、白井市でどのような評価がいいのかということについて議論でき

ればと思っています。そのような形でよろしいでしょうか。 

宗和委員  一つだけ補足させてください。評価については、2000年頃は、「行政

評価の時代」として、大ブームだったのです。 

  僕も大ブーム時代にいろいろなところで、評価をしたのですが、そ

の2、3年後位には、ブームが終わりました。 

  ブームですから、いずれは終わるのですけれども、ブームが終わっ

たときの職員の本音は、「評価なんて無駄だ」と、評価疲れ、評価は無

駄だという言い方をされていて、もう行政評価は、いじめられっこみ

たいに徹底的にいじめられるという状況になっています。 

  恐らくほとんどの白井市の職員も、「また、行政評価か、いつまでそ

んな無駄な話をしているの？」というのが、ほとんどの職員の感覚だ

と思うのですけれど、やはり、やりっぱなしとしないためにも評価そ

のものは、必要だと思うのです、 

  しかし、やはり、先ほど言ったようにいい加減な目標を立てて管理

しているみたいな無駄なことをやっていることもあるわけだから、無

駄な評価がたくさんあるので、ちゃんとした制度を設計しないと、本

当にロスばっかりになって、非常にマイナスに働く可能性もあります。

だから、いかにいい制度がつくれるかというのは、すごく大事な論点

で、実際にいい制度ができたら本当に機能するので、良いことだと思

います。 

  多くの自治体は、ちゃんと制度をつくらずにやってみて、行政評価

はだめだ！みたいに、行政評価がいじめられていますが、それは行政

評価のせいではないだろうと思います。 

坂野会長  わかりました。あくまでも行政評価と言うよりは、ここではこの計

画について、評価の指標をどうするか、どう評価するかということを

次回皆で議論します。 

  本日の内容だけでは議論は難しいと思いますから、次回も議論をし

ながら、白井市に合ったこの計画の評価を考えていきたいと思います。 

  以上で、本日は以上で終わりたいと思いますが、事務局のほうから
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何かございますか。 

事務局(元田)  次回の会議の日程については、改めてご連絡させていただきます。 

  本日の解説については、坂野会長に10分という無茶なお願いをして、

宗和副会長には補足をお願いしたいと、無理なお願いをしてしまった

のですけれども、皆さんの議論を通じて、事務局の中でも整理できま

した。 

  この計画の評価方法については、これから2回の会議という形になり

ますが、皆さんの中の意見をもらって、市として良いものをつくって

いきたいと思っています。 

  市では、先ほど話ありましたが、まだ全く何も決まっていないとい

う状況です。評価方法について、皆さんの中でどういう形であれば、評

価しやすいかというのも重要な視点なのかなと思っていますので、そ

のあたりについても議論できればと思います。 

坂野会長  わかりました。事務局にぜひお願いしたいのは、評価をしたことの

ない委員については、具体的な話というのはなかなかわからないと思

うので、先進的な自治体の事例などございましたら、ピックアップし

て幾つか出していただきたいと思います。 

  あと、白井での他の評価の方法や、評価方法についてこういうふう

に考えているというようなものがございましたら、ぜひ出していただ

きたいと思います。ほかの委員についても、こういう自治体のものを

見たいよということであれば、どんどん事務局のほうに意見を投げか

けていただければと思います。 

事務局(元田)  わかりました。次回は、評価について、どういう形であればやりやす

いのかということと、どんなデータがあればそういうのも検討できる

のかというところも含めて皆さんの中で検討していっていただきたい

なと思います。 

  あくまでもこの計画に関する評価となります。市の全体という話で

はなくて、この計画の進捗とかなのか、その特定値なのか目標なのか、

そのあたりもどういう形であればというのを皆さんで議論いただけれ

ばと思っています。事務局からは以上です。 

坂野会長  では、会議をこれで終わりにさせていただきたいと思います。どう

も、本日はいろいろありがとうございました。 

 （終了 午後6時） 


